
海洋安全保障情報季報
第32号（2020年10月－12月）

目次
Ⅰ.  2020年10～12月情報要約
1.　インド太平洋
2.　欧州、中近東、米州
3.　北極
4.　その他
5.　補遺
6.　COVID-19関連情報

Ⅱ.  解説・論説
潜水艦救難と脱出：潜水艦乗組員の安全のために
オーシャンピース・キーピング（OPK）構想の立案過程
―高井晉氏（元防衛省防衛研究所図書館長）へのヒアリング調査を実施して―



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

本季報は、公表された情報を執筆者が分析・評価し要約・作成したものであり、情報源を括弧書

きで表記すると共にインターネットによるリンク先を掲載した。 
リンク先 URL はいずれも、当該記事参照時点でアクセス可能なものである。 

発行責任者：角南篤 
編集・執筆：相澤輝昭、秋元一峰、上野英詞、大井昌靖、倉持一、高翔、関根大助、藤田怜史、藤井巌、

安井靖雄、山内敏秀 

本書の無断転載、複写、複製を禁じます。 
アーカイブ版は、「海洋情報 From the Oceans」http://www.spf.org/oceans で閲覧できます。 
送付先変更および送付停止のご希望は、海洋政策研究所（fromtheoceans@spf.or.jp）までご連絡下さい。 
『海洋情報季報』は『海洋安全保障情報季報』に改称いたしました。 



 海洋安全保障情報季報－第 32号 

 

 

1

Ⅰ. 2020 年 10～12 月情報要約 

１．インド太平洋 

1－1 軍事動向 

10月 2日「インド洋・太平洋における防衛サプライチェーンと対潜水艦戦―米専門家論説」（The 

Strategist, 2 Oct 2020） 

10月 2日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは米シンクタ

ンク Pacific ForumのLloyd and Lilian Vasey Fellowである Tom Corbenの“Defence supply chains 

and anti-submarine warfare in the Indo-Pacific”と題する論説を掲載し、ここで Corbenはインド

太平洋におけるソノブイのサプライチェーンの必要性と現状からオーストラリアの取り組みが妥当

であり、周辺国へも波及でき、現状の問題を解決できるとして要旨以下のように述べている。 

（1）豪政府は自国防衛産業の能力と戦略的物資の備蓄を改善する防衛戦略見直しを決定、国産兵器

製造能力の構築に最大 11 億ドルを、2025 年から 2040 年の兵器在庫の備蓄に最大 203 億ドル

から 304億ドルの支出を認めた。 

（2）これらの投資は、紛争発生時にサプライチェーンが崩壊したとしても豪国防軍が作戦を持続さ

せる能力を持つことを目的としている。それは通常の戦争への備えだけでなく、平時（抑止）

と戦時（戦闘）の両方の作戦に不可欠なソノブイのような非致死的で重要な装備品の自国製造

能力の強化も含まれる。ソノブイの唯一実績のある製造元 ERAPSCOは、長期的な製造能力は

不確実で、予想外に使用頻度が高くなった場合は早い段階で米海軍の在庫は枯渇すると述べて

いる。 

（3）紛争の際には需要の急増に対応しなければならないが、現在の状態でソノブイは供給が追い付

かなくなるサプライチェーンの一つとなる可能性がある。これは米国だけでなく、米国製の対

潜航空機 P-8Aを運用するオーストラリアのようなパートナー国にとっても懸念事項となる。特

にインド洋・太平洋では主要各国が対潜航空機を運用し、一方で中国は攻撃型潜水艦の規模、

性能及び活動を増加させている。ソノブイの在庫が枯渇した場合、米国は自国の運用を優先す

る可能性がある。このため、他の国は在庫に加えて、信頼性の高い供給元を確保する必要があ

る。これは訓練に影響を与え、すなわち対潜航空機の搭乗員の練度にも影響する。 

（4）オーストラリアの場合、ソノブイのサプライチェーンが弱いと国防軍の対潜戦能力が低下する

が、防衛戦略見直しにより国内でのソノブイ生産能力を強化して、その解決を図ろうとしてい

る。実際のところ政府はすでに備蓄を増やし、国内産業の保護を確立して、在庫を増加させる

ための選択肢を模索している。すでにオーストラリアには最先端のソノブイ技術の開発と製造

の歴史がある。 

（5）オーストラリアの技術革新は、新しいソノブイの開発において引き続き重要な役割を果たして

おり、政府は高度な海洋技術の専門知識を持つ大企業との関係を確立している。しかし、それ

はオーストラリア単独で行うのではなく、集団的な地域の対潜戦能力を継続、維持、改善する

ために他の国々と協力することも考慮に入れている。 

（6）たとえば、米国の The US National Technology and Industrial Baseの枠組みの下でソノブイ
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の問題に共同で対処し、オーストラリアが特定の品目を国内で生産できるようにすることで米

国のサプライチェーンへの関与を促進することができる。また、ファイブ・アイズ（米、英、

加、豪、ニュージーランド）間の新たな調整の活用を検討することもできる。さらには研究開

発に関する協力を深めることに共通の関心を持つ韓国のようなパートナー国と、新しいソノブ

イモデルまたは技術の開発を検討することもできる。 

（7）解決策が何であれ、オーストラリアはこのサプライチェーンの脆弱性に対し、ソノブイの国内

生産ラインを確立することで、周辺地域のパートナー国とともに、今後数年間でより高い頻度

の運用に備えることができるようになる。 

記事参照：https://www.aspistrategist.org.au/defence-supply-chains-and-anti-submarine-warfare- 

in-the-indo-pacific/ 

10 月 12 日「中国、原潜建造造船所の規模拡大：衛星画像―潜水艦専門家論説」（USNI News, 

October 12, 2020） 

10 月 12 日付の US Naval Institute の USNI News は潜水艦専門家 H I Sutton の“Chinese 

Increasing Nuclear Submarine Shipyard Capacity”と題する論説を掲載し、ここで Suttonは中国

葫蘆島渤海造船所で新たな建屋の建設が進んでおり、その規模から 2隻の原子力潜水艦を同時に建造

可能のようであり、もう一つの建屋及び既存のものを含めると同時に 4から 5隻の原子力潜水艦が建

造可能となり、従来の制約が取り払われ、人民解放軍海軍の原子力潜水艦部隊が急速に造成されると

して要旨以下のように述べている。 

（1）中国は外洋海軍を保有する国となるべく諸施策を推進中であり、原子力潜水艦（以下、原潜と

いう）は北京の計画にとって極めて重要である。歴史的に見て人民解放軍海軍の原潜部隊は建

造能力によって制約されてきた。原潜を建造できる造船所は 1 カ所しかない。しかし、その造

船所は大規模拡張中であり、民間衛星画像の解析は、葫蘆島渤海造船所で新たな建屋が建設中

であることを明らかにしている。建屋は 2015年に建設されたのと本質的には同じもののようで

ある。この新建屋は新世代原潜の建造用と広く考えられている。 

（2）中国の原潜部隊は今後数年間の内にさらに増強されると既に考えられている。この最新の造船

所の開発は、中国が潜水艦建造の速度をさらに高めることを示している。中国が次の 10年間に

何隻の原潜を建造するかは熱い議論の的となっている。米 The Office of Naval Intelligenceは

最近、中国の潜水艦部隊は 2030年までに 6隻の攻撃型原潜を保有するという予測を発表した。

元米太平洋艦隊情報部長 James Fanellは、その見積は高すぎると指摘する。明らかなことは原

潜の隻数が増加するということである。新建屋は 2 隻の潜水艦を同時に建造するのに十分な大

きさである。最近建設された他の建屋を加えると同時に 4 隻の潜水艦建造が可能となる。造船

所の別の一角にある古い建屋がまだ稼働中であれば、もう 1 隻建造でき、4 ないし 5 隻の潜水

艦を同時に建造可能である。弾道ミサイル搭載原潜も攻撃型原潜も全て渤海造船所で建造され

ており、同造船所の建造能力が潜水艦勢力の全体にとって主要な要素である。 

（3）中国の海軍増強をワシントンは見落としてはいない。‘Battle Force 2045’で概観されるように

Mark Esper 国防長官はできるだけすみやかにバージニア級原潜を年 3 隻建造しなければなら

ないと述べている。提起された計画には「将来の大国間の紛争において最も残存性の高い打撃

力を持つ艦艇」と述べられている 70隻から 80隻の攻撃型潜水艦が含まれている。 

（4）渤海造船所で建造されたもっとも代表的な潜水艦は Type093（商級攻撃型原潜）の改良型である
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Type093Bであり、主な改良点は YG-18巡航ミサイルを垂直発射筒に収めたことで、これにより

戦略的打撃力が向上した。Type093よりも先進的なのが Type095（唐級原潜）である。同級は全

てにおいて Type093より先進的で隠密性も優れている。3番目に計画されている潜水艦は次世代

弾道ミサイル搭載原子力潜水艦（以下、SSBNと言う）で、Type096SSBNは現 Type094（晋級

SSBN）の後継である。Tyep094の代替ではなく Type096は 6隻の増強と考えられている。 

（5）現時点で我々は渤海造船所の拡大を示す新しい詳細について検討中であり、新建屋からどのよ

うな潜水艦が姿を現すのかまだ見ていない。最新の建屋が他の目的のものであるとすることも

可能である。しかし、取り上げる見方は中国が潜水艦建造能力を変革中であるというものであ

る。葫蘆島での工事は、以前は中国の原子力海軍を物理的に制約してきたものを取り除くこと

になるだろう。 

記事参照：Chinese Increasing Nuclear Submarine Shipyard Capacity 

10月 13日「比海軍、西フィリピン海へ民兵派遣―比ニュースサイト報道」（Rappler.com, October 

13, 2020） 

10月 13日付の比ニュースウエブサイト Rapplerは“Navy to deploy over 200 militiamen to West 

Philippine Sea”と題する記事を掲載し、比海軍が西フィリピン海における哨戒と漁船保護のため民

兵 2個中隊を派遣したとして要旨以下のように報じている。 

（1）10月 13日、比海軍司令官 Giovanni Carlo Bacordo 中将は Rapplerの電話取材に対し、西フ

ィリピン海の哨戒と中国軍によって長きにわたって迫害されてきた漁民保護のため、約 120 名

から成る Citizen Armed Force Geographical Unit中隊 2個中隊を西フィリピン海に展開する

と述べている。この目的は西フィリピン海における中国の海上民兵に対する対応であると

Bacordo 司令官は述べている。フィリピン漁民は長年にわたり、中国海軍と民兵による嫌がら

せの犠牲者であった。 

（2）民兵隊は海軍による訓練を受けるため、配備日は設定されていなかった。海軍の民兵は、同じ

地区の比陸軍司令部に属する民兵から抽出されている。訓練後、民兵はモーターボートに乗り

組み、展開前に小銃で武装することになろうと Bacordo司令官はいう。漁民保護に加え、民兵

は比軍に有意な情報を入手するため、情報収集、監視、偵察任務を課せられることになるだろ

う。漁民保護の民兵派遣は、比海軍がその努力を排他的経済水域の防護に集中することを可能

にするかもしれない。 

（3）Bacordo司令官は 240名というのは少数であることを認めているが、民兵派遣は効果があると

比軍が認めれば、その努力は将来拡大されるかもしれないと述べている。海軍は比軍 6 地区司

令部にそれぞれ民兵 1 個中隊の配備を目標としているが、比軍は西フィリピン海を管轄する司

令部を優先している。13日、比軍参謀総長 Gilbert Gapay大将は、西フィリピン海は「一層緊

張しつつあり」、「地域の潜在的発火点になっている」と警告している。 

記事参照：Navy to deploy over 200 militiamen to West Philippine Sea 

10月 17日「タイ王国海軍の近代化－仏専門家論説」（East Asia Forum, 17 October 2020） 

10月 17日付の Australian National Universityの Crawford School of Public Policyのデジタル

出版物 EAST ASIA FORUMは仏 Asia Centre研究員Hadrien T Sapersteinの“Modernizing the 

Royal Thai Navy”と題する論説を掲載し、ここで SapersteinはHybrid Maritime Warfareの概念を
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適用することで、タイ王国海軍は沿岸領域、特にタイ湾とアンダマン海での海上権益を確保できると

して要旨以下のように述べている。 

（1）タイ王国海軍の海上戦略は大きな変化を遂げた。2008年にそれまでの外洋海軍建設の方針を修正

し、海上安全保障協力、集団安全保障、非伝統的な安全保障脅威対応に焦点を当てた包括的なア

プローチに移行した。そして「2015 年～2021 年国家海上安全保障計画」を発表した 2015 年に

Network Centric Warfare Planの適用を決定、2017年にタイ海上作戦司令部を再編成した。 

（2）現在、タイ周辺の強力な海軍力を持つ大陸国家（中国、インド、米国）は、軍事的及び非軍事

的なあらゆる海上活動に従事している。これらの国々は、高烈度な戦争ではなく、グレーゾー

ンの紛争に対して戦略的目標を達成しようとしている。それは、沿岸領域の「大陸化」または

「インフラ化」を通じて、陸と海の領域を統合するプロセスであり陸地中心の多次元アプローチ

戦略を海上領域へ拡大するものである。 

（3）2016年、海上安全保障に関する調査報告書が提出され、タイ王国海軍は主権、安全保障、繁栄、

持続可能性、名誉という五つの海上権益を確保できなくなったとされ、海軍戦略へのより柔軟

なアプローチと、現実の世界情勢を考慮したより敏感な姿勢が必要とされた。その後公表され

た「2018〜2037 年の 20 年間の国家戦略」、「2019〜2022 年の国家安全保障政策・計画」など

の国家の政策文書は、同じように新たなグレーゾーンの安全保障の課題を指摘している。 

（4）現代の戦争は単一の包括的戦略や安全保障のコンセプトにとっては複雑すぎるとされているが、

Hybrid Maritime Warfare（以下、HMWと言う）はタイ王国海軍がそのドクトリンをアップ

グレードし、新しい環境に適応するのに有効となるであろう。すでにタイ王国陸軍は、陸軍に

とっての同様の概念である Land Hybrid Warfareを適用することを選択し、海軍もHMWへの

扉を開こうとしており、この流れは継続されつつある。 

（5）米退役海軍大将 James StavridisのMaritime Hybrid Warfare is Comingによれば、HMWの

概念には次の四つの特徴的な利点がある。 

a．敵能力の破壊を可能にし、批判や国際的な制裁を回避するための「活動のより広い自由度」

を可能にする。 

b．海上領域は流動的な環境であるため、驚くような利点をもたらす。 

c．発生する事象の進み具合とタイムラインを効果的に制御できる。 

d．従来の沿岸領域での戦争を実施するために必要な大規模で高価なプラットフォームを構築す

るよりもはるかに安価ですむ。 

   さらに HMWのもう一つの利点は、政府が陸地中心の戦略的思考に傾倒する政治的状況であ

っても海軍を支援できることである。 

（6）国家軍事戦略において陸上中心の考え方は時代遅れとなっている。近年の技術的、政治的な傾

向は沿岸領域における陸上中心の海上戦略に向けられている。タイ王国海軍はかつて陸軍が策

定した国家戦略及び政策文書により、海軍力の発展を妨げられていた。しかし、HMW の概念

を適用することで、この問題を回避でき、さらには沿岸海域、特にタイ湾とアンダマン海での

海上権益を確保できるようになるだろう。 

記事参照：https://www.eastasiaforum.org/2020/10/17/modernising-the-royal-thai-navy/ 
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10 月 20 日「中国軍の軍事演習から見えるその弱点―台湾専門家論説」（The Diplomat.com, 

October 20, 2020） 

10月 20日付のデジタル誌 The Diplomatは元台湾海軍軍官学校教官で元錦江級ミサイル艇艇長呂

禮詩の“China’s Military Exercises Near Taiwan: The Lowdown on an Uptick”と題する論説を掲

載し、ここで呂禮詩は最近行われた中国による台湾近海での軍事演習は米軍の偵察行動に対応するも

のであるが、それは中国軍の暗視能力の欠如を示しているとして要旨以下のように述べている。 

（1）8月以降、中国軍は沿岸での防空能力を試すことを目的とした演習を実施している。10月 9日、

台湾の国家的記念日である「双十節」の前日、中国漳州市の古雷港経済開発区管理委員会と中

国軍が共同で航行禁止令を発令した。その理由は 10 月 13 日から 17 日まで、古雷半島東部の

中国の内水で実弾射撃訓練が行われるためということである。これは、中国国防部が 8月 13日

に台湾海峡とその南北両端で「多数の部隊による多方向への体系化された実戦訓練」を実際に

行うと発表して以来、地理的に台湾に最も近い実弾演習となる。 

（2）しかし、中国軍の黄海、東シナ海及び南シナ海での演習は 7 月以降、かなり頻繁に行われてい

る。一般的には、これは中国の対台湾の軍事力の誇示だと考えられている。しかし、実は中国

軍の軍事能力の弱点を示している可能性の方がはるかに高い。 

（3）黄海、東シナ海及び南シナ海での夏季軍事演習の目的が類似のものであると結論づけることは

難しくない。それら全ての演習が、中長距離（120km以上）の対空ミサイル、射程 12.5kmの

対空砲、そして、短距離の対空ミサイルで一致している。要するに、2020年夏の中国軍の相次

ぐ演習は「島嶼部の武装と沿岸部の防空の強化」のための包括的な訓練を実施することに重点

を置いているのである。 

（4）中国軍が島嶼部や沿岸部の防空を強化せざるを得ないということは、一体敵からのどのような

脅威が中国軍を悩ませているのだろうか？それは 2020 年に入ってからの米軍のインド太平洋

への展開と台湾の新たな武器購入の可能性である。中国の王毅外交部長は 9月の第 10 回東アジ

アサミット外相ビデオ会議で、米軍機が 2020年上半期に南シナ海で 3000 回以上の活動を行っ

たことを率直に指摘した。米軍の様々なタイプの電子偵察機や P-8A哨戒機からの「近接偵察」

が、中国軍が最近の演習を実施する必要性を感じた主な理由だという。米海軍アーレイ・バー

ク級ミサイル駆逐艦「ラファエル・ペラルタ」は、2 月から 7 月まで黄海、東シナ海及び南シ

ナ海で沿海の巡航を行った。さらに今後、これらの海域に配備される米軍の航空機・海軍艦艇

には無人機が搭載されるほか、将来的には“loyal wingmen”（有人機に同行する無人機）も搭

載されることになるという。その上、台湾は米国から無人偵察機MQ-9B（SeaGuardian）の購

入を協議中であり、これらの無人機は中国軍の防空及び軍事安全保障上の脅威となっている。

したがって、中国軍は、これらの脅威に対抗するため「島嶼部の武装と沿岸部の防空の強化」

のための演習を開始したのである。 

（5）それにもかかわらず中国軍内の防空能力の制約が露呈した。これらの高射砲射撃と短射程対空

ミサイル演習が日出後と日没前に行われたことは、中国軍の夜間戦闘能力の欠如を示すもので

あり、小さな問題ではない。 

（6）2020年の中国軍の夏季軍事演習は始まりに過ぎない。ゆくゆくは暗視能力をさらに強化し、そ

れらを米国や台湾の無人機による近接偵察に対する通常の防衛の一部とするだろう。多くの

人々はここ数ヶ月間の中国軍の集中的な軍事演習を台湾侵攻の前兆と解釈している。しかし、

上述の分析から明らかなように、これらの演習は中国軍が台湾へ武力侵攻するための一部では
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なく、むしろ中国軍自身の戦闘力の不足をまさに補うためのものである。 

記事参照：China’s Military Exercises Near Taiwan: The Lowdown on an Uptick 

10 月 23 日「東南アジアの HADR：軍の人道的役割の開梱－シンガポール専門家論説」（RSIS 

Commentary, 23 October 2020） 

10月 23日付のシンガポールの Rajaratnam School of International Studies（RSIS）のウエブサ

イトは同国Non-Traditional Security Studies（NTS Centre）研究員Angelo Paolo Trias及びAlistair 

D.B. Cookの“HADR in Southeast Asia: Unpacking the Military’s Humanitarian Role”と題する論

説を掲載し、ここで両名は HADRデータベースプロジェクトが災害等において ASEAN内の迅速で

効率的な対処を可能にすることにつながるとして要旨以下のように述べている。 

（1）近年の自然災害、紛争及び COVID-19パンデミックへの対応は緊急事態並びに災害救援に当た

る組織等の多様で幅広いネットワークの存在を表している。軍の独自の装備と専門性にとって

ネットワークは不可欠だが、軍がどのようにネットワークにより他の組織と接続し、相互作用

を高めるかといった研究は、東南アジア地域においてはあまりなされていない。 

（2）災害の態様は、現実の気候条件のもとでますます激しく、不確実なものになっている。より相

互の接続が強くなった現在の世界では、自然が人為的危険と繋がることで大きなリスクを諸国

家に及ぼしている。ASEAN 諸国はこれに対処するため、国及び地域の緊急、災害リスク管理

システムの構築に投資している。 

（3）危機と災害に対処するのは、ASEAN諸国にあっては軍が主役となっている。2018年の中部ス

ラウェシ津波などのように各国政府が人道支援・災害救援（以下、HADRと言う）を送ったり、

受け取ったりする際には軍が最初に動員される。 

（4）東南アジアにおいては、地域の危機対応と災害への対処が軍の協力なしには完全に遂行できな

い。その軍と協力するためには、これに関係する軍の特質を理解する必要があるが、そのため

の研究は不足している。緊急事態や災害において一般市民は自然災害や人為的災害に対応した

軍事的な関与を受け入れることで軍を知るようになる。 

（5）軍は災害にあっては C-130のように迅速な空輸が可能な装備とスキルを持っている。軍が何に

貢献できるか、文民側の救援者をどのように支援できるかについては、文民側が関心を持つこ

とによって人道支援のための民軍調整（以下、CMCoordと言う）を構築することができた。 

（6）軍事的な HADR任務は世界の多くの地域で一般的になりつつあり、CMCoordは特にアジア太

平洋地域で増加傾向にある。しかし、緊急事態や災害への軍事的な関与については、まだ多く

のことがわかっていない。これには次の三つの理由が考えられる。 

a．主となる緊急及び災害リスク管理データの処理により、支援される側のニーズが明らかにな

るので調整が容易になるが、システムから独立して活動する軍などへ提供できる情報は不十

分となる。 

b．HADR活動は、命を救い、苦しみを和らげるのに役立ち、軍間の信頼醸成と相互運用性を強

化することもできるが、軍の本質は防衛能力、国内政治、外交政策などの他の要因によって

推進される軍事的な任務である。 

c．HADR により、支援国は優れた統治を示し、軍事力を柔軟にし、技術的優位性を見積もるこ

とができるが、HADRの軍事的、政治的、安全保障上の側面は、他国の軍と機密情報を共有

することは困難となる。 
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（7）軍は東南アジアの緊急及び災害リスク管理活動に不可欠であり、上記のようなギャップに対処

する一つの方法は軍事HADR ネットワークを評価し、それらが地域の援助と対応をどのように

形成し、影響を与えるかを確認することである。この目的に寄与するために、RSIS の HADR

プログラムは東南アジアのHADRに関与する軍を結び付けるネットワークを調査するデータベ

ースプロジェクトを立ち上げた。 

（8）ASEAN 諸国間には多くの違いがあるが、離れることより一緒に達成できるというコンセンサ

スがあり、これまでのところ、安全で安定した地域のための制度と戦略の開発に引き続き取り

組んでいる。これには、ASEAN地域フォーラム、ASEAN地域待機精度（SASOP）、ASEAN

災害緊急対応シミュレーション演習（ARDEX）、演習調整対応（ExCOORES）などの共同HADR

任務を促進するためのさまざまなメカニズムとツールの調整が含まれる。 

（9）緊急事態と災害リスク管理における ASEANの取り組みは、地域内外における災害時の迅速で集

中的な対応というOne ASEAN One Response（OAOR）ビジョンにつながった。 HADRデータ

ベースプロジェクトはHADR ネットワーク内の主要なアクターが誰であるか、それらがどのよう

に接続されているか、HADR に使用される装備などの投入、展開、HADR 訓練の調整など、ど

のようなパターンが現れるかを調査することを目的としている。これらの活動を研究することで、

地域間の迅速な対処の取り決めに加えて、利用可能なHADRリソースの効率的運用をサポートで

きる。また、既存の装備等を超えた代替手段の提示も可能となる。まずは、最初に関係組織の装

備、専門知識及び能力を十分理解するためにHADRデータベースプロジェクトは軍がHADR ネ

ットワーク内の他の組織と相互に接続する方法を研究することから開始される。 

記事参照：https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/hadr-in-southeast-asia-unpacking-the- 

militarys-humanitarian-role/#.X51Ej-R7lPY 

10 月 23 日「米国とパラオの軍事協力の進展とそれを注視する中国―米国防関連誌論説」

（Breaking Defense, October 23, 2020） 

10月 23日付の米国防関連デジタル誌 Breaking Defenseは同誌上級執筆者 Paul Mclearyの“As US 

Military Moves Into Palau, China Watches Intently”と題する解説記事を掲載し、ここでMclearyは

米中対立を背景とした米国とパラオの協力関係強化の重要性について要旨以下のように述べている。 

（1）米国は近年、米中対立の高まりを背景として戦略的要衝である太平洋の島国パラオ共和国におけ

る軍事的プレゼンスと活動を活発化させてきた。それはパラオの側からも望まれたことである。 

（2）この 2 ヵ月で米国国防長官と海軍長官が立て続けにパラオを訪問した。そこでパラオ大統領

Tommy Remengesau は両名に、米国が新しい基地の建設を考慮するよう求める書簡を手交し

た。それによればパラオには「米国の軍事的準備状況を強化することにもつながる」港湾施設

や補助飛行場、法執行訓練場、海上法執行及び監視施設があると述べられている。そうしたパ

ラオ側の要望は、近年の米国の軍事戦略の動向とうまく噛み合ったものだ。その戦略とは「分

散海上作戦」というもので、グアムや沖縄など巨大基地を中心としつつ、より小規模な前線基

地を確保することでより多くの場所に部隊を展開することを目指すというものだ。パラオはそ

の「前線基地」として最適である。 

（3）ある国務省官僚によれば、相互の安全保障協力に関するパラオとの交渉は前進しているという。

パラオは 1994年に米国との間で「自由連合盟約」を締結しており、それによってパラオの安全

保障は米国に委ねられている。そのメカニズムを「米国の軍事的プレゼンスを確立するために」
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利用すべきと Remengesau大統領は述べている。米海軍長官もまたパラオの戦略的重要性を強

調した。 

（4）すでに重要ないくつかの動きが見られる。日本に前方展開する米ドック型揚陸艦「コムストッ

ク」がパラオに数週間滞在して不発弾除去作業に従事し、沿岸警備隊の巡視船「セイコイア」

も航路ブイの設置作業を行ってきた。10 月 12 日には輸送機 C130 が到着し、空軍兵らがいく

つかの島々で滑走路や駐機場の点検を行っている。 

（5）米中対立を考慮したとき、フィリピンとグアムの間に位置するパラオは戦略的にきわめて重要

な場所を占める。中国海軍が第 1 列島線の外側に移動するときの障害となるためである。また

上述したように「分散海上作戦」の基地としても重要である。米国海軍はより小規模で機動力

ある部隊の展開によって中国やロシアの追跡と監視の目を逃れる作戦行動を模索しているので

ある。それによって、ロシアや中国のミサイルの射程範囲での行動が従来より安全に展開でき

るためである。同様の戦略を海兵隊も追求している。 

（6）ソロモン諸島やキリバスは 2019年に中国との外交関係を樹立したが、パラオはまた、米国が支

援する台湾を承認する四つの太平洋国家の一つである。このことは米国がパラオとの関係を重

視する要因でもある。 

（7）他方、中国海軍はフィリピン海への配備を強化している。その地域への海洋調査も多く実施し

ているというが、これは RSIS研究員 Collin Kohによれば明らかに「軍民両用」の目的をもっ

たものである。また、2017年にボイコットを展開したように、中国は台湾を承認しているとい

う理由でパラオに経済的圧力も加えている。中国は太平洋一帯で、台湾からの外交承認の切り

替えと引き換える形での経済支援や投資を展開しており、パラオへの圧力もその一環である。

そうした動向は今のところパラオが米国との関係を強める要因として機能しているだろう。 

（8）目下、米国とパラオの協力関係が弱まることはないだろう。これは米国にとても台湾にとって

も良いニュースである。しかし中国はその動向にしっかりと目を光らせており、その影響力を

拡大しようという野心は油断のならないものである。 

記事参照：As US Military Moves Into Palau, China Watches Intently 

10月 23日「オーストラリア、もはや中東へ海軍を派遣せず：アジア太平洋、対中国を重視―豪

メディア報道」（ABC News, October 23, 2020） 

10月 23日付の豪放送協会のウエブサイトは“Australia no longer sending Navy to the Middle 

East, shifts focus to Asia-Pacific, China”と題する記事を掲載し、オーストラリアは今後、アジア太

平洋、対中国を重視し、中東から撤退すると決定したとして、要旨以下のように報じている。 

（1）連邦政府はますます不安定になる本国周辺の戦略環境に対処するため、30年にわたって維持さ

れてきた中東への海軍力の展開を 2020年で突然終結することとした。Linda Reynolds国防相

は、毎年中東に派遣していた艦艇をもう派遣しないと発表した。最後の派遣艦は 2020年 6月に

オーストラリアに帰投している。オーストラリアはまた、ホルムズ海峡を哨戒する米国主導の

海軍連合からも 2020年末で撤退する。 

（2）このことは、オーストラリアが 30年間、主として対テロリズム、対海賊に焦点を当てて実施し

てきた海軍作戦がまもなく終了することを意味する。政府の優先順位が変化したとして「2020

年 1 年を見ても海軍は森林火災、COVID-19 に対応し、5 隻の艦艇を東南アジア、太平洋に派

遣し、『Pacific Step Up』に示された構想と地域で提携している国々との間で成功しているいく
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つかの活動への責任を継続している。我々は豪国防軍に資源を本国周辺に配備するよう求めて

いるますます問題化する戦略環境に直面している。その結果、豪国防軍は本国周辺地域により

多くの資源を展開できるよう中東の海軍力の配備を削減するだろう」と Reynolds 国防相は言

う。この転換は最近の国防戦略アップデートに示されている。この国防戦略アップデートは悪

化する戦略環境によって国防軍はインド太平洋とオーストラリアに隣接する地域により集中せ

ざるを得ないと述べている。 

（3）オーストラリアは日米を含む多くの同盟国、パートナー国と地域において回数あるいは規模が

拡大する海軍の演習に参加してきた。2020年初め、3カ国共同訓練に参加するため北京が主張

する係争中の島嶼の近傍を航行していた豪艦艇が中国海軍と遭遇している。11月には豪海軍は

10年以上ぶりに日米印とともにマラバール演習に参加する。 

（4）政府高官、軍幹部、Morrison政権の大臣達は数年前から中東からの撤退を検討してきた。2019

年、Trump政権から米主導のホルムズ海峡における船舶保護の海軍有志連合への参加を打診さ

れたとき、連邦政権内で議論が行われた。結局、Morrison政権は哨戒機とフリゲートを派遣す

ることで合意した。しかし、ある政権筋は ABCにこの決定にはかなり激しいやりとりがあった

と述べている 

（5）「我々は 30 年以上にわたって、中東における航行の自由、海洋の安全、通商の自由な流れを支

援してきた。提携国と協力して、世界的な麻薬貿易の壊滅、テロ活動資金源の削減支援、地域

の部隊能力の構築してきた我々の責任は計り知れないものがある」と Reynolds国防相は言う。 

記事参照：Australia no longer sending Navy to the Middle East, shifts focus to Asia-Pacific, 

China 

10月 24日「米国、新即応巡視船をインド太平洋に展開へ：IUUへ対応―香港紙報道」（South China 

Morning Post, 24 Oct, 2020） 

10月24日付の香港日刊英字紙South China Morning Post電子版は“US-China tensions: America 

may send more coastguard ships to counter illegal fishing in Indo-Pacific”と題する記事を掲載し、

米国は IUU 漁業に対処するため新しい即応巡視船をグアムに配備し、さらに米領サモアを母港とす

る可能性について検討するとして要旨以下のように報じている 

（1）米国は、インド太平洋における中国の IUU漁業と他国船舶への「嫌がらせ」に対処するため海

上哨戒の展開を拡大することに重点を置きつつある。最近、米国はグアムに新世代の沿岸警備

隊巡視船を配備したが、これに続いて 2021年には米領サモアに巡視船の母港化をできるか、そ

の可能性の検討を開始するだろう。「もし調査結果が好ましいものであれば、米国は南太平洋に

おける配備を拡大する。インド太平洋における沿岸警備隊の配備の強化によって、米国は地域

において選択される海洋でのパートナーであり続けるだろう」と安全保障担当大統領補佐官

Robert O’Brienは言う。 

（2）9 月、沿岸警備隊はいわゆる即応巡視船 3 隻の第 1 船をグアムに配備した。即応巡視船は新世

代の武装巡視船で、従来船よりもより高速で、より航続距離が長い。2019年 8月には即応巡視

船 3 隻をハワイを母港として配備している。漁業監視の枠を越えて太平洋に展開される新即応

巡視船は「海洋状況把握」のための沖合偵察と法執行能力が十分でない地域のパートナー国と

共同して運用されることになるだろうと O’Brien 補佐官は言う。 

（3）米中関係が既に緊迫した状況にある中で、IUU漁業は米外交トップが論点にするほどますます
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顕著な発火点になっている。世界最大の遠洋漁船団を有する中国は、The Global Initiative 

Against Transnational Organised Crime（国際組織犯罪対策会議）と Poseidon Aquatic 

Resource Managementが共同で発表した 2019年の IUU漁業指数で最も低かった。中国政府

は、ワシントンの非難を政治的動機の基づくものとして却下し、違法漁協の取り締まりに失敗

したことを否定した。9月に発簡された報告書で沿岸警備隊は中国軍が中国共産党の長期海洋戦

略目的を支援するため海上民兵を運用して、他国の正当な漁船を強制し、威嚇していると指摘

している。 

（4）沿岸警備隊司令官 Karl Schultzによれば、沿岸警備隊は中国船と直接対峙するよりも同盟国の

沿岸警備隊の能力強化の方を望んでいる。「もし、事態が悪化すれば沿岸警備隊が中国船と直接

対峙することになるが、現時点では人々の IUU漁業に関する理解を高め、能力を構築し、地域

的な公開討論の場を創出することである」と Schultz 司令官は言う。しかし、地域において沿

岸警備隊が果たしている役割がますます積極的になっていることとして、沿岸警備隊は 2019

年には南シナ海における多国間の軍事演習に参加し、米海軍とともに台湾海峡を航過して「航

行の自由」作戦を実施したことが挙げられる。 

記事参照：US-China tensions: America may send more coastguard ships to counter illegal 

fishing in Indo-Pacific 

10月 30日「台湾における偶発的な戦争のリスク―米専門家論説」（Nikkei Asia Review, October 

30, 2020） 

10月 30日付の NIKKEI ASIAN REVIEW電子版は米 Claremont McKenna College 教授Minxin 

Peiの“China and the US risk accidental war over Taiwan”と題する論説を掲載し、ここで Pei

は中国の軍事的脅威に対して米国は強力な対抗措置をとっているが、2020年 11月の米大統領選挙に

Joe Bidenが勝利したならば、その機会をとらえて中国が台湾を攻撃する計画はないことを米国に伝

え、台湾海峡での偶発的な戦争を避けるべきであるとして要旨以下のように述べている。 

（1）2020年 9月、中国軍機 18機が台湾の防空識別圏に進入した。これは台湾海峡の緊張のさらな

る高まりの兆候である。台湾を威嚇することを目的とした最近の中国軍の大規模な軍事演習に

ついて、中国国営メディアは中国が譲れない事項を犯した場合の悲惨な結果について台湾と台

湾に対する軍事的支援を強化している米国に警告した。これらにより中国が台湾への軍事攻撃

を開始する準備をしているという懸念が高まっているが、中国の戦略的な計算を慎重に分析す

ることにより、台湾に対する中国の意図を明確に理解することができるであろう。最近の最も

信頼できる分析としては、中国は台湾との平和的な再統一の見通しがさらに遠ざかるにつれて

忍耐心を失って、前例のない軍事的脅迫を行っているにもかかわらず、中国は高いリスクと巨

大なコストがかかるため軍事的な選択肢を取る可能性は非常に低いというものである。特に台

湾はあらゆる侵略に対抗する強力な能力を持っているので、中国にとって 100 マイル以上もあ

る水陸両用の着上陸作戦を行うことは非常に危険である。もし米国が介入すれば、現在の米中

の激しい対立を考えると、作戦が成功する確率はさらに低いだろう。中国軍が屈辱的な敗北を

喫すれば、中国共産党の終焉を意味する可能性もある。台湾の海上封鎖など他の軍事オプショ

ンも魅力的ではなく、米国の介入を引き起こす可能性もある。台湾は独立を宣言する正当な理

由としてその戦争を利用することもできる。 

（2）中国軍は 1995年から 1996年の前回の台湾海峡危機の時期から大きく増強され、中国は台湾独
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立を警告する一連の軍事演習を行ってきているが、中国軍と米軍の間の質的格差は、中国の指

導者がギャンブル的な行動を取ろうとしても、考え直さなくてはならないほどに大きい。確か

に中国は台湾を目標とした軍事作戦が成功する確率を高めるためさらに多くの資源を投入し、

軍事費の格差を埋め続けるだろう。しかし、いかなる軍事活動も戦略的な抑止の論理によって

制限されるだろう。中国は、台湾を交渉のテーブルに戻し、台湾独立を阻止しようとする試み

は失敗していると考えている。独立を推進する民進党の選挙の成功は、国民党を敗北させ続け

る可能性が高い。さらに悪いことに、米中関係が悪化する中、Trump 政権は 1979 年の米中国

交回復以来、他のどの政権よりも台湾を強化するための積極的な措置を講じてきた。台湾に対

する米国の支援の重要な尺度である武器売却の面では、Trump政権は 220億ドルを承認した。

中国にとっての最悪のシナリオは米国の対中タカ派が、中国のいわゆる「一つの中国」政策を

承認することを止め、台湾の独立を支援する行動を強化することである。台湾の議会は最近、

憲法を改正する委員会を結成した。中国は台湾が憲法改正を利用し、中国からの分離を合法化

しようとするのかどうか注意深く見守っている。 

（3）中国の軍事的脅威は大きく危険に見えるので、米国は強力な対抗措置で対応しなければならな

くなっている。その良い例は、米海軍の軍艦が台湾海峡を航過する回数の増加である。この危

険な動きは、台湾をめぐる中国と米国の軍事的対立のリスクを高めている。最良のシナリオは、

効果的なコミュニケーションと制限された関与のルールにより、偶発的な衝突を防ぐことであ

る。最悪のシナリオは、敵意、不信感、攻撃性が組み合わさって、どちらの側も望んでいない

一連の出来事を引き起こすことである。台湾海峡に関する米中関係を安定させる唯一の方法は、

北京と台北の間の政治的対話を回復することによって台湾をめぐる米中の緊張を緩和すること

である。Joe Bidenが 2020年 11月の米大統領選挙に勝利した場合、その機会を捉えて中国が

台湾を攻撃する計画がないことを米国に伝え、台湾に今までの「一国二制度」とは全く違う新

たな枠組みを提案するべきである。米中両国は誰も望んでいない台湾海峡での紛争を避ける道

筋を示すべきである。 

記事参照：China and the US risk accidental war over Taiwan 

11 月 1 日「米中は兵器の近代化、拡充を推進：太平洋における海上優勢の争い―香港紙報道」

（South China Morning Post, 1 Nov, 2020） 

11 月 1 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“US and China push to 

modernise and expand weapons in race for naval dominance in the Pacific”と題する記事を掲載

し、米国は中ロに遅れを取っている極超音速ミサイルの分野で両国に追い付くため、駆逐艦に極超音

速ミサイルを搭載する計画を立ち上げているが、そのミサイルに関しては実験用すら存在せず、搭載

する駆逐艦の改造予定や効果的に運用するための情報、監視、偵察システム、さらには予算など越え

なければならないハードルは数多くあるとして要旨以下のように報じている。 

（1）ワシントンが中国の超音速対艦ミサイルの配備を上回るペースで駆逐艦に極超音速ミサイルを

搭載する計画をしたことで、より実力のある海軍を建造しようとする米中の競争はさらに加熱

すると思われる。 

（2）10月初めにMark Esper国防長官が次の 10年間に中国に対して海洋における優勢を確実にす

るためには 500 隻以上の艦艇が必要であると述べた後に、この極めて先進的な兵器の搭載への

動きに関する米安全保障担当特別補佐官Robert O’Brienの発言を掲載した米軍事関係ウエブサ
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イト Defense Newsによれば、太平洋における中国の脅威の高まりを抑えるために米国は攻撃

型潜水艦と駆逐艦に極超音速ミサイルを搭載することになるという。60隻以上の駆逐艦がマッ

ハ 5以上で飛翔する武器を後日装備することになる。「海軍の『通常兵器による迅速な打撃』計

画は極超音速ミサイルにより遠距離から目標を捕捉する能力を与えることになろう」と O’Brien

補佐官は言う。 

（3）その間、中国はその海軍を近代化しており、様々な艦艇、航空機と対艦弾道ミサイルや巡航ミ

サイルなどの兵器を調達しつつある。10月に発表された議会調査局の報告書は、中国海軍は既

に「中国近海では手強い海軍」になっており、「冷戦終結後、米海軍が直面する初めての問題」

であると述べている。 

（4）米シンクタンク Rand Corporationの安全保障問題専門家 Timothy Heathは、米艦艇への極超

音速ミサイルの装備は米艦艇の残存性と敵艦船及び地上目標への致命的な攻撃力を著しく向上

させると述べている。最大の利点は、現在であれば地上配備型の対艦弾道ミサイルあるいは巡

航ミサイルによって撃沈されるかもしれない米海軍艦艇が中国沿岸近くを行動する中国艦船を

紛争時には目標とすることができることであるとHeathは述べている。 

（5）香港を拠点とする軍事問題専門家宋忠平は、米海軍が駆逐艦に極超音速兵器を搭載すれば、中

国海軍は大きな脅威に直面し、中国は既に Type 730 近接支援火器システムと超音速の YJ-18

巡航ミサイルの派生型を各種艦艇に装備しているが、向かってくる目標を阻止する艦対空ミサ

イルの改良というさらなる対応を間違いなく強いられるだろうと述べている。中国はまた、極

超音速滑空体を搭載した DF-17弾頭ミサイルを保有し、世界で初めて初期運用可能状態となっ

たが、艦艇からの発射は不可能である。 

（6）Jane’s Fighting Shipsの米国編集者Michael Fabeyは、極超音速ミサイルを駆逐艦に搭載する

計画は時期尚早であり、運用可能となるまでに多くのことをしなければならないと指摘し「艦

艇に搭載する海軍用極超音速ミサイルはないし、実験用すらない。海軍は駆逐艦に搭載するの

にどのような改良が必要かも、価格の設定も、その作業の実現可能性評価も実施していない。

もし、海軍がこの計画を実行したいのであれば、ミサイル、実験、艦艇の改良などの経費はど

こから来るのか」と指摘している。豪シンクタンク The Australian Strategic Policy Institute

で国防戦略、国防能力の分析を行っている上席分析官Malcolm Davisは、米国の計画は極超音

速兵器で遅れを取っていると認識していることを示しており、中ロに追い付こうともがいてい

るようであるとし、もし追い付ければ中ロの優位に対抗できるかもしれないが、計画を完全に

効果的に運用するためには先進的な、おそらくは宇宙規模の情報、監視、偵察能力が必要であ

り、中ロはその計画を加速するだろうと述べている。 

記事参照：US and China push to modernise and expand weapons in race for naval dominance in 

the Pacific 

11月 3日「マラバール演習にオーストラリアが参加―印ニュース誌報道」（India Today, November 

3, 2020） 

11 月 3 日付の印英語ニュース誌 India Today のウエブサイトは“Malabar exercise in Bay of 

Bengal: Why Quad naval drill makes China nervous”と題する記事を掲載し、日米豪印 4カ国安全

保障対話参加国で行われたマラバール演習とその背景について要旨以下のように述べている。 

（1）4 カ国安全保障対話（以下、QUAD と言う）参加国、日米豪印の海軍は現在、ベンガル湾で毎
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年恒例の共同演習であるマラバール演習を行っている。この QUADの復活はインド太平洋地域

での中国の拡張主義を抑制するための多国間の取り組みとしてのグループ化と見なされている

ため、中国を少し神経質にさせている。 

（2）日米豪印 4 カ国の連合は、ベンガル湾で 11 月 3 日に開始されたマラバール演習のフェーズ 1

でついに結実した。マラバール演習はインド太平洋地域における陸海両面での中国の拡張主義

に対する懸念の高まりを背景に行われる。これはインド、米国、日本及びオーストラリアで構

成されている QUAD による連合を活性化させようとする新たな試みの後に行われた最初のマ

ラバール演習である。4カ国は 10月 6日に日本で外相級会議を開催、その後、10月 26から 27

日にかけてニューデリーで印米 2+2（外相・国防相）対話を開催した。 

（3）13年ぶりにオーストラリアがマラバール海軍演習に参加するという事実はインド、米国、日本

及びオーストラリアの間で、特に中国の拡張主義を抑えることを目的とした戦略的利益に関す

る問題で、コンセンサスが高まっていることを如実に反映している。インドにとって、中国が

国境でインドを脅そうとしている時にマラバール演習は地政戦略的に重要な意味をもつように

なった。インドと中国は、ラダック東部の実効支配線に沿って軍事的な膠着状態にある。イン

ドと中国の関係は最悪の状態にある。しかし、インドにとって都合が良かったのは中国が米国、

日本、さらにはオーストラリアとの関係をひどく緊張させており、中国の脅威に対抗するため

の軍事的な見直し計画の発表を余儀なくされたことだ。マラバール演習へのオーストラリアの

参加は大きな転換点となった。インドは過去数年間、オーストラリアを引き込むことに消極的

だった。オーストラリアが中国を優先することを明確に示す一方で、インドも中国との関係強

化を望んでいたため、積極的な QUAD の推進を望まなかったのである。10 月、ついにインド

は 2007年以来初となるマラバール演習へのオーストラリアの参加を発表した。 

（4）COVID-19のパンデミックの間に実施されている 2020年のマラバール演習は、インド、米国、

日本及びオーストラリアの海軍間の高いレベルでの相乗効果及び協調を示すための「海上だけ

で行われる、非接触の」訓練である。マラバール演習のフェーズ 1では、水上打撃戦、対潜戦、

対空戦を含む複雑で高度な海軍の演習に加え、搭載航空機を他国艦艇に離発着艦させるクロス

デッキ訓練、戦術運動訓練及び実弾射撃訓練が行われると印海軍は述べている。 

（5）中国は経済成長に伴い、世界的な拡張主義者へと変化している。中国は、あらゆる地域的又は

世界的な戦略的グループ化を、その拡大計画に対する挑戦と見なしている。中国は、マラバー

ル演習を常に疑念をもって見てきた。中国は、主に東シナ海と南シナ海を中心に、インド太平

洋地域で日本や米国と直接対立するようになり、力を誇示してきた。このことが、日米両国を、

習近平政権下で勢いを増した中国の拡大計画を封じ込めるためにインド太平洋地域の海洋安全

保障インフラを構築する方法を模索するように促した。このため、QUADは習近平の中国にと

って大きな障害となっている。中国の自己主張の高まりは東京での外相会議の後、インドがマ

ラバール演習に参加するための招待状をオーストラリアに送るという最終的な承諾に重要な役

割を果たした。オーストラリアの Linda Reynolds国防相は、マラバール演習は共通の安全保障

上の利益のために協力するというインド太平洋の 4 大民主主義国家の共有する意志を示すもの

であると述べている。 

（6）6月、中国とオーストラリアの関係が中国での COVID-19への「対処の誤り」を巡り悪化した

ため、インドとオーストラリアは彼らの関係を「包括的な戦略的パートナーシップ」のレベル

に格上げした。Narendra Modi首相とオーストラリアの Scott Morrison首相はオンライン首脳
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会談を開催し、相互後方支援協定（MLSA）に署名し、両国の軍隊が、修理、補給及び防衛協

力の規模を拡大するために基地を使用することが可能になった。 

記事参照：Malabar exercise in Bay of Bengal: Why Quad naval drill makes China nervous 

11 月 4 日「ミャンマーのココ諸島に関する戦略的展望―ミャンマー専門家論説」（Vivekananda 

International Foundation、November 4, 2020） 

11月 4日付の印シンクタンク The Vivekananda International Foundationのウエブサイトはミャ

ンマーのThay Ninga Institute of Strategic StudiesのNaing Swe Oo博士の“Tatmadaw’s Strategic 

Perspective on the Coco Islands of Myanmar”と題する論説を掲載し、ここで Naing Swe Ooはココ

諸島に制海権を構築することで海上秩序を維持し、伝統的及び非伝統的な海上脅威により適切に対応

できることになるとして要旨以下のように述べている。 

（1）近年、インド太平洋海域における大国間の戦略的競争の激化とその戦力展開により、インド洋

のアンダマン・ニコバル諸島の重要性が高まっている。重要な地理的位置にあるココ諸島とプ

レパリス島は、ミャンマーの海洋安全保障にとって重要な構成要素になっている。過去 10年間、

特に現在のミャンマー軍司令官の任期中、これらの島々の開発が促進され、その地政学的重要

性を増加させる措置が取られてきた。ミャンマー軍司令官がココ島を重要視した理由と、その

将来に対する彼の戦略的ビジョンについて述べる。 

（2）ココ島はヤンゴン市の南 270 マイルでベンガル湾とアンダマン海を分断する位置にありミャン

マーの領海を担当する司令部が置かれている。そしてインドのアンダマン・ニコバル諸島から

わずか 30 マイルの距離にあり、戦略的に重要なシーレーン、インド洋の北東部、マラッカ海峡

を掌握することができる。 

（3）インドのアンダマン・ニコバル諸島は、過去数世紀の間、海軍基地とされていたが、接近阻止

（anti-access）機能を備えた印軍の統合防衛司令部へと進化した。インドは対抗勢力を阻止する

ために海上防衛のための戦略的前哨基地として、アンダマン・ニコバル諸島の機能を強化した。

日米豪印の 4 カ国安全保障対話参加諸国とインドとの兵站支援協定の下で、アンダマン・ニコ

バル諸島は印海軍及びその同盟国がインド洋奥深くに展開するための戦略的拠点となる。した

がってインドの戦略的群島からわずか 30 マイルしか離れていないココ諸島は地理的、軍事戦略

的に重要となる。 

（4）ココ島は商業航路の重要なポイントでありモーティンポイント（ケープネグレイス）のハインギ

島からインドのアンダマン諸島までの直線上にあって三つの水道を形成している。マラッカ海峡

から来る商業船の多くがこの三つの重要な水道を通過している。18世紀にイギリスの支配下に置

かれ、アンダマン諸島のイギリスが管理する刑務所の食料とココナッツの供給源になった。第 2

次世界大戦では日本軍が西側を守るための海軍基地として使用した。ミャンマー独立後、暫定政

府の時代には流刑地として使用され、20世紀後半に海軍のレーダー基地が設置された。 

（5）就任後すぐにミャンマー司令官はココ島を訪れ、その際に早期警戒のために島を前方防衛の前哨

基地に変え、装備を増強して地元の人々の生活に繁栄をもたらすという長期的展望が明らかにな

った。最近のココ島の動向は、2014年末以降、ミャンマーの海軍艦船と空軍の輸送機がヤンゴン

-ココ島-ヤンゴンのルートを行き来している。2017年には大きな桟橋が建設されて海軍のフリゲ

ートが停泊した。大きな桟橋は将来、海軍艦艇以外の民間船の係留に供すると考えられる。 

（6）ココ島の地理的特徴を反映し、現在の地政学的環境によって推進される海上安全保障の要件を
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満たすために重要な兵器システムが島に設置された可能性がある。ココ島は海軍基地しかない

ことから、ミャンマー海域を戦略的に支配できるバランスの取れた編成で陸軍、海軍、空軍、

防空軍からなる統合軍として進化することが期待される。ココ島の海域で毎年艦隊演習が実施

されていることも評価できる。 

（7）ミャンマー軍司令官自身がミサイルの実弾訓練やその他の海軍の艦隊演習を監督したという報

告もあり、これはミャンマー海軍が将来、より高いレベルの海軍を保有したいという願望を反

映している。ミャンマー軍司令官の動きはミャンマー海域での積極的防衛戦略の強化を目指し

ており、それはココ島を戦略的な海上要塞に変えるための措置を取っていることを意味する。 

（8）最後に要約すると、ミャンマー軍司令官は海を基盤とする発展途上の島としてのココ島の構想

を実現すると同時に、安全保障の観点からその地政学的利点を拡大することに焦点を当ててい

る。ココ島周辺の海域の支配がチョークポイントとして機能し、国際海上貿易とエネルギー・

ルートにセキュリティを提供できる可能性がある。ベンガル湾とアンダマン海を交差して支配

することで 120 マイルに及ぶシー･ディナイアルの複合体をものにできる。さらにココ島に制海

権を構築することで、海上での秩序を維持し、伝統的及び非伝統的な海上脅威により適切に対

応できることになる。 

記事参照：Tatmadaw’s Strategic Perspective on the Coco Islands of Myanmar 

11 月 7 日「英国はインド太平洋で持続的な海軍力プレゼンスを維持できるか―シンガポール専

門家論説」（The Diplomat, November 7, 2020） 

11月 7日付のデジタル誌The DiplomatはシンガポールThe ISEAS-Yusof Ishak Institute上席研究

員 Ian Storeyの“Can the UK Achieve Its Naval Ambitions in the Indo-Pacific?”と題する論説を掲

載し、ここで Storey は英国がインド太平洋で持続的な海軍力プレゼンスを維持しようとする場合、日

本がその根拠地として有力な候補だが、幾つかの障害があるとして要旨以下のように述べている。 

（1）英国防省が現在策定している計画が順調に進めば、英海軍は 2021年に空母打撃群をアジア海域

に派遣する。空母打撃群は英海軍史上最大の軍艦、6万 5,000トンの空母「クイーン･エリザベ

ス」を中核に、おそらく NATO同盟国からの艦艇 1隻を含む駆逐艦、フリゲート、支援艦及び

潜水艦からなる 9〜10隻の随伴艦から構成されるであろう。空母「クイーン･エリザベス」は、

英空軍 F-35B戦闘機飛行隊 1個を搭載する。最近、スコットランド沖で完全な編成の訓練が行

われた。 

（2）英海軍のアジア派遣艦隊は東南アジアを訪問し、間違いなくシンガポールのチャンギ海軍基地

に寄港するであろう。さらに英国がシンガポール、マレーシア、オーストラリア及びニュージ

ーランドと結ぶ軍事同盟、「5カ国防衛取極」（以下、FPDAと言う）50周年を記念する海軍活

動に参加する可能性もある。艦隊は南シナ海を航行し―おそらく、その途次、米国、日本及び

オーストラリアの軍艦との合同演習に参加しよう―、中国の怒りを買うことは避けられまい。

艦隊はその後、寄港を繰り返しながら日本を訪問する可能性がある。艦隊は 5 カ月から 6 カ月

後に本国に帰投することになろう。この艦隊派遣計画はメディアの関心を高めているが、より

興味深いのは空母「クイーン･エリザベス」と 2023年就役予定の姉妹艦「プリンス･オブ･ウェ

ールズ」の将来の活動海域である。何故なら、英海軍高官は、両艦のキャリアの多くをインド

太平洋海域で過ごすことを望んでいることを示唆しているからである。7 月に英 The 

International Institute for Strategic Studies が主催したウェビナーで、英海軍艦隊司令官
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Jerry Kyd 海軍中将は空母を「戦略的レベルにおいてグローバルに関与する意図を有する国家

の表徴」とし、空母は戦略的なメッセージ発信、戦力の投射、海軍外交及び貿易促進を含む多

くの任務を果たすことができると指摘した。Kyd 中将は、特に復活したロシアの脅威を考えれ

ば、ユーロ大西洋は英国にとって依然として戦略的重心ではあるが、英海軍はインド太平洋に

「戻りつつ」あり「我々の望みは空母打撃群によって、あるいは他の戦力によって、この地域に

持続的な前方展開を維持することである」と強調した。 

（3）では持続的なプレゼンスとは何を言い、そしてそれを如何にして実現するのか。「持続的」

（“persistent”）という言葉は熟慮されたもので、長期にわたる期間を意味するが、必ずしも永

久というわけではない。英海軍の空母打撃群をこの地域に恒久的に配備するという考えは現実

的ではない。ある時点で、空母「クイーン･エリザベス」は大規模な改装のためにドック入りの

必要があり、その場合、空母「プリンス･オブ･ウェールズ」は英海軍唯一の空母となり、しか

もユーロ大西洋の重要性の故に、英国本国に残留している必要がある。同様に空母「プリンス･

オブ･ウェールズ」が改装中の時には、空母「クイーン･エリザベス」は本国に残らなければな

らない。更に、英海軍艦艇の 3 分の 1 以上を恒久的に海外に配備することに伴うコストは法外

なものになろう。また、英国の世論もこの考えに反対するであろう。海軍基地は何千人もの人々

を雇用しており、従って英国内の失業率が上昇している時期に、何故、税金がイギリス人では

なく外国人労働者の雇用に費やされなければならないのか疑問に思うであろう。「持続的」プレ

ゼンスとは、英海軍が年に一度、あるいは現実的には隔年毎に、空母打撃群をインド太平洋に

配備することを想定していることを示唆している。しかしながら、一方では英海軍のフリゲー

トや駆逐艦がより恒久的にアジアに前方展開する可能性がある。この方式は既に英海軍によっ

て実施されており、フリゲート「モントローズ」が現在 3 年間、バーレーンを基地として配備

されている。 

（4）それではインド太平洋地域において、英海軍空母打撃群にとっての適切な一時的根拠地は何処

にあるか。東南アジアは選択肢の一つで、シンガポールとブルネイは歴史的な理由と英国と両

国との広範な防衛関係から英国のリストのトップになるであろう。英海軍は既に FPDAを支援

するためにシンガポールに海軍補給施設を維持しており、また同国のチャンギ海軍基地に優れ

た施設があることから、両国の内、シンガポールの方がより合理的な選択肢となろう。また、

オーストラリアでは特にノーザンテリトリーのダーウィンが選択肢の一つとなろう。 

（5）しかしながら、以下の三つの理由から、日本が英海軍にとって好ましい場所であろう。 

a．第 1 に、英国にとって最も緊密な同盟国である米国は、横須賀に大規模な海軍基地を維持し

ている。米第 7艦隊は、原子力空母「ロナルド･レーガン」を含め、ここを拠点としている。

英海軍の軍艦は、2018年 8月にパラセル諸島で「航行の自由」作戦（以下、FONOPと言う）

を実施したドック型揚陸艦「アルビオン」を含め、補修と乗組員の休養のために定期的に横

須賀に寄港している。横須賀に加えて、米海軍の 4 万 5,000 トンの強襲揚陸艦「アメリカ」

が拠点とする佐世保も選択肢に含まれよう。強襲揚陸艦「アメリカ」は海兵隊の F-35Bを搭

載しており、空母「クイーン･エリザベス」に最も近い軍艦であり、これら 2隻が協同すれば

明らかな相乗効果が見込まれる。 

b．第 2 に、日本を拠点とする英海軍空母は日英の戦略的関係の強化に役立つであろう。日英両

国は 2017年に、期限 3年の防衛協力計画に合意した。英国は、オーストラリアの次に、英国

軍人が国内に駐留するための法的枠組みとなる日本との訪問軍人の地位協定を交渉すること
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になっている。 

c．第 3に、日本を拠点とする英海軍艦隊は英米日 3カ国が既に合意している 3カ国海軍間の相

互運用性の強化に役立つであろう。米英両国軍は既に F-35Bを運用しており、また日本は改

修後の護衛艦「いずも」、「かが」に搭載する短距離離陸/垂直着陸機 42 機を購入する計画で

ある。海軍のパイロットは一緒に訓練し、経験を共有することができよう。 

（6）これら三つの理由は説得力があるが、日本における英海軍の持続的プレゼンスは大きな障害に

直面することになろう。 

a．第 1の障害は、英海軍艦隊を長期間日本に前方配備するための膨大なコストである。 

b．第 2 の障害は、兵站補給上の問題である。横須賀の米海軍基地はかなり混雑しており、英海

軍の空母は米海軍の空母より小型とは言え（米空母「ロナルド･レーガン」の乗組員は 5,000

人、英空母「クイーン･エリザベス」は 1,600 人）、係留スペースは大きいものとなろう。新

しい桟橋を建設することができても、そのためには数億ドルの費用を要することになろう。

別の選択肢としては横須賀の海自基地を利用するか、あるいは護衛艦「かが」が拠点とする

広島県の呉基地など、日本の別の海軍基地を英海軍空母の根拠地とすることもあり得る。空

母が根拠地に在泊中、艦載機 F-35B の飛行場を見つけることも、1,600 人の乗組員と何百人

もの支援スタッフの収容問題と同様に、新たな兵站補給上の問題となろう。 

c．第 3 の、そしておそらく最も重大な障害は日本政府の支持を確保することであるが、結局、

それは世論の動向次第であろう。日本政府は国内における英国海軍の駐留に関する見解を公

にはしていないが、外国の軍隊が国内に駐留するという問題は、常に日本国民の間で論議の

的となってきた。例えば、日本政府は 6 月に、地元の反対により、陸上配備イージスシステ

ムの配備を中止せざるを得なかった。英海軍のプレゼンスに対して、例え一時的なものであ

っても日本の世論がどう感じるかは不明である。とは言え、菅義偉首相が英国海軍のインド

太平洋への野望のために首相の座を危険に晒す可能性は極めて低い。 

d．もう一つの問題―必ずしも障害とは言えないが―は、中国からの否定的な反応であろう。中

国政府は、前記の揚陸艦「アルビオン」の FONOP を巡って英国を激しく批判し、空母の根

拠地をアジアにおくことは「非常に危険な動き」となるであろうと警告した。アジアにおけ

る英国海軍の持続的プレゼンスは中英関係の新たな紛争の種になろう。 

（7）これらの障害はいずれも克服し難いものである。兵站補給上の問題は克服できても、英国にと

って大きな財政的支出を必要とし、現在の悲惨な経済状態では非常に厄介なものとなろう。同

様に、あるいはそれ以上に問題なのは、ロンドンにとっては日本に英海軍のプレゼンスのメリ

ットを説得することであり、他方、日本政府にとっては、それが日本の国益にもなることを国

民に説得することであろう。もっとも、中国が南シナ海と東シナ海において高圧的な行動を強

化していることから、日英両国にとって、あまり大きな説得の労は不要かもしれない。 

記事参照：Can the UK Achieve Its Naval Ambitions in the Indo-Pacific? 

11月 11日「新潜水艦救難システムの契約トラブルで豪潜水艦部隊は危機に瀕する－豪専門家論

説」（The Strategist, 11 Nov 2020） 

11月 11日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは元豪海軍

の資格認定潜水員で退役豪陸軍大尉 Anthony ‘Dusty’ Miller の“Veteran diver: Rescue contract 

dispute puts Australian submariners at risk”と題する論説を掲載し、ここでMillerはオーストラ
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リアは新潜水艦救難システムの契約を破棄したが、国家は潜水艦乗組員の安全を保障する義務があ

り、オーストラリアは地理的制約から外国との共同は最初の 72 時間を犠牲にしなければならず独自

の救難システムが喫緊の課題として整備されなければならないとして要旨以下のように述べている。 

（1）11月 2日からの週、豪国防相は同海軍の新しい潜水艦救難システムの契約が同省の「関心のあ

る計画」のリストに加えられたと発表した。米 Phoenix Internationalは受注していた契約終了

に伴い、代償として数百万ドルを受け取ることとなろう。国防相は救難システム導入の遅れに

ついて潜水艦部隊に対する現行の救難能力で問題はないとしているが、これは誤りである。何

よりもまずオーストラリアは潜水艦乗組員の安全を確保する責任がある。 

（2）潜水艦の建造用部材等の質は改善されてきており、事故はしばしば起こるものではなくなって

きている。しかし、一度起これば多くの注目を浴びるだろう。多くの海軍はその救難の責任を

果たすため共同で救難システムを運用することができる。しかし、オーストラリアは地理的に

孤立しており、他の国の救難システムが対応行動を起こし、移動し、運用されるようになるに

は多くの時間がかかり、普通、事故後 72時間と言われる「最初の救助の時間」を越えるため、

オーストラリアは独自の能力を保有する義務が生じる。潜水艦が沈没し浮上できなくなるのは、

浮力で対応できる以上の浸水が起こっているからである。潜水艦乗組員は潜水艦装備の脱出筒

を模擬した脱出訓練水槽で個人脱出の訓練を受けているが、大陸棚とほぼ同じ水深の 180m を

越えると潜水艦救難艇が必要となる。 

（3）オーストラリアは潜水艦救難と救難計画を 1994年に確立し、有線遠隔運用型の救難艇「レモラ

（コバンザメの意）」と救出乗組員を高圧下のまま移送し、治療できるシステムを中心とした完

全な能力が提供された。「レモラ」はコリンズ級潜水艦の圧壊深度以深で生存者を救出でき、豪

潜水艦の運用海域の全ての環境下で運用可能であった。不幸なことに、「レモラ」は 2006年に

重大な事故で海底に沈み、回収し、修理されたが、運用の認可は降りなかった。代わりに政府

は、NATO が英国の LR5 救難艇から NATO 潜水艦救難システムの共同運用に切り替えた丁度

その時であったので、LR5 救難システムのサービスをオーストラリアを拠点とすることで取得

した。LR5は 1 回に 16名を救出でき、1 回の充電で 8往復が可能であり、120名の乗組員を救

出する能力がある。 

（4）LR5は今、耐用年数を迎えようとしている。その結果、政府は LR5が耐用年数に達する 2024

年までに新型潜水艦にも対応できる能力のある submarine escape rescue and abandonment 

system（以下、SERASと言う）を提供する SEA1354Phase1計画を承認した。LR5は SEA 1354

の解決策ではないが、SERAS に提供する実行可能な装置が存在せず、LR5 はそのギャップの

埋め合わせになるかもしれない。LR5 にはいくつかの領域で懸念の原因となる運用上の制限が

ある。もっとも深刻な懸念は LR5の最大運用深度が 425mであり、コリンズ級潜水艦の圧壊深

度より 25パーセントも浅い。もし、潜水艦が救難艇にとっては深すぎ、圧壊するには浅すぎる

海域で沈没した場合、国家は生存者を救出する能力を保有していなければならない。潜水艦事

故が発生した場合、この能力のギャップは米海軍の潜水艦救難システムを準備することを求め

るだろう。米海軍の救難システムをオーストラリアに準備するには事故から数日を要する。 

（5）米 Phoenix International社が提案したシステムは開発中の能力であり、特に水上から遠隔操縦

する第 3 世代「レモラ」はそうである。提案された設計ではコリンズ級及びアタック級（コリ

ンズ級の後継）両潜水艦の深度要求を優に越えるものであり、予想される全ての海上模様で発

進、収容できる能力を有している。また、システムは豪潜水艦が通常行動する海域で一般的な
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全ての潮流の中で 60度以上の沈没潜水艦の全ての傾斜でもメイティングが可能である。契約の

キャンセルは、新しい救難システム導入を数年遅らせることになるだろう。LR5 はとにかく不

適当であり、2024 年には耐用年数が尽き、オーストラリアは事故時に最初の救助のための 72

時間を確保する期待の乏しい他国の救難システムに頼らざるを得なくなる。国防省は現在の契

約企業と解決に向けて取り組み、国防省の報告書にある「不適当」とされた契約内容を合理的

なものにする必要がある。政府と契約企業との間の交渉はこのような喫緊の能力の要求のため

により速やかに進展させなければならない。「レモラ」計画で採られたのと同様のより抜本的な

取り組みが必要である。問題の中核にあると思われる技術的要求に対する解決はあるかもしれ

ず、国防省は海軍がこれを達成するために一層の部内の支援を要求する必要があるかもしれな

い。新しい潜水艦救難システムを調達する伝統的手法では数億ドルの経費を必要とするだけで

なく、時間がかかり、必需品の供給が不足している。 

記事参照：Veteran diver: Rescue contract dispute puts Australian submariners at risk 

※上記の豪海軍の潜水艦救難システムに関する記事の理解を容易にするため、元海上自衛官で潜

水艦艦長を務めるなど潜水艦運用の専門家である山内敏秀元防衛大学校教授による解説記事

を参考として本号巻末に掲載する。 

11 月 17 日「米海軍長官、インド洋、太平洋に新たに第 1 艦隊の創設を提唱－米海軍協会報道」

（USNI News, November 17, 2020） 

11月 17日付のU.S. Naval InstituteのウエブサイトUSNI Newsは“SECNAV Braithwaite Calls 

for New U.S. 1st Fleet Near Indian, Pacific Oceans”と題する記事を掲載し、Kenneth Braithwaite

米海軍長官が米インド太平洋軍の管轄地域における海軍の課題により的確に対応するため、インド洋

と太平洋との境界付近、おそらくはシンガポールを拠点とした新たな艦隊を設立するよう海軍に求め

たとして要旨以下のように報じている。 

（1）Kenneth Braithwaite米海軍長官は 11月 17日に開催された米海軍潜水艦リーグ年次シンポジ

ウムに際し「我々は新たに艦隊を立ち上げ、新に艦隊名に数字を冠した、いわゆるナンバー艦

隊をインド洋と太平洋の交差点に配置したいと考えている。同艦隊はインド太平洋軍隷下に置

かれるだろう」と述べ、「日本を拠点とする第 7艦隊だけに頼ることはできない。インドやシン

ガポールのような同盟国、提携諸国にも目を向ける必要があり、どんなに困難であろうともこ

の新艦隊を実際に配置しなければならない」、「重要なのはこれが強力な抑止力を提供するとい

うことであり、そのために第 1 艦隊を新編する。その拠点はシンガポールに限らないが遠征志

向の部隊とし、太平洋を越えて機動展開させることを念頭に置いている。同盟国と提携諸国が

我々を支援するだけでなく、彼らを最もよく支援できる場所ということである」と続けた。国

防省高官は USNI News に Braithwaite はこのアイデアを数カ月前に思いつき、Mark Esper

前国防長官と話し合っていたと語っている。 

（2）前在ノルウェー米国大使であった Braithwaite はスピーチ冒頭で「中国人は世界中で攻撃性を

示してきた。特に北極圏での中国のプレゼンスは前例のないものである。我々の同盟国、パー

トナー諸国は中国人がどれほど攻撃的であるかを案じている。我々の主権がこれほどの圧力に

晒されているのは 1812年の米英戦争以来である」と述べている。米国だけで中国に立ち向かう

ことはできず、太平洋地域、そして世界の関係国が米国の軍事的及び経済的「巻き返し」を支

援することによって抑止力を再び機能させる必要があり、このため今後数週間のうちにインド
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を訪問し、安全保障上の課題と米海軍が彼らを独自に支援する方法のみならず、インドが米国

を支援する方法について協議すると Braithwaiteは述べた。 

（3）現在、第 7艦隊は日本国領域にとどまらず活動しており日付変更線からインド･パキスタン国境

付近までの広大な範囲をカバーしている。また、第 3 艦隊はサンディエゴを拠点とし、日付変

更線から米国西海岸までをカバーしている。これまで何年にもわたって、前米太平洋艦隊司令

官 Scott Swift大将の下、第 3艦隊が第 7艦隊の負担の一部を支援できるようにするといった方

策も検討されてきた。第 1 艦隊を新編すれば第 7 艦隊の負担は軽減され、二つの艦隊指揮官が

より少数の同盟国及び提携諸国、より少ない地理的範囲により多くの注意を向けることができ

るようになるだろう。 

（4）Braithwaite は艦隊の幕僚組織の規模、第 1 艦隊に前方展開される場合の管轄区域が第 7 艦隊

の間でどのように分割されるのかといった詳細には言及しなかったが、いずれにせよ両艦隊は

インド太平洋軍指揮下に置かれることになる。11 月 18 日、米海軍広報官 J.D. Dorsey 大佐は

USNI Newsに「インド太平洋に新ナンバー艦隊を設立する時期や場所については決定がなされ

ていないが、海軍は常に各戦闘部隊指揮官及び同盟国と協力して組織構造や部隊編成の見直し

に取り組んでおり、世界中で直面している海上の諸問題に最も効果的に対処できるよう検討し

ている」と語った。ちなみに米海軍第 1艦隊は第二次世界大戦直後から 1970年代初頭まで存在

していたものである。 

記事参照：SECNAV Braithwaite Calls for New U.S. 1st Fleet Near Indian, Pacific Oceans 

11 月 23 日「現有潜水艦艦齢延長に潜む危険：新潜水艦計画に遅れ―豪専門家論説」（The 

Interpreter, 23 Nov 2020） 

11月 23日付の豪シンクタンク Lowy Instituteのウエブサイト The Interpreterは豪シンクタンク

The Australian Strategic Policy Institute上席研究員 David Feeneyの“The submarine capability 

gap”と題する論説を掲載し、ここで Feeney はオーストラリアの国産潜水艦建造計画は初期段階で

つまずいており、その潜水艦戦能力の欠落を招かないためには現有コリンズ級潜水艦の艦齢を延長す

る必要があり、豪政府はその計画を進めているようであるが、これも進展が見られず、オーストラリ

アは国防戦略アップデート 2020にもかかわらず、その中心となる海軍近代化が大きな壁にぶつかる

として要旨以下のように述べている。 

（1）7月 1日にMorrison政権が発表した 2020年国防戦略アップデートはオーストラリアを取り巻

く戦略環境が 2016年の国防白書の予想よりも早く悪化していると結論づけている。しかし、不

可解なことに脅威が高まり、戦略的に警報を発する時間が短くなってきていると認識している

にもかかわらず、2020年の国防戦略アップデートでは 2020年部隊編成計画の中心となる海軍

近代化について何もしていない。国防戦略アップデートは、将来の戦闘部隊の構成としてアタ

ック級潜水艦 12隻、ハンター級フリゲート 9隻、ホバート級防空駆逐艦 3隻を計画しているが、

現在これら 24隻のうち 3隻しか実現していない。 

（2）アタック級潜水艦の 1番艦は 2035年頃に、最終艦は 2050年に就役すると期待されている。ア

タック級潜水艦の建造工程は「予備設計見直段階」に留まっており 2021 年 1 月まで 9 カ月延

長されている。2018年 10月の国防省部内提言は、将来潜水艦計画が 3年以上遅れるとオース

トラリアの潜水艦戦能力に空隙が生じると示している。この計画の一つの含意は、現有のコリ

ンズ級潜水艦について当初の艦齢延長計画よりも長く現役として運用しなければならないとい



 海洋安全保障情報季報－第 32号 

 

 

21

うことである。オーストラリアが「潜水艦戦能力の空隙」を避けるのであれば、艦齢延長は重

要である。「潜水艦能力の空隙」はある時期、オーストラリアに全く潜水艦戦能力がないことを

意味し、豪海軍は新潜水艦を訓練するのに苦戦し、新潜水艦をただ存在するだけのものにする

かもしれない。 

（3）豪国防省で SEA1450 と名付けられた艦齢延長計画は、重要で、複雑かつリスクの高い決定的

に重要なことを引き受けることになる。Morrison政権は何隻のコリンズ級潜水艦の艦齢を延長

するのかの決定、艦齢延長にかかわる作業範囲や SEA1450の契約あるいは予算の承認をしなけ

ればならない。コリンズ級潜水艦の性能向上に関連する新しいソナー、センサー類、通信機器

など 26億豪ドルの計画は約 2年遅れている。政府は現行のオーバーホール修理サイクル（以下、

FCDと言う）に SEA1450を合わせる考えのようである。そうだとすれば、SEA1450は野心的

な取り組みである。政府は、FCD／SEA1450の工事をアデレードから西オーストラリアに移転

するか否かを決定していない。10月の上院見積では、The Australian Submarine Corporation

のWhiley氏は西オーストラリアに移転するのであれば、6年程度の準備期間が必要であると述

べている。Linda Reynolds国防相は 2019年末までにこの問題について決心すると述べていた

が、2020年 10月の時点では、2022年まで決定されそうにない。それは次の連邦選挙の後まで

を意味する。決定されないと言うことは SEA1450も将来潜水艦計画も複雑なものにする 

（4）オーストラリアは現在、その潜水艦戦能力の近代化においてリスクの高い計画に乗っている。

コリンズ級潜水艦 6隻のうち少なくとも 5隻を 150億ドルかけて複雑な艦齢延長計画を成功裡

に管理しなければならず、一方、同時に 890 億ドルの調達経費で新しい、能力が未知数のアタ

ック級潜水艦を建造し、部隊に導入しなければならない。同時に海軍は、潜水艦にかかわる工

員数を現在の 2 倍にする努力をすることになろう。効果的で、近代的な潜水艦部隊を必要とす

るオーストラリアに事実上一致した支援が得られる国防計画アップデート 2020は、オーストラ

リアが近代的潜水艦を遅らせるるのではなく、より早く必要としていると明らかにしている。

しかし、オーストラリアの計画は法外に費用がかかり、工程は危険な状況にあり、計画の初期

段階にしかない SEA1450計画と相まって潜水艦戦能力の空隙という深刻なリスクがある。 

（5）2030年までにインド太平洋地域で約 300隻の潜水艦が運用されることになるのは明らかであり、

全てが計画どおりに行けば、オーストラリアは 6ないし 7隻の潜水艦を保有することになる。そ

の内訳は艦齢を延長したコリンズ級潜水艦 5ないし 6隻、アタック級潜水艦の 1番艦 1隻である。

アタック級潜水艦が 2050 年に「地域で卓越した」潜水艦であるか否かを適切に評価することは

不可能である。明らかなことはアタック級潜水艦は世界で最も高価な潜水艦であるということで

ある。2030年代に豪潜水艦部隊を著しく弱体化させる「潜水艦戦能力の空隙」をオーストラリア

が経験し、将来潜水艦の海軍への配備が遅れてオーストラリアの存在にかかわる安全保障政策が

必要とされる「牙」とともに提供できなかったとしたら、SEA1450計画と将来潜水艦計画は高価

な大失敗と判断されるだろう。豪日刊紙 The Australian’sの Paul Kellyは、2020年初めにオー

ストラリアの将来潜水艦計画を巻き込んだ信頼の危機があったと述べている。 

記事参照：The submarine capability gap 
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11 月 26 日「米駆逐艦が日本海でロシアに対し航行の自由作戦を実施―米専門家論説」（The 

Diplomat, November 26, 2020） 

11月 26日付のデジタル誌 The Diplomatはニューヨークを拠点とする著述家 Steven Stashwick

の“US Destroyer Conducts FONOP Against Russian Claims in Sea of Japan”と題する論説を掲

載し、ここで Stashwickは米駆逐艦によるロシアが主権の主張を行っているピョートル大帝湾に対す

う「航行の自由」作戦の実施について要旨以下のように述べている。 

（1）米駆逐艦「ジョン・S・マケイン」は 11 月 26 日、太平洋のピョートル大帝湾でロシアの権利

の主張に異議を唱えた。ロシアの報道によると、ロシア駆逐艦の 1 隻が衝突の危険を冒して、

この海域から当該米艦を追い出した。 

（2）米太平洋艦隊によると「ジョン・S・マケイン」の「航行の自由」作戦は、ピョートル大帝湾に

対するロシアの主権主張に対して異議を唱えたものである。ピョートル大帝湾は日本海最大の

湾で、湾口は 100 マイルに及ぶ広大な湾であり、ロ太平洋艦隊の根拠地ウラジオストクはこの

湾に位置している。 

（3）国連海洋法条約では、いくつかの広い湾は湾口が 24海里以下であるならば、その形状次第で、

その湾全体を領海として主張することができる。また、ある国が長年、歴史的に支配している

と認識されている湾に対しても許容されている。ソ連は 1984年からピョートル大帝湾に対して

歴史的権利を主張してきた。この湾は、国連海洋法条約の下で主権が主張されるには湾口が広

すぎ、米国政府はソ連による、そして現在のロシアによるピョートル大帝湾に対する歴史的な

支配権への主張を今まで認めたことはない。 

（4）ロシアのタス通信は「ジョン・S・マケイン」がロシアの主張する海洋境界線を 2km 侵害し、

ロ駆逐艦によってそれ以上の侵入を阻止されたと報じた。しかし、米太平洋艦隊は、「ジョン・

S・マケイン」がその海域から強制退去させられたというこの主張を否定した。「この任務に関

するロシア連邦の声明は虚偽である。『ジョン・S・マケイン』はどの国の領域からも『退去』

させられていない。『ジョン・S・マケイン』は、国際法に従ってこの『航行の自由』作戦を実

施し、国際水域で通常の作戦を継続した」と声明で述べている。 

記事参照：US Destroyer Conducts FONOP Against Russian Claims in Sea of Japan 

11月 27日「SITMEX：インド・シンガポール・タイは、第 2回 3カ国合同海上軍事演習を終了

―印専門家論説」（The Diplomat, November 27, 2020） 

11 月 27 日付のデジタル誌 The Diplomat は印シンクタンク Observer Research Foundation 

（ORF）の Rajeswari PillaiRajagopalan 博士の“SITMEX: India-Singapore-Thailand Complete 

Second Trilateral Maritime Exercises”と題する論説を掲載し、ここで PillaiRajagopalanは中国の

経済力と軍事力に対するインド、シンガポール、タイによる取組みは今後も続くであろうとして要旨

以下のように述べている。 

（1）11月 21日から 22日までシンガポール海軍が主催するインド、シンガポール、タイによる 3カ

国海軍共同演習 SITMEX-20 の２回目が実施された。この演習がアンダマン海で行われたこと

は東南アジアを含む国々の海軍とインド海軍との関係が強化傾向にあることを意味する。それ

は海洋でのパートナーとしてインドに目を向ける国々の意識の高まりである。さらに、台頭す

る中国に対処する際に米国だけを頼りにするのではないという地域レベルでの意識の高まりを

示している。COVID-19 パンデミックにもかかわらず、これらの演習が行われたことは演習の
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重要性に加えて、各国が直面する脅威の深刻さを示唆している。 

（2）この演習の第１回目は 2019年 9月にアンダマン海で実施された。インドのModi首相は、2018

年にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議における基調講演で、3カ国による共同海軍

演習を実施することを発表した。そして、その演習に参加した印海軍部隊はミサイル駆逐艦 1

隻、ミサイル･コルベット 1隻、航洋型哨戒艇 1隻及び哨戒機 P-8I 1機であった。 

（3）印国防省は、第 2 回目の演習は COVID-19のパンデミックを考慮し非接触で海上のみの演習とし

て実施されたと述べ、3 カ国及び海洋を接する隣国間の海上領域における共同における分担、調

整及び協調が増進したことを示していると強調した。3 カ国の海軍は、戦術運動訓練、対水上戦

訓練、実弾射撃・発射を含む一連の訓練を実施したと印国防省は付け加えている。演習に参加し

た印海軍の艦船には、国産の対潜コルベットとミサイルコルベットが含まれる。シンガポールか

らはフリゲート 2隻と揚陸艦 1隻、タイからはフリゲート 1隻が参加した。演習の重要性につい

て、SITMEX 20任務部隊司令官であるシンガポール海軍フリゲート艦長は、「海上作戦での相互

運用性を強化する有用な演習となり、作戦を一緒に実行する能力は、お互いに確立した長年の関

係と信頼の証である」と述べた。さらに SITMEX20終了後、シンガポール海軍は 11月 25日か

ら 27日までベンガル湾でインド海軍との 2国間海上軍事演習 SIMBEX20を実施した。 

（4）シンガポールとタイの 2国間軍事演習はインドが東南アジアの国々と築いた関係の戦略的性質を

示している。経済問題に焦点を当てた 1990年代初頭のルック・イースト政策から 2014年にModi

によって開始されたアクト・イースト政策まで、この地域の複雑性と 2国間関係は日々変化して

いる。この演習もパンデミックのために短縮されたが、インド、シンガポール、タイが 2国間な

いし 3カ国間での海上軍事演習を実施することを決定した事実は、それぞれの国の思惑が類似し

ていることを示しており、これらの軍事演習が強化され続ける可能性があることを意味する。 

（5）シンガポールは、この地域でインドにとって強力な安全保障の提携国の一つであり、両者の防衛

関係は、2003年に防衛協力協定に署名したことに始まる。以来両国は軍の相互作用を強化するた

めに、いくつかの協定に署名した。シンガポールは小さな島国であるので、インドは良いパート

ナーとして射撃演習場などの軍事訓練施設をシンガポール軍の訓練に提供している。彼らの主な

海軍の相互運用演習である SIMBEXは 20年以上続いている。国連海洋法条約に沿った航行の自

由と外洋の重要性及び国際法の尊重は、2国間協議で頻繁に繰り返されるテーマである。 

（6）インドとタイの２国間関係はそれほど深くないが、過去 10年間で多くの政治的な相互訪問と制

度的メカニズムによって互いの関係を築き上げてきた。これらには、定期的な外務省協議、外

相レベルの合同委員会及び両国軍間の軍事演習に見られるような防衛協力メカニズムが含まれ

る。さらに毎年の陸空軍の演習に加え、海軍は年 2 回の海上哨戒を調整・実施している。タイ

と中国の間の緊張がじわじわと高まっていることを考えると、タイは、北京との関係で起こり

うる長期的問題を止めるためインドなどの国の手を借りようとする可能性がある。このような

動きは地域全体で中国の進出に対する一般的な反対が高まっていることにも支えられている。 

（7）中国の成長する経済力とその攻撃的な軍事力はインド、シンガポール、タイに３カ国が互いに

協力する戦略的根拠を提供した。この地域への米国のコミットメントに対する懸念の高まりが

それに拍車をかけており、おそらくこれは持続するであろう。 

記事参照：SITMEX: India-Singapore-Thailand Complete Second Trilateral Maritime Exercises 
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11 月 29 日「台湾、潜水艦建造を開始：その抑止効果には疑念も－香港紙報道」（South China 

Morning Post, 29 Nov, 2020） 

11月 29日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は“Taiwan starts building its 

own submarines despite questions over ability to deter attacks from mainland China”と題する記

事を掲載し、台湾は独自の潜水艦建造を開始したが中国の圧倒的潜水艦部隊に対し抑止効果に疑問も

提起されているものの、対中非対称戦戦略の重要な兵力として、その意義を強調しているとして要旨

以下のように報じている。 

（1）台湾は老朽化した潜水艦部隊を徹底的に見直し、初めての国産潜水艦建造を開始した。しかし

保有隻数で圧倒的に優勢な中国海軍を考えると何らかの利益をもたらすのかという疑問が提起

されている。しかし、ある専門家は人民解放軍海軍の潜水艦部隊がいかに大きくても問題では

なく、台湾は 8 隻の潜水艦を必要としており、それはいかなる攻撃に対しても非対称戦戦略の

一部として計画していると述べている。 

（2）台湾国際造船（以下、CSBC と言う）は 495 億新台湾元（17 億ドル）の 1 番艦建造契約を得て

いる。原型となる 1番艦の建造には 78 ヶ月を要し、2025年までに台湾海軍に引き渡される。蔡

英文総統は 2016年の総統選直後、国産国防計画の下で 8隻の潜水艦を建造すると発表していた。 

（3）「潜水艦を建造する主眼は何か？北京は 60隻以上の潜水艦を保有しており、台湾の 8隻（オラ

ンダから購入した時代遅れの 2隻を加えて 10隻）をはるかに凌駕している。さらに時間の懸念

もある。各潜水艦の建造に少なくとも 3年かかるとして 8隻の建造を完了するのに 24年を要し、

遅すぎて我々を守ることはできない」と駐台北日本企業の上席会計士 James Liuは言う。2019

年の総統選挙における対立候補であった韓国瑜も蔡総統の計画に「台湾は主機や複雑な艦内装

備品を製造する能力があるのか」と疑念を呈している。 

（4）蔡総統は 24日の起工式においてそれは可能であるとして「全ての苦難をものともせず、今日、我々

は正式に台湾国産の潜水艦建造を開始した」と述べ、計画は台湾国防産業の里程標になると付け加

えている。Trump政権は 2018年に鍵となる装備品、技術の輸出を承認することでこの計画を支援

している。CSBC董事長鄭文隆は同社において行われた起工式において、国家中山科学研究院と提

携し、潜水艦建造に必要な人材、人数、技術をCSBCは有していると述べている。台湾メディアは

三菱重工、川崎重工を退職した技術者が技術支援を提供するだろうと報じている。台湾で建造され

る潜水艦は「そうりゅう」型潜水艦に似ている。海軍によれば、米国は戦闘指揮システムとデジタ

ル化ソナーを供給元の Lockheed Martin社とRaytheon社から支援することで合意しており、議会

の承認待ちである。これらは台湾で開発、製造できず、輸入しなければならない。 

（5）一部の専門家は人民解放軍海軍の潜水艦部隊がいかに大きかろうとも台湾の潜水艦は効果的な

抑止力として機能するだろうと述べている。国防安全研究院上席研究員蘇紫雲は、「小規模かも

しれないが、潜水艦部隊は台湾海峡に防衛上の緩衝帯を形成するのを助けるだろう」と述べて

いる。国民党系シンクタンク国家政策基金会高級助理研究員揭仲は、台湾海軍は中国の攻撃が

あったときに人民解放軍の艦艇を攻撃する鍵となる待ち伏せ海域に潜水艦を配置するだろうと

述べており、ソナーによる被探知防止装備を装着した潜水艦（抄訳者注：アクティブ･ソナーに

対する無反響タイルの装着、パッシブ･ソナーに対する制振材の採用などが挙げられる）は一旦

配備に付けば、人民解放軍の艦艇が探知するのは困難であると言う。「台湾の潜水艦はまた、中

国本土に近い海域に配備され、人民解放軍の艦艇が出港すればこれらを襲撃することになろう」

と揭仲は述べている。蘇紫雲は、台湾は既に乗組員の訓練を行っており、潜水艦が就役してく
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れば資格認定された人員が不足することはないと述べている。 

記事参照：Taiwan starts building its own submarines despite questions over ability to deter 

attacks from mainland China 

12 月 5 日「アブサヤフの活動範囲の拡大にどう対抗すべきか―米専門家論説」（The Diplomat, 

December 5, 2020） 

11月 5日付のデジタル誌 The Diplomatは米シンクタンクOne Earth Futureインド太平洋地域プ

ロジェクトマネージャーJay Benson の“Under Pressure on Shore, Abu Sayyaf May Increase 

Reliance on the Sea”と題する論説を掲載し、ここで Bensonはフィリピンのイスラム主義組織アブ

サヤフの船舶がフィリピン軍に撃沈された事件を受け、それがフィリピンにおける海洋安全保障にど

のような示唆を与えたかについて要旨以下のように述べている。 

（1）11月 3日未明、フィリピンのイスラム主義組織アブサヤフ（以下、ASGと言う）7人を乗せた

ボートが身代金目的の誘拐を目論んでスールー諸島のある小島を出発した。その前日に地元住

民が異変を察知し警備当局に通報していた。その通報を受けて、比軍のヘリコプター及び艦船

がそのボートを撃沈し、ASGの指導者Mannor Sawadjaan以下総勢 7人を死亡させた。この

事件は反政府組織の海上におけるテロ活動に対する比軍の反撃能力が着実に向上していること

を示すものであったが、それには他にも重要な含意があった。それは海洋安全保障における地

元民からの情報収集の重要性と、ASGの活動の地理的な分散である。 

（2）ASGのような非国家主体による海上での暴力活動への対抗にとって、あるいは海上安全保障全

般にとって海洋状況把握（以下、MDAと言う）は決定的に重要である。しかしそれは技術的な

複雑さと高い費用を伴うものである。MDAの強化については哨戒艦艇や哨戒機などの取得ばか

りが議論されがちであるが、われわれはまた別の要因にも着目するべきであろう。それが海上

や沿岸部コミュニティにおいて民間人が人的インテリジェンスとして果たしうる役割である。 

（3）島々が点在する海域においては、漁民や沿岸コミュニティの人々は周辺の日常生活のパターン

を認識しており、もし普段と違うことが起きた場合にそれをすぐ察知することができる。した

がって彼らは海軍や海上法執行機関にとって貴重な情報源となり得る。しかし彼らとの確実な

接触を確立するために、海軍等は二つのことを考慮しなければならない。それは民間人との良

好な関係の構築と、民間人が安心して通報できるようにするシステムの構築である。前者は言

わずもがなであり、後者に関しては通報したことに対する暴力組織の報復行為の可能性がある

場合、とりわけ重要な課題であろう。 

（4）この事件で注目すべきもう一つはそれが起きた場所である。最近の ASGの活動の中心地はホロ

島であった。しかし今回は、そこから 14 キロほど南西に位置する小島サルーレ島沖での活動中

に比軍の攻撃を受けたのである。これは ASGの活動範囲がこれまでより拡大していることの兆

候を示しているのかもしれない。ミンダナオ島のザンバオンガ市においても ASGが摘発される

事件が起きており、これもまた同様の徴候を示している。この傾向はおそらく、比軍が ASGに

対して圧力を強めた結果のことであろう。これが意味するのは ASGの活動に対抗するためには

より多くの努力が必要となるということである。 

（5）これは比海軍や海上法執行機関の運用できる資源が非常に限定的であることを考慮する時、非

常に厄介な問題である。解決策の一つは ASGが目をつけるかもしれない地域に陸上の半恒久的

部隊等の配備を拡大することである。それによって ASGなどの接近を拒否しつつ、地元民間人
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に保護を提供するのである。そして解決策のもう一つである、こうした島々の民間人からの情

報収集活動の拡大もまた促進されるであろう。上述のように民間人の安全を担保することは、

彼らから有益な情報を引き出すための必須条件だからである。 

記事参照：Under Pressure on Shore, Abu Sayyaf May Increase Reliance on the Sea 

12 月 6 日「南シナ海の人工島の基地は敵の攻撃に脆弱で戦時には有効に機能しない－香港紙報

道」（South China Morning Post, 6 Dec, 2020） 

12月 6日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は“Beijing’s South China Sea 

military bases ‘are vulnerable to attack and will be of little use in a war’”と題する記事を掲載し、

南シナ海の人工島は主権を守るには有意であるが、敵の攻撃に対し脆弱であり戦時には役に立たない

と中国の軍事誌が警告しているとして要旨以下のように報じている。 

（1）中国の軍事誌は南シナ海に中国が建設した人工島は脆弱で戦時にはあまり貢献しそうにないと

警告している。中国の南シナ海における人工島建設とその軍事基地化はベトナムやフィリピン

のような南シナ海において権利を主張している国々の間で恐れを高めており、軍事化は北京が

軍事施設から航空機を攻撃し、ミサイルを撃墜することを可能にする。 

（2）『艦船知識』最新号は四つの分野で人工島は弱点を抱えていると強調している。すなわち、本土

からの距離、人工島の小ささ、滑走路の限られた容量、人工島攻撃に使用可能な複数の経路で

ある。「これら人工島は中国の主権を守り、縦深性のある海域での軍の展開を維持する上では素

晴らしい優位性を持っているが、自らを守るという点では自然の条件に基づく不利がある」と

同誌の記事は述べている 

（3）『艦船知識』は、人工島は南シナ海の縦深の位置にあり中国本土からは遠く離れていると指摘し、

人工島同士を密接に連携させる連絡網は無く、いずれかの島が攻撃を受けた場合、他島から支

援することは困難であると警告している。また同誌記事は、人工島が遠すぎて最新鋭の J-16 多

用途攻撃戦闘機を効果的に展開できないと主張している。戦闘機は距離の問題から人工島周辺

を哨戒できず、水上艦艇から容易に阻止、あるいは攻撃されるだろう。 

（4）人工島の多くはたった 1本の滑走路を有しているだけであり、同時に 1機以上の航空機を支援

する施設を提供する余積が無いことが続いている。このことは紛争時、1機の航空機が搭載して

いる資材等を降ろす作業や燃料補給を実施する場合、その航空機はその間ずっと滑走路を占拠

し、他の航空機が使用することを阻害することを意味する。滑走路はまた、海に近接しており、

潮や熱帯気候からの損害に晒されていると記事は述べている。さらに同誌は、人工島は小さす

ぎ、大規模な攻撃に生き残ることはできないと言う。人工島のほとんどが平坦で極めて限られ

た植生と岩しかない。このことは、攻撃に対する掩体となるものがわずかしか無く、中国軍が

装備や補給品を守るためにできる最良の方策は鋼材などで防護シェルターを建設することであ

る。しかし、建設資材は本土から輸送しなければならず、（防護シェルターといえども）ミサイ

ルの波状攻撃には耐えることができない。 

（5）人工島の近くの島々は、権利の主張が対立する国々が保持しており、もし米国が紛争に際して

フィリピンやマレーシアのような同盟国を支援すれば、東側のパラワン島、西のマラッカ海峡

などのような複数の攻撃経路が存在すると『艦船知識』は警告している。 

記事参照：Beijing’s South China Sea military bases ‘are vulnerable to attack and will be of little 

use in a war’ 
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12 月 10 日「Trump 政権が新たな建艦 30 年計画を公表―米専門誌報道」（National Defense, 

December 10, 2020） 

12月 10日付の米国防関係誌National Defenseのウエブサイトは“Trump Administration Unveils 

New 30-Year Shipbuilding Plan”と題する記事を掲載し、Trump政権が今後 30年間にわたる米海軍

の建艦計画を公表したが、それは Joe Biden次期政権によって変更される可能性があるとして要旨以

下のように報じている。 

（1）Trump政権は 2020年 12月 10日、海軍の能力向上を目的とした新たな長期建艦計画を公表し

た。2022-2051 年度の青写真は David Norquist 国防副長官が率いた未来の海軍の研究として

2020年初めに行われた見直し後にできたものである。新しい計画の公表は今後数十年、中国に

対する米海軍の優位性を維持することを目標に Mark Esper前国防長官が将来の艦隊について

提起したバトルフォース 2045と呼ばれるビジョンの公表に続くものである。「将来の海軍研究

とこの建艦計画は、より大きく、より弾力性のある海軍の要件を再確認する」と新建艦計画は

述べている。主な優先事項は、コロンビア級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦をもって米弾道ミ

サイル搭載原子力潜水艦部隊の再構築の完全な予算化、近い将来に「信頼できる戦闘力を持つ

前方部隊」を提供するための準備、中長期的に中国とロシアに対して「非線形」の戦闘優位性

を提供する可能性を持つ近代化した装備への投資、そして海軍が将来その能力を維持する能力

を増やし、2026年度までに有人戦闘艦艇部隊を 316隻に増強することである。現在、米海軍が

保持している戦闘艦艇の数は 300隻以下である。 

（2）無人艦艇･航空機は重要な構成要素である。「無人システムは引き続き能力を進歩させており、

戦争のすべての段階で主要な要素となるために進化させることが期待されている」と新建艦計

画は述べている。2022年度から 2026年度の将来の計画では大型無人艦艇 12隻、中型無人水上

艦艇 1隻、超大型の水中無人機 8 基に対して合計約 43億ドルを提供する必要がある。将来の海

軍力調査では 119~166 隻の無人水上船と 24~65 隻の無人潜水艇が必要となる。今後 5 年間で

82隻の新しい有人船舶を 1,470億ドルの費用で調達する計画である。これには 2隻のフォード

級空母と同級空母 3番艦の事前予算、DDG-51 駆逐艦 10隻、コンステレーション級ミサイルフ

リゲート 12隻、バージニア級攻撃型原子力潜水艦 12隻、コロンビア級弾道ミサイル搭載原子

力潜水艦 2隻の予算が含まれている。 

（3）米海軍はまた軽空母の数を追加することを検討している。匿名を条件に記者団に説明した海軍

高官は、空母部隊の将来を見るために 2022年度に分析が行われると述べた。今後 30年間で新

建艦計画によると空母 6 隻、大型戦闘艦 55 隻、小型戦闘艦艇 76 隻、攻撃型潜水艦 77 隻、弾

道ミサイル搭載原子力潜水艦 11隻、オハイオ級巡航ミサイル搭載原子力潜水艦の後継として計

画されている巡航ミサイルを大量に搭載した大型原子力潜水艦 4隻、水陸両用戦艦艇 71隻、戦

闘補給艦 80 隻、支援艦 24 隻を調達する。老朽艦の退役を考慮すると艦隊の総隻数は 2026 年

までに 316隻、2030年までに 347隻、2035年までに 377隻、2040年までに 398隻、2045年

までに 403隻、2051年までに 405隻となる。無人船を含むと艦隊は 2036年までに 500隻以上、

2045年までに約 650隻となる。2020年、議会は海軍建艦に約 240億ドルを割り当てた。さら

に 2028 年までに持続資金は 400 億ドルに増加すると予測されている。海軍高官は、この計画

は将来の防衛計画のために国防総省の上層部で「完全に予算化された」と述べた。この計画は

長期的に毎年 2%の実質成長を想定している。建艦計画は 2021年度で海軍予算の約 10%を獲得

した。新建艦計画では、2022 年には約 12%、計画全体で平均約 14%に増加する。これに対し
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Reagan 大統領の時代に艦艇建造が海軍予算に占める割合の平均は約 13%であった。産業基盤

の能力は重要な懸念事項である。「産業基盤は、海軍の将来の艦隊を達成し維持するための基本

的な要素である」と新建艦計画は述べている。 

（4）米海軍は、インフラを拡大し、労働力を強化するための努力に資金を提供するつもりである。

「我々は基地を構築するために目標を絞った大規模な投資を行っている」と高官は述べた。「投

資は雇用を創出し、経済に利益をもたらすだろう。我々は海洋国家だ」と彼は言った。「我々は、

我々の海軍力が競争上の優位性を持ち続けることができるように、海洋産業の規模を調整し、

必要な速度で提供する必要がある。しかし新しい計画は短命になる可能性がある。Joe Biden

次期大統領は 2021年 1月 20日に発足し、新政権はその優先事項に合わせて独自の予算見直し

を行う予定である。予算の通常の予定と組み合わせて、別の建艦計画を行うと思う」とある当

局者は述べた。別の当局者は、「将来の予算に変更がある場合、建艦計画はその予算に一致する

ように変更されるだろう」と付け加えた。 

記事参照：Trump Administration Unveils New 30-Year Shipbuilding Plan 

12月 10日「中国の台湾軍事侵攻の可能性とあるべき米国の対応―米海大教授論説」（19fortyfive, 

December 10, 2020） 

12月 10日付の米安全保障関連シンクタンク 19fortyfiveのウエブサイトは米 Naval War College

海洋戦略教授 James Holmesの“China Seems Ready For A Fight Over Taiwan”と題する記事を掲

載し、ここでHolmesは中国の台湾侵攻の可能性とそれがどのように実施されるか、そしてそれに米

国がどう対応すべきかについて要旨以下のように述べている。 

（1）中国は軍事力の行使による台湾併合の可能性についてたびたび言及してきた。おそらく、中国

が台湾を併合するためにとる手段としては、それが唯一のもののように思われる。威圧や懐柔

によって台湾の政治家や一般市民を屈服させることができるとは思えない。また、中国はたと

えば台湾の「平和的統一」を訴えてはいるが、そうした懐柔によって中国の支配を受け入れる

とも思われない。なぜなら台湾の人々は香港で何が起きたかを目の当たりにしたためである。

中国に残された手段は軍事侵攻しかない。 

（2）そのタイミングも問題であるが、もう一つ重要であり、かつこれまで詳細には論じられていな

いのが、どのような軍事作戦が展開されるかである。最悪のシナリオは、空軍とロケット部隊、

弾道ミサイル部隊に支援された中国人民解放軍（以下、PLAと言う）海軍と陸戦隊による全面

的な上陸作戦の展開である。 

（3）それとは別の可能性として、意図的ないし偶然の事故から発展した小競り合いが全面戦争にエ

スカレートする可能性もあるが、中国はそれを避けようとしていないように思われる。2020年

秋、PLAの戦闘機は繰り返し台湾海峡の中間線を横断し、それに対して台湾空軍の戦闘機がス

クランブル発進を行った。中国の意図は明白で、それによって偶発的事故が起こるか、相手に

最初の一撃を撃たせることで全面戦争に持ち込もうとしているのである。 

（4）そうした「事故」は空だけでなく海上や地上で起こる可能性もある。人民解放軍海軍は台湾船舶

に火器管制レーダーを照射することで挑発をしたり、台湾船舶の航路を横断することで衝突を誘

発することもできよう。あるいは南シナ海において中国海警や海上民兵が実践している「キャベ

ツ戦略」を台湾相手に展開することもできよう。この手法はかなり効果的であるように思われる。 

（5）こうした可能性を考えるとき、米国はどのような準備をし、どう対処すべきだろうか。なによ
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りも、こうしたことが起こるかもしれないことを理解し、そのうえで適切な準備をすべきであ

る。そうでなければここ 10年間、南シナ海や東シナ海で起きてきたことが台湾海峡でも起きて

しまう。その場合、米国が台湾に関して取り続けてきた「戦略的曖昧さ」を維持し続けるのは

きわめて危険である。この「戦略的曖昧さ」は、PLAの脅威が比較的穏当であり、かつ台湾が

海と空を効果的に支配している限りにおいて有効だったのであり、中国が台湾への攻勢を強め、

軍事侵攻を起こす機会を狙っている昨今では抑止効果はほとんどない。 

（6）経済学者で戦略理論家の Thomas Schellingが述べたように、抑止力に必要なのは曖昧さではな

く、相手が制限を超える行動を採ったときにこちらも行動を起こすという明確さである。これ

は、必ずしも相手に対して大言壮語を吐く必要があるということではない。1902年の Theodore 

Rooseveltの事例を参考にするとよい。ヨーロッパ諸国の海軍がベネズエラの税関を占拠するた

めに部隊を派遣したとき、Rooseveltはそれを阻止するために海軍に出動を命じ、その一方で私

的に相手国に通信を送り、その意図を伝えた。それを受けてヨーロッパ艦船は引き返したので

ある。公の場で相手を脅すのではなく、軍事力行使の意図をはっきりと示すことで相手の体面

を傷つけることなく武力衝突を回避したのだ。同じことを中国相手にもできるかもしれない。

柔和に話し、巨大な棍棒を振るおうではないか。 

記事参照：China Seems Ready For A Fight Over Taiwan 

12月 13日「南シナ海で米中の対決は避けられないのか－米専門家論説」（19fortyfive, December 

13, 2020） 

12月 13日付の米安全保障関連シンクタンク 19fortyfiveのウエブサイトは米ミシガンを拠点とす

る著述家 Peter Suciuの“South China Sea: Is A U.S.-China Showdown Inevitable?”と題する論説

を掲載し、ここで Suciu は米国が強襲揚陸艦「マキン･アイランド」両用戦即応群を南シナ海に派遣

する一方、中国は Type056A コルベット 3隻等による密度の高い演習を展開して対抗する最近の状況

に関し、北京は米国海軍の係争中の南シナ海への展開は地域の安定を損なっていると非難する一方

で、海域の主要な部分は中国の領土とする主張に対し米国は「航行の自由」作戦によって異議を唱え

てきたとして米中の対決の可能性について悲観的論調により要旨以下のように述べている 

（1）12月 6日、米艦艇が南シナ海に展開した後、中国は米国が「軍事力を誇示」したと非難した。

ニューズウィーク誌によれば、中国共産党系『環球時報』は、米両用戦即応群の南シナ海への

展開は「脅しと軍事力の誇示であり、地域の安定を損なう」と非難している。米海軍の行動を

追跡している中国のシンクタンク南海戦略態勢感知計画によれば、米強襲揚陸艦「マキン･アイ

ランド」とドック型揚陸艦「サマセット」は 12月 6日に地域に入り、「サマセット」はフィリ

ピンに向かう一方、「マキン･アイランド」は南シナ海の台湾南方海域に進んだ。 

（2）米太平洋艦隊報道官は「米国は地域と自由で開かれたインド太平洋の安定にコミットしており、

10年以上にわたって部隊は定常的に南シナ海を含む地域で行動している。我々の行動は全て国

際法に基づいて実施されており、米国は国際法が認めるいずれの場所でも飛行し、航行し、行

動する」と述べている。「マキン･アイランド」両用戦即応群とそこに乗艦する第 15海兵遠征部

隊の到着はインドネシア、フィリピンを含む Christopher Miller国防長官代行のアジア歴訪と

連動していた。 

（3）米艦艇の展開に対応して人民解放軍海軍は Type056A コルベット 3隻を含む艦艇を派遣し、実

弾射撃等の訓練を実施した。国営中央電視台は Type056A コルベットがミサイル防御、敵艦艇
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に見立てて模擬目標の破壊の訓練を実施したと報じている。中国は、2020年 1月の時点で Type 

056A コルベットを 44隻建造しており、9隻が建造中と考えられている。Type 056A コルベッ

トは人民解放軍海軍を急速に拡大する努力の重要な部分をなしている。 

（4）北京は、米海軍の最近の係争中の南シナ海への展開は地域の安定を損なっていると非難し、一

方、海域の主要な部分は中国の領土とする主張に対し米国は「航行の自由」作戦によって異議

を唱えてきた。タカ派の『環球時報』は「誰がホワイトハウスに座ろうと中国は南シナ海ある

いは台湾海峡で米国との戦いに備えなければならない」と警告している。 

記事参照：South China Sea: Is A U.S.-China Showdown Inevitable? 

12月16日「中国空母『山東』、公試完了。戦闘即応能力については言及されず－香港紙報道」（South 

China morning Post.com, 16 Dec, 2020） 

12月 16日付の香港日刊英字紙 South China morning Post電子版は“China’s Shandong aircraft 

carrier completes sea trial but no word on basic combat readiness”と題する記事を掲載し、中国の

国産空母「山東」の公試が終了したが、「山東」はまだ初度作戦能力を取得していないとして要旨以

下のように報じている。 

（1）中国初の国産空母は 23日間の渤海における第 3 回海上公試を終え、12月 13日に母港大連に帰

投した。しかし、コロナウイルスの世界的な感染拡大で試験予定が大きな打撃を受け、戦闘即

応体制に達するにはまだ時間が必要である。公試の終了は、空母が基本的な戦闘即応能力であ

る初度作戦能力を早ければ 2021年始めには獲得するだろうと報じられている最中であった。 

（2）人民解放軍の部内者は、感染拡大を制御することに乗組員は多くの時間を割かれ訓練予定が遅

れているとして「全乗組員は乗艦前に 2 週間隔離され、・・・帰投後さらに 3 週間隔離される。

『山東』が全ての試験を完了し、初度作戦能力を 2021年初頭に獲得できるかは感染拡大次第で

ある」と匿名を条件に述べている。 

（3）香港の親中国紙文匯報は 12月 14日に民間衛星の画像が初めて公試中の「山東」の近くを潜水

艦が航行しているのを明らかにしたと報じている。専門家は、これは中国の核弾頭装備の弾道

ミサイルを搭載した潜水艦を援護する空母の能力を改善するための訓練の一部であろうと述べ

ている。分析者は第 1 回の公試から潜水艦は「山東」に随伴していたと指摘している。北京を

拠点とする軍事専門家周晨鳴は「空母は潜水艦を援護する必要があり、空母が公試の際に潜水

艦と訓練することは通常のことである。しかし、『山東』がいつ戦闘即応体制になるかを推測す

ることは依然時期尚早である」と述べている。 

（4）台湾海軍軍官学校の元教官呂禮詩は、空母「山東」に原子力潜水艦が帯同していることは中国

の核能力についての米国へのシグナルではないかとして、「中国の Type094（晋級）弾道ミサイ

ル搭載原子力潜水艦は核抑止力強化のために必要とされている。もし同級がハワイ近くまで進

出できれば、米本土のいかなる場所も攻撃することができる。しかし、潜水艦は空母打撃群の

援護を必要とする。『山東』に初めて原子力潜水艦が随伴していたことは最近の公試の結果が良

好であったことを意味するかもしれない」と述べている。現在、姉妹艦「遼寧」だけが初度作

戦能力を有する空母である。 

記事参照：China’s Shandong aircraft carrier completes sea trial but no word on basic combat 

readiness 
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12月17日「中国が海南島の海軍基地を空母のために強化―仏海軍関連サイト報道」（Naval News, 

December 17, 2020） 

12月 17日付の仏海軍関連ウエブサイトNaval Newsは海軍に関するアナリストであるH I Sutton

の“Beijing Upgrading Naval Bases To Strengthen Grip On South China Sea”と題する記事を掲

載し、ここで Sutton は中国が海南島の海軍基地をその空母の拠点として強化しているとして要旨以

下のように報じている。 

（1）中国の海南島南端の三亜の基地がこの 1 年で大幅に強化されている。新しい衛星画像はそこに

新しいドライドックの建設が着実に進んでいることを示している。それは、中国の新しい

Type003 型空母にとって十分な大きさがある。ドックの建設は 2016 年に開始され、現在は完

成に近づいているように思える。衛星画像でしか観測ができない新しい構造物と同様に、その

目的を評価するにはある程度の不確実性がある。しかし、我々は現段階でこれが実際に巨大な

ドライドックであることを確信している。 

（2）海南島にドライドックができることで海南島での海軍の配備が大幅に強化されることになる。

これは空母がこの島に恒久的に拠点を置くことを示している。近くには、すでに空母が使用し

たことのある桟橋があり、現在、最新の Type075強襲揚陸艦がそばに停泊していた。これはフ

ルサイズの空母 2隻を収容することができることを意味する。 

（3）中国は空母艦隊の構築を進めており、今までで最大の Type003が上海で建造中である。Type003

はロシアのクズネツォフ級空母の設計に基づいていた最初の 2 隻の空母よりも著しく大きくな

る。最初の 2 隻はクズネツォフ級と同様に航空機の発艦はスキージャンプ方式を使用していた

が Type003 は米海軍のフォード級空母と同様の電磁カタパルト（Electromagnetic Aircraft 

Launch System：EMALS）を搭載すると予想されている。EMALSにより、KJ-600早期警戒

機のような、より重量のある航空機の発進が可能になる。 

（4）この新しい施設は海南島の既存の海軍基地との関連性を考慮しなければならない。海南島に展

開する部隊には原子力潜水艦、通常動力型潜水艦、そして大規模な水上艦部隊が含まれている。

したがって新施設は中国海軍の重心を南シナ海へ転換する一環である。 

記事参照：Beijing Upgrading Naval Bases To Strengthen Grip On South China Sea 

12月 17日「米海軍・海兵隊・沿岸警備隊、新たな海洋戦略公表―米海軍協会報道」（USNI News, 

December 17, 2020） 

米海軍・海兵隊・沿岸警備隊は 12 月 17 日、Advantage at Sea; Prevailing with Integrated 

All-Domain Naval Power*と題する海軍・海兵隊・沿岸警備隊 3軍種による共通の海洋戦略を公表し

た。この種の戦略としては 2015年に公表された A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower

以来のものである。 

US Naval InstituteのWebサイト、USNI Newsは 12月 17日付で“Sea Services: More Assertive 

Posture Against China Will Require Presence, Strong Alliances”と題する記事を掲載し、本戦略に

ついて詳細に解説している。それによれば、この新戦略は、主として現実に海洋で生起している日常

的な抗争相手である中国に対抗するために如何なる準備をすべきかについて述べたものであり、中国

とのハイエンドな戦いに備えた 3軍種の協同の必要性に加えて、中国が現在遂行している、しばしば

グレイゾーン活動（gray-zone operations）と称される日常的な抗争（the day-to-day competition）

に対抗するための「戦略」と「適切なツール」の必要性を強調したものである。そして、この新戦略
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は日常的な抗争、危機（crisis）そして武力紛争（conflict）を連続的な流れとして捉え、3 軍種がそ

れぞれの段階においてどのような役割を果たすことができるか、そして各軍種が成功裏にそれぞれの

役割を遂行するためにはどのような新しいツールと運用コンセプトが必要かを詳細に検討している。 

以下は、USNI Newsが抽出した新戦略の要点（原典関連部分）の抄訳である。 

（1）Advantage at Seaは、現代における世界の平和と繁栄にとって、最も大きな二つの脅威―すな

わち、中国とロシアに焦点を当てた海軍･海兵隊･沿岸警備隊 3軍種共通の海洋戦略である。我々

は中国との日常的な抗争を最優先している。何故なら中国はその経済力と軍事力を増強し、高

圧的姿勢を強めるとともに、周辺海域を支配し、国際秩序を自らに有利に改変しようとする意

図をあからさまにしているからである。中国が権威主義的な利益を促進するために力を誇示す

るのではなく責任ある利害関係国として行動することを選択しない限り、中国は米国、同盟国

そして自由で開かれた秩序を支持する全ての国家にとって最も重大な脅威である。 

（2）中国は海洋国家である米国の核心を突いた戦略と修正主義的なアプローチを遂行してきた。中

国は国際的な海洋ガバナンスを侵食し、伝統的な兵站拠点へのアクセスを拒否し、海洋の自由

を侵害し、重要なチョークポイントの利用を管制し、地域的紛争への米国の関与を拒否し、更

に世界中で好ましいパートナーとして地位を米国から奪おうとしている。 

（3）統合された海軍力は抗争の連続的な流れの中における作戦に特有の対応をする。沿岸警備隊は、

その任務から（中国の）威圧的行動に対抗できない多くの国にとって好ましい海洋安全保障パ

ートナーとなっている。沿岸警備隊の独自の権限―海洋法執行、漁業保護、海洋の安全と保安

―を、海軍及び海兵隊の能力と統合することによって、力と抗争の両面で統合部隊指揮官の選

択肢を拡大することができる。武力紛争時には海軍と海兵隊を統合し、分散した艦隊作戦と、

制海能力と海洋拒否能力を持つ機動・遠征部隊とを合体させることで制海能力を拡充する。こ

れらの作戦は我が望む時と場所で部隊が戦闘力を集結できるようにするために、海上配備火力

と陸上配備火力を効果的に組み合わせる、海軍の運用コンセプト―「分散型海洋作戦

（Distributed Maritime Operation）」、「脅威環境下における沿海域作戦（Littoral Operation in 

a Contested Environment）」及び「遠征前進基地作戦（Expeditionary Advanced Base 

Operation）」に基づいている。より緊密な統合によって我が部隊はより広範に分散し、タイミ

ング、場所、ドメイン、部隊及び活動を変化させることで抗争の連続的な流れの中で我の作戦

の予測不可能性を高めることができよう。 

（4）海洋における日常的な抗争：国際的及び米政府全体の取り組みと協働して、海軍は国際法に違反

し、資源を盗み、そして他国の主権を侵害する、我々の抗争相手の行動を発見し、立証する。我々

は、こうした行動を暴き、侵略者の信用を貶めるために悪質な活動の証拠を米国と国際機関に提

供する。前方配備の海軍部隊は、我々の補完的な法執行機関と軍事能力を活用して強固な作戦を

通じて悪意ある活動を阻止する態勢にある。我々の拡大された取り組みは、我々の抗争相手の虚

偽に満ちた説話に反駁し、規則に基づく秩序を守る米国のコミットメントを誇示するものである。 

（5）危機への対処：海軍は危機に対処し、エスカレーションを管理し、そして国家指導者の意思決

定の余裕を確保するために柔軟な選択肢を提供する。海軍はグローバルな機動力を有し、継続

的に前方で活動しているために危機が生起した時点で既にその現場に展開している場合が多々

ある。我々の海軍を遠海域―危険で脅威環境下―で運用することは、エスカレーションを目論

んでいる抗争相手にとってのリスクを高め、危機が戦争にエスカレートすること阻止すること

になる。海軍と海兵隊は可視的な戦闘即応態勢を誇示する。他方、沿岸警備隊は、海洋での対
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峙を非軍事的に緩和させ得る能力を通じて、危機管理のための追加的ツールを提供する。 

（6）武力紛争への対応： 

a．海洋を支配することで、海軍は、統合軍の行動を支援するために戦力を投射でき、紛争地域

に急派される統合軍と同盟国軍を防護することができる。敵が公海を航行せざるを得ない場

合、海洋拒否能力は、敵から主導権を奪い、既成事実化を妨害し、そして敵の目標達成を阻

止する。我々は敵艦隊を破壊し、行動不能な海域に敵艦隊を封じ込め、敵艦隊の出撃を阻止

し、あるいは海上交通路を支配することで、海洋を管制するか、敵の利用を拒否する。我々

は同盟国やパートナー諸国と協力して、重要なチョークポイントを管制できるであろう。 

b．我々の戦闘作戦は、統合軍を支援し、またそれに支援される。海軍、海兵隊及び空軍の航空

機は統合空中給油機に支援されて制空権を維持する。揚陸された海兵遠征部隊は、情勢認識

能力を支援し、前進拠点における再武装と給油ポイントを提供し、そして敵による重要海域

の利用を拒否する。急速展開可能な沿岸警備隊巡視船や港湾警備隊などは専門的な能力を提

供し、戦域での作戦を強化する。統合長射程精密攻撃はハイ・バリューな敵の標的を危険に

晒し、米軍と同盟軍は敵艦隊の破壊に集中できるようになる。 

c．同盟国とパートナー諸国は、戦闘作戦において能力、規模及び正統性を付加する。また、こ

れら諸国は、他の地域での機会主義的な侵略を抑止するとともに、海洋ガバナンスを維持し、

悪意ある行動を暴く上でも重要な役割を果たす。 

記事参照：New U.S. Maritime Strategy Sets Sights on China 

備考*：Advantage at Sea; Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power 

（関連記事） 

12月 17日「米海軍・海兵隊・沿岸警備隊 3軍種共通の戦略文書のリリース―米海兵隊ウエブサ

イト報道」（Marines, December 17, 2020） 

12 月 17 日付の米海兵隊公式ウエブサイト Marines は“NAVY, MARINE CORPS AND COAST 

GUARD RELEASE MARITIME STRATEGY”と題する記事を掲載し、米海軍・海兵隊・沿岸警備隊が

公表した新たな 3軍種共通の海洋戦略「海洋における優位」の概要について要旨以下のとおり報じている。 

（1）「海洋における優位」は海洋における日々の競合、危機、将来起こりうる紛争において勝利する

ための戦略的指針である。同文書が提案するのは、3部門の統合のさらなる推進、部隊の積極的

な近代化、そして同盟国や提携諸国との安定的な協力の継続である。同文書の前書きでMichael 

M. Gilday海軍作戦部長、David H. Berger海兵隊司令官、Karl L. Schultz 沿岸警備隊司令官

は「今後 10年のわれわれの動き如何で、この世紀の残りの期間の海上でのパワーバランスが決

定づけられる」という強い決意を述べた。 

（2）「海洋における優位」が焦点を当てるのはロシアと中国である。これらの国々は海での攻勢を強

め、重要な国際的海域を支配しようとする明白な意図を持っている。彼らの取り組みは「自由

で開かれた国際秩序を台無しにしようとする」ものであり、また両国の海軍力増強は「米国の

軍事的優位を侵食している」と述べられた。海は米国の繁栄と安全保障にとってだけでなく、

あらゆる国家にとって重要なのである。 

（3）「海洋における優位」は 3部門それぞれの部隊の近代化を迅速かつ積極的に進めるよう提唱する。

将来的な海上戦力は従来の軍事資源に加え、より小型の船舶や軽量の水陸両用戦艦艇、近代化

された航空機、種々の有人・無人艦艇、航空機などを備えたものであるべきである。兵站の拡
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大も必要となるであろう。また各部門は、海軍、海兵隊、沿岸警備隊が世界最高峰を維持する

ことを確実にするため、戦闘要員を育成し、革新的な教育訓練を提供しなければならない。 

（4）「海洋における優位」はまた 3部門の統合のさらなる推進を提唱する。それは教育訓練、性能と

経験、分析と机上演習、投資と革新、部隊設計などの領域における統合である。それに加えて、

同文書は同盟国や提携国との協力関係の強化を提唱する。それによってこれら 3 部門はシー・

ディナイアルとシー・コントロールを確立することができるようになるであろう。沿岸警備隊

総司令官 Schultz はこう述べる。アメリカは「海での脅威に対抗し、ルールに基づく秩序を守

るために、世界の海軍や沿岸警備隊と共同している」と。 

記事参照：NAVY, MARINE CORPS AND COAST GUARD RELEASE MARITIME STRATEGY 

12月 23日「インドの新海洋戦域司令部設立―印国防専門家論説」（The Diplomat, December 23, 

2020） 

12月 23日付のデジタル誌The Diplomatは元印海軍情報将校で現 Jindal School for International 

Affairs 准教授 Shishir Upadhyaya の“India’s New Maritime Theater Command: A Quantum 

Leap”と題する論説を掲載し、ここで Upadhyayaは 2021年中に設立される予定であるインド初の

海洋戦域司令部の創設背景と意義について要旨以下のように述べている。 

（1）2021年中にインド初の海洋戦域司令部を創設する予定であると発表があった。その司令部はイ

ンド西岸のカルワルに置かれる予定であり、空・陸・海軍の各部隊や艦艇、航空機等を統合的

に指揮するものである。それは、1947年にそれぞれ独立した作戦司令部のもとで陸海空軍が創

設されて以降初めての、地理的に区分された戦域司令部である。2020年に Bipin Rawat陸軍大

将がインド初の国防参謀長に就任してから多くの変革が宣言されてきたが、これもその一部で

ある。インドは今後同様の地理的に広大な戦域司令部や、各部門が統合的に機能する司令部、

統合兵站司令部などを持つことになるだろう。 

（2）決定的に重要な海上交通路と戦略的チョークポイントを見渡すことのできるインド半島とアン

ダマン・ニコバル諸島の地理は、その海上交通路を利用した海運に大きく依存する中国に対し

て大きな戦略的利点をもたらしてきた。 

（3）しかし、2009年に中国人民解放軍海軍の艦艇が初めてソマリア沖で対海賊哨戒活動に参加して

以来、中国はインド洋への進出を強めてきた。2017年にはアフリカ大陸のジブチに初の海外海

軍基地を建設し、また一帯一路構想を通じてインド洋周辺国に対する政治的・経済的影響力を

拡大させてきた。中国艦艇がインドの排他的経済水域内に入り込み、印海軍が退去要求を出す

などの事案も起きており、中国の台頭は印海軍に圧力をかけ上述したようにインドの地政学的

利益を侵食している。 

（4）海洋における圧力は、地上におけるそれにもつながっており、2017 年にはドクラム、2020 年

にはラダクで、中印国境の実効支配線沿いでの衝突が起きた。こうしたことを受けて、インド

は米国や日本、オーストラリアへの接近を進めている。海洋戦域司令部の創設はこうした中国

の台頭への対策の一つと位置づけられ、インド洋における海軍力を結集し、強化することを目

的とし、ゆくゆくは地上における優位の獲得も視野に入れたものである。 

（5）海洋戦域司令部は上述のように陸海空軍の部隊や艦艇、航空機等を統合的に指揮するものであ

り、それによる戦力向上が想定されている。たとえば最近設立されたスホーイ 30戦闘機中隊は、

現在南部航空司令部の指揮下に置かれているが、海洋戦域司令部の指揮下に入ることになる。
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さらに今後数年のうちに空軍の部隊がアンダマン・ニコバル諸島などにも部隊を配備するよう

になり、マラッカ海峡周辺の哨戒活動を強化することになろう。また海兵隊部隊を含めた統合

司令部の存在は、インド軍の遠征能力を高めることにもつながる。部門間を統合した部隊の運

用には十分な訓練と新たな統合戦略ドクトリンを必要とするが、それによって新たな統合司令

部の創設にもつながるであろう。 

記事参照：India’s New Maritime Theater Command: A Quantum Leap 

12月 24日「南シナ海紛争中の後方支援の課題の解決策－米国専門家論説」（Defense News.com, 

December 24, 2020） 

12 月 24 日付の米国防関連誌 Defense News のウエブサイトは米 The Georgia Institute of 

Technologyの研究部門 Georgia Tech Research Institute上級研究員 Scott Trailの“How to solve 

logistical challenges during a South China Sea conflict.”と題する論説を掲載し、ここで Trailは拡

大する中国のリスクを回避するには戦略的な海上輸送部隊を活性化し海兵隊の CH-53K により増強

する解決策があるとして要旨以下のように述べている。 

（1）歴史を通して、ち密で即応性の高い兵站計画はノルマンディー上陸作戦などの勝利において重

要な役割を果たした。逆に兵站計画の欠如はナポレオンのロシア侵攻など悲惨な敗北につなが

った。1959年、NATOの兵站部長補佐Henry Eccles少将は兵站を「国の経済と戦闘部隊の戦

術作戦との架け橋」と定義した。この架け橋は軍隊が紛争に備えるために維持されなければな

らない。 

（2）広大な海洋、そして飛行場、港湾などの基幹設備がほとんど、または全くない何千もの離島が

あるアジア太平洋は、米国本土とこの地域に展開する米軍間の架け橋に多くの課題を投げかけ

る。この地域で行動している米軍は、世界最大の海（太平洋）によって「国の経済組織」から

隔てられている。中国は東シナ海と南シナ海で影響力を行使し、その主張を拡大している。そ

して、米軍は基幹設備不足により、大型輸送機は着陸できず大型船の入る港はない。中国との

紛争が起きた際に直面する兵站の問題は気が遠くなるほど大きい。 

（3）中国の拡張主義者の狙いは、南沙諸島と西沙群島にある。彼らは、豊かな漁業、膨大な埋蔵量

の石油と天然ガス、そしてこの地域を通過する運送船の何兆ドルもの価値を戦略的に捉えてい

る。これらの島嶼は 135 万平方マイルに広がり、基幹設備はほとんどなく、何百もの小さな島

とサンゴ礁で構成されている。CIA によると南沙諸島には八つの空港と五つのヘリポートがあ

り港湾施設はない。西沙群島では中国人がウッディー島に人工の港と飛行場を建設し、1,000

人以上の人民解放軍が駐屯している。ここでは中国海軍の勢力が米海軍を上回っているので、

この差を埋めるために米海軍には次世代の垂直離着陸型の輸送機や戦略的な海上輸送部隊とい

った多くの部隊が必要である。 

（4）中国人は西太平洋における兵站の重要性を理解している。南シナ海と東シナ海において兵站が

支援する範囲を拡大することは、この地域での優位性を高める。海は彼らを養うための食糧、

彼らの機械に燃料を供給するための石油とガス、そして世界の貿易の約 20パーセントの支配を

提供してくれる。南シナ海での中国の拡大が続けば中国は国境をはるかに超えて影響力を行使

し、国連海洋法を損なう可能性もある。 

（5）米シンクタンク RANDによる 2020年の調査では、一旦ここを占領すれば中国軍は数千マイル南

に影響力を行使し、海域の奥深くに力を展開できるようになると結論付けている。これは、この
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地域の同盟国やパートナー国だけでなく、これまで争われていなかった海上交通路をも脅かす。 

（6）長距離センサーとミサイルによって構成される中国の接近阻止･領域拒否という傘を打破するため

に、「作戦機動のために部隊と能力を多くの場所に分散させること」と米電子出版プラットフォ

ーム Mediumに掲載された 2019年 1月の記事は述べている。これにより、米国の部隊へのリ

スクを分散し、影響力を及ぼす範囲を拡大する可能性がある。南シナ海で機動力があり、分散

配備された部隊を支援するには、大規模で応答性の高い海上輸送部隊と多数の垂直離着陸型の

輸送機が必要になる。 

（7）残念ながら海上輸送部隊は何十年もの間、空母や潜水艦への投資が重要視されるあまり軽視さ

れてきた。これら空母や潜水艦は米国に戦略的な軍事的優位性を提供し続けている。しかし航

空機、艦船、潜水艦は、食糧の供給と修理用部品なしでは行動できない。この分野への投資の

欠如が米軍の戦備を低下させた。 

（8）米国防関係誌 National Defenseの１月の記事によると、最近実施された軍事海上輸送部隊の動

員演習では「艦船の 64％しか任務遂行の準備ができておらず、部隊の 40％しか期待されたレベ

ルでの作戦を遂行する準備ができていなかった」とされ、さらに「大国同士の戦争が発生した

場合、軍の海上輸送能力が重要になるため、これは大きな問題である。」と記されている。 

（9）幸いなことに、10月 16日の Forbesの記事は、海上輸送の改善は適度なコストで行われ、現在、

Mark Esper米国防長官の支援と同様に超党派の支援も受けていると述べている。この取り組み

には三つの側面がある。それは、即応予備船隊にあるもっとも新しい艦船の耐用年数の延長、

中古の外国商船を購入しての改造、そして国内造船所での新しいクラスの補助艦船建造である。 

（10）主たる陸上戦力であることを考えると、2014年の RANDの調査において陸軍が統合軍を支援

することは中国との大規模な紛争における重要な役割の一つであり、現在考えられている規模

では不十分な可能性があるとしている。基幹設備がほとんどない海洋の環境では艦船搭載の垂

直離着陸型の輸送機の運用が拡大する。陸軍の大型ヘリコプターCH-47 は信頼できる主力装備

とされているが、艦船上からの運用にはいくつかの問題があり、さらに空中給油の装備がない

ため行動範囲が制限される。 

（11）海兵隊は、今年 6 月に試験飛行を完了したばかりの次世代の大型ヘリ CH-53K を配備する準

備をしている。この CH-53Kは、海上での運用に関して CH-47に比べ、いくつかの利点がある。

吊り下げ可能重量が 50％増加、空中給油、艦上での部品等の互換性、フライバイワイヤーのデ

ジタル設計を備えている。CH-47 は引き続き陸軍の垂離着陸型の輸送機として主導的な役割を

果たすが、艦上に対応できる大型ヘリも使用することで、陸軍の輸送能力が向上し、持続性の

差を埋めることができる。 

（12）南シナ海で持続性の差が長く続くほど、中国の影響力が拡大していくリスクが高まる。その拡

大は米国とその地域の同盟国を犠牲にし、中国の覇権国家への劇的な移行をもたらす可能性が

ある。堅牢な後方支援のための基幹設備の開発は容易ではなく、すぐにできるものでもない。

幸いなことに戦略的な海上輸送部隊を活性化し、陸軍の CH-47に加え CH-53Kで増強するとい

う解決策がある。ヘリコプターの製造と搭乗員の訓練には時間がかかるが、艦船の建造と改修、

そして艦船を運航する乗組員の訓練と採用には、さらに長い時間がかかる。 

記事参照：How to solve logistical challenges during a South China Sea conflict 
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12月 26日「南シナ海でインドとベトナムが海軍演習―香港紙報道」（South China Morning Post, 

26 Dec, 2020） 

12月 26日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は“South China Sea: India, 

Vietnam to conduct military ‘passing exercise’ in sign of closer ties”と題する記事を掲載し、ベト

ナムが安全保障に関してインドをはじめとする他のインド太平洋諸国と連携を強めているとして要

旨以下のように報じている。 

（1）北京が注視していると思われる動きの中で、印越海軍の艦艇は 12月最後の週末、南シナ海での

「小規模基礎訓練」（passing exercise：以下、PASSEXという）に参加すると印海軍は 12月 24

日遅くに発表した。この演習は、ベトナム中部で洪水の被害を受けた人々への人道的な救援物

資 15トンを輸送してきた印海軍の対潜水艦戦用のステルスコルベットが 24日にベトナムのホ

ーチミン市に入港した 2日後の 12月 26、27日に行われるとだけ述べた。 

（2）この PASSEXは、ニューデリーとハノイの間の防衛関係がさらに緊密化する兆候であるが両者

には北京に対して相違と不一致がある。インドは巨大な隣国との長引く国境紛争に巻き込まれ

ておりベトナムは南シナ海での北京の広範な領土主張に最も声高に反対してきた。 

（3）23日に Narendra Modi印首相と Nguyen Xuan Phuc越首相は平和的な「開かれた、ルールに

基づいた」インド太平洋を求める一方で、この 2 国が彼らの防衛及び安全保障上の提携を強化

することを提案した。そして、21日のオンライン首脳会談では、両国の首脳は定期的な艦船の

訪問、共同演習、そして 3 軍種と沿岸警備隊の間の訓練と能力構築プログラムの形で軍隊間の

交流を増加させることに合意した。 

（4）ベトナムはまた、日本や米国を含む他の国との関係を強化しようとしている。しかし、ハノイ

と北京の関係は断絶しておらず、12 月初めには両国が、2005 年に設定された方法でトンキン

湾において海上警察によるパトロールを実施している。 

（5）中国曁南大学の南シナ海研究の専門家張明亮はベトナムと域外の国際的な大国との間で増々軍

事関係を緊密化させることは、北京にプレッシャーを感じさせる可能性が高いと述べ、「中国は

状況を落ち着かせるために、特に南シナ海でのその利益に関して、ベトナムや他の国とのより

多くの共通点を模索する必要がある」と述べた。 

記事参照：South China Sea: India, Vietnam to conduct military ‘passing exercise’ in sign of 

closer ties 

12月 28日「米海軍、南シナ海のコンダオ諸島周辺海域で航行の自由作戦実施：ベトナムの主張

に異議－米軍準機関紙報道」（Stars & Stripes, December 28, 2020） 

12月 28日付の米軍準機関紙 Stars & Stripes電子版は“Navy challenges Vietnamese claims to 

seas around resort island in South China Sea”と題する記事を掲載し、コンダオ･ナショナル･パー

クが置かれる南シナ海のコンダオ諸島周辺海域に対するベトナムの主張に異議を申し立て、米海軍が

「航行の自由」作戦を実施したとして要旨以下のように報じている。 

（1）12 月 24 日、米駆逐艦「ジョン･S・マケイン」は南シナ海で「航行の自由」作戦を実施した。

米第 7艦隊によれば 1週間の内に 2度目の実施である。第 7艦隊はその声明の中で、ミサイル

駆逐艦を派遣し、コンダオ諸島におけるベトナムの「過度の海洋に対する主張」に異議を申し

立て、国際法に認められた海域への出入りと航行の自由を維持するために同艦はベトナムが主

張する領海内で通常の行動を行ったと述べている。コンダオ諸島はホーチミン市の南約 150 マ
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イルにある。ベトナムは、その領海がコンダオ諸島にまで伸びていると主張しているが、米国

務省の報告書は、同諸島がベトナム本土から 50海里以上離れており領海基線と考えるには離れ

すぎていると述べている。 

（2）12月 24日の任務は南シナ海及び東シナ海における権利の主張に対して異議を申し立て、海軍が

2020年に艦艇を派遣した少なくとも 8 回目のものであった。その多くは 7月にMike Pompeo国

務長官が公式に「完全に違法」と拒否した地域における中国の主張を対象としたものであった。 

（3）「ジョン･S・マケイン」は、12月 22日には南シナ海で別の「航行の自由」作戦を実施している。

「ジョン･S・マケイン」は 11月 24日、ロシアのピョートル大帝湾に対する主張に異議を申し立

てるため日本海で「航行の自由」作戦を実施している。11月 24日及び 12月 22日の「航行の

自由」作戦に対し、中ロそれぞれの軍は「ジョン･S・マケイン」をそれぞれの海域から排除し

たと主張しているが、米海軍はそれを否定している。 

記事参照：Navy challenges Vietnamese claims to seas around resort island in South China Sea 

12月 31日「中国、インド洋で水中無人機を展開―印ネットテレビ報道」（NDTV, December 31, 

2020） 

12月 31日付の印民間 TV ネットワーク NDTVのウエブサイトは“China Deploying "En Masse" 

Underwater Drones In Indian Ocean: Report”と題する記事を掲載し、インド洋で中国が展開して

いる水中無人機について要旨以下のように報じている。 

（1）防衛アナリストのHI Suttonによると、中国はインド洋に海翼（Haiyi）グライダーと呼ばれる

水中無人機の部隊を展開しており、これは数ヶ月間、継続して活動し海軍による諜報活動を目

的として観測を行うことができる。フォーブス誌に執筆した Suttonは中国が「次々に」展開し

ているこれらの海翼は 2019年 12月中旬に運用を開始し、3,400 回以上の観測を行った後 2月

に回収された無人潜水機（以下、UUVと言う）の一種であると述べている。 

（2）Suttonによると 2019年 12月の報告書ではインド洋の任務に 14 基が用いられたとされていた

が 12 基のみが使用されたという。Suttonはこれらのグライダーは大きな翼を持ち、無動力で、

長期的な稼働が可能であると述べ、高速でも機敏でもないが、長距離の任務には使用されてい

ると付け加えている。さらに Suttonはインド洋に展開されているこれらの中国の水中グライダ

ーは海洋学のデータを収集していると伝えられているが、これは「無害に思えるが、一般的に

は海軍の諜報活動の目的のために収集される」と述べている。 

（3）インド太平洋地域の増大する課題に注目して、Bipin Rawat印軍参謀長は 12月初め世界はイン

ド洋地域の戦略的拠点をめぐる競争を目撃していると述べ、今後本格化する一方であると付け

加えた。彼は「軍事分野において、技術は破壊の源ではなく抑止力の手段でなければならない。

したがって我々の安全保障に対する取り組みは単独的なものから多国間モードへとシフトして

いく必要があり、未来を強固にするためには、パートナー国との訓練への関与を増やすことが

義務付けられる」と述べている。そして、インドが直面している課題を踏まえ、「我々は、国防

軍の能力構築と能力開発のための組織化された長期計画を必要としている」と述べている。 

記事参照：China Deploying "En Masse" Underwater Drones In Indian Ocean: Report 
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1－2 国際政治 

10月 5日「『4カ国安全保障対話』（Quad）の課題―インド専門家論説」（The Interpreter, October 

5, 2020） 

10月 5日付の豪シンクタンク The Lowy InstituteのWebサイト The Interpreterは印シンクタン

ク The Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses研究員 Dr. Titli Basuの“A 

Quad of consequence: Balancing values and strategy”と題する論説を掲載し、ここで Basuは東京

での第 2 回「日米豪印外相会合」を前に「4カ国安全保障対話」（Quad）の課題について要旨以下の

ように述べている。 

（1）10 月 6 日に東京で開催される第 2 回「日米豪印外相会合」に参集する「4 カ国安全保障対話」

（以下、Quad と言う）参加国にとって、明確になりつつある課題はチャイナ・リセット、すな

わち対中政策の見直しである。近隣諸国とのパワーの非対称性と北京の覇権主義的願望は、ア

ジアの世紀とは対照的な、中国の世紀という自らのビジョンを燃え立たせている。コロナ禍の

只中における北京の攻撃的な戦略姿勢は中国中心秩序を押し進める中国共産党の容赦ない精力

的な活動を表象するものである。更に、中国のそうした姿勢は、政治的価値、規範、標準及び

原則を巡る（Quadとの）衝突を先鋭化してきた。北京は中国封じ込めを目指すインド太平洋戦

略の要として、軍事同盟というレンズを通して Quadを見ている。Quadは北京の地域における

首座としての地位を軽んじ、それを相殺するための東京主導のプロジェクトと見られている。

確かに Quadは北京にとって神経に障る対象である。 

（2）インドは Quad における最も弱いリンクと見られている。しかしながら 2020 年にガルワンを巡

って中国と対峙したことでインドの対中政策は抜本的に再評価された。インドは戦略的に米国と

の関係を緊密化し、それに伴ってQuadを強化する動きが増しつつある。インドは長い間、「自由

で開かれたインド太平洋」政策とQuadを融合させることに対して、あまり熱意を示さなかった。

しかし、地政学的複雑さが増すにつれて Quadはニューデリーの戦略の中核を占めるようになっ

た。インド国軍司令官は Quadを、どの一国にも支配されない、自由で開かれた海上交通路を保

証する「好ましい取り組み」と評した。インドは如何なる正式の同盟システムにも加わるつもり

はないが、価値観を共有する民主主義国家との戦略的協調と問題毎の連携を確実に深めている。

インドは自らを傍観したり自制したりする国ではなく、安定したパワーと見なしている。 

（3）一方、オーストラリアは他国に先んじて、中国の行動を自由な法に基づく秩序を侵食するもの

と決め付け、キャンベラは効果的な中級国家の指導力を発揮した。流動的な地域秩序に対して、

東京は積極的に法に基づく秩序を主張するようになったが、日本は単独ではこうした規範を擁

護できない。そのため日本は日米同盟を中核とした多層のパートナーシップ網を形成し、そし

て Quadは日本のインド太平洋ビジョンにおける重要な構成要素の一つとなっている。 

（4）Quad は単なる対話の場として過小評価されるべきではない。今回の第 2 回会合における重要

議題には、域内に対する質の高いインフラ投資の推進と法に基づく海洋秩序の維持に加えて、

サプライチェーンと 5G ネットワーク関連の戦略的脆弱性の是正による中国からのリスク軽減

が含まれている。法に基づく海洋秩序、特に南シナ海に関しては国連海洋法条約とともに、好

ましい海洋秩序を維持することは Quadと「Quadプラス」の枠組みにとって共有された責任で

ある。Quadはこの地域における「ASEANの中心性」概念を前提に構成されており、ASEAN

のメカニズムは安定した海洋秩序を実現するための重要な手段である。このことを念頭に兵站
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支援取極、情報共有取極、そして各国海軍間の相互運用性の強化努力などが増えてきており、

これによって安全保障のダイナミックを管理できる可能性が高まろう。 

（5）Quadは 10年に及ぶ中断を経て、2017年に復活した。4カ国がそれぞれ直面する中国による挑

戦の性質に対する見解には 4 カ国間に相違があることは事実だが、利害の比較考量がインド太

平洋における問題毎の連携の動機付けとなっている。日本の安倍晋三首相は退任したが、彼の

戦略ビジョン「アジアの民主主義国による安全保障のダイヤモンド」は、ポスト・コロナの地

域秩序の安定のための重要な柱の一つであることには変わりない。東京での 4 カ国外相会合で

は、各国は将来の自由な秩序を形成する重要な問題に関する明確な戦略ビジョンと行動計画を

示す共同声明に合意すべきであろう（抄訳者注：会合では、共同声明は発出されなかった）。Quad 

が戦略的な影響力を強めるにつれ肯定的で生産的な文書は域内の支持を結集する上で極めて重

要なものとなろう。 

記事参照：A Quad of consequence: Balancing values and strategy 

10月 5日「米中対立に巻き込まれるカンボジア―香港紙報道」（South China Morning Post, 5 Oct, 

2020） 

10月 5日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は“Cambodia caught in the 

middle of US-China clash over South China Sea military bases”と題する記事を掲載し、米財務省

がカンボジアの観光区域の開発を行っている中国企業に対し制裁措置を発動したことについて要旨

以下のように報じている。 

（1）10月初旬、オンラインでの国連総会での演説において、カンボジアのHun Sen首相は、「残念

ながら、一部の国の政治的野心と隠れたご都合主義的な意図によって、カンボジアは偽善的な

二重基準、偏った政治的な動機による決定、要するに不公平に対して取り組む必要が何度もあ

った」として小国の主権に干渉する「一部の国」を強く非難した。 

（2）わずか数日前、米財務省はカンボジアのダラ・サコール観光区域を一帯一路構想の一環として

開発している中国企業 Union Development Groupに対して制裁を発動した。この制裁は、人

権侵害の疑いのある者に対して制裁し、阻止し、そして資産を差し押さえする権限を米大統領

に与える米国の国内法であるグローバル・マグニツキー法に基づいて課せられた。 

（3）Union Development Groupは 2008年に事業計画を立てるため 99 年間の貸与を許可されたが、

完成すれば海岸リゾート区域となり、カンボジアの小さな海岸線の約 20％を占めることになる。

米国は中国が「グローバルな戦力投射を行うという野心を進める」ためにその陸地があり、そ

のための隠れ蓑になっているボトゥム・サコール国立公園を破壊し、カンボジアの土地を不当

に接収したとして同社を非難した。Union Development Groupに対する制裁は米国市民や米企

業が同社と取引することを禁止しており、米国内での同社とのあらゆるつながりも報告しなけ

ればならない。この制裁で提起された重要な問題はダラ・サコールに中国の軍事基地が建設さ

れる見通しに対する米国の懸念に関連している。 

（4）中国の海外の軍事基地を研究している Jindal School of International Affairs の Rayan 

Bhagwagarは、中国は「国民に対する政治上の権力に問題のある脆弱な国家」と軍事同盟を見

出す傾向があると述べている。そして、「カンボジアが政治的に脆弱な国というのは妥当である。

その独裁的指導者Hun Senは、中国にカンボジアの陸地の大規模な区域を貸与しているが、中

国はその無数の事業体の設立を通じて、それを実質的に植民地化した」と Bhagwagarは言う。 
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（5）しかし、二つの争っている大国の間で板挟みになっている国々は、どちらかにつかざるを得な

い状況に抵抗し始めた。カンボジアもまた、Hun Senの演説で示唆されているように米国の管

理を拒否し、中国がカンボジアに軍事基地を建設する計画をもっていること、特に新しいダラ・

サコール空港における軍事航空基地を否定している。Union Development Groupは、そのリゾ

ート地や遠くのココン州にあるダラ・サコール区域周辺へのアクセスを容易にするべく 5 億米

ドルの空港を建設している。 

（6）The Council for the Development of Cambodia及び Union Development Groupは双方とも、

米国の申し立てに対して反論する非常に長い声明を出し、特に憲法がカンボジアの領土内にお

ける外国の軍事基地を置くことを禁止していると述べている。両者はまた、Union Development 

Group を不正確に中国の「国有」企業と呼んでいることについて米国を非難した。Union 

Development Group は不動産開発を専門にする天津を拠点としている Tianjin Union 

Investment Development Groupが所有する民間企業に指定されている。Tianjin Unionは中

国の海南島でも開発を行っている。 

記事参照：Cambodia caught in the middle of US-China clash over South China Sea military 

bases 

10月 6日「インドの海洋重点化戦略はうまくいくのか―デジタル誌 The Diplomat編集委員論説」

（The Diplomat, October 6, 2020） 

10 月 6 日付のデジタル誌 The Diplomat は同誌の安保・国防問題担当編集委員 Abhijnan Rej の

“Dead in the Water: India’s Push Into the Seas Is Unlikely to Help Matters on Land”と題する論説

を掲載し、ここで Rejは近年インドが海洋方面の重点化を目指していることについて、それが持つ問

題点と成果を出せるかどうかという点について要旨以下のとおり述べている。 

（1）インドと中国の間で実効支配線（以下、LAC）沿いの危機が生じてから 6 ヵ月になろうとして

いる。インドの戦略家たちは中国との間の見せかけ上の戦略的パリティ回復を模索している。

中国がちょっとしたことで動じることはなさそうであり、このままずるずる問題が長期化すれ

ば、それはインドの防衛資源を搾り取ることが明白だからである。 

（2）この行き詰まりから脱却する一つの方法として模索されているのが、インドの戦略的関心を陸

から海へと移すことである。これ自体は新しい考え方ではないが、現況においては魅力的な考

えのように思われている。しかしながら、それにはいくつもの重大な問題があり、この戦略が

何らかの成果を生み出すことは考えにくい。 

（3）手段の面から見ておきたい。海への進出には当然海軍の増強が必要であるが、過去 20年の間に

インドは海軍近代化に対して、そこそこの支出しかしておらず、インド海軍の規模は単純に中

国海軍に劣っている。インドの国防予算の大部分が人件費や年金で占められており、かつ国防

予算全体の増額が穏健であることを考慮すれば、海軍近代化に今後大規模な予算が割かれるこ

とは考えにくい。さらにそれは軍の部門間の対立を考慮に入れたとき、より考えにくいことだ。 

（4）それに加え、インドの軍事ドクトリンがきわめて限定的だという根本的な問題がある。それは

特に戦力を展開する能力を軽視してきた。たとえば「武器分散（distributed lethality）」とい

う近年注目を集めている概念について、少なくともわれわれの耳に入る公の場ではほとんど議

論がされていない。 

（5）最近よく聞かれる考え方にアンダマン・ニコバル諸島の基地に巡航ミサイルを配備することな
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どによって、マラッカ海峡などの中国の海上交通路のチョークポイントを有事の際に締め付け

るというものがある。これは非常に金のかかる海軍の近代化よりもきわめてコストパフォーマ

ンスに優れた戦略であろう。ただし実際に海上封鎖に近い手段がとられるとき、中国とはほぼ

戦争状態にあるといってもよいだろう。こうした脅威を与えることによって中国の予防的措置

を招く可能性もある。そしてまた、こうした脅威が実効支配線沿いにおける中国の行動を抑止

する効果を持つかどうかは不明瞭である。 

（6）こうしたことを考慮に入れたとき、印海軍の行動能力の欠如を埋め合わせるもう一つの方法は

東南アジアと同盟に近いパートナー関係を結ぶことである。これもまた巷間議論されてきたこ

とであるが、しかし、実現の可能性は低い。中国の矢面に立つ東南アジアの国々が、中国に個

別に立ち向かったり対抗するためのネットワークを構築することは考え難いからである。 

（7）残された道は米国との関係強化であろう。インドは従来、国連主導の作戦行動以外のものには

参加をしないという立場をとってきたが、その立場は近年捨て去られつつある。実際に米国や

日本、フィリピンと合同で南シナ海周辺海域の共同演習に従事した。しかし重要なのは、米国

が従事する南シナ海における「航行の自由」作戦が同海域に関する中国の戦略の修正をもたら

すことができていないという事実である。また、フィリピンと米国との同盟関係がそうである

ように、米国との同盟が中国を抑止する（特に「グレーゾーン戦略」について）ことができて

いないことも重要であろう。 

（8）中国は、なおも少しずつ既成事実を積み重ねていくであろう。それは中国との間に戦力的不均

衡が厳然として存在しているためである。このとき中国は相手やその同盟国からの全面的報復

を招かないような行動を少しずつ進めていくのである。もし上述した諸問題のいくつかが奇跡

的に解決され、インドが海で強力な姿勢をとることができたとしても、それは中国の地上にお

けるさらなる攻撃的な動きを抑止する程度にしか機能しないであろうし、すでに確立された既

成事実が撤回される可能性ははっきりしていない。 

（9）まとめれば、インドの国家安全保障政策の主目的がその領土的保全であるとするならば、海に

目を向ける戦略がそれに資する可能性は低いということである。だが、現時点でインドがその

目的のために何ができるかもなお不明瞭なままである。 

記事参照：Dead in the Water: India’s Push Into the Seas Is Unlikely to Help Matters on Land 

10月 7日「『4カ国安全保障対話』に対する中国の 2正面対応―デジタル誌編集委員論説」（The 

Diplomat.com, October 7, 2020） 

10 月 7 日付のデジタル誌 The Diplomat は同誌上級編集委員の Shannon Tiezzi の“China’s 

Two-Pronged Response to the Quad”と題する論説を掲載し、ここで Tiezzi は中国が「4カ国安全

保障対話」（The Quad）に関し、一方でオーストラリア、インド、日本に直接敵対せず、他方で米国

には厳しい警告を送るという老獪な 2 正面の対応をとっているとして要旨以下のように述べている。 

（1）日米豪印からなる「4カ国安全保障対話」（以下、The Quad と言う）は、2020年 10月 6日に

日本で 2 回目の外相会合を開催した。COVID-19 の世界的な流行の中で会議が開催され、特に

参加者が直接集まることの重要性が強調された。日本外務省は「COVID-19 の流行以来の日本

で初めての閣僚級国際会議」であると述べている。一方、Mike Pompeo米国務長官は 4カ国外

相会合を除くアジア訪問の予定をすべて取りやめた。The Quad は法に基づく秩序にコミット

した四つのインド太平洋民主主義国家が結集したもので中国はこの地域の民主主義と国際ルー
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ルに対する脅威として存在している。4カ国外相会合に先立ち、中国は改めて懸念を表明した。

2020年 9月 29日の記者会見で今後の 4カ国会談について尋ねられた中国外務省の汪文斌報道

官は、これが「排他的な集団を形成している。第三者を標的にしたり、第三者の利益を損なう

のではなく、関係国の協力が地域国間の相互理解と信頼に役立つ。関係国が地域諸国の共通の

利益をよく考え、反対よりも地域の平和、安定、発展に貢献することを希望する」と述べた。

中国外務省は中国での祝日が続いているため同会議について直接のコメントはしなかった。し

かし、在日中国大使館は「排他的な集団」に対する汪報道官の発言を受けた短い声明を発表し

た。当たり障りのない批判の後、中国大使館の声明は特に Pompeo に向けられた。声明では

Pompeo が「中国に関する嘘を繰り返し、捏造し、悪意を持って政治的対立を作った。彼の計

画は支持を得ておらず決して成功しない」と非難した。それは中国に関する「中傷」と「嘘」

のために Pompeoを個人的に攻撃するという中国のいつもの戦術である。The Quad に関し、

中国は米国と他の参加国の間にくさびを打ち込もうとしている。Pompeo は中国への対抗勢力

として 4 カ国のグループを明らかな枠組みにしようとする熱意をもっているが、他の 3 カ国は

そのことに全面的に賛同しているわけではない。 

（2）The Diplomatの安全保障関係上級編集者である Abhijnan Rejが指摘したように、4カ国外相

会合の後に共同声明は発表されず、それぞれの国が発表した声明文にはいくつか興味深い違い

があった。最も目を引くのは Pompeoが中国に対する攻勢に出た一方、他の 3カ国はより広く

周囲を見ていたことであった。Pompeo は「米国が中国共産党の搾取、腐敗、強制から米国民

と参加国の国民を保護するため協力することは今まで以上に重要である」と中国共産党に言及

した。他国の外相はいずれも中国や中国共産党の名をあげて言及することはなく、代わりに「自

由で開かれたインド太平洋」や「法に基づく国際秩序」の重要性について一般的な言葉で話す

ことを好んだ。オーストラリアのMarise Payne外相は特に「The Quadにはポジティブな議題

がある」と強調し、The Quad を反中国のグループとしての枠組みにすることに暗黙のうちに

反対した。インドの S. Jaishankar外務大臣は、The Quadの目標は中国を含む「地域に正当か

つ重要な利益を持つすべての国の安全保障と経済的利益を促進すること」であると述べている。

Pompeo は The Quad の背後にある反中的な動機を倍増させ、ある米国当局者は「The Quad

を実際に機能させるのは中国とその地域での行動であるという事実を避けることはできない」

とコメントした。分析者たちの間では The Quadは実際には世界での中国の力と主張の高まり

に対する深い懸念によって動機づけられていることは常識である。しかし参加国の米国以外の

メンバーはこれを口に出して言うことにとても消極的であり、実際にはそのような認識にわざ

と反対している。米国は冷戦の再来を熱望しているように見えるが、その他の参加国は、よく

周囲を見て、地域のための共有ビジョンについて語ることを好んでいる。 

（3）中国は参加国の不一致をよく知っており、The Quad の最初の会談では参加国が中国に直接反

対することを望まなかったために失敗したことも覚えている。そのため The Quadに対する中

国の公式な対応は、一方で比較的軽い懸念の声明を出すものの、他方で Pompeo の全面的な非

難を行うという二つの方向を示すようになっている。Pompeo が反中国の発言に関し最も強硬

なので、彼は中国にとって最も簡単で魅力的なターゲットとなっている。中国は The Quadに

関し、オーストラリア、インド、日本に直接敵対しない一方、米国には厳しい警告を送ってい

る。中国の諺にあるように「頭を出す鳥は撃たれる」のである。 

記事参照：China’s Two-Pronged Response to the Quad 
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10 月 7 日「地域海洋安全保障における日本の中心性増大路線―台湾アジア専門家論説」（Asia 

Maritime Transparency Initiative, CSIS, October 7, 2020） 

10 月 7 日付の CSIS ウエブサイト Asia Maritime Transparency Initiative は台湾の National 

Chengchi University研究員 Richard Javad Heydarianの“Japan’s Growing Centrality to Regional 

Maritime Security”と題する記事を掲載し、ここでHeydarianは菅義偉新政権の発足にあたり安全

保障やアジア政策に関して安倍前政権の路線を踏襲・拡大し、日本の中心性をより増大させるべきだ

として要旨以下のとおり述べている。 

（1）安倍晋三政権はほぼ 10年にわたり日本の対外・防衛政策の改革において積極的役割を果たした。

安倍のことを「インド太平洋」戦略の重要な構築者だと評する者もいる。もはや日本の外交はた

だ金を配るものにとどまるものではない。日本は地域安全保障及び開発における中心的プレイヤ

ーになっており、中国の攻勢が強まるなか、リベラルな国際秩序維持にとっての中軸になりつつ

ある。菅政権はこうした路線を継承するだけでなくより拡大する方向へ向かうべきである。 

（2）新たに発足した菅義偉内閣が前任者の路線を踏襲する意図を持つことは明らかなように思われ

る。それはたとえば、最近東京で日米豪印 4 カ国安全保障対話外相会議が実施されたことに現

れている。日本は今後こうした方向性をさらに強化すべきだろう。特にそれは東南アジア地域

について重要である。東南アジア諸国は米国のリーダーシップの欠如を懸念し、南シナ海など

で対立を抱える中国への過度の経済的依存を避けたいと考えている。特に中国との対立の最前

線に立つベトナムやフィリピンとの関係強化が最重要であろう。長期の経済停滞に苦しみ、軍

事的活動について憲法上制約を持つ日本であるが、現実的にとりうる手段はある。 

（3）日本はなお世界第 3 位の経済大国であり、強力な海軍力を保持する。そして TPP合意において

主要な役割を果たし、2019年には EUとの間で世界最大規模の経済連携協定を締結している。

そしてここで最も重要なこととして、2015 年にアジア向けの 5 年間で総額 1,100 億ドル（約

13 兆円）のインフラ投資を実施した。このイニシアチブの主要目的は東南アジアなどに対する

中国の種々の影響力拡大の抑止にあり、実際日本は東南アジアへのインフラ投資の主要な資金

源である（日本の投資総額は 3670 億ドル、中国は 2550 億ドルというデータがある）。菅政権

はこうした路線の継承ないし拡大を模索すべきである。 

（4）日本にとってこうした投資は一石二鳥である。第 1 にそれは日本の経済的な競争力を高め、将

来拡大が約束された市場への参入を容易にするだろう。それに加えて東南アジア諸国への投資

は、その地域の中国への経済的依存を弱めさせ、中国の「債務の罠」から逃れることを可能に

する。中国の一帯一路構想に関しては、その透明性や支援の質が問題視されており、その点に

おいて日本の「質の高い」インフラ提供が求められている。それはインドネシアのジャカルタ・

バンドン高速鉄道建設において顕著に見られたことである。 

（5）日本の大規模投資は安全保障面でも重要である。なぜなら中国による開発援助は投資受入国や

その周辺国にとって戦略的リスクを伴うものであり、日本の投資はそれの代案を提供するもの

だからである。それは特にフィリピンのような前線に位置する国において重要であるが、親中

的姿勢を維持してきた Duterte政権の晩年において Duterte大統領は自身の姿勢の正当化に躍

起になっており、また中国も対フィリピン投資をさらに積極的に進めているようである。 

（6）そうした投資及びその受け入れは国家安全保障上のリスクを伴うものであり、国内外から懸念

の声が上がっていた。その一例はサングレー空港の拡張計画であり、それに中国交通建設の関

連会社が関わっているのである。同社は最近米国の制裁を受けた企業である。また、サングレ
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ーポイントには海軍司令部もあるが、空港拡張計画はその閉鎖を伴うものであり、フィリピン

海軍の指導部はそれがマニラ湾防衛を危険にさらすものだとして強く反対している。中国によ

る投資はこれに限るものではなく、フィリピン全土に行き渡っている。 

（7）こうした状況こそが菅政権が前任者の路線を踏襲し、かつ拡大すべき理由である。そうでなけ

れば Duterte のような親中派の政治家がなお優勢な立場を維持することになろう。ただし日本

の役割は投資に限定されるものではない。2018年に日本は戦後初めて海外での軍事演習に装甲

車を投入した。また 2020年に入って日本はフィリピンに防空レーダー売却取引を結んだ。こう

した動きは、日本が地域安全保障の面において直接的な貢献を拡大していることを示している。

菅政権はこの路線に関しても前政権を踏襲し、拡大すべきであろう。それによって、日本を中

国の経済進出を警戒する国々にとって信頼に値する海洋安全保障パートナーに位置づけるべき

である。 

記事参照：Japan’s Growing Centrality to Regional Maritime Security 

10月 9日「『アジア太平洋』への回帰の可能性―シンガポール・アジア専門家論説」 

10月 9日付のシンガポール YUSOF ISHAK INSTITUTE（旧 ISEAS）のウエブサイトは同客員

上席研究員Malcolm Cookの“Revenge of the Asia-Pacific?”と題する論説を掲載し、ここで Cook

は近年「インド太平洋」概念が注目を浴びるようになった背景と、それが米国大統領選挙の結果、再

び下火になる可能性について要旨以下のように述べている。 

（1）近年、米国・東アジア・オセアニアを結びつける戦略的地域を指す用語として「アジア太平洋」

に代わって「インド太平洋」が多く用いられるようになってきた。それは特に米国で Trump大

統領が就任してからのことである。しかし米国がインド太平洋という概念を抱くようになった

のは、大戦略というよりは党派対立に由来するものであった。すなわち、Obama政権の外交方

針との違いを鮮明にするという意味もあったのである。そして新たな民主党綱領はインド太平

洋という言葉を用いず、旧来のアジア太平洋という表現を用いている。大統領選挙の結果とし

て政権交代の可能性があるなか、このことは何を意味するのだろうか。 

（2）2017 年に Trump 政権が「インド太平洋」を標榜するまでは、その概念の提唱者は非常に少な

かった。2013年にオーストラリアやインドネシアがそれを提唱したとき、その賛同者はほとん

どいなかった。その後日本がそれを標榜することでやや勢いを増したが、本当の意味でインド

太平洋概念が人口に膾炙するようになったのは、2017 年 10 月の「次世代の対インド関係の定

義」と題された Tillerson国務長官（当時）の演説後であった。その背景にあったのは中国の影

響力拡大であり、インドを大国として包含する地域枠組みを形成し、それによって中国を封じ

込める狙いがあった。 

（3）当初、ASEAN はそれがその中心性を脅かすものだとして警戒し、また中国はそれを「海の泡

と消える」ものだと嘲笑したが、その後多くの国や機関がインド太平洋概念への転換を進めて

いった。その一例がフランスであり、2019年に仏軍事省はインド太平洋戦略を発表している。

また上記したように当初は警戒していた ASEANも、2019年 6月、インドネシアの主導により

「インド太平洋に関する ASEANアウトルック」という文書を発表している。ドイツ、英国もそ

れに追随し、カナダも早晩インド太平洋戦略を発表する見込みだ。 

（4）皮肉なことにこの傾向に水を指すのは当の米国になるかもしれない。今年 8 月の民主党大会で

採択された民主党綱領にはインド太平洋の用語は見られず、アジア太平洋という言葉遣いがな
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されており、87～89 ページの「アジア太平洋」と表題された項ではインドは「世界最大の民主

主義国で、多様性を持つ、成長を続けるアジア太平洋の大国」と書かれているが、その定義は

歴史的に見て疑わしいものである。これはインドを軽視するということを意味しないが、もし

Bidenが選挙に勝利すれば、それ以外の種々の問題同様、インド太平洋という概念は「海の泡」

と消え、伝統的な安全保障・対外政策へと回帰する可能性がある。 

記事参照：Revenge of the Asia-Pacific? 

10月 12日「Trumpの時代から醸成される日本と東南アジアの親密な関係－シンガポール専門家

論説」（The ISEAS – Yusof Ishak Institute, October 12, 2020） 

10月 12日付のシンガポールのシンクタンク ISEA-Yusof Ishak Instituteのウエブサイトは同所客

員研究員 Victor Teoの“Japan and Southeast Asia: Kindred Spirits in the era of Trump”と題する

論説を掲載し、ここで Teoは Richard Armitageの言説を引用しつつ、インド太平洋のあるべき方向

性は他の多くの Trump政権関係者が言うような形ではなく日本や ASEAN諸国が目指しているよう

な包摂的なものであるべきとして要旨以下のように述べている。 

（1）Richard Armitage は最近のインタビューで特定の国に対抗するのではない、より包摂的なインド

太平洋地域について言及した。米国随一のアジア政策通として知られる Armitage は ASEAN

諸国に米国と中国のどちらかを選択するよう求める Trump 政権高官の言を引き合いに出し、

「中国も ASEAN も日本もアジア地域に所在しているが米国はそうではない」と述べている。

Reagan政権で国防次官補代理を、Bush政権で国務副長官を務めた経験豊富な共和党員である

Armitageの言葉は政策的にも重みを持つ。彼の指摘はワシントンの病的な中国非難を念頭に置

いたものでありアジアにおける米国の役割を再考する基礎を提供するものである。この発言は

地域諸国の利益と政策の選択肢が米国とは大きく異なる可能性があることを認識する米国当局

者がまだいるという点で、アジア諸国に若干の安心感を与えるかもしれない。そのことは同時

に、米国が中国を排除するのではなく包摂するように政策を組み立てていく必要があるという

ことを物語っている。Armitageが示唆するように、アジアに関する政策決定はワシントンの視

点のみならずアジアの人々の見解と利益を考慮に入れて共同で実施されるべきである。 

（2）米国の理性的な外交政策への復帰を求める Armitage の訴えは、中国に対し一層厳しく、イデ

オロギー的な色彩さえ垣間見られる Trump 政権高官の見解とは著しく異なっている。10 月、

Pompeo国務長官が訪日し、菅新首相を表敬の上、日米豪印 4カ国安全保障対話（以下、Quad

と言う）で日豪印の外相と会談した。この会議に際し Pompeo 長官は「中国共産党の搾取、汚

職、強制」に対抗するためとして Quad の制度化を提唱し、他の国々も適切な時期に同枠組み

に参加する可能性があることを示唆した。Quad の制式化と拡大は ASEAN 諸国に大きな影響

を及ぼす。ASEAN 諸国は Quad が明示的に中国をターゲットとした組織に変化した場合、こ

れとどのように係わっていくだろうか？また、仮に ASEAN加盟国が Quad の参加国となった

場合、ASEANの一体性にどのような影響があるだろうか？ 

（3）このような提案に対する ASEAN のアプローチは一般に慎重であった。東南アジア地域で中国

の行動に対する懸念が高まっているにせよ、どのような取極めもオープンで包括的な地域枠組

みをサポートするものでなければならない。そして、そうした取り決めは国際法に基づく「ル

ールベースの国際秩序」を支持するものであるべきである。それにより、小国が中国の成長す

るパワーに「ただ乗り」したり、逆にこれを牽制したりするのみならず、すべての国が従うべ
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き価値観、規則、規範に支えられた地域を促進することが可能になるだろう。換言すれば、中

国は排除されるのではなく、問題の解決策の一部として取り込まれる必要があるということで

ある。当然ながら ASEAN 諸国は日米の緊密なパートナーシップを歓迎している一方、Quad

がどの方向に向かっているのかを慎重に見守っているのである。 

（4）Pompeo 国務長官ら共和党当局者は大統領選前に中国との取引の限界を押し広げている。この

背後には Trumpが選挙に勝つか否かに関わりなく、厳しい対中政策を確実にしたいと考える勢

力の存在がある。厳しい対中姿勢への米国内の幅広い支持を考慮すれば、次期米大統領もこの

問題での裁量の余地は余りないであろう。日本の菅首相も同様の問題に直面している。彼には

幅広い権力基盤が必要であり、日本の政治的基盤に影響力を持つ新保守の現職閣僚や国会議員

の多くは、非常に保守的で右翼な影響力のある組織である日本会議のメンバーでもある。菅首

相は以前には内閣官房長官として安倍首相のイデオロギー的な衝動を緩和する立場であったと

理解されているが、現在はこうした勢力の守護者であり、中国に対する柔軟な立場を伺うこと

はできない。 

（5）Quad を制式化しようとする米国の取り組みは想定している以上に菅政権の将来に影響を与え

るかもしれない。米国のリーダーシップの下でより制式化された Quad は他の主権国家のよう

に軍事力を普通に行使できるようにするべく米国から自立しようとする日本の新保守派の考え

方とはうまく調和しない可能性もある。すなわち、日本のナショナリズムは中国のみならず米

国もその対象としている側面もあるということである。実際、Covid-19の影響からの日本の景

気回復も中国の存在抜きでは不可能であり、日本経済を中国の資本、投資、観光客、そして中

国市場から引き離すのは不可能である。したがって、日本は米国とのより強力なパートナーシ

ップ、より活性化した Quad により中国の主張に対抗しようとするかもしれないが、同時に中

国自身の経済復興も必要としているのである。その意味で、日本の考え方は東南アジア諸国に

とも親和性があり、言わば大国の力を最大限に利用するともに中国の過剰な行動を抑制し得る

地域枠組みの構築に取り組んでいるものと言えるのかもしれない。 

記事参照：Japan and Southeast Asia: Kindred Spirits in the era of Trump 

10月 13日「南シナ海、中ロ関係の火種となる可能性―シンガポール専門家論説」（The ISEAS – 

Yusof Ishak Institute, October 13, 2020） 

10月 13日付のシンガポール YUSOF ISHAK INSTITUTE（旧 ISEAS）のウエブサイトは同所上

級フェローIan Storeyの“The South China Sea, a fault line in China-Russia relations?”と題する

論説を掲載し、ここで Storey は中国は南シナ海でロシアの海洋掘削作業を妨害しており、これが中

ロ関係の火種になる可能性もあるとして要旨以下のように述べている。 

（1）外交政策専門家たちが中ロ関係について検討する際に大きく二つの傾向がある。第 1 の傾向は

少数派であるが、ロシアと中国がすべての面で実質的に「同盟」を築いていると考えることで

ある。ロシアと中国は「同盟」という言葉は使わない代わりに「新しい時代のための協調の包

括的な戦略的パートナーシップ」という言葉を使うことを好む。この見解の支持者は Putin と

習近平の定期的な会合、大規模な合同軍事演習、国連での調整、エネルギーから宇宙開発に至

る幅広い分野での協力を指摘している。第 2 の傾向は、こちらは大多数であるが中国とロシア

の関係は単なる利便性による結合ということである。Putin と習近平は米国の優位に対する対

抗という基本的に同じ世界観を共有しているかもしれないが、両国間の歴史的な諸問題が相互
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信頼構築を妨げている。中国はロシアを対等なパートナーとは見なしていない一方で、ロシア

は歴史的にアジアではなくヨーロッパを重視しており、前庭である北極と裏庭である中央アジ

アに関する中国の野望に悩まされている。 

（2）あまり話題になってこなかったが中ロ関係の隠れた紛争の一つは南シナ海である。中国が「九段

線」内の主権を積極的に押し付けるにつれて、それが顕在化しつつある。1970年代以降ロシアの

エネルギー企業は中ロ両国にとって重要な収入源であるベトナム沿岸の石油・ガス田の開発にお

いて重要な役割を果たしてきた。そのほとんどがベトナムの排他的経済水域（EEZ）の中にあり、

同時に中国の「九段線」の中にも入っている。最近、中国は自国の調査船を配備し、ベトナムの

EEZに掘削リグを設置している。中国海警の船舶に護衛をさせ、中国政府が発注した探査を行い、

他国の掘削プラットフォームに嫌がらせを行っている。中国の行動は東南アジア諸国に外国企業

との合弁事業の取り消しと中国企業との共同開発協定の締結を強要することを目的としている。

2019年 7月から 10月にかけて、中国はベトナムの EEZにあるバンガード堆沖に調査船「海洋

地質 8」を配備した。2020年 4月から 5月にかけては同調査船がマレーシアの EEZで調査活動

を行った。2020年 7月、中国海警の船舶がバンガード堆に送られ、2018年から稼働している Lan 

Tay プラットフォームの近くで嫌がらせの航行を実施した。その掘削プラットフォームはロシア

最大の石油会社である Rosneftがベトナム国営の PetroVietnamとの合弁会社で運営している。

その後まもなく、同じ海域で掘削を開始する予定だった Rosneftがチャーターした別の石油掘削

リグが立ち往生し、ベトナムは Rosneftに損害賠償金を支払うことを余儀なくされた。ベトナム

は中国の直接的な圧力の結果として同様なキャンセルのためにスペインとアラブ首長国連邦のエ

ネルギー企業にすでに 10億米ドル近くの賠償金を支払っている。 

（3）ロシアは南シナ海紛争に対して中立的な姿勢を維持している。ロシアはそれぞれの当事国の領

土の主張に関与する立場をとっていない。しかし、ロシアはベトナムにおける Rosneft の地位

を損ない、資源豊かな北極における独自の EEZの主張を著しく弱めてしまうので中国の「九段

線」の主張を認めない。ではロシアは南シナ海における自国の利益を守るために何ができるの

か。現時点では、ロシアは中国との戦いを選んでいる余裕はない。Putin は、旧ソ連の地域に

おける国内問題と不安に悩まされている。西側の制裁と原油価格の急落に直面し、ロシア経済

は中国にますます依存するようになってきた。しかし、ロシアはまだいくつかカードを持って

いる。中国はロシアから多くの防衛装備品を購入しており、中国が Rosneft の活動に対する圧

力を高めればロシアは軍の予備品、弾薬、軍事技術のアップグレードを中止することができる。

中国のライバルであるインドとベトナムへの武器配達をスピードアップすることもできる。

2019 年、フィリピンの Duterte 大統領のロシア訪問中にさらに興味深い可能性が浮上した。

Duterte大統領は Rosneftの Igor Sechin最高経営責任者（CEO）と会談を行い Putinに対す

る信頼を深めた。Duterte大統領は Igor Sechinに対し南シナ海におけるフィリピンの EEZで

の探査活動を行う必要があると述べている。Igor Khovaev駐比ロシア大使も後に、Rosneftは

フィリピン沿岸のエネルギー資源開発に「非常に興味がある」と述べ、両国はサービス契約に

ついて協議中であると語った。ロシアの最良の選択肢は中国にベトナム沿岸でのロシアの事業

を妨害しないように指示するか、ロシアがフィリピンの EEZで探査活動を開始するかである。

習近平が Putin のこの「はったり」に対抗措置を採るならば中ロ関係は重要な耐久力テストを

行うことになるであろう。 

記事参照：The South China Sea, a fault line in China-Russia relations? 
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10月 14日「米中対立において太平洋諸島フォーラムの南北分裂が持つ可能性―米防衛問題専門

家論説」（The Diplomat.com, October 14, 2020） 

10月 14日付のデジタル誌 The Diplomatは米シンクタンク RAND Corporationの防衛問題上席ア

ナリストDerek Grossmanの“PIF Fragmentation May Alter US-China Competition in the Pacific”

と題する論説を掲載し、ここで Grossman は近年顕在化しつつある太平洋諸島フォーラムにおける南

北の分断が米中対立の文脈においてどのような意義を持つかについて、要旨以下のように述べている。 

（1）近年、太平洋諸島フォーラム（以下、PIF と言う）に南北分断の兆候が見られる。それは米中

対立というよりグローバルな国際環境の文脈において、それぞれの超大国にとって大きな意義

を持つ。 

（2）南北分断の兆候は新しい事務局長選出をめぐって見られた。1971年に太平洋諸島フォーラムが

結成されて（当初の名称は「南太平洋フォーラム」で 2000年に改称）以降、その事務局長に選

出されたのは一度を除いて南部（南半球の意、メラネシア圏、ポリネシア圏、オーストラリア

及びニュージーランド）の国々の人々であった。今回、北部（北半球の意、ミクロネシア圏の

マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、キリバス）の国々が候補として Gerald 

Zackiosを推薦しているが、もし彼が推薦されなければ彼らは会合に参加しないということで合

意したのである。 

（3）太平洋島嶼諸国における争点の一つには台湾承認問題がある。現在台湾を承認する国は 15 ヵ国

あるが、そのうち四つ（マーシャル諸島、ナウル、パラオ、ツバル）が太平洋島嶼諸国だ。も

し PIFが南北に分裂すれば、そのときツバルが南部において台湾を承認する唯一の国になるの

である。そうなると中国がツバルに外交承認を切り替えるよう強い圧力をかける可能性が高ま

る。他方で北部のマーシャル諸島などは、ミクロネシアやキリバスにその中国寄りのスタンス

を再考するよう促す可能性がある。ミクロネシアが考えを改めることはなさそうだが、キリバ

スはこの問題をめぐって揺れているように思われる。 

（4）また北部のうち三つ（マーシャル、ミクロネシア、パラオ）は自由連合盟約を通じて米国との

間に独特の関係を維持している。台湾問題とは別に米中対立の文脈においてこれら自由連合盟

約締約国は米国にとってきわめて重要な存在である。この盟約は米国にこれら 3 ヵ国における

排他的なアクセス権を認めるものであり、中国が定義する「第 2 列島線」内部で、米国にいわ

ば「戦力展開のためのハイウェイ」を提供することを意味するのである。さらにこの協調の枠

組みにキリバスやナウルを取り込むことによって、北部地域においてより幅広い協力体制を米

国が構築できる可能性がある。特にキリバスは、2019年の大統領選挙において親中派が当選し

ているが、それに対抗する勢力もあるなかで重要な存在であろう。米国にとって PIFの南北分

裂は北部における協力関係の強化・拡大のチャンスなのである。 

（5）他方南部に関しては、南北分裂は中国にとってチャンスである。元々中国は PIF 南部の国々に

とって重要な支援供与国であった。オーストラリア、ニュージーランドに次いで 3 番目の資金

提供額を誇り、また中国の対オセアニア援助のトップ 5がすべて南部に向けられたものである。

中国の焦点は南太平洋に向けられており、その傾向は今後ますます強まっていくであろう。そ

れはたとえば、太平洋島嶼諸国が直面する気候変動による海面上昇等の危機に対する支援を強

化するという方針に表れている。PIF の南北分裂は、中国による南部への支援・投資の傾向を

より一層強める契機となるであろう。 

記事参照：PIF Fragmentation May Alter US-China Competition in the Pacific 
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10 月 15 日「海の泡沫からインド太平洋版 NATO へ：QUAD に対する中国の見方の変化―デジ

タル誌 The Diplomat編集委員論説」（The Diplomat.com, October 15, 2020） 

10月 15日付のデジタル誌 The Diplomatは同誌の安保・国防問題担当編集委員の Abhijnan Rej

の“China and QUAD: From Sea Foam to Indo-Pacific NATO”と題する論説を掲載し、ここで Rej

は王毅中国外交部長の発言に言及しつつ、中国が QUADに対する警戒心を強めていることについて、

その意味と背景を要旨以下のように述べている。 

（1）中国は最近、日米豪印 4カ国安全保障対話（以下、QUADと言う）の位置づけを見直している。

2 年前にはそれを海のあぶくのようなものとしていたが、中国の王毅外交部長が 10 月 13 日、

クアラルンプールで行った記者会見で、今やそれが「インド太平洋版 NATO」の基盤になって

いると評価したのである。 

（2）QUADをアジアの NATOにたとえる見方は新しいものではないが、10月初めに発せられた米

国の Stephen Biegun 国務副長官の声明によって再び注目を浴びている。すなわち、それは米

国が QUAD をインド太平洋版 NATO の基盤のようなものと認識していると（誤って）解釈さ

れたのである。ただし、これ以後米国はこうした誤解が広まっていることに対して慎重な姿勢

を見せている。 

（3）上述の王毅部長の発言は Biegun らの言葉を受けてのことであろう。このとき、王毅がなぜマ

レーシアのクアラルンプールでそうした発言をしたのか、ということを考える必要がある。 

（4）王毅部長の発言には、米国の東南アジア政策における変化と、東南アジア諸国におけるインド

太平洋に対する見方の変化への対応の意図があった。しかし、東南アジア諸国はこの点につい

て決定的にその姿勢を転換し、米国に追随しているわけではない。彼らは中国との通商上の関

係を断ち切るよう米国が圧力をかけてくることを警戒し、米中対立という戦略的競合に巻き込

まれることを恐れている。この点において米国は中国企業に対する制裁措置をとるなど、より

具体的な行動に出ているが、たとえばマレーシアはその制裁措置には従わないという立場を示

しているのだ。 

（5）王穀部長の発言はこうした背景を踏まえたものであろう。彼はあえて QUADがアジア版（イン

ド太平洋版）NATO の基盤であるとしてその意義を誇張することで、マレーシアをはじめとす

る東南アジア諸国がそこに組み込まれないように訴えたかったのであろう。実際それに東南ア

ジアを包含することは、米国のMike Pompeo国務長官も示唆していることであった。 

（6）王穀部長の発言のトーンにも注目する必要がある。従来、中国の QUADに対する見方はそこま

で警戒的ではなく、米国ないし Pompeo 自身に対する批判を見せてきたに過ぎなかった。しか

し、今回は米国だけでなく QUADの構成国のすべてが地域全体の安全保障上のリスクを提起し

ていると示唆した。その背景は印中対立の激化と、QUADにおけるインドの存在感の増大があ

る。そうした状況において中国はいまやインドを戦略的敵対国であると認識するに至り、それ

ゆえに QUADに対する警戒心をも強めたのであろう。 

記事参照：China and QUAD: From Sea Foam to Indo-Pacific NATO 

10月 17日「インド太平洋版 NATOは必要か？―米安全保障研究者論説」（The National Interest, 

October 17, 2020） 

10 月 17 日付の米隔月誌 The National Interest 電子版は University Virginia の Democratic 

Statecraft Lab所属の PD研究員 Joshua Alleyの“Does the Indo-Pacific Need an Alliance like 
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NATO?”と題する論説を掲載し、ここで Alleyは先日米国の Stephen Biegun国務副長官が提起した

ように思われたインド太平洋版 NATO が抱えるリスクを述べ、その必要性が薄いとして要旨以下の

ように述べている。 

（1）インド太平洋地域に NATOのような強力な地域集団安全保障体制は必要だろうか。8月 31日、

Stephen Biegun米国務副長官はインドで声明を発表し、「インド太平洋地域は強力な多国間枠

組を実質的に欠いて」おり、その必要性を示唆したように思われた。しかし実際にそれが必要

かと言えば、その答えは否であろう。 

（2）確かに最近、中国の影響力拡大の動きに対し、日米豪印 4カ国安全保障対話（以下、QUADと言

う）の再開に見られるようにインド太平洋地域諸国間の協力が追求されており、それは継続する

価値がある。他方でNATOのような同盟の追求は賢明な選択肢ではない。その理由は三つある。 

（3）第 1 に、そうした同盟の構成国となると想定される国々が、同盟の成功にとって重要な共有さ

れた利益を欠いていることが挙げられる。確かに QUADのメンバーやアジアの多くの国々は中

国の領土的主張と対立を抱えているが、日本の場合は尖閣諸島、インドの場合はヒマラヤ、東

南アジア諸国の場合は南シナ海などそれぞれが抱えている問題は大きく異なる。もし軍事同盟

を結成するとなれば、たとえばヒマラヤで紛争が起きた場合に日本がそのために参戦すること

を義務づけることになろう。 

（4）第 2 に、公式の同盟結成が中国を挑発するリスクを伴う。近年の研究によれば防衛同盟の形成

は、仮想敵国との対立をむしろ悪化させる可能性があるという。三つめの問題点は、インド太

平洋版 NATOが米国にとっては不必要だということである。米国はすでにインド太平洋の国々

との間に多くの二国間条約を締結しており、これらを維持・強化するだけで事足りるのである。 

（5）米国にとって、インド太平洋における多国間協調体制の促進のためにもっと容易な方法は TPP

の再加入による経済的紐帯の強化であろう。Donald Trump政権は TPPから離脱したが、それ

は Biegunによれば TPPが内包する野心の大きさゆえのことであった。しかし、むしろインド

太平洋版 NATOの方こそあまりにも野心的に過ぎよう。 

（6）結局のところ、インド太平洋における強力な多国間枠組の欠如それ自体が、その必要性の根拠

にはならない。それはむしろ地域の安全を促進するよりリスクを高めるものである。米国は既

存の 2国間同盟の強化とTPPなどの体制への加入を通して地域の多国間協調体制の促進に焦点

を当てるべきである。 

記事参照：Does the Indo-Pacific Need an Alliance like NATO? 

10 月 19 日「オーストラリア、マラバール演習に復帰―The Diplomat 誌編集主幹論説」（The 

Diplomat, October 19, 2020） 

10月 19日付のデジタル誌 The Diplomatは同誌編集主幹Ankit Pandaの“Australia Returns to the 

Malabar Exercise”と題する論説を掲載し、ここで Pandaはオーストラリアがマラバール 2020 演習に

参加することになったが、これは印豪の安全保障協力が進展する潮流の中でQUADの統合を促進するも

ので、同演習が正式な 4カ国共同訓練になるのは次の段階であるとしても、4カ国海軍の共同訓練がイン

ド太平洋のどのような海域ででも実施される可能性が拡大するとして要旨以下のように述べている。 

（1）10月 19日、印国防省は今回のマラバール印米日 3カ国共同訓練に関し、2020年についてはオ

ーストラリアが参加すると発表した。インドは海洋安全保障領域での他国との協調拡大を模索

しており、オーストラリアとの防衛協力拡大に鑑み、マラバール 2020に豪海軍が参加すると声
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明は述べている。同演習はインド洋で実施される。オーストラリアの参加決定によってマラバ

ール演習は 4カ国安全保障対話（以下、QUADと言う）参加国全てが参加する初めての演習と

なる。豪海軍が最後に参加したのは 2007 年 9 月のマラバール 07-02 であった。オーストラリ

アのマラバール演習への復帰は再び結集した QUAD の重要性が増えてきていることを示して

いるのは間違いない。オーストラリアの参加は中国と QUAD参加国の間の緊張が高まったその

時になされている。オーストラリアのマラバール演習への参加をある種の注意を持って見てい

たインドは、2020年のラダク東部で人民解放軍との 1 ヶ月に及ぶ国境での対峙の最中に、これ

までの躊躇を振り払ったのである。 

（2）マラバール演習に関する印国防省の声明は、キャンベラの参加が「自由で、開かれた、包摂的

なインド太平洋を集団として支援する」という QUAD参加国により現在進められている努力の

文脈で読まれることを意味しているのは明らかである。声明は、「マラバール演習参加者は海洋

領域の保安と安全保障の強化に関与しつつある」と述べている。豪外務省、国防省の共同発表

は、オーストラリアのマラバール演習参加は「豪国防軍にとって里程標となる機会」であると

述べている。Linda Reynolds豪国防相は「マラバール演習のような高度な軍事訓練はオースト

ラリアの海洋能力の強化、緊密な提携国との相互運用性の確率、開かれた繁栄するインド太平

洋を支援する共同の決意の現示の鍵となる」と述べている。 

（3）マラバール演習の拡大は、QUADの統合をさらに進めるものであり、印豪安全保障協力におけ

る良い潮流を反映するものである。印豪両国関係は、防衛政策を計画に当たって協力を拡大し、

2017年以来“2＋2”を含む高官レベル維持しているように急速に変化している。オーストラリ

アのマラバール演習への復帰は 2017年以後に具体化された QUADの拡大する議題を強調する

ものであり、中国に注視されることは疑いない。2020 年のマラバール演習は QUAD が前進す

ると期待させる効果を持つだろう。逆に 2021年の同演習にオーストラリアが参加しなければ後

退したと見られるだろう。現時点でマラバール演習が正式に 4 カ国共同演習になったとする兆

候はない。しかし、それは QUAD 参加国の次の目標であろう。いずれにせよ、2020 年の演習

において間違いのないことは、4カ国の海軍がインド太平洋のいずれの海域においてであれ組織

的共同行動を実施する可能性が増えるということである。 

記事参照：Australia Returns to the Malabar Exercise 

10月 19日「結束が強くなる QUAD―印専門家論説」（The Strategist, October 19, 2020） 

10月 19日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは印シンク

タンク Centre for Policy Research 教授 Brahma Chellaneyの“The QUAD sharpens its edges”と

題する論説を掲載し、ここで Chellaneyは中国の攻撃的な政策によってインド太平洋の民主主義国家

で構成される QUADの結束が強固になっているとして、要旨以下のように述べている。 

（1）インド太平洋地域を代表する民主主義国家 4 カ国によるによるゆるやかな戦略的な連合である

4カ国安全保障対話（以下、QUADと言う）は、中国の積極的外交政策に対応して、2020年に

入って急速に結束しつつある。新しい多国間安全保障構造の確立のための同構想は、アジア版

NATO を創設することというより、法による支配、航行の自由、領土の保全と主権の尊重、平

和的紛争解決、自由市場及び自由貿易を含む、共通の価値観と利益に基づいた緊密な安全保障

上の提携を発展させることである。中国は、これらすべての原則に対する挑戦の姿勢を示して

いる。世界が中国に端を発したパンデミックと闘っている時に、中国の膨張主義とごろつきの
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ような行動が具体的な安全保障協定に向けた QUADの進化に新たな勢いを与えている。もちろ

ん、QUADの焦点は、中国以外にも広がっており、目的は「自由で開かれたインド太平洋」の

中で安定した勢力均衡を確保することである。この概念は、2016年に当時の安倍晋三首相によ

って初めて明確に述べられ、瞬く間に米国の地域戦略の要となった。自由で開かれたインド太

平洋の必要性については、QUADのすべてのパートナーが原則として同意しているが、最近の

彼らの行動を促進しているのは中国の拡張主義である。中国は英国、フランス及びドイツのよ

うな遠く離れた大国にさえも、ルールに基づいたインド太平洋こそが国際平和と安全保障の中

心であるとの見方を余儀なくさせている。 

（2）9 年間休止していた QUAD は、2017 年後半に復活したが、その協議が外相レベルに引き上げ

られた 2019年になって、明らかに本格的になった。しかし QUADの将来はインドにかかって

いる。なぜなら、QUADを構成する他の三つの大国は既に 2国間、3国間の安全保障同盟によ

って結ばれているからである。オーストラリアと日本はともに米国の安全保障（と核）の傘の

下にあるが、インドは中国と大きな国境を共有しているだけでなく、現在のように中国の領土

侵犯に独自に対峙しなければならない。まさにこの侵犯こそが、戦略的な方程式を変えたので

ある。中国の習近平国家主席が中国軍のヒマラヤ侵攻を許可したことでインド自身がより対立

的な立場を取らざるを得なくなった。QUADが、協議や調整から、事実上の戦略的同盟に移行

し、この地域のための新たな多国間安全保障体制において中心的な役割を果たすようになる可

能性は、これまで以上に高まっている。 

（3）この新しい構造は、米国が「ハブ」であり、その同盟国が「スポーク」であるという、「保護者

と世話を受ける者の関係」（patron–client）の枠組みに基づいた米国の冷戦時代のシステムとは、

ほとんど類似性はないだろう。インドのような大国が米国にとって単なるもう一つの日本にな

ることはできないという単純な理由から、そのような仕組みは機能しないだろう。だからこそ

米国はインドを条約義務のない「ソフトな同盟」（soft alliance）へと促そうと取り組んでいる

のである。この取り組みは、10月 26日と 27日にMike Pompeo米国務長官とMark Esper米

国防長官がインドのカウンターパートとの共同協議を行うためにニューデリーを訪問する際に

表に出るだろう。十中八九、この会合は米国が他の緊密な防衛パートナーと結んでいる四つの

基本合意のうち、最後の合意にインドが署名することで締めくくられるだろう。またインドは

QUAD のパートナーとの間で 2 国間及び 3 国間の軍事演習を複数回実施してきたことから、

2020年の日米両国との「マラバール」海軍軍事演習にオーストラリアを招く可能性が高い。こ

れは史上初の QUADによる軍事演習となるだろう。 

（4）米国の外交政策は共有する戦略目標を進めるために他国との協力を活用する際、常に最も効果

的である。Donald Trump大統領が米国の同盟関係を弱体化させているにもかかわらず、Trump

政権は QUADを有望な連合に築き上げ、台湾、日本、韓国、オーストラリア、タイ及びインド

を含むインド太平洋地域の主要なパートナーたちとの安全保障関係を向上させてきた。 

（5）もっと根本的なことをいえば、QUAD強化は習近平政権の攻撃的な政策が裏目に出始めている

ことをさらに証明するものである。中国に対する国際的な見方は 2020年、過去最低に達した。

QUADはかつて中国の力に対する控え目な抑制を定着させるために新たに出現した国際的な取

り組みを象徴していたに過ぎなかった。もし習近平の台湾に対する脅威の増大が軍事行動につ

ながれば、QUADを中核とした大きな国際コアリションは必然的なものとなるだろう。 

記事参照：QUAD sharpens its edges 
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10月 22日「QUADが抱える四つの難題―比・中国問題研究者論説」（Asia Maritime Transparency 

Initiative, CSIS, October 22, 2020） 

10月 22日付の CSISのウエブサイト Asia Maritime Transparency Initiativeは比シンクタンク

Asia-Pacific Pathways to Progress Foundationの研究員 Lucio Blaco Pitlo IIIの“The Quad’s Four 

Quandaries”と題する論説を掲載し、ここで Blacoは近年注目が集まっている QUADについて、そ

れがより制度化した集団となっていくためには四つの問題を解決する必要があるとして要旨以下の

ように述べている。 

（1）近年のインド太平洋における戦略的な状況変容が進むにつれ日米豪印 4 カ国安全保障対話（以

下、QUAD と言う）に対する注目が高まっている。それを背景として、たとえば 11 月にイン

ドが主催するマラバール海軍演習に、従来のように日米だけでなくオーストラリアが招待され

ることになった。果たして QUADは、これまでのような非公式の小集団から巷間言われている

ようにアジア版 NATOのようなものへと制度化されていくのだろうか。もしそうだとすれば、

QUADは以下に示す四つの問題に直面することになるだろう。 

（2）第 1の問題は QUADが自らをどのような集合体と定義するかという問題である。日米豪印のう

ち、3 カ国は米国のハブ＆スポーク同盟システムの一部であることから、QUAD はアジア版

NATOの中核になるべきなのか、それともそこまでの野心はないのか。10月に QUADの外相

会合が開催されたが、それによればこの 4 ヵ国がパンデミック対応と経済復興という領域だけ

でなく、海洋安全保障や質の高いインフラ及び連結性の構築など幅広い分野への関心の共有を

目指していることがわかる。ただし、そうした目標を達成するために QUAD自体がどのような

組織であるべきかについては、議論の俎上に上がっていない。 

（3）第 2の問題はQUADがASEANのような既存の域内組織などとの関連において自らをどう位置づ

けていくかである。東京での会合においては ASEAN の中心性や東アジアサミットなどの役割

に対する期待が表明されたが、それは本音ではない。むしろ QUADに焦点が当てられるように

なったのは、南シナ海問題などの対処における ASEAN の動きの鈍さなどへの失望の現れであ

ろう。QUADの役割を重くすることは、そうした既存の域内組織との軋轢を生む可能性がある。

また、QUADのメンバーが個々に掲げる戦略やオーストラリアの太平洋ステップアップ、イン

ドのアクトイーストなど地域的な取り組みと QUADの目標や利益を調和させる必要もある。 

（4）第 3 の問題は QUAD の議題において中国がどれほど大きな比重を占めているかである。QUAD

への焦点化の背景に、中国の膨張主義に対する対抗があることは疑いないが、それを強調する

ことによって QUADの包摂的な性格が失われる可能性がある。中国は QUADのメンバーそれ

ぞれに脅威を突きつけてはいるが、それぞれに中国とは関係を構築している。たとえば、最近

米国が空席であったチベット問題担当特別調整官を新たに任命したが、それは印中関係を悪化

させる引き金となりうる。 

（5）第 3の問題との関連において、QUADが今後目指すべき方向は中国への対抗というよりは共有す

べき価値を掲げ、その推進を目指すべきである。しかし、ここに最後の問題がある。すなわち

QUADはどのような価値を掲げるべきだろうか。この 4カ国が自由や民主主義を共有しているこ

とは言うまでもないが、それを強調しすぎることでもやはりその包摂的な性格を失ったり、ある

いは QUAD がその協力関係を拡大させていく過程で矛盾を内包しかねなくなる。前者について

は、たとえばベトナムのような国との協力を阻害するかもしれないし、後者については、たとえ

ば最近、米国防総省はインドネシア国防相 Prabowo Subiantoをワシントンに招待したが、彼は
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1998年の反乱鎮圧において人権を蹂躙した人物であり、そのような人物・国と協力していくのか、

という疑問が提起されるだろう。逆に人権や民主主義に着目せず、あくまで国際秩序の維持を重

要視するのであれば中国の香港問題や新疆問題を批判する土台を失うことになる。 

記事参照：The Quad’s Four Quandaries 

10 月 23 日「『仲裁裁判所裁定は国際法の一部』、比大統領国連総会演説の真意―比専門家論説」

（The Interpreter, 23 Oct 2020） 

10月 23日付の豪シンクタンク Lowy Instituteのウエブサイト The Interpreterは比 The Center 

for International Relations and Strategic Studies（CIRSS）of the Foreign Service Instituteの外

交問題上席専門家 Andrea Chloe Wongの“Reading between the lines: Duterte’s careful South 

China Sea speech”と題する論説を掲載し、ここでWongは Duterte比大統領が 9月の国連総会で

の演説で「（南シナ海仲裁所の）裁定は今や国際法の一部となっている」と言明した真意について要

旨以下のように述べている。 

（1）Duterte比大統領は、就任以来、2016年の南シナ海仲裁所の裁定をほとんど無視してきたが、

9月の国連総会での演説で「裁定は今や国際法の一部となっている」、したがって「我々は裁定

を侵す試みを断固拒否する」と言明した。とは言え、この演説を Duterte 大統領の対外政策に

おける新たな姿勢を画するものと見なすのは誤りであろう。これは対外的と言うよりも、むし

ろ国内向けを狙った、他に注意をそらす戦略である。Duterte 大統領は、北京に対してしばし

ば、そしてあまりに多く譲歩しすぎているように思われる自らの「宥和政策」について、ネガ

ティブな受け止め方をされることに敏感である。Duterte 大統領は中国からのインフラ投資を

目当てに、中国に対し友好的なスタンスをとってきた。しかし、このアプローチは、かえって

北京をして伝統的漁場へのアクセスを規制し、非合法な海洋調査を実施し、更にフィリピンが

領有権を主張する海域に最新の軍事装備を配備することで、南シナ海の係争海域における埋め

立て事業の継続を鼓舞する結果となった。その上、中国がフィリピンに対し約束した、資金供

与とインフラプロジェクトの大部分が実施されないままとなっている。 

（2）したがって、Duterte 大統領の国連総会演説は、物議を醸している中国と契約したプロジェク

トから衆目をそらす試みに等しいものであった。例えば、最近、中国交通建設股份有限公司（以

下、CCCCと言う）によって建設される予定のカビテ州の Sangley Point国際空港（SPIA）は

前途多難な状況となった。CCCC は南シナ海での人工島造成を事由に米商務省がブラックリス

トに載せた 24の中国企業の一つでプロジェクトの即時キャンセルを求める声も出ている。それ

でも Duterte政権はプロジェクトを継続し、CCCCに対し国内で制裁を課さない、との立場を

維持している。物議を醸しているもう一つのプロジェクトは、フィリピン国軍（以下、AFPと

言う）の軍事基地内におけるネットワークインフラの建設工事である。Lorenzana 比国防相は

9月、AFPと中国電信股份有限公司が株式の 40％を所有するフィリピンのDito Telecommunity

社との間で締結された 2019年の「了解覚書」の詳細を公表した。この「覚書」公表はオースト

ラリア、ニュージーランドそして米国などがスパイ活動の恐れを理由に中国の通信技術企業の

活動を禁止、あるいは制限を課した時期と重なった。このような取引は国家安全保障を危険に

晒す比政府と国軍の情報へのアクセスを得る戦略上の機会を中国電信に提供することになる。 

（3）Duterte 大統領が国連総会演説で仲裁裁判での勝利に言及した後も、未だ実質的な変化を示唆

するものはほとんどない。大統領報道官によれば、大統領演説は「以前からの一貫した政府の



海洋安全保障情報季報－第 32号 

 

 

56

姿勢」であるという。もしそうであるなら、裁定は常に効力を持っていたはずだが、Duterte

大統領は自らの説得力のある言葉に見合った如何なる具体的な行動にも束縛されていない。し

たがって、Duterte大統領が自らの政治姿勢を改め、そして 2022年の大統領選挙で彼の望む後

継者に対する有権者の支持を獲得することさえ狙って愛国主義的レトリックを駆使することは

十分予想され得る。しかし、大統領としての Duterte は中国に対して融和的な姿勢を継続し、

北京との危険な取引を行ったと評価されてきたが故に、このことは Duterte 政権の不安定な遺

産となるであろう。 

記事参照：Reading between the lines: Duterte’s careful South China Sea speech 

10月 30日「QUADの軍事同盟化に対するスリランカの懸念―印ニュースサイト報道」（The Wire, 

October 30, 2020） 

10月 30日付の印ニュースウエブサイト The Wireは“Sri Lanka Worried About Indian Ocean's 

Securitisation, Impact of Quad Military Alliance”と題する記事を掲載し、最近急速に QUADがそ

の重要性を増しつつあることが小国スリランカにどう受け止められているかについて要旨以下のよ

うに報じている。 

（1）11月に行われるインド主催のマラバール海軍演習にオーストラリアが招待されたことは日米豪

印 4カ国安全保障対話（以下、QUADと言う）が軍事同盟的色彩を帯びていることの一つの兆

候かもしれない。スリランカ外相 Jayanath Colombage はこの点を懸念し、「我々には本当に

QUADが必要だろうか」と表明した。 

（2）QUAD が初めて開催されたのは 2007 年であるが、それに対する中国の反対を受けほぼ休会状

態になっていた。しかし米国のインド太平洋戦略の唱導をもって、2017年に高官級会合を再開

し、今年 10月には東京で外相会合が開催された。オーストラリアのマラバール海軍演習への参

加はこの流れに位置づけられる。 

（3）スリランカの懸念は、QUADが「排他的軍事同盟」としての性格を強くすることである。もし

それが包摂的な多極的世界につながるようなものであれば、「スリランカは小国としてそれをた

いそう喜ばしいものと考える」と Colombageは述べている。しかし彼は、「我々は QUADの台

頭を排他的軍事同盟とみなしている。それは問題だ。QUADが経済復興を目的とするのであれ

ば、それは問題ではないのだが」と言う。 

（4）彼によればスリランカはインド洋において米国のインド太平洋戦略と中国の一帯一路が交差す

るところに位置する小国である。その立場としてスリランカは、インド洋周辺が「軍事化」さ

れることに神経を尖らせてきた。スリランカとしては米中の「パワーゲームに囚われたくない」

のである。 

（5）中国はスリランカにとって最大の投資提供国である。港湾施設やインフラなどへの中国による

大規模投資は、インドにとって懸念材料であった。2019 年大統領選挙において Gotabaya 

Rajapaksa が当選したことはさらにその懸念を深めた。しかし、そうした懸念の声に対し

Colombageはスリランカがインドの安全保障上の懸念になることはないし、また、そうあるべ

きではないと主張する。スリランカはインドが提供する海と空の安全保障の傘に大部分が覆わ

れているのであり、それによる利益を得ているのだと。このことは親中派と目されてきた

Rajapaksa大統領のもとでも変わることはないと強調された。 

（6）Colombage がそう強調するのは米中対立を背景として QUAD が軍事同盟化し、その文脈でス
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リランカがどちらの立場につくかを迫られることを不安視しているからであろう。スリランカ

のような小国にとってそうした選択はきわめて困難であり、したがって QUADの軍事同盟化は

歓迎されるようなものではない。 

記事参照：Sri Lanka Worried About Indian Ocean's Securitisation, Impact of Quad Military 

Alliance 

10月 30日「米国による台湾への武器売却―米専門家論説」（The Diplomat, October 30, 2020） 

10月 30日付のデジタル誌The Diplomatは米国の対中コンサルティング企業China Channel Ltd.

会長 Bonnie Girardの“With New Offensive Weapons Package, Trump Administration Goes All-in 

for Taiwan”と題する論説を掲載し、ここで Girardは米国による台湾への武器売却とそれを起因と

した米企業への中国による制裁について要旨以下のように述べている。 

（1）Trump政権が最近発表した台湾への四つの大規模な一括契約による攻撃防御の両面での武器売

却の発表は、中国の米国の航空宇宙機器開発製造会社 Boeing社への制裁をもたらしたが、これ

はこの 4年間の流れで米中関係がどれほど変化したかを浮き彫りにしている。 

（2）Boeing社が制裁対象となったのはスタンドオフ型空対地ミサイル SLAM-ER（抄訳者注：米海

軍、海上自衛隊等が運用するハープーン対艦巡航ミサイルの派生型でリングレーザージャイロ

慣性航法装置と GPSにより自立飛行し、最終誘導は赤外線による精密誘導が可能である。射程

は 135 海里と言われ、敵の防空能力圏外から攻撃が可能）135 基を 10 億 800 万ドルで台湾へ

売却する案の元請業者としての役割を果たしたことに起因している。Boeing 社はまた、「最大

100 基のハープーン沿岸防衛システム（抄訳者注：Harpoon Coastal Defense Systems：前述

のハープーンミサイルを地上発射型にしたもので上陸侵攻する敵艦船攻撃を目的とする）と関

連装備品、見積額にして 23.7億ドル」の製造により中国の怒りを買っている。これは別の台湾

への売買の申し込みであり、米国国防安全保障協力局が SLAM-ERと他の二つ他の一括契約の

武器売却を発表した 5日後の 10月 26日に発表したものである。これらの一括契約には高機動

ロケット砲システム（HIMARS）M142発射機 11 基と関連機器の 4億 3,600万ドルの売却が含

まれている。このプロジェクトの元請業者である米 Lockheed Martin社もまた、北京からの制

裁を受けることになった。軍装備品の 4番目の一括契約は、6 セットのMS-110 Recce Pod（抄

訳者注：航空機の主翼あるいは機体に装備する偵察、情報収集機材）と関連装備、そしてサポ

ート機材で構成されており、見積額は 3 億 6,720 万ドルである。防衛産業のニュースを扱う

Defpostは、MS-110をマルチスペクトル航空偵察システムとして説明している。これは有人機

と無人機の両方と互換性がある。もちろん、これらの武器や装備はすべて台湾が中国からの潜

在的な侵略の試みに対抗することを目的としている。 

（3）米国の台湾への武器売却はこれまでと同様、総じて台湾に対する米国の政策を規定する 1979

年に制定された「台湾関係法」で説明された政策に分類される。同法には「米国の政策として・・・

台湾に防御用兵器を提供することがある」と記されている。さらに同法は、「米国は、台湾が十

分な自衛能力を維持することを可能にするために必要に応じて、そのような数量の当該の防衛

品目及び防衛サービスを台湾が入手することを可能にする」としている。しかし、Boeing社の

SLAM-ERと Lockheed Martin社のHIMARSの台湾への売却では「防御的」の定義が見事に

改竄されている。航空産業のニュースを扱う AIN Online によると「SLAM-ER の最大射程距

離は約 270kmで、中華民国空軍のスタンドオフ能力を向上させ、ジェット機が台湾領空を離れ
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ることなく、最も幅広い地点でさえも、台湾海峡を横断して目標を攻撃することができる可能

性がある」という。スタンドオフ型対地攻撃ミサイルは、その攻撃的な性質をほのめかしてい

る。これにより、それらの標的が防御的に反撃することができる射程外からミサイルを発射す

ることが可能になり攻撃者たちはそれらの攻撃の影響から「距離を置く」（standoff：スタンド

オフ）ことが可能になる。したがって、機能的には、台湾への新しい武器の売却は台湾の国益

の防衛線を拡張する。米海軍の説明によると SLAM-ERによって台湾は「長距離、航空発射、

精密陸海攻撃巡航ミサイル」を保有する。簡潔にいえば、これらの巡航ミサイルは攻撃が差し

迫った場合に、台湾に中国の重要な空と水陸両用の航空機、艦艇に精密な攻撃を行う能力を与

えている。HIMARSに関しては「世界のどこにでも派遣することができる軽量で展開性の高い

MLRS（多連装ロケットシステム）の必要性に基づいており、紛争の初期段階で、作戦指揮官

に致命的な長距離射撃を提供することができる」と Federation of American Scientistsのウエ

ブサイトに書かれている。台湾に高度な先進的な防衛能力を与える攻撃兵器を売却したことは

40年前と現在の状況の変化を浮き彫りにしている。米シンクタンク Cato Instituteが 9月に発

表したように台湾に自衛手段を提供する義務は「中国が軍事的に弱かった時には少なくともそ

れなりの戦略的意味をもっていたかもしれない。しかし過去 20年間の中国の軍事力の大幅な成

長に伴い、米国のリスク便益の計算は劇的にシフトしている」ということである。 

（4）一方、Boeing 社では経営陣は反発に備えるべきである。中国の制裁発表は、Boeing 社の防衛

事業部門に限定されていたが Boeing 社の航空機事業も同様にこれから攻撃を受ける可能性が

ある。中国で働いたことのある者ならよく知っているように、中国共産党の公式な不満は中国

の現場では巧妙だが現実的なやり方で伝えられることが多い。 

記事参照：With New Offensive Weapons Package, Trump Administration Goes All-in for Taiwan 

10月 31日「豪日米によるパラオの海底光ファイバーケーブル建設支援―デジタル誌編集者論説」

（The Diplomat, October 31, 2020） 

10月 31日付のデジタル誌 The Diplomatは同誌編集者 Abhijnan Rejの“Australia, Japan, US 

Trilateral Partnership to Fund Undersea Cable for Palau”と題する論説を掲載し、ここで Rejは

海底光ファイバーケーブルに象徴されるパラオに対する豪日米によるインフラ投資支援について要

旨以下のように述べている。 

（1）インフラ投資のための豪日米 3 国間提携は太平洋の島国パラオのために海底光ファイバーケー

ブルの建設に資金を提供するが、これは 2018年 11月の提携創設以来初のプロジェクトとなる。 

（2）このプロジェクトへの資金提供が決定したのは、太平洋において戦略的な位置にある島々が軍

事的な主張を強める中国との戦略的競争において米国やその同盟国にとって重要であるとの見

方が強まっている時である。 

（3）ネバダ州に本拠を置く Trans Pacific Networks社（以下、TPNと言う）は、デジタル分野を含

む中国の一帯一路構想のインフラ事業に米国が対抗するため、2019 年に設立された U.S. 

International Development Finance Corporation（米国国際開発金融公社）からの支援を受け

て、東南アジアと米本土を結ぶ光ファイバーケーブル網を建設する予定である。新しいパラオ

の光ファイバーケーブルは TPNケーブルと接続し、建設されれば世界最長となる。 

（4）Mark Esper米国防長官は 8月、西太平洋の中国の言う第 2列島線の一部であるパラオを訪問

し、その地政戦略的重要性を強調した。台湾を承認している世界 15カ国の 1国であるため、米
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国防総省の当局者たちは中国がパラオを「反転させようとしている」可能性があるとの懸念を

示している。パラオの Tommy Remengesau大統領は、Esperのパラオ訪問の際、米国に基地

建設を要請していた。米国は 1994年の自由連合盟約（以下、COFAと言う）を通じて、パラオ

の国防費やその他の重要な政府支出に資金を提供している。パラオとの COFAは 4年後に期限

切れを迎える。 

（5）デジタル誌 The Diplomatの寄稿者 Grant Wyethは、この地域の戦略的重要性について、「米

国のミクロネシアへの関与の条件が中国との戦略的な競争というレンズを通しただけで構成さ

れる場合、これらの戦略的目標を促進させることを可能にするために必要な正統性を損なう危

険性がある」と指摘している。 

（6）米国務省の概況報告書によると、米国は 2019年の「太平洋協力約束」（Pacific Pledge）を通じ

て「3億ドル以上の援助を太平洋諸島に約束している」という。さらに、オーストラリアは、ス

テップアップ構想を通じて 2020年から 2021年の間に 10億ドル相当の援助を太平洋地域に約

束しており、日本は、「オール・ジャパン」の取り組みを通じて、2018 年以降、太平洋島嶼国

への開発援助として 5億 8千万ドルを拠出していることを付け加えている。 

記事参照：Australia, Japan, US Trilateral Partnership to Fund Undersea Cable for Palau 

11月 2日「米国はパラオ共和国の提案を受け入れるべき―米専門家論説」（Asia Times, November 

2, 2020） 

11月2日付の香港のデジタル紙Asia Timesは退役米海兵隊将校で現在Japan Forum for Strategic 

Studies 等の上席研究員 Grant Newshamの“Palau makes US a military offer it shouldn’t refuse”

と題する論説を掲載し、ここで Newshamはパラオ共和国が米国との安全保障関係の強化を模索して

いることについて、米国は積極的に受け入れていくべきだとして要旨以下のように述べている。 

（1）最近の米国は太平洋に浮かぶパラオ共和国への接近を深めており、それはまたパラオにとって

も望むところのようである。2020年 8月にMark Esper国防長官（当時）が、そして 10月に

Kenneth Braithwaite海軍長官がパラオを訪問したとき、パラオの Tommy Remengesau大統

領は両長官に書簡を手交した。そこで大統領は米軍がパラオに両国共同利用施設を建設し、そ

れを米軍が定期的に利用することを求めたのである。 

（2）パラオは人口 2 万人ほどの小さな国であるが、その地理的位置を考慮したときそれが持つ戦略

的価値はかなりのものだ。フィリピンから約 950 マイル東に位置し、現在あまり使われていな

い港湾や飛行場も有する。 

（3）パラオは米国との間で自由連合盟約（Compact）を締結している。それは米国からパラオへの

財政・経済的援助等と引き換えに米国がパラオの安全保障に責任を負い、軍事的アクセス権を

確保するという内容である。米国は同様の条約をミクロネシア連邦とマーシャル諸島共和国と

も締結している。しかし、Remengesau が正しく指摘しているように、米国はパラオに軍事施

設を建設できるというその権利を十分に行使してこなかった。 

（4）Remengesau 大統領の提案に対する米国側の反応は好意的であったが、米国は必ずしも新たな

恒久的基地を必要としていないという直近の国防総省のコメントは、パラオに若干の懸念を引

き起こしている。このコメントは冷戦終結以降の「基地ではなく場所（Places not Bases）」戦

略を想起させるものだが、それは妥当な戦略ではない。小規模であれ恒久的な基地がなければ、

それは実際にはプレゼンスの欠如を意味する。 
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（5）大規模な基地は必要ない。実際パラオには 100人程度の米国人が駐留するだけで十分だろう。

軍人だけでなく沿岸警備隊や FBIの活動も想定できるし、またそのパラオの基地を日本の自衛

隊や海上保安庁が利用してもよい。台湾軍による使用もありうる。 

（6）パラオによるこうしたオファーは中国による圧力というリスクを伴う。2015年以降の中国政府

の政策によりパラオを訪れる観光客の半数程度が中国人になったし、かなりの程度の中国マネ

ーが投下された。しかし 2017年、中国は台湾承認に関してパラオに圧力をかけ、パラオへの観

光を禁止し、経済的打撃を与えた。日本や台湾からの観光客誘致によってある程度補えたが、

COVID-19 の流行は再びパラオ経済を危険にさらした。中国マネーの国内の浸透もまた社会の

分断というリスクをはらんでいる。 

（7）米中対立を背景に Trump政権はこれまででは例外的なほど太平洋島嶼部に関心を払ってきた。

数ヶ月前にはMike Pompeo国務長官がミクロネシアを訪問し、Compct締約国の指導者たちと

会合を開いた。史上初のことである。これまでの政権は行おうと思えばそうできたであろうが、

行ってこなかった。1945年以降の中央太平洋に対する米国の姿勢は「穏やかな無視」と表現さ

れるものだった。 

（8）Remengesau 大統領のオファーは彼の言うとおり米軍に良い機会を提供する。最近米海兵隊な

どはインド太平洋戦略の一環として「分散海上作戦」を構想している。しかし現状、「玄関マッ

ト」を広げて米国を歓迎しようとする国がない。10年前、東南アジア諸国によるパラオ同様の

提案が実現しなかったとき、その優先順位は当時の米軍にとっては高くなかった。しかし現状

は異なる。今米国がやるべきは Remengesau大統領の提案を有効活用し、中国が推し進めよう

とするものに対する代案を提示すべきである。そうすれば他の国々からの同様の招待を受ける

ことになるであろう。 

記事参照：Palau makes US a military offer it shouldn’t refuse 

11 月 3 日「インド太平洋の安全保障問題に関与するドイツ―The Diplomat 編集者論説」（The 

Diplomat, November 03, 2020） 

11 月 3 日付のデジタル誌 The Diplomat は同誌安全保障･国防問題担当編集者 Abhijnan Rej の

“Germany to Deploy a Frigate to Patrol the Indo-Pacific”と題する論説を掲載し、ここで Rejはド

イツによるインド太平洋へのフリゲートの派遣などの同地域への最近のアプローチについて要旨以

下のように述べている。 

（1）ドイツの Annegret Kramp-Karrenbauer国防相は 11月 2日、The Sydney Morning Herald

紙とのインタビューにおいて 2021 年からインド太平洋の哨戒にフリゲートを派遣することを

表明した。ドイツは 2 国間レベルでも多国間レベルでも広大な海洋地域における安全保障上の

課題の増大に直面している地域大国と協力体制を強化していく意向であるということに言及し

た。国防相の発言は、ドイツが EU 加盟国としては 2 番目にインド太平洋に関するガイドライ

ンを発表した 2 カ月後のことである。フランス外務省は、2018 年初めに Emmanuel Macron

大統領がオーストラリアで行った重要な政策演説を受けて、2019年にインド太平洋に関する安

全保障戦略を発表した。ドイツのガイドラインは EU の役割に明確に焦点を当て、政府全体の

取り組みを反映している。独政府はインド太平洋に関するガイドラインが「将来の EU 戦略の

基礎として使用できる」ことを望んでいると Karrenbauer 国防相は The Sydney Morning 

Herald紙に語っており、ここではドイツが地域のアクターたちとの防衛関係を構築するために
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「NATO内で取り組んでいる」と述べられている。 

（2）Karrenbauer国防相のコメントは、ヨーロッパでは、安全保障上の懸念だけでなく、中国の技

術や地経学的（geoeconomic）な推進力によって突き動かされた欧州のインド太平洋に対する関

心が高まっている最中のものである。従来の米国のハブアンドスポーク（hub and spoke）型の

同盟モデルを超えた、この地域の新たな安全保障構造を考えると、ヨーロッパの大国はネット

ワーク的な手法でこの地域に取り組んでいる。例えば、フランスは、インドやオーストラリア

のようなアクターたちとの 2国間関係を強化しただけでなく、現在この 3国は 3国間対話にも

参加している。 

（3）一方、ドイツのインド太平洋ガイドラインでは、太平洋諸島フォーラム、ベンガル湾多分野技

術経済協力イニシアチブ（BIMSTEC）、環インド洋地域協力連合のような組織への関与を模索

しているが、10カ国で構成される ASEANと ASEANの提携国としての EUの役割を中心に据

えている。興味深いことに、独政府はこの地域のルールに基づく秩序を守る手段として、国連

安全保障理事会の改革も求めている。ドイツは、ブラジル、インド、日本及び南アフリカとと

もに、国連安保理の常任理事国入りを強く主張している。 

（4）ヨーロッパにおける中国の最大の貿易相手国であるにもかかわらず、ベルリンの Angela Merkel

首相率いる連立政権は最近、中国に対して厳しい路線を採っている。最近の国連総会第 3 委員

会では、ドイツは 38 カ国の支持を得て、中国による新疆でのウイグル民族の扱いや、2020 年

夏の北京による香港への国家安全維持法の押し付けを強く非難した。アナリストたちはまた、

地域の安全保障に関する懸念を超えて中国の 5G機器（とその国家安全保障への意味合い）、北

京のインフラ融資業務（搾取的と広く表現されている）、現在進行中の COVID-19 パンデミッ

クもまた、EU内での中国への懐疑心の高まりを助長していると指摘している。 

（5）しかし同時に、ヨーロッパの中堅国はインド太平洋に対する一方的な取り組みを慎重に避ける

ことで、この地域の安全保障上の困難な課題に対処するための彼らの能力に限界があることを

行動で示し、中国の海洋膨張主義を抑制するための困難な課題については、その責任を他者に

押し付けることを選択してきたのである。純粋な「航行の自由」作戦は、中国が造成したり権

利を主張したりしている地勢の 12カイリ以内を航行することであるが、これは過去に米海軍だ

けが試みた任務であり、あまり多くはない。これに加えて明白なことは、ドイツのフリゲート

が単独でこの地域で活動しても、強力な軍事的シグナルを発信できないだろう。 

（6）しかしおそらく、これは全て的外れである。ドイツのようなヨーロッパの大国はアジアの多く

の人々から中国に長年甘いと思われてきたが、北京への懸念を強め、同時にインド太平洋を関

心がある一体化した舞台であるという考え方を採用するようになったことは、それ自体が大き

な変化である。 

（7）9 月の報道によると、ドイツは中国企業の華為（ファーウェイ）がヨーロッパ最大のドイツの

電気通信市場を支配することを非常に困難にする法律の可決を検討している。 

記事参照：Germany to Deploy a Frigate to Patrol the Indo-Pacific 

11 月 3 日「フィリピンによる南シナ海エネルギー開発再開の意味―比国際関係学部教授論説」

（Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS, November 3, 2020） 

11 月 3 日付の CSIS のウエブサイト Asia Maritime Transparency Initiative は比 De La Salle 

University の国際関係学部教授 Renato Cruz De Castro の“A Philippine-China Deal on Joint 
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Development in the Making?”と題する論説を掲載し、ここで Castroはフィリピンが南シナ海にお

けるエネルギー開発の再開を決めたことに関し、その背景とそれが持つ影響について要旨以下のよう

に述べている。 

（1）10月 15日、フィリピンの Duterte大統領は南シナ海に位置するリード堆における石油・ガス

開発について 6 年間続けられたモラトリアムを停止することを発表した。これは南シナ海にお

けるフィリピン及び中国とフィリピン共同のエネルギー開発に道を開くものであり、南シナ海

における秩序にも影響を及ぼしうる方針だ。 

（2）このモラトリアムはフィリピンのエネルギー企業によるエネルギー開発活動を妨害する中国の

行動に対応する形で、前任の Benigno Aquino 大統領時代に定められたものである。周知のと

おり、Duterte 大統領は前任の対中強硬姿勢、とりわけ南シナ海おけるそれを転換したのであ

り、2018年には南シナ海の係争海域における共同のエネルギー開発及び利用の可能性について

交渉を行った。 

（3）エネルギー省長官 Alfonso Cusiによれば、あくまで今回の決定はフィリピン単独の決定である。

中国がもしこれに抗議するのであれば「フィリピンはその権利を守るために立ち上がる」とい

う彼の発言は、リード堆におけるフィリピンの主権を主張するものだという印象を与えるもの

であった。ただし、この決定は上述した中比 2 国間の交渉の延長線上に位置づけられるべきも

のかもしれない。 

（4）この決定に対して中国は、中比両国による係争海域における共同のエネルギー開発を期待する

として好意的な反応を見せた。実際、フィリピンの PXP Energy Corporationの子会社 Forum

と中国海洋石油総公司（以下、CNOOC と言う）は、なお合意には至っていないもののこの問

題について交渉中だという。中比 2国共同のエネルギー開発に CNOOCが関わることは、2018

年に中比間で取り交わされた覚書において約束されたことであり、モラトリアムの停止もまた

この覚書で定められていたことであった。なお、この覚書によれば共同開発における純利益の 4

割を CNOOCが得ることになっている。 

（5）ただし CNOOCは、比政府がライセンスを与えたフィリピン企業との提携において関わること

ができるとも定められている。これが意味するのは、フィリピンが南シナ海における排他的経

済水域において主権を有するということ、CNOOC の事業への関わりがフィリピンの法律によ

って統制されることになるということである。これは、南シナ海の主権をめぐる論争において

中国がこれまで認めてこなかったことであり、したがって中国の重大な政策転換となる。もし、

中国が同様の協定をマレーシアやベトナム、ブルネイとも締結できれば、南シナ海をめぐる論

争は解決に向けて大きく前進するであろう。なお、中国の方針転換の背景には、定期的な「航

行の自由」作戦の実施や最近の国務長官声明など米国による圧力があるとの見方もできる。 

（6）中国はフィリピンの排他的経済水域圏内の主権を認めることで、世界に対し南シナ海論争を外

部からの干渉なしに解決できることを示そうとするだろう。中国は自国を「域内国家

（intra-regional country）」と位置づけ、対して米国や日本を外部から口を出す厄介な「域外妨

害国家（extra-regional interfering country）」と位置づけることで、その地域における自国の

立場の正当性を訴える方針に切り替えるのかもしれない。この方針に基づき、中国は 2022年ま

での南シナ海における行動規範（COC）の調印を目指すことになるであろう。 

記事参照：A Philippine-China Deal on Joint Development in the Making? 
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11 月 3 日「台湾問題に豪州はどう対応すべきか―豪戦略研究専門家及び中国問題専門家論説」

（The Interpreter, November 3, 2020） 

11 月 3 日付の豪シンクタンク Lowy Institute のウエブサイト The Interpreter は豪 Deakin 

Universityの戦略研究学講師 Jade Guanと Australian National Universityの Australian Centre 

on China in the World客員研究員Wen-Ti Sungの“Taiwan: Rising stakes for Australia”と題する

論説を掲載し、ここで両名は米中対立の焦点の一つである台湾問題において、紛争を未然に防ぐため

にオーストラリアが周辺諸国との間に多国間協調主義を推進することを目指すべきとして要旨以下

のように述べている。 

（1）台湾海峡は現在、激化しつつある米中対立における最重要地点の一つである。中国は台湾を主

権と領土的保全の「核心的利益」と位置づけ、他方、米国は台湾との緊密な経済的、政治的、

安全保障関係の維持を模索している。最近では米国が従来とりつづけてきた台湾に対する「戦

略的あいまいさ」が論争の的となっているが、この文脈においてオーストラリアはどのように

行動すべきだろうか。 

（2）2020年は米中台関係が大きく変容しつつある年であった。米国は台湾との関係深化を象徴する

ものとして、台湾との高官の往来について従来の制限を取り払い、台湾に国務次官レベルの官

僚が訪問できるようにした。それに対し中国は、不承認を示すかのように、台湾上陸を想定し

た軍事演習を実施したり、台湾海峡の「中間線」を越えて台湾側に戦闘機を侵入させたりした。

こうした緊張の高まりのなかで誤算などから紛争が生起する可能性が高まっている。 

（3）争点の一つは、米国が従来とりつづけてきた台湾に対する「戦略的あいまいさ」を終わらせる

べきかどうかである。これは、台湾の安全保障に対する米国のコミットメントをはっきりさせ

ないことによって、台湾が中国に対し独立に向けた強硬路線をとることと、中国が台湾に全面

的侵攻を実施することの双方を抑止するために構想されたものだ。しかし中国のパワーが増大

し、米中の非対称性が小さくなる中、この方針で中台、特に中国を抑止しうるかということが

問題となっている。米国のあいまいなコミットメントはむしろ不安材料となっている。近年、

米国は明確に親台湾姿勢をとるようになっており、今後「戦略的あいまいさ」は放棄されるこ

とになるかもしれない。 

（4）こうした文脈において、オーストラリアがどう行動すべきかという問題がある。もし、台湾を

めぐって米中紛争が生起すれば、ANZUS 条約に基づき米国はオーストラリアに協力を要請す

るだろう。他方、オーストラリアは紛争の生起に先立ち、それを可能な限り抑止するために米

国に影響力を行使することもできる立場にいる。 

（5）最近の動向としては、オーストラリアは中国に対する警戒心をはっきりと強めている。実際に

2020年に刷新された防衛戦略では、その防衛能力の強化の重要性が強調されている。しかし、

オーストラリアが地域の安全保障のために果たしうる役割は別にもあろう。すなわちそれはイ

ンド太平洋における危機に集合的に対応するための多国間協調主義を強化することである。そ

のためにはまず、ASEAN 地域フォーラムや東アジア・サミットなどの既存の多国間プラット

フォームを利用し、地域の提携国との連携強化を目指すことがオーストラリアにとって必要な

方策である。加えて、より小規模な「少数国間枠組」の協議グループを結成し、地域の安全保

障をめぐる課題に細かく対応することも重要であろう。 

（6）オーストラリアは、中国に対する強硬姿勢をただ強めるのではなく、台湾問題を外部の行為者

が国際化しているという中国の批判を和らげるようなやり方で、多国間外交を慎重に進めるべ
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きである。その地理的位置及び地域の影響力ゆえに、オーストラリアはそうした外交において

中心的役割を演じるのにふさわしい存在なのである。 

記事参照：Taiwan: Rising stakes for Australia 

11月 8日「Biden政権とアジア太平洋―米専門家論説」（East Asia Forum, November 8, 2020） 

11月 8日付の Australian National Universityの Crawford School of Public Policyのデジタル出

版物 East Asia Forum は米シンクタンク Atlantic Council の The Brent Scowcroft Center for 

Strategy and Security上席研究員 Robert A. Manningの“A Biden presidency’s impact on the Asia 

Pacific”と題する論説を掲載し、ここでManningは Biden政権下のアジア太平洋政策がどのような

ものであり、それがその地域にどう影響を与えるかについて要旨以下のように述べている。 

（1）米大統領選挙が完全に決着するまであと数週間かかるだろうが、現在のところ Biden民主党政

権と共和党が多数派を占めるであろう上院でねじれが生じると観察されている。その上でアジ

ア太平洋に対する米国の方針は、変化よりも継続が予測されている。ただし、Trump大統領の

もとで進展した、そして彼が勝利していたら今後も進展していたであろうアジア、ヨーロッパ

での同盟の弱体化を修正しようとはするだろう。これは地域の抑止力の強化につながるはずだ。 

（2）Biden 政権は今後、米国的価値を推進するようになるであろう。他方で対中方針に関して中国

が「戦略的競合国」だという認識は超党派の合意を得ているため、Biden 政権になっても変わ

らないであろう。ただしこのことが正確に何を意味するかについては Trump と Biden では重

要な違いがある。 

（3）Trumpは中国を悪魔のように見なし、従来の「関与政策」を放棄した。他方 Bidenは競合しな

がらも共存のできる枠組構築を目指し、米中関係悪化のスパイラルに歯止めをかける可能性が

ある。たとえば Bidenの側近である Kurt Campbellと Jake Sullivanは Foreign Affairs 誌に、

米国の「目的は、軍事・経済・政治・グローバルガバナンスの四つの重要な競合的領域におい

て、中国との共存のための望ましい条件を確立すること」だと書いている。その目標のために

米国は 2国間取り組みから多国間取り組みを採用するのではないか。 

（4）経済と技術の問題について、Biden 政権はより穏健な取り組みを採るであろう。民主党は共和

党同様に自由貿易には慎重だが、EU や日本、オーストラリアとの間で緊密に動くことが予想さ

れる。WTOについても技術移転や知的所有権、人工知能や 5Gなどの新技術に関するルールや

スタンダードづくりを目指していくはずである。中国との間でも、これまでも半導体や 5G な

どの技術について、より良い競争のための方針づくりを進めてきたが、Biden はこれを引き継

ぐことになるだろう。 

（5）米中関係が安定すれば、それはインド太平洋戦略にも影響を及ぼすことになる。Trump政権が

拡大していった同地域での足場を Biden政権が減らすことは考えにくいが、より同盟・提携関

係の強化を重視し、安全保障協力のネットワークを拡大する可能性がある地域の安全保障を強

固にするためには、より緊密な経済関係と経済的安定が必要であるが、他方で、たとえば Biden

が TPP に改めて参加するかどうかは不透明である。Biden は TPP に関心を持っているが、そ

れは無条件ではないし、最終的な参加はどれだけ議会の支持を得られるかにかかっている。 

（6）北朝鮮の核問題については、北朝鮮が事実上の核保有国だという厄介な現実を引き継ぐもので

ある。ただし、Biden は首脳会談には前向きであるという意図を表明している。しかし、現実

的に北朝鮮に核を放棄させたり、あるいはその軍備管理を実現させたりすることは、可能性が
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低いと言わざるをえない。国際原子力機関などによる完全な査察と監視という前提条件を整え

ることが困難なためである。 

（7）アジアが Biden政権に期待できることはあまり大きくないかもしれない。Bidenは外交の経験

が豊富であるが、その成果は高く評価できるものではない。また、アジア太平洋問題にどの程

度米国が積極的役割を持って動けるかどうかは、国内政治によるところも大きいためである。 

記事参照：A Biden presidency’s impact on the Asia Pacific 

11月 12日「QUADは中国の台頭を止めることはできない―中国国際関係研究者論説」（China US 

Focus, November 12, 2020） 

11月 12日付の香港 China-United States Exchange FoundationのウエブサイトChina US Focus

は中國現代國際關係研究院研究員の宿景祥の“Quad Can’t Stop China’s Rise”と題する論説を掲載

し、ここで宿景祥は最近対中国封じ込め集団として勢いを強めつつある日米豪印 4カ国安全保障対話

（QUAD）について、中国の台頭はあくまで歴史的プロセスであり、それが QUADによって食い止め

られることはないとして要旨以下のとおり述べている。 

（1）10月初め、日米豪印の外相が東京で会合を行い、そこで、11月に実施されるマラバール海軍演

習にオーストラリアを招待することが決定された。この 4 ヵ国の集団は日米豪印 4 カ国安全保

障対話（以下、QUADと言う）として知られ、アジア版 NATOとしての性質を帯びつつある。

それはインド太平洋地域における中国の台頭に対応するためのものであるが、しかし、QUAD

が中国の台頭を防ぐことはないだろう。 

（2）QUADは、Obama政権期の「アジア基軸」戦略の核心であり、Trump政権はそれをさらに中

国に対する封じ込め政策の重要な一部としてその意義を強化してきた。中国の封じ込め政策は

過去数十年にわたって展開されてきた戦略であり、理論的には恒久的なものである。したがっ

てこれは共和党・民主党政権に限らず今後も継続していくことが予測される。中国の封じ込め

政策は、軍事領域を中心として政治、経済、プロパガンダなど多様な領域に及ぶものである。 

（3）冷戦終結後の米国は、世界が米国 1極状態にあると想定し、そうした 1極的国際秩序の中で、

米国以外の国々を単なる天然資源・人的資源の供給源とみなしてきた。加えて、米国はエネル

ギーの利用方法やテクノロジーの利用について他国に口を出してきた。たとえば米国はベネズ

エラやシリア、イランが他国に石油を輸出することを認めていない。そうした米国の単独行動

主義的な外交政策とその軍事ドクトリンは軌を一にしている。 

（4）米国は、世界が多極化的傾向に向かっている現実を受け入れようとせず、その優位性と例外主

義に固執している。そのなかで中国を最大の脅威とみなし、QUADを利用している。米国の戦

略的意図に基づいた QUADの利用は、実は他 3 ヵ国を不利な立場に置き、インド太平洋地域に

新たな緊張と不安を生んでいる。米国の構想は中国との対決におけるコストを 3 ヵ国に負担さ

せることであり、軍事協力を通じてこれらの国々に対する政治的支配力を強化しているのだ。

結局のところ 3 ヵ国は、中国の台頭に伴って享受できるはずの利益を奪われているのである。 

（5）中国の工業生産能力は莫大で、人口と市場も巨大であり、外国資本を強く惹きつける国である。

加えてその一帯一路構想は、人類が将来を共有するような共同体を構築せんとする構想であり、

多くの国々から好意的反応を得ている。さらに中国やロシア、中央アジア、イランなどの地理

的な空間は、作戦行動を無制限に展開しうるという点において世界で最も安全である。中国の

防衛的軍事ドクトリンは、侵略者に対して決定的な打撃を与えることができるだろう。中国の
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台頭は歴史的なプロセスとして起きた現象であり、米国の封じ込め政策がそれを食い止めるこ

とはできないのである。 

記事参照：Quad Can’t Stop China’s Rise 

11 月 12 日「インド太平洋における米中抗争、域内各国の対応―RAND 報告書」（RAND 

Corporation, November 12, 2020） 

米RAND研究所は11月12日、“Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: 

Study Overview and Conclusions”と題する報告書を公表した。この報告書は「中国との長期的な戦

略的抗争において、米国が同盟国やパートナー諸国と如何に効果的に協力していくかが米国の成功を左

右する上で重要である。より緊密な協力を可能にするためには、インド太平洋の同盟国とパートナー諸

国が米国と中国をどのように見ているか、そしてこれら諸国が米中抗争にどうのように対応しているか

を理解する必要がある」との認識に基づいて作成された一連の報告書の内、総括的な報告書である。こ

の報告書では、RAND が開発した米中の相対的な影響力を評価する枠組みと、各国でのインタビュー

や収集データを用いて、東南アジアで積極的な役割を果たしている米国の同盟国とパートナー諸国―オ

ーストラリア、インド及び日本に加えて、東南アジア 6カ国―インドネシア、マレーシア、フィリピン、

シンガポール、タイ及びベトナムにおける影響力を巡る米中抗争を比較評価している。各国別の対応を

纏めた報告書として日本、ベトナム及びシンガポール編も公表されている。 

以下、総括的報告書の概要を紹介する。 

１．調査研究項目 

（1）影響力を巡る抗争とは何か。 

（2）インド太平洋において米中両国は何を巡って抗争しているのか。最も激しい抗争が予想される

国は何処か。 

（3）如何にして影響力を測定または評価するのか。 

（4）域内諸国は、自国における米国と中国の影響力をどのように見ているか。それらは中国の見解

とどう異なるのか。 

（5）米国は、東南アジアにおいて同盟国やパートナー諸国とより良い協力ができるか。 

２．主な調査結果 

（1）米国と中国は、抗争に当たって異なる強みとアプローチを持っている 

a．域内各国は、米国は中国よりも外交的、軍事的影響力で勝っており、他方、中国は経済的影

響力で勝っている、と見ている。 

b．東南アジア諸国は、安全保障上の懸念よりも経済発展を重視しており、したがって一般的に

中国の軍事的脅威よりも中国の経済的影響力について懸念している。 

c．中国は、米国の軍事的影響力を弱めることなど、様々な目標に対して経済的影響力を活用す

ることができる。対照的に、ASEAN 諸国は米国の軍事的影響力が中国の経済的影響力に対

抗する役割を果たすと見なしている証拠はない。 

d．域内諸国は米国と多くの利益を共有しているが、北京は、より多くのインセンティブ（ニン

ジン）と強制力（スティック）を含む、東南アジアに対して使用する意志があるより多くの

ツールを保持している。 

e．域内諸国は、米国か中国かの二者択一を望んでおらず、もしそうせざるを得ない場合には、

米国に味方しない可能性もあり得る。 
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（2）米国は同盟国やパートナー諸国とより効果的に協同できよう 

a．米国は、東南アジアにおいてオーストラリア、インド及び日本との連携のために、もっと努

力すべきである。 

b．第三国を巻き込む同盟国とパートナー諸国との連携は、主として四つの分野―①資源の協同

出資、②特異な同盟国とパートナー諸国の強みと関係を梃子とする負担の分担の促進、③米

国が全面的に関与できない国における中国の影響力への対抗、④域内諸国に米国との明示的

な連合を求めることなく（域内諸国はそうさせられることを懸念）、米国の目標の達成におい

て米国に益する。 

c．一方で、効果的な連携には主として五つの難題―①第三国への関与に当たっては協力よりも 2

国間努力を好む政府の偏見と政策プロセス、②米中抗争を 2 国間レベルで見るのが支配的な

見方で、そこでは同盟国とパートナー諸国の貢献を考慮していないこと、③域内諸国は米国

との独自の個別的関係を求めており、したがって米国、同盟国及びパートナー諸国間の利害

関係は多様であること、④同盟国やパートナー諸国における中国の影響力はこれら諸国の米

国との連携能力と意欲を損なう可能性があること、⑤米国、同盟国及びパートナー諸国の計

画立案と予算サイクルの違いは、調整された、あるいは合同の計画策定努力を困難にしてい

ること―がある。 

３．主な勧告事項 

（1）全政府の努力による抗争を可能にするために、（インド太平洋を含む）各地域における中国との

抗争に当たっての米国の目標と優先国のリストを作成すること。 

（2）インド太平洋における中国の経済的影響力に対抗するために、焦点を定めた非軍事的手段を開

発すること。 

（3）域内諸国との軍事、安全保障協力を導く経済的利益と価値に関する米国の公的メッセージの発

信を強化すること。 

（4）同盟国とパートナー諸国の貢献と合同努力に関するメッセージ発信を増やすことで米中抗争に

関する米国の公的メッセージの発信を強化すること。 

（5）中国の影響力が高まっている 4 カ国―インドネシア、マレーシア、タイ及びベトナムにおける

防衛活動を増やすこと。 

（6）インド太平洋における米国の関与目標、計画及び活動について、オーストラリア、インド及び

日本と協議し、共有するために、米国防省の最小限の所要を決めること。 

（7）安全保障利益の共有を深化させるために、制度的な能力構築努力を拡大すること。 

（8）米国か中国かの二者択一をパートナー諸国に迫ることなく、同様の目的を達成するための関与

の在り方について創造的な方法を検討すること。 

（9）インドネシアあるいはマレーシアのための米空軍と豪空軍間の、そしてフィリピンあるいはベ

トナムのための米空軍と日本の空自間の、共通の安全保障協力 5 カ年計画を策定するための試

験的プロジェクトを開始すること。 

（10）インドネシアに対して、多国間の航空及び海上活動の調整やそれらへの参加を通じて、南シナ

海やナトゥナ諸島などの地域における軍事活動を強化するよう慫慂すること。 

（11）5カ国防衛協定を通じてマレーシアに対する米空軍の関与のための新しい方途を提案すること。 

（12）タイでは、東南アジア最大級の飛行場であるウタパオ基地への優先的なアクセス権と使用権の

維持に努力すること。 
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（13）軍隊間の定例化された協力の重要性を高めるために、ベトナム国防省との米軍高官の交流を活

発化すること。 

（14）オーストラリアでは同国北部への米空軍爆撃機部隊のローテーション配備を検討すること。 

記事参照：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Study Overview 

and Conclusions 

Full Report：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Study 

Overview and Conclusions 

備考 1：日本編の概要 

Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Japan 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4412z4.html 

RAND, November 12, 2020 

Scott W. Harold, a senior political scientist at the RAND Corporation, and an affiliate faculty 

member at the Pardee RAND Graduate School 

日本編は、中国との抗争に当たって 2030年に至るまでの東南アジアにおける日米同盟の協力と調

整の深化の見通しを評価している。調査に当たっては、日本の公式文書を調査し、各種の二次的情報

源を分析し、そして日本の防衛・外交当局者、自衛隊幹部、シンクタンクの分析者及び学術研究者と

の 25 回以上に及ぶ対面インタビューを実施した。 

日本での調査項目は、以下の 4点である。 

（1）東南アジアにおける日本の国益と現在の関与状況はどのようなものか。 

（2）日本は、中国をどのように見て、そして中国とどの程度まで抗争しようとしているのか。 

（3）中国と抗争するに当たって、日本は、米国とどの程度まで広範かつ深化した協力と調整を目指

しているのか。 

（4）東南アジア地域における中国の影響力に対抗するため、日本は米国とどの程度協力するつもり

か、協力を深化し、この地域における中国の野心により効果的に対抗するためには、日米同盟

はどのような措置を講じることができるか。 

以上の調査を踏まえて、主な勧告事項として、以下の指摘が見られる。「米国政府は、東南アジア

において中国と抗争するために日米同盟を活用することは、中国との戦争に備える必要性を東南アジ

ア諸国に認めさせるのではなく、『平和を実現する』ために必要であることを理解するとともに、

「ASEAN の中心性と、東南アジア人が魅力を見出す自治、能力及び強靱性といった価値観を中心に

構築された政策的枠組みを合同で形成することによって、東南アジアにおける日本との防衛、安全保

障協力の強化を検討すべきである。」 

記事参照：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Japan 

Full report：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Japan 

備考 2：ベトナム編 

Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Vietnam 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4412z6.html 

RAND, November 12, 2020 

Derek Grossman, a senior defense analyst at RAND 
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ベトナムに対する影響力については、中国が米国に対し圧倒的な優位を維持しているとした上で、

米国はベトナムの相対する部署との相互交流を定常化し、一帯一路構想に対抗することを公に約する

ことで、ベトナムが親中国勢力による包囲の回避を支援する一方、米中対立が激化する中でハノイが

選択すべきことを述べたり、暗示したりすることは逆効果を生む。ワシントンは、ハノイが中国の行

動や米国と共同することの利点について独自の結論に達することを受け入れる必要がある。また、統

合軍はベトナムにおける努力が重複することを避けるため、主たる目的を補完する領域を見出すよう

同盟国、パートナー国とともに作業し続け、越国防省との高官級訪問において、米空軍は将来の混乱

を局限するため軍種間の協力を定常化させるよう求め、米空軍は越防空軍の組織化された能力、特に

その支援機能を構築する機会を求めるべきであると提言している。 

記事参照：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Vietnam 

Full Report：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Vietnam 

備考 3：シンガポール編 

Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Singapore 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4412z5.html 

RAND, November 12, 2020 

Cortez A. Cooper III, a senior international/defense researcher at the RAND Corporation and 

an affiliate faculty member at the Pardee RAND Graduate School 

Michael S. Chase, a senior political scientist at RAND and an adjunct professor in the China 

Studies  

シンガポールは国の規模は小さいが、ASEANにおいて影響力のある経済、政治上のアクターの役

割に焦点を当てて地域に関与しており、地域の経済、外交、安全保障政策における「ASEANの中心

性」を促進する一方、ASEAN加盟国以外の国々と多方面において関与を拡大している。米国にとっ

て鍵となる安全保障上の提携国である一方、幅広い安全保障上の紐帯や関係を模索する独立したアク

ターであり、オーストラリア、インドにとって重要なパートナー国であるほか中国や日本と安全保障

上の結びつきも増している。シンガポールのこの地域への関与は米国にとって機会と問題をもたらし

ているが、機会が問題を上回っている。特に米国防総省と米空軍にとってはそうであるとした上で、

以下の提言を行っている。米空軍及び米太平洋空軍は最近の安全保障上の支援と作戦上の交流の実績

を強化し、HADR やその他の伝統的あるいは非伝統的な安全保障上の行動で共同すべきであり、統合

軍は宇宙、サイバー、電子戦、C4ISR の分野でともに行動し、AI のような先進技術の研究開発で協

力すべきであるとした上で、米政府はシンガポールが進める日豪のような米同盟国、あるいはインド、

インドネシアのようなパートナー国との協力を後押しし、中国の干渉、影響力の行使に対抗するため

シンガポールとの共同する機会を慎重に模索し、シンガポールとともに南シナ海や世界各地での中国

の問題行動を公にしていかなければならない。 

記事参照：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Singapore 

Full Report：Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Singapore 

11月 18日「インド太平洋地域に方向転換するオランダ―デジタル誌編集者論説」（The Diplomat, 

November 18, 2020） 

11月 18日付のデジタル誌 The Diplomatは同誌編集者 Sebastian Strangioの“Following France 
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and Germany, the Netherlands Pivots to the Indo-Pacific”と題する論説記事を掲載し、ここで

Strangioはインド太平洋地域に対するオランダの取り組みについて要旨以下のように述べている。 

（1）オランダ政府はヨーロッパの隣国であるフランスやドイツが最近同様の動きを見せたのに続き、

インド太平洋地域の新しい戦略の概要を述べた政策文書を発表した。外務省が 11月 13日に発

表した新政策文書は、中国の主張の強まりとアジア地域と EU の経済・貿易面での提携強化を

明確に認識し、アジアの重点化を示している。この新政策は、拡大する海洋の権利への主張を

中国が強化するために力を誇示する南シナ海の緊張状態について、EUに対しより正々堂々と強

く意見を述べるように求めていると報じられている。 

（2）この文書の一つの要約によると、この政策は大国間競争の再来はアジアの戦略的な自立のため

の空間の創出を保護するために、この地域への新たな戦略を求めていると主張している。それ

によりオランダと EU はインドネシア、シンガポール、マレーシア及びベトナムと同様に、こ

の地域での中国の台頭に対する懸念を共有するオーストラリア、ニュージーランド、韓国、日

本及びインドのような全ての地域大国との関係を深めることを求めている（編集注：実際には

同文書は中国を名指しで非難するような形にはなっていない）。 

（3）2019年には、オランダは EUの中で ASEAN10カ国からの物品に関して最大の輸入国であり、

総額は 300億ユーロに達している。2016年には東南アジア圏に約 75億ユーロ相当の物品を輸

出した。政策文書によるとオランダの輸入総額の約 22.5％がアジア諸国からのものだという。

オランダの発表はインド太平洋構想がその発信源である日本と米国以外の国でも普及している

ことを示唆しており、EUがこの地域について共同で政策を行う可能性を示している。 

（4）オランダの動きは、中国に対するヨーロッパの見方がより広い範囲で悪化しており、中国の存

在がヨーロッパ経済、世界経済の焦点になって来ている中で EU との利害関係が大きくなって

きていることを示している。このような否定的な感情は、チェコのPalacky University Olomouc

（抄訳者注：Olomoucは Palacky Universityが所在するチェコ第 5の都市名）が最近実施した

世論調査で証明されているように、ヨーロッパの一般市民にも反映されている。この世論調査

はヨーロッパ 13カ国の 1万 9千人の回答者を対象に行われたもので、過去 3年間、特に西欧で、

中国に対するヨーロッパ人の姿勢が著しく悪化していることを示している。 

（5）オランダのインド太平洋戦略が南シナ海の勢力均衡に大きな違いをもたらすかどうかは別にし

ても、東アフリカから米国の西海岸まで伸びる広大な地域へのヨーロッパの戦略的重点化の高

まりの前触れとなる可能性が高い。これに追随する国が増えること、できれば EU 自体が追随

することを期待したい。 

記事参照：Following France and Germany, the Netherlands Pivots to the Indo-Pacific 

11月 19日「中国のマラッカジレンマに対するインドの立場―印ニュースチャンネル報道」（Wio 

news.com, November19, 2020） 

11 月 19 日付のインドの有料 TV ニュースチャンネル Wio News のウエブサイトは“China’s 

Malacca dilemma: How India controls Indian Ocean chokepoints”と題する記事を掲載し、インド

によるチョークポイントのコントロールと中国のマラッカジレンマについて要旨以下のように報じ

ている。 

（1）インドはインド洋のチョークポイントの近く、特に西太平洋とインド洋を繋ぐマラッカ海峡の

周辺に海軍力を保有している。これらの海域はエネルギーや貿易のための重要な交通路である
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ため、中国にとって極めて重要である。インドは 1971年の印パ戦争においてパキスタンに対し

て海軍による封鎖を実行すると脅したことがあったが、ニューデリーが北京に対してそのよう

に脅したことはない。印海軍はガルワン渓谷の衝突を受けて厳戒態勢に入ったとされている。

しかし、印海軍が中国の海上交通の封鎖を検討しているかどうか、またはアンダマン・ニコバ

ル諸島付近での中国タンカーの阻止、もしくは中国船を迂回させることを検討しているのかど

うかについて公式発表はなかった。 

（2）6 月には米国がインドの支持を表明し、米海軍空母「セオドア・ルーズベルト」をマラッカ海

峡周辺に展開させる可能性をほのめかした報道があった。インドは、マラッカ海峡、またはロ

ンボク海峡及びスンダ海峡での往来を監視できる立場にあり、商船の動きに圧力をかけること

ができるが、沿岸から 12カイリを超えた海域である公海で往来を妨げることはできない。この

規則は、戦争になった場合には適用されない。公海における中国の不利な状況は中国が 6 カ国

と争っている南シナ海では一層深刻になる。一方でインドは 4 カ国安全保障対話参加国との海

洋協力を強化しており、海軍能力の構築に伊達に取り組んでいるわけではない。 

記事参照：China’s Malacca dilemma: How India controls Indian Ocean chokepoints 

11月 20日「ドイツのインド太平洋戦略に見られる ASEAN的地域主義―シンガポール国際関係

論研究者論説」（RSIS Commentary, November 20, 2020） 

11月 20日付のシンガポール The S. Rajaratnam School of International Studies（RSIS）のウエ

ブサイト RSIS Commentaryは RSISの Centre for Multilateralism Studies准教授 Alan Chongと

同 客 員 研 究 員 Frederick Kliem の “ Germany and Indo-Pacific: Berlin’s ASEAN-Style 

Regionalism?”と題する論説を掲載し、ここで両名は、ドイツが最近発表した「インド太平洋に関す

る政策ガイドライン」の特徴とドイツによるインド太平洋戦略立案の意義について要旨以下のように

述べている。 

（1）独政府は 2020年 9月、「インド太平洋に関する政策ガイドライン」を発表した。この文書では

多国間協調主義とルールに基づく国際秩序の維持が支持されている 

（2）ドイツはインド太平洋諸国にとって経済的に重要な国ではあるが、地政学的なアクターとして

重要な存在だとはみなされていない。しかしドイツの外交や安全保障政策は、NATOと EUの

それに強く結びつけられている。それゆえEU や NATOの利害関係がインド太平洋に及ぶとき、

ドイツのインド太平洋への参入が導かれるのである。またドイツはヨーロッパ最大の国として

ヨーロッパの安定と統合の象徴として多国間協調主義を標榜し続けており、単独的な行動を選

択することはない。 

（3）ドイツのインド太平洋ガイドラインが国内の安定と国家間の「熱戦」がほとんど存在しないこ

とによってほぼ特徴付けられるインド太平洋を支配する「ASEAN 的な平和」に近いものを提

唱していることは偶然の一致ではない。同ガイドラインは、インド太平洋におけるパワーバラ

ンスに大きな変化が起きていることを認めているが、しかし、「敵」を名指しするものではない。

それはまた、個別具体的対立について述べるのではなく、それらをすべて網羅する形で、それ

らが計算違いによって大規模紛争へと至る可能性があるものだと述べている。 

（4）ドイツのインド太平洋ガイドラインに見られるこうした慎重な言い回しは、はっきりと名指し

はされていないが、その標的のメンツを守りつつ、同盟国やパートナーの不満を表明するもの

であり、ASEAN 外交を彷彿とさせるものである。ドイツは EU 共通の戦略を追求する必要も
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あるが、EU諸国の中には中国に対し、その経済的な反撃を恐れて慎重な態度をとる国も少なく

ない。それゆえアメリカのインド太平洋戦略関連文書とは異なり、いかなる対立的な言葉遣い

をも避けねばならないのだ。 

（5）さらに望ましいことに、ドイツのインド太平洋ガイドラインは全方向的な信頼構築を目指し、

非同盟を強調する ASEAN の外交方針と、近年対中国包囲網の一角として存在感を増しつつあ

る QUADの動向をうまく合流させようと試みているのである。独国防相 Kramp-Karrenbauer

はインド太平洋における軍事化を抑制し、多国間主義的行動を実践するいかなる試みも支持す

ると公然と宣言した。こうした排他的ではなく包摂的な姿勢が単独行動的な国家の行動を事前

に抑制することが望ましい。 

（6）このガイドラインはインド太平洋の将来は単極的なものにも 2 極的なものにもならないとし、

持続可能で信頼できる戦略的パートナーシップと対話による多極間の平和と安定の推進を主張

する。ここには「覇権や 2 極構造の傾向が強化されることは、その地域において深まり、多様

化しているパートナーシップを包含する取り組みを危険にさらすであろう。いかなる国も、ど

ちらにつくかの選択を迫られたり、単極的な依存状態に陥ることを余儀なくされるべきではな

い。インド太平洋諸国にとって、選択の自由が決定的に重要なのである」と記されている。

ASEAN 外交を彷彿とさせるこうした多極間主義を標榜する限り、ドイツのインド太平洋地域

への参入はより歓迎されるべきものとなろう。 

記事参照：Germany and Indo-Pacific: Berlin’s ASEAN-Style Regionalism? 

11 月 25 日「マラバール演習はアジア版 NATO への通過点か―米コラムニスト論説」（Foreign 

Policy, November 25, 2020） 

11 月 25 日付の米ニュース誌 Foreign Policy のウエブサイトは同誌コラムニスト Salvatore 

Babonesの“The Quad’s Malabar Exercises Point the Way to an Asian NATO”と題する論説を掲

載し、ここで Babones は日米豪印 4 カ国によるマラバール演習の実施を受け、注目が高まっている

日米豪印 4 カ国安全保障対話（QUAD）がアジア版の NATO として発展する可能性について要旨以

下のように述べている。 

（1）日米豪印 4 ヵ国は中国が脅威を及ぼすことなく平和を維持したいとするならば、良いモデルを

持っている。11月 20日金曜日、4カ国安全保障対話（以下、QUADと言う）の日米豪印 4カ

国海軍がインド洋上で実施したマラバール演習が終了した。フェーズ 1 はベンガル湾で、フェ

ーズ 2 はアラビア海のマラバール海岸沖で実施された。特に後者においては印空母「ヴィクラ

マーディティヤ」と米空母「ニミッツ」が参加した。 

（2）QUAD自体とマラバール演習は、特に近年「アジア版 NATO」として大げさに宣伝されたり、

あるいは否定されたりしてきている。たとえば、米国務副長官 Stephen Giegunが「NATOで

さえ比較的穏当な期待から始まった」として、QUADがアジア版 NATOに発展することに含み

をもたせたのだ。しかし QUAD のあり方を考察するためのモデルは、創設当時の NATO では

なく今日の NATOであろう。 

（3）NATO は強固な軍事同盟とみなされているが、もはやロシアの戦車がドイツやフランスに押し

寄せると考える者はいないし、東欧の NATO加盟国はアイスランドやポルトガルなどが東欧の

防衛のために立ち上がることを期待していない。現実の NATOはそうした軍事同盟と言うより

は、共同の訓練を調整し、民主主義などの価値基準を推進するための機関である。たとえば
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NATOのウエブサイトに掲載されているNATOの最初の目標は民主的価値観の促進という政治

的なものである。あるいは軍備管理や人の移動、エネルギー安全保障や環境問題関連のプログ

ラムも支持している。これらは QUADも取り組むべき課題だろう。 

（4）NATO が行っていることで QUAD がする必要のないことは多国籍戦闘部隊の配備であろう。

東欧には大隊規模の多国籍軍 4部隊が展開しており、2017年で合計 4,500人程度である。現在、

ラダックの実効支配線でインドだけでもその 10倍の人員が中国軍と対峙している。印中国境に

おける自国の立場を強化するために QUAD 構成国の大隊を展開することをインドが欲してい

るとは思われない。実際にインドが必要としているのは、今回のマラバール演習のような米国

及びその同盟国との空海共同訓練の拡大であろう。 

（5）インド以外に目を向けてみると、インド太平洋地域の他の国々も軍事同盟ではなく上記の現代

の NATO のようなアジア版 NATO との協力によって利益を得るだろう。たとえば、ベトナム

が米国主導の軍事同盟に参加することはないだろうが、米国だけでなくインドや日本との海上

訓練を実施しているし、韓国と日本の間でも 2 国間の安全保障協力は困難であろうが多国間で

あれば行い易い。台湾は条約に基づく協力関係の構築が難しいが、民間のプログラムへの参加

はより容易であろう。 

（6）マラバール演習の恒久化など、海上の協力関係をさらに拡大するというシナリオもある。イン

ド洋や東南アジア周辺海域の国々は、海難救助や海賊対処、中国のサラミスライス戦術への対

処という課題を抱えており、海洋における協力はきわめて重要である。海軍の戦略家 James 

Fanellなどは QUAD構成国が輪番で運用する多国間海軍部隊の創設さえ提案している。共同で

の作戦実施によって諸国は相互運用性を獲得することになるであろう。 

（7）Biden 政権は上述したアジア版 NATOのために、QUADを利用するのも手である。そのために

膨大な資源が必要ということもない（たとえばNATOの年間予算は、軍・民プログラム合わせて

22億ドル）。おそらくアジア版 NATOの予算は初期には 10億ドルにも満たない程度であろう。 

（8）アジア版 NATOの目的は専門的な基準を高め、相互運用性を向上することにあり、特定の敵に

対抗することではない。したがってそれは中国に徹底的に対抗するという力強いメッセージを

送ることなく地域の安定に寄与することができるはずである。 

記事参照：The Quad’s Malabar Exercises Point the Way to an Asian NATO 

11 月 25 日「南シナ海における新たな対峙の発生―米シンクタンク報告」（Asia Maritime 

Transparency Initiative, November 25, 2020） 

11月 25日付の米シンクタンク CSISのウエブサイト Asia Maritime Transparency Initiativeは

“China and Malaysia in Another Staredown Over Offshore Drilling”と題する記事を掲載し、11

月 19 日に中国海警局とマレーシア海軍の間で新たに生起した対峙について要旨以下のように分析結

果を報じている。 

（1）中国海警総隊とマレーシア海軍の間で南シナ海における資源開発をめぐって新たな対峙が生起

した。中国海警船第 5402号が 11月 19日、マレーシアのサワラク州カリマンタン島沖 44海里

の地点で行われていた掘削作業を妨害し、それに対しマレーシア海軍が艦艇を派遣し 5402号の

追跡を実施したのである。自動船舶識別システム（AIS）や衛星写真データの分析から、この事

象及びそれに至る背景を整理する。 

（2）海警船第 5402 号は 10 月 30 日に海南島を出港し、巡航を開始した。マレーシアの排他的経済
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水域内に位置するルコニア礁に向かう前に、海警船第 5402号は近年中国海警総隊が海上のプレ

ゼンスを維持するための拠点になっている南沙諸島のスビ礁及びファイアリー・クロス礁の人

工島に寄港した。11月 10日に海警船第 5402号はルコニア礁西部の石油・ガス区画を巡航した。

その 1 日前にサワラクの隣のサバ州から出港したマレーシア海軍の補助艦「ブンガ・マス・リ

マ」がルコニア礁に向かい、海警船 5402 号を追跡した。13 日の時点の衛星写真によれば、2

隻の距離は 3海里ほどであった。 

（3）11月 12日に 5402号はルコニア礁の東部 40海里地点へと向かい、ごく短時間の巡回を行った。

その場所に新たにジャッキアップリグ「ガンロッド」が曳航されたためであろう。18日時点で

「ガンロッド」とその支援船は問題なく操業していたが、19日になって海警船第 5402号がそこ

に到着し、「ガンロッド」から 2海里の位置にまで接近したのである。そして海警船第 5402号

はおそらく、別のケース同様に操業を停止するよう「ガンロッド」に警告したのであろう。 

（4）この事例は、これまでわれわれが記録してきた中国の妨害行為の中で、最も陸地に近い場所で

の行動であった。「ブンガ・マス・リマ」はなおルコニア礁近辺に滞在を続けたが、それに加え

マレーシア海軍は 2隻目の艦艇として沿海域戦闘艦「ケリス」を派遣した。皮肉にも「ケリス」

は中国船舶工業集団がマレーシアのために建造したものであった。「ケリス」は当初はリグ周辺

にとどまったが、11月 24日に海警船第 5402号が再びルコニア礁西部へと向かったとき、それ

を追跡した。25 日時点で「ガンロッド」は操業を続けており、海警船第 5402 号はそこに戻っ

てきてはいない。 

（5）中国がこの対峙をエスカレートするかどうかは不明確である。ただこの事件は、マレーシア政

局がきわめて不安定であるときに起きたものであった。Muhyddin Yassin政権が提出した来年

度予算案の審議が実質的な不信任投票になるのではないかと観測されているのである（抄訳者

注：その後、予算案は議会で可決され政治的危機はひとまず回避された）。 

記事参照：China and Malaysia in Another Staredown Over Offshore Drilling 

11月26日「ヨーロッパのインド太平洋戦略―仏ジャーナリスト論説」（The Interpreter, November 

26, 2020） 

11月 26日付の豪シンクタンク Lowy Instituteのウエブサイト The Interpreterはパリで活動する

フリージャーナリスト Lisa Louisの“The outlines of a European policy on the Indo-Pacific”と題

する論説を掲載し、ここで Louisはオランダとドイツが最近インド太平洋戦略を発表したことに言及

し、ヨーロッパがインド太平洋への関心を深めている傾向が強まっていることについて要旨以下のと

おり述べている。 

（1）2018 年にフランスがインド太平洋政策を発表して以降、同地域に関心を強めるヨーロッパの

国々が増えている。9 月にはドイツが、そして 11 月 13 日にはオランダが独自のインド太平洋

戦略を発表したのである。オランダの政策文書は、EU全体の統一的なインド太平洋戦略を構築

することが望ましいと述べている。ドイツとオランダの戦略はどちらも包括的なもので、気候

変動や、人権及び法の支配の尊重などの分野を含むものであり、国連や ASEAN などの多国間

主義的協力を重要視するものである。 

（2）この傾向は国際関係のアナリストにしてみれば驚くべきものではなく、国際関係における経済

的・地政学的重心がインド太平洋地域にシフトしていることを反映したものである。なかでも

経済における重点の移動が、この変化を推進する主要因だろう。双方の政策文書ともにインド
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太平洋との経済的関係の強化が自国の発展に直接結びついていると述べている。実際にアジア

は 2018年と 2019年の世界全体の経済成長の 6割を占めており、ドイツやオランダとの貿易も

増大している。このことはインド太平洋における航路の安全維持が決定的に重要な問題である

ことを意味している。 

（3）経済発展だけではなく分散ないし多様化も重要な課題である。すなわち、インド太平洋地域に

広く目を向けることで、中国への過度な依存状態から抜け出すことができるかもしれない。特

に近年、香港やウイグル問題をめぐって中国への国際的非難が高まっていることを考慮すれば、

この点は大事であろう。伝統的に利害関係のみを重視するリアルポリティークな姿勢を好みが

ちであったドイツ企業でさえ、近年、法や規則を尊重するように中国に求める必要があると考

えるようになっている。 

（4）中国だけでなく米国への過度の依存からの脱却も模索されているようである。特に米中経済戦

争から距離を置きたいと考えており、それに巻き込まれることでドイツやオランダなどが損害

を被ると理解されているのである。この認識は Trump 政権から Biden 政権に移行しても維持

されるであろう。 

（5）ドイツのインド太平洋戦略にはフランスと同様に軍事的な要素もある。ドイツの文書はインド

太平洋諸国との安全保障及び防衛分野での協力や海上演習などの参加の度合いの拡大を訴えて

いる。これは、第 2 次世界大戦後のドイツが平和主義的であることを義務づけられてきたこと

を考慮すれば、非常に意義深い変化であろう。海外領土を多く領有し、その防衛に強くコミッ

トしているフランスとは事情が違うのである。 

（6）それぞれの国々の政策には共通点もあれば相違点もある。それがヨーロッパ全体の方針としてど

う収束していくかは今後も注視していかねばならないだろう。国内においても必ずしも意見が一

致しているわけではなく、たとえばドイツの Annegret Kramp-Karrennbauer国防相は最近、な

おヨーロッパの安全保障にとって米国が重大な役割を果たすであろうと主張している。こうした

意見の違いを乗り越えて共通のヨーロッパのスタンスが構築される日は来るのだろうか。 

記事参照：The outlines of a European policy on the Indo-Pacific 

11月 27日「南シナ海問題をめぐる中国の主張と実際―米国際関係専門家論説」（The Interpreter, 

November 27, 2020） 

11 月 27 日付の豪シンクタンク Lowy Institute のウエブサイト The Interpreter は米 Stanford 

Universityの Freeman Spogli Institute for International Studies研究員 Oriana Skylar Mastroの 

“Beijing’s line on the South China Sea: ‘Nothing to see here’”と題する記事を掲載し、ここでMastro

は南シナ海において問題は起きていないという中国の主張に対し、それが南シナ海周辺における米国

の抑止力を低下させるべき理由にはならないとして要旨以下のように述べている。 

（1）南シナ海をめぐるさまざまな問題に関する中国のやり方は、そこでは実際に何も起きていない

と主張することである。中国は周囲から言われているように南シナ海を軍事化などしておらず、

むしろ米国こそが「本当の軍事化の推進者」だと訴える。 

（2）筆者はこれまで、南シナ海に中国が展開してきた軍事的行動能力をまとめてきたが、問題は西

沙諸島と南沙諸島におけるそれである。海南島の存在も重要である。そこは中国の領土として

認められているが、その軍事的能力は南シナ海全体における中国の軍事的選択肢にとって大き

な意味を持つため、西沙諸島、南沙諸島と同じに考えている。中国人民解放軍（以下、PLAと
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言う）はこれまで、南シナ海をコントロールするために必要であろう種々の軍事システムを配

備してきた。 

（3）中国が南シナ海を支配するために必要なのは、まず敵認識能力であり、たとえば前方展開偵察

機のような係争海域の海上、海中及び空中の活動を監視する能力である。その上で、周辺の主

権の主張を執行するための、多目的戦闘機のような軍事的行動能力が必要となる。これらのど

ちらも、これまで PLA は南シナ海に展開してきた。今後必要なもので、PLA がまだ展開して

いないのは、指揮・統制を行う航空機ないしはシステムである。これは司令部から遠く離れた

場所での活動のために必要なものである。 

（4）中国は、こうした配備のすべては防衛的なものであると主張する。2018年、中国が南沙諸島近

くのファイアリー・クロス礁とスビ礁、ミスチーフ礁に対艦巡航ミサイルと地対空ミサイルシ

ステムを配備したとき、中国外交部の広報官は、「侵略の意図を持たなければそれを心配したり

恐れたりする必要はない」と述べた。これは一面的には事実だろうが、しかしそれでもなお中

国のこれまでの行動には問題がある。 

（5）第 1に、そもそも南シナ海は中国が防衛するような場所ではないということである。第 2に、

中国は領土獲得のために膨張しているわけではないけれども、敵に負けないために戦っている

のだと主張するが、こうした考え方はリスクを許容した行動を促進しかねず、非常に危険であ

る。第 3 に、中国は防衛的な緩衝地帯を獲得するために第 1 列島線内から外国勢力が出ていく

ことを望んでいる。端的に言えば外国、特に米国の抑止力低下を模索している。もしそうなれ

ば、万が一中国が台湾侵攻などの軍事行動を起こしたとき、米国はその対処において大きな困

難に直面することになろう。 

（6）もし本当に中国が南シナ海を支配する意図や米国を追い出す意図を持たないのであれば、南シ

ナ海の前哨基地に上述したようなシステムは必要ない。それらが撤去されるような日が来るま

で、米国が南シナ海における抑止力を維持し続けることは正当なことである。 

記事参照：Beijing’s line on the South China Sea: “Nothing to see here” 

11月 30日「米次期政権下の米比関係、課題と機会」（PacNet, Pacific Forum, CSIS, November 30, 

2020） 

11月 30日付の米シンクタンク Pacific ForumのWeb 誌 PacNetは比De La Salle University国際

学部教授 Renato Cruz de Castro と多摩大学客員教授 Brad Glosserman の“The Philippine-US 

Alliance and the Biden Administration: Challenges and Opportunities”と題する論説を掲載し、

ここで両名は米 Biden次期政権下における米比関係の見通しについて要旨以下のように述べている。 

（1）Joe Bidenが米国の次期大統領になることが確実になった数日後、フィリピンの Locsin外相は、

「米比両同盟国が長期的な相互防衛取極について検討できる」ようにするために、1999 年の訪

問米軍人に関する米比地位協定（以下、VFAと言う）の廃棄決定を再び延期すると発表した。

在マニラ米大使館は直ちにこの決定を歓迎し、ワシントンは相互安全保障関係を強化するため

にフィリピンと引き続き緊密なパートナーであり続けると発表した。Biden 政権は、近年揺れ

動いてきた同盟を立て直すために、この機会を活かさなければならない。 

（2）マニラにとって、Biden 政権下でのワシントンとの安全保障関係が正常な状態に戻ると想定す

るのは安易に過ぎよう。米次期政権が Duterte 政権の麻薬対策に伴う人権侵害問題を持ち出す

可能性は極めて現実的である。次期米大統領はまた、同盟の重要性を強調し、インド太平洋地
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域における中国の拡大を抑制する努力を進める一方で、米国の防衛能力の強化も重視すると見

られる。こうした方向は、米比両国にとって防衛関係を強化するだけでなく、非伝統的な安全

保障上の課題にも対処することによって、その関係を拡大する機会ともなろう。このために、

米比両国は、以下の措置が求められよう。 

（3）南シナ海における中国の海洋拡大活動に対する抑制という点では、2020年 5月 17日、中国海

軍のコルベットが比海軍対潜フリゲート「コンラッド･ヤップ」に砲口を向けた事案と、南シナ

海の二つの人工島で中国が研究施設を稼働させた事案は、フィリピンをして、その対中宥和政

策が限界に達したことを確信させた。9月には、フィリピン軍はスカボロー礁周辺を飛行する空

軍偵察機に対する中国の妨害行為を公表した。これに対応して、Locsin 外相は、テレビ会見で

中国が南シナ海で比海軍艦船を攻撃した場合、フィリピンは 1951年の米比相互防衛条約に訴え

ると言明した。外相はまたフィリピンは長年に亘る唯一の条約上の同盟国（米国）との「協力

を決して止めることはなかった」と強調して、「米国がこの地域における軍事的プレゼンスを維

持することはフィリピンの利益である」と主張した。この外相の言明は 2016年以来初めて、自

国防衛態勢が米比同盟に依存していることを Duterte 政権の高官が公に認めたものとなった。

このことはフィリピンの政策が対中宥和政策から転換したことを示している。Biden 次期大統

領は南シナ海紛争に関する主要な声明を発表していないが、中国の海洋拡大に対する Trump政

権の政策を転換する兆候はなく、かえって強化するかもしれない。VFAの廃棄決定を更に 6カ

月間延期するという決定は、マニラとワシントンに安全保障関係を如何に調整するかについて

話し合う時間を提供することを目的としており、双方はより公平な VFAと 2014年の「拡大防

衛協力協定」（EDCA）の完全な実施の方法について交渉することができよう。 

（4）比軍近代化計画支援のために他の米国の同盟国と協力という点では、2012年以来、韓国、日本

及びオーストラリアは、比軍の近代化計画支援として、安全保障援助を拡大してきた。Biden

次期政権は援助を調整し、費用対効果を高めるため、これら諸国と緊密に協力すべきである。 

（5）人権侵害問題の管理について言えば、Biden 次期政権は Duterte 政権との安全保障関係が人権

擁護と法の支配の遵守という米国の主張と矛盾するものではないことを明確にすることができ

る。次期政権は、フィリピンの警察と軍部に対する米国の影響力を低下させることにもなる安

全保障支援を差し止めると脅すのではなく、人道的な薬物問題への対処とフィリピンにおける

麻薬取引の停止という共通の目標を推進する手段を模索すべきである。 

（6）健康安全保障を米比同盟の安全保障問題対処に含めることで同盟の対象領域を拡大することに

ついては、米比両国は、同盟の対象領域に健康安全保障を組み込むべきである。健康安全保障

には、現在及び将来の感染症、不十分な医療による不安、及び不十分な公共インフラからの予

防措置の開発が含まれる。 

記事参照：The Philippine-US Alliance and the Biden Administration: Challenges and  

Opportunities 

12 月 4 日「インド・スリランカ・モルディブ 3 カ国対話開催の重要性―印研究者論説」（The 

Diplomat, December 4, 2020） 

12月 4日付のデジタル誌 The Diplomatは印シンクタンクObserver Research Foundationの名誉

研究員 Rajeswari Pillai Rajagopalan の“Why the India-Sri Lanka-Maldives NSA-level Talks 

Matter”と題する論説を掲載し、ここで Rajagopalanは 11月末に開催されたインド・スリランカ・
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モルディブの 3カ国海洋安全保障対話の意義について要旨以下のように述べている。 

（1）11月末、コロンボにおいてインド・スリランカ・モルディブの 3カ国海洋安全保障対話が行わ

れた。この対話は国家安全保障担当補佐官（以下、NSA と言う）レベルの対話であり、2014

年以来のものである。インド代表は国家安全保障担当補佐官 Ajit Doval、モルディブ代表は

Mariya Didi国防大臣、スリランカ代表は Kamal Gunaratne国防長官であった。モルディブや

スリランカはインドにとってインド洋の重要な隣国であり、中国との外交的せめぎあいにおい

てインドはそうした国々の歓心を引き出そうとしている。またこの対話の再開は 2014年からの

Modi政権のインドが地域外交から準地域的外交を推進していこうとする意図の表れでもある。 

（2）この対話ではインド洋地域における海洋問題に関する協力の推進が目指された。具体的には海

洋状況把握や人道支援・災害救援、共同軍事演習、海洋汚染対策や水中遺産保護など多岐にわ

たる分野について話し合われた。そして代表団は、この対話のモメンタムを維持し、会合での

決定の確実な履行の確認のために今後も年に 2度、定期的に NSA レベルないし副 NSA レベル

での会合の実施を目指すことで合意された。 

（3）NSA レベルでのこの 3 ヵ国の対話が初めて行われたのは 2011 年のことである。2014 年に第 3

回会合が開かれてから休止状態であったが共同演習などの形での協力は続けられてきた。たとえ

ばインドとモルディブが 1991年以来行ってきたDOSIT共同沿岸警備演習には 2012年にスリラ

ンカが参加した。インドとスリランカは 2005年以来 SLINEX共同海軍演習を実施してきた。 

（4）インドがこれらの国々と海洋安全保障における協力を深めていくのは、それ自体が重要だとい

うことに加え、インド洋における中国の進出が背景となっている。インドはインド洋における

大国であり海軍の近代化も進めているが、中国との間に深刻な能力ギャップが存在する。中国

はこれまでその軍事力、経済力を動員して、基地や戦略的ネットワーク構築によってインド洋

への浸透を進めてきた。それに対抗するため、インドは 2 国間、3 国間、多国間の対話などを

通じて隣国との協力関係の深化を模索している。 

（5）加えてインドは、インド太平洋への取り組みを通じてオーストラリアや日本、米国などと政治

的志向を同じくし、中国の台頭について懸念を共有する国々との協力関係も深めている。イン

ドは最近、日本をはじめ米国、オーストラリア、フランス、韓国、シンガポールなど数多くの

国々と軍事物流協定を締結してきたが、それはインド海軍の行動範囲をより広大にしようとす

る意図の表れである。それは友好国及び潜在的敵対国に対するメッセージともなっている。 

（6）他方、インドは南アジア地域協力連合のようなリージョナルレベルのアプローチに限界を感じ

ている。Modiが首相に就任した当初、彼はそれに関心を示したが、しかしそれは長続きしなか

った。その代わりに準地域的取り組みに重心を移していったのである。しかし準地域外交の展

開に関して考慮すべきは、それを構成する国々との良好な 2 国間関係の構築である。インド・

スリランカ・モルディブ 3カ国対話が 2014年以降休止状態にあったのは、Abdulla Yameen政

権下のモルディブとインドの関係が良好でなかったためだ。大国としてのインドは、そうした

小さな国々が何を必要としているかを理解し、それに応えていく義務を有するのである。 

記事参照：Why the India-Sri Lanka-Maldives NSA-level Talks Matter 

12 月 7 日「マレーシアの二つの『一帯一路構想』関連港湾プロジェクトの明暗、中国マネーの

限界露呈―シンガポール専門家論評」（South China Morning Post.com, December 7, 2020） 

12 月 7 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版はシンガポールの The 
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ISEAS-Yusof Ishak Institute上席研究員 Francis E. Hutchinsonと同所客員上席研究員でマレーシ

アのThe Universiti Kebangsaan名誉教授Tham Siew Yeanの“Tale of two Belt and Road Initiative 

port projects in Malaysia shows limits of Chinese money”と題する論説を掲載し、ここで両名はマ

レーシアにおける二つの「一帯一路構想」関連港湾プロジェクト―クワンタン港（東海岸）拡張計画

とムラカ（マラッカ）大水深港建設計画―の現況について要旨以下のように述べている。 

（1）マレーシアと中国との関係は Najib 前政権下で強まり、マレーシアは 2018 年までに東南アジア

で 3番目に多額の中国対外直接投資の受入国となった。中国の投資額は過去 5年間で 8倍にな

り、その投資範囲も製造業、インフラ建設、不動産から通信事業まで多分野に及んでいる。ク

ワンタン港（東海岸）拡張計画とムラカ（マラッカ）大水深港建設計画は、いずれも中国の国

有企業とマレーシアの民間大手と国有企業で構成する共同企業体により進められている。いず

れのプロジェクトも“Port-Park-City”構想といわれるもので国際港を中心に周辺の工業団地

や都市開発への波及効果を狙いとしている。 

（2）1984 年に建設され、1998 年に民営化されるまで連邦政府によって運営されていたクワンタン

港は、中国に最も近い港で広西壮族自治区の北部湾港から 3日間の航程である。現在のところ、

同港は公表データによれば全荷役量では国内第 8 位で比較的小規模港である。しかし、香港の

Beibu Gulf Holdingとマレーシアの IJM Corporationとの共同企業体が株式の 40%を保有する

Kuantan Port Consortiumは、より大型の船舶が停泊可能な大水深ターミナル埠頭の建設によ

る拡張を計画しており、そのプロジェクト総額は連邦政府が資金を提供する 10億リンギットの

防波堤建設費を除いて推定 30 億リンギット（7 億 3,637 万ドル）である。2018 年の総選挙の

敗北で下野するまで、Najib首相はマレーシア・中国クワンタン工業団地を併設したクワンタン

港プロジェクトを最優先していた。このプロジェクトは、後継のMahathir政権でも、更に 2020

年 3月に発足した Yassin政権でも、時の首脳や経済エリートから公にあるいは暗黙裏に支持さ

れてきた。政府はこのプロジェクトに直接的関わりを持っていないが、港湾の拡大による雇用

効果と経済的な波及効果を得られる。 

（3）他方、Melaka Gatewayプロジェクトは異なった展開となっている。このプロジェクトは東南

アジア最大のプライベート・マリーナ、4隻のクルーズ客船が同時接岸可能な埠頭、貨物ターミ

ナル、海洋ハイテク公園、そして自由貿易地帯を含む施設をマラッカ海峡沿いの四つの人工島

に建設する総額 430 億リンギット（105 億米ドル）のプロジェクトである。このプロジェクト

は経済を活性化させ、約 4 万人の雇用を生み、年間 250 万人の観光客を呼び込み、1 兆 1,900

億リンギットの収益をもたらすと見込まれていた。2014年に華やかに発足したプロジェクトは

中国の国有企業 PowerChina Internationalとマレーシアの三つの地方政府公社の支援を受け、

Najib政権の後援で開発業者 KAJ Development Berhad が主導してきた。このプロジェクトの

場所と規模から見て、専門家はマレー半島の西海岸に位置するこの場所はシンガポールを迂回

する陸橋を構成する東岸鉄道網とクワンタン港にリンクできることから、「中国にとって、マラ

ッカ海峡に対する軍事戦略的影響力を獲得し維持する手段」と見て、Melaka Gatewayプロジ

ェクトを戦略的な視点から評価した。さらに、これにより中国は自国の燃料需要の 80％が通峡

するマラッカ海峡を監視できるであろう。 

（4）しかしながら、11 月にムラカ州政府は KAJ との契約が終了したことを明らかにした。それに

よれば開発業者は計画どおりに人工島造成を完了させることができず、今後、このプロジェク

トを担当しないと言う。このプロジェクトを取り巻く状況はクワンタン港拡張計画とは異なっ
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ている。Najib政権は支援を公言していたにもかかわらず、このプロジェクトに資金を投入しな

かった。マレーシアの政治エリート間におけるこのプロジェクトに対する関心の欠如には幾つ

かの理由が指摘できるかもしれない。 

a．まず、クワンタン港とは異なり、Melaka Gateway は国内 7カ所、その内の西海岸に 3カ所

ある連邦政府管轄の港ではない。 

b．また、世界銀行港湾部門の詳細なレビューは、多くの港に荷役を分散させるより既存の港湾

施設をより集中的に活用することを勧告している。このレビューは、主要港湾の現在のネッ

トワークによって、2040年までの国内の推定需要を賄うことができるとし、より多くの港湾

建設は他の港湾で荷役を奪い合うことになろう、と指摘している。 

c．さらに、このプロジェクトを支える中国国有企業 PowerChina Internationalが主導する投資

共同体は、国内の政治あるいは経済エリート集団の首脳クラスが代表を務めているわけでは

ない。しかも、インフラ建設部門においてマレーシアを代表する政府に影響力のある国内企

業が参加していない。港湾の新設は既存の港湾に利害関係を持つ経済エリート集団に対する

挑戦であり、このことが関心欠如の大きな要因となった。 

（5）以上二つの事例が示すように、中国の「一帯一路構想」プロジェクトに関係している国内の関

係者、企業は自らの計画の成否を分かつ決定的な要因である。中国が資金を提供してくれるか

もしれないが、これらの国内の関係者、企業は、資源、資本及び現地の政治的状況に対処する

能力を提供するからである。 

記事参照：Tale of two Belt and Road Initiative port projects in Malaysia shows limits of Chinese 

money 

12 月 8 日「中国、オーストラリアの玄関先に 2 億ドルの魚加工場建設―元パプアニューギニア

首相補佐官論説」（The Strategist, 8 Dec 2020） 

12 月 8 日付の豪シンクタンク Australian Strategic Policy Institute のウエブサイト The 

Strategist はパプアニューギニア首相補佐官等を歴任した Jeffrey Wall の“China to build $200 

million fishery project on Australia’s doorstep”と題する論説記事を掲載し、ここでWallはトレス

海峡を挟んで目と鼻の先にあるパプアニューギニアのダルに中国が2億ドルを投じて漁業工場を建設

することはオーストラリアとパプアニューギニアの間にくさびを打ち込むことができる戦略的に重

要な場所であるからだと指摘し、オーストラリアはできるだけ速やかに対応策を採る必要があるとし

て要旨以下のように述べている。 

（1）オーストラリアの対中関係は大きな圧力に晒されており、オーストラリアの戦略的利益に挑戦

する計画がパプアニューギニア政府によって目立たない内に承認されている。11月、福建中鴻

漁業有限公司はダル島に 2 億ドルの「包括的多機能漁業工業団地」建設の覚書をパプアニュー

ギニア政府、フライリバー州政府と取り交わした。計画は中国政府が直接後押ししているとの

疑念は、投資はパプアニューギニアの漁業資源を包括的に開発し、利用する能力を強化するも

のであるとの駐パプアニューギニア中国大使薛冰に支援された中国商務部の声明で沈静化させ

られている。 

（2）パプアニューギニアの漁業に詳しい人に確認したところではダル近傍には商業漁業の地盤はな

い。それではなぜ、商業漁業の資源があるとは考えられていない所の魚加工工場に 2 億ドルを

費やす計画をするのか？工場はオーストラリアの島のコミュニティからほんの数 Km 離れた所
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にあるという事実がその理由のようである。オーストラリアの北の玄関先で中国の巨大資源開

発計画が実施されることは不快なことであり、オーストラリアの戦略的利益とならない。 

（3）クィーズランド州ライカート選出のWarren Entschだけがこの計画の重要性を理解しているよ

うである。彼は懸念を表明したが、政権の誰かが耳を傾けたのか、あるいは気にかけたのかは

明らかではない。 

（4）オーストラリア、クィーンズランド州、パプアニューギニア間にはトレス海峡を対象とした条

約があり、これには漁業権も含まれている。ダルに居住するパプアニューギニアの人々とクィ

ーンズランド州及びタレス海峡沿岸のコミュニティの関係は総じて調和したものだった。 

（5）中国の計画が進められれば、中国漁船がダル周辺海域及びトレス海峡で活動すると想定するの

が穏当である。中国はダルやフライリバー州の他の場所の漁民を使うかもしれない。これは中

国大使が仄めかしていることである。海峡を哨戒し、どの漁船と乗組員が現実にパプアニュー

ギニアから来ているのか、多種多様な施設から来ている中国の隠れ蓑なのかを決定しなければ

ならないことは合目的的とは言いがたい。 

（6）オーストラリアの対パプアニューギニア関係は重大な局面にある。あらゆる機会で中国は両国

間にくさびを打ちこむ政策を行っている。漁業資源に恵まれているとは考えられていないが、

戦略的にオーストラリアに近い地域への 2 億ドルの「漁業」投資は確かに本当の狙いについて

疑問を投げかけている。オーストラリアはダルを含むフライリバー州の医療、教育、その他の

分野に対する援助に相当の資金を投入してきた。経済開発、特に生活水準を向上させ、村に小

規模な事業と雇用機会を提供する開発についての着意がオーストラリアに不足していたことは

明らかであろう。この計画の合意は、中国がパプアニューギニアで追求している一帯一路構想

に包摂されている。もし、オーストラリアがこの計画をこれ以上進展させないのであれば、素

早く行動する必要がある。オーストラリアが何をするにせよ、対応は実質的で、人々を集中さ

せ、明確に達成可能でなければならない。中国が計画する投資は戦略的に重要な地域であるこ

とに対し適切な対抗案を迅速にキャンベラが発出するために十分な注意を喚起することを期待

しなければならない。 

記事参照：China to build $200 million fishery project on Australia’s doorstep 

12 月 8 日「日本はファイブ・アイズの正式メンバーになる準備ができている－米専門家討論」

（Debating Japan, CSIS, December 8, 2020） 

12月 8日付の米シンクタンク Center for Strategic and International Studies（CSIS）のウエブ

サイトは日本がファイブ・アイズ加盟について“Japan Is Ready to Become a Formal Member of 

Five Eyes”と題する論説を掲載し、ここで米国のManohar Parrikar Institute研究員 Jagannath 

Panda は肯定の立場から日本がファイブ・アイズにもたらす利益は明らかであると、また Carnegie 

Endowment for International Peace研究員Ankit Panda氏は否定の立場から時期が適切でないとし

て、それぞれ要旨以下次のように述べている。 

（1）編集者はこの討論について次のように述べている。 

a．河野太郎前防衛相は 2020 年 8 月のインタビューでオーストラリア、カナダ、ニュージーラ

ンド、米国、英国の間のインテリジェンス情報の共有関係であるファイブ･アイズに参加する

ことへの日本の関心を述べた。日本はすでにファイブ･アイズ諸国との高いレベルの協力を享

受しているが、中国の軍事力とサイバー能力の増大に直面して、日本が正式に「第 6 の目」
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としてファイブ･アイズへ加入するという議論が強まっている。 

b．Debating Japan newsletter seriesの第 19号では、CSIS Japanの議長が Jagannath Panda

と Ankit Pandaを、日本がファイブ・アイズの正式なメンバーになる準備ができているかど

うかについての彼らの見解を共有するために討論に招待した。 

（2）Jagannath Panda博士は肯定的な見解を次のように述べている。 

a．菅首相は、並外れた国際的脆弱性と地政学的緊張の時代にリーダーとなった。「継続性」のリ

ーダーとして知られる菅氏には、安倍晋三前首相の決定的な遺産の一つである防衛体制への

注目が高まっている。菅氏の下で、英国、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーラン

ドを含む情報共有の同盟である「ファイブ･アイズ」の「第 6の目」としての日本の加入は、

さらなる牽引力を獲得することになる。情報の共有は相互の信頼と戦略的理解に大きく依存

している。日本がファイブ・アイズに含まれることへの見解を 6項目にまとめた。 

b．第 1 に、日本の同盟への参加は積極的な経済的多国間主義の取り組みとともに、安全保障の

多国間主義を受け入れるというコンセンサスを生み出す。安倍前政権下では日本の制限され

た多国間安全保障の取り組みは、「集団的自衛」と「平和への積極的貢献」に重点を置いて大

きな変革を遂げた。多国間貿易プラットフォームにおける日本のリーダーシップはその新た

な多国間安全保障と経済的結びつきの証左である。 

c．第 2に、「第 6の目」としての日本は既存のオーストラリア、フランス、英国、米国間の情報

共有の仕組みから考えると、明らかに進歩している。日本は中国に対する自国の安全保障上

の懸念の高まりと北朝鮮からの脅威の認識により、政治的には安全保障を求めて世界的な同

盟構造に順応するようになった。この点で、日本の戦略的認識はファイブ・アイズ諸国の認

識と一致している。さらに最近合意したオーストラリアとの相互アクセス協定（RAA）は、

中国を主な対象とした日豪安全保障と軍事上の提携を強化した。日本の正式な加入はインド

太平洋での地理的情報網を可能にする。 

d．第 3 に、日本の現在の情報収集メカニズムは比較的新しいものだが、より強力な国内の保全

対策が急速に組み込まれる必要がある。日本のほとんどの情報へのアクセスはいまだに容易

であり、秘密の重要さのレベルに基づいて情報を分類するプロセスは依然として緩い。日本

がファイブ・アイズへの加入を積極的に推進するならば、ファイブ･アイズのメンバーに対し

て、日本の加入が情報保全体制のリスクとならないことを保証する必要がある。 

e．日本は、2020年防衛白書に見られるように、国家安全保障戦略に著しい変化を示している。

それは、国益を守る準備ができている積極的な地域リーダーとなることである。日本は情報

収集能力を刷新しただけでなく、安全保障強化の問題がますます公に唱えられ、受け入れら

れるようになり、先制攻撃能力を獲得しようとする意欲も示している。さらに秘密保護法の

範囲を拡大し、米国以外の国とも情報共有が可能となるようにセキュリティパートナーシッ

プを拡大することに関心を示している。 

f．第 4 に、中国とインド太平洋諸国の間で拡大している外交的及び政治的争いは、拡大したフ

ァイブ・アイズネットワークに対してチャイナ・アラートを発出した。ファイブ・アイズは

独自の情報共有の仕組みの活用を目指す必要がある。2013年のエドワード・スノーデンによ

る情報の流出により、追加のインテリジェンス共有レベル（9Eyesと 14Eyes）の同盟の存在

が明らかになった。イスラエル、シンガポール、日本、韓国はこれらの枠組みの中では非公

式のパートナーとされていた。日本がファイブ・アイズのレベルへ上がることは、この地域
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の安全保障の見通しにとって大きな意味合いをもっている。 

g．第 5に、日本が東アジアで最初の英語を話さない国としてファイブ・アイズに加わるならば、

おそらくファイブ・アイズ＋1を試行する形で、ネットワークの能力を高めるだけでなく、安

倍前首相の「集団的自衛」を後押しするだろう。これにより、英国の Democratic-10（D-10）、

Quad 2.0、新「Quad Plus」などの多国間枠組へのより深い関与への道が開かれる。東シナ

海の緊張が高まり日本の安全保障が優先事項となる中、菅首相は日本の情報と秘密データの

保全能力の向上に焦点を当てる必要がある。 

h．第 6に、日本はファイブ・アイズに提供するものがたくさんある。 日本は専門的なインテリ

ジェンス情報の収集と共有、特に電波受信所が取得したシグナルインテリジェンス（SIGINT）

と電子的に共有されるデータに熟練している。さらに戦後、軍事的な存在をめだたなくして

構築された、世界で最も広大な情報収集フレームワークの一つを持っている。中国と北朝鮮

が日本にとって最大の安全保障上の脅威であると認識され、近年強化されてきたが、それは

日本の価値を高めている。 

i．日本が同盟にもたらすことができる情報の優れた点は明らかであるが、エリート的にこの同盟

に受け入れられるために日本は米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダに、

国内の防牒措置と新しい法律が国家機密を十分に保護できることを納得させなければならな

い。これには国内法や技術の強化だけでなく洗練された外交的取り組みも必要となる。 

（3）Ankit Panda氏は否定的見解を次のように述べている。 

a．ファイブ･アイズの情報共有の提携は世界で最も古く、冷戦中、これらの国々による情報共有

は旧ソ連がワルシャワ条約機構の提携国と行ったよりもはるかに大きな規模で、大きな利益

をもたらした。 

b．現在インド太平洋での競争が激化する中、日本はグループへの参加を目指している。河野太

郎元防衛相は「シックス・アイズ」の概念を大胆にほのめかし、日本がファイブ・アイズの

正式なメンバーとして加盟すべきと示唆した。中国と地理的に近接している日本の参加はフ

ァイブ・アイズにとって明らかなメリットである。日本が責任ある国際的利害関係者で、世

界情勢における前向きな力を持っていることに疑問はない。しかし、日本が正式な会員にな

る時期としては適切ではない。 

c．ファイブ・アイズが冷戦後の情報化時代においても継続される意義があったとしても、現在

のメンバー国の防牒と情報セキュリティについては懸念が高まっている。ニュージーランド

は、ある意味最も弱く、中国からの厳しい攻撃に直面し、ファイブ・アイズ加盟国としてマ

イナスの問題を提起している。情報共有ネットワークの有効性は最も脆弱なノードに左右さ

れる。日本はここ数十年、防諜と情報セキュリティを改善するための努力を続けており、そ

れは歓迎されるべきである。対照的に、日本の民間部門における秘密情報のセキュリティを

向上させるためには、さらに多くのことを行う必要がある。 

d．何十年にもわたってファイブ･アイズのグループを支えてきた情報共有の原則は注目に値す

る。この原則は数十年間 5 カ国間においては実行可能だったが、日本がファイブ・アイズと

正式なメンバーシップを設定することにより、日本は失望されることになるだろう。日本は

すぐに 6 番目のメンバーにはならなくとも、「ファイブ･アイズプラス」のようなステータス

を享受することはできる。しかしファイブ･アイズ内で期待されるようなシームレスな情報の

共有が可能になるわけではない。それは日本をこれらの国々とのより大きな情報共有への道
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に導き、その過程で日本の安全保障を強化することになる。 

e．この種の協力は、ファイブ・アイズと特定のヨーロッパ諸国との間に存在する関係で、その

ほとんどは北大西洋条約機構（NATO）のメンバーである。たとえば、シグナルと電子情報

の分野では、ファイブ･アイズ諸国はオランダ、ノルウェー、フランス、デンマークの諜報機

関と緊密な協力関係にある。他の分野ではベルギー、イタリア、ドイツ、スペイン、スウェ

ーデンなどと協力関係にある。ファイブ・アイズの観点から 6 番目の「目」としての日本の

正式な加盟は、他の同盟国や提携国が不快に考える可能性に加え、他の国が正式なメンバー

シップを求める可能性もあり、それはファイブ・アイズ諸国で分裂という外交的ジレンマと

なる可能性もある。正式な加盟でなくとも日本はファイブ・アイズが主導するインド太平洋

指向の非公式の協力ネットワークの最初の参加国になる可能性があり、これは、すでに事実

上享受している。 

f．現状においてもファイブ･アイズ諸国は利益を最も適切に保護できる。それは日本にとって理

想的な結果ではないだろうが、現在の環境ではこれが最適で、正式な加入に伴うリスクを軽

減できる。幸いなことに日本のエネルギッシュな外交はファイブ・アイズ諸国の間でも脅威

が高まる中国の存在によって、近年成果を上げている。英国では、日本との情報共有の視点

が急速に加速している。日豪の協力も急速に成長している。情報の共有を導くべき最も重要

な原則は実用主義と連帯である。日本の正当な安全保障上の懸念と北東アジアにおける民主

的な防波堤としての立場は適切な時期と場所で情報共有へと向かうだろう。今、日本が正式

なステータスをもつことに固執することは現実的には問題となる。 

記事参照：Japan Is Ready to Become a Formal Member of Five Eyes 

12月 9日「複雑に絡み合う海軍の共同演習と印ロ関係―米著述家論説」（The National Interest, 

December 9, 2020） 

12 月 9 日付の米隔月刊誌 The National Interest 電子版は米国ミシガン州を拠点とする著述家

Peter Suciuの“Is a Russia-India Navy Alliance Brewing?”と題する論説を掲載し、ここで Suciu

はインドとロシアが最近行っている他国との海軍演習と両国の関係について要旨以下のように述べ

ている。 

（1）インド海軍の空母「ビクラマディティヤ」が、豪海軍や海上自衛隊との訓練を含む米海軍との

マラバール 2020 共同演習の第 2 段階に参加してからわずか 2 週間後、印艦艇がインド洋東部

でロ艦艇と小規模基礎訓練（以下、PASSEXと言う）を実施した。 

（2）この訓練は、作戦能力を高め、相互理解を向上し、友好的な両国海軍間の高度な経験を交換す

ることを目的としたものであると印海軍報道官 Vivek Madhwalは述べている。報道によれば、

依然として進行中の新型コロナウイルスの世界的感染拡大が原因で、両国艦艇は水兵間の個人

的な接触なしで洋上での交流のみを行った。 

（3）このような演習は共同行動の演練に加え、「show the flag」と両国の潜在的な協力関係を強調す

るものである。この場合、ニューデリーは多くの国際的な提携相手がいることを示し続けてお

り、中印がこの演習から数千マイル離れたヒマラヤ山脈での膠着状態を継続しているため、こ

のメッセージは北京に向けられた可能性が高かった。 

（4）2020年、インド海軍は 13の 2国間及び多国間演習に参加したと報じられた。これには最近の

マラバール 2020、7 月のアンダマン・ニコバル諸島付近での米ニミッツ空母打撃群との
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PASSEX、そして、海上自衛隊とのより最近の PASSEXが含まれている。 

（5）インドとロシアの間の最近の PASSEXは、インドの最大のライバルであるパキスタンとの海軍

協力を強化するとモスクワが発表してから 1 年後のことである。パキスタンはまた、ソ連から

の借款 9,350 万ドルを返済することで合意し、パキスタンとロシアの関係に影響を与えていた

大きな障害を取り除いた。 

（6）インドがワシントン及びモスクワの両方と緊密な関係を維持しようと試みてきたことと全く同

じように、ロシアもまたイスラマバード及びニューデリーの両方と協力することにより、リス

クを回避するために両掛けしようとしていることは明らかである。 

記事参照：Is a Russia-India Navy Alliance Brewing? 

12月 10日「新たに注目すべき東沙諸島―日国際関係学教授論説」（The Diplomat, December 10, 

2020） 

12月 10日付のデジタル誌 The Diplomatは東京外国語大学大学院総合国際学研究所教授・小笠原

欣幸の“The Pratas Islands: A New Flashpoint in the South China Sea”と題する論説を掲載し、

ここで小笠原は中国が台湾への軍事的圧力が強める中、南シナ海の東沙諸島において何らかの行動を

起こす可能性があるとして要旨以下のように述べている。 

（1）中国による台湾への軍事侵攻の可能性が懸念されている中、南シナ海の北側に位置し、台湾が

実効支配する東沙諸島に注目が集まっている。それはなぜか。現時点で実際に中国が台湾に上

陸作戦を敢行することが考えにくく、その一方で台湾への圧力を強めて最終的な統一の筋道を

つけたいと考える中国が、東沙諸島の占領に動き出す可能性があるからである。 

（2）南シナ海の戦略的重要性が高まるにつれて、そのほとんどが岩礁で構成され、飛行場はあるが

定住民のいない東沙諸島の戦略的重要性も高まってきた。2020年 8月以降、中国人民解放軍は

周辺で繰り返し軍事演習を行っており、10月には高雄から東沙諸島へ物資を運ぼうとした台湾

機が香港航空管制に警告を受けるという事例があった。これらの事件が示唆するのは、習近平

が意思決定すればいつでも中国は東沙諸島の支配を握ることができるということである。 

（3）東沙諸島の占拠は中国に多くの戦略的利益をもたらす。 

a．中国側の意思と能力を台湾その他近隣諸国に示す。 

b．東沙諸島を軍事化することで南シナ海全域の支配を固める。 

c．Biden政権の最初期を混乱させ、米国から主導権を取り戻す。 

d．東沙諸島の占領を台湾統一のステップとして宣伝し、台湾統一に向けて着実に成果があがっ

ていることを内外に示す。 

（4）東沙諸島占領の選択肢としては、奇襲的な上陸作戦や周辺の封鎖などが挙げられる。あるいは

攻撃や封鎖の警告によって、数少ないながらも駐留する台湾兵を引き上げさせることができる

かもしれない。周辺海域での妨害行為や軍事訓練の定期化などによって心理的圧力をかけると

いう方法もある。いずれにしても中国にとって東沙諸島の占領は困難な課題ではない。2021年

に中国共産党創設 100周年大会、2022年には第 20 回中国共産党大会を控え、その任期を延長

すると観測されている習近平にとって、こうした行動によって台湾統一に向けて進展があるこ

とを示すことは非常に重要である。 

（5）中国による台湾侵攻は、現在すでに悪化しつつある中国に対する国際的反発をさらに強めるこ

とになるだろうし、そのことを習近平も理解しているはずである。他方、台湾ほどには認知さ
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れていない東沙諸島への侵攻は、それほど大きな反発を生まないかもしれず、上述したさまざ

まな取り組みがどのような反応を生むかを試すことができる。東沙諸島への取り組みは台湾侵

攻のための重要な観測気球として機能しうる。 

（6）東沙諸島の占領によって中国は一石何鳥もの成果を得られるだろう。東沙諸島は、中国にとっ

て行動を起こす魅力のある場所ということになる。それゆえ、米国、日本、その他民主主義国

は東沙諸島への関心をより強めていかなければならない。 

記事参照：The Pratas Islands: A New Flashpoint in the South China Sea 

12月 14日「東シナ海での不測の事態において日本はどのような貢献ができるか―米政治学者報

告」（RAND Corporation, December 14, 2020） 

12 月 14 日付の米シンクタンク RAND 研究所のウエブサイトは同所政治学者 Jeffrey Hornung の

“Japan's Potential Contributions in an East China Sea Contingency”と題する報告書を掲載し、こ

こでHornungは東シナ海において不測の事態が生起し、米国と中国の大規模な武力衝突にエスカレー

トした場合に日本がどのような役割を演じることができるかを日本の自衛隊の能力や自衛隊の武力行

使及び米国の在日米軍基地利用に伴う法的問題について検証しつつ要旨以下のように論じている。 

（1）調査項目は以下のとおりである。 

a．東シナ海で不測の事態が生じ、米中が大規模な戦闘状態に突入した際に日本は何ができるか。 

b．自衛隊の強点と弱点は何か。 

c．上記のような戦闘のために米国軍が在日米軍基地を利用すること、自衛隊に武力行使を認め

ることなどに影響を及ぼす日本の法的・政治的要因は何か。 

d．地域の不測の事態への対応のために日本はどのように準備できるか、またその際、米国は日

本をどのように支援できるか。 

（2）調査結果は以下のようにまとめられる。 

a．陸上自衛隊は近年その機動力を向上させてきたが、情報収集のための資源の整備に関しては不十

分である。航空自衛隊の装備は先進的であるが、空中給油能力などの兵站支援能力に欠けている。

海上自衛隊も対潜戦遂行能力の高さなどの強みはあるが、同様に兵站に問題を抱えている。 

b．総じて自衛隊は米軍との高いレベルの相互運用性やミサイル防空システムなどにおいて強み

があるが、兵站の問題、3部門の統合の不十分さの問題、部隊の老齢化・老朽化という問題を

抱えている。 

c．憲法 9 条の制約はあるが、それでもなお不測の事態において、武力行使を含め日本が米国を

支援できる領域はある。また米軍は、日本の防衛に直接関係ない戦闘のための在日米軍基地

の利用に関して日本との事前協議を必要とする。 

（3）日本に対する勧告は次のようにまとめられよう。海上輸送や空中給油能力を整備することによ

って兵站の問題を解決すること、ミサイル防空システムをさらに強化し統合すること、自衛隊

の統合性を高めること、そして数千の島々で構成されているという地理的環境を活用すること

である。最後の点について現時点ではごくわずかな場所にしか自衛隊のアセットが配備されて

いないのが問題である。 

（4）米国への勧告は次のようにまとめられよう。まず事前協議を前向きに進めるための条件を整える

こと、つまり潜在的な不測の事態についてより頻繁に話し合っておくということである。また、

日米同盟に対する日本の貢献については、防衛支出の増額などに焦点を当てるべきである。ただ
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しNATOの 2％基準のような短絡的な要求は避けるべきだ。日本政府との政治的つながりを維持

し、また、宇宙やサイバー領域における研究開発について日本を支援することが必要であろう。 

記事参照：Japan's Potential Contributions in an East China Sea Contingency 

12月 15日「印豪提携の強化とその効果―インド専門家論評」（Policy Brief, Delhi Policy Group, 

December 15, 2020） 

12月 15日付の印シンクタンクDelhi Policy Groupのウエブサイト Policy Briefは同シンクタンク

海洋戦略担当上席研究員 Lalit Kapur 印海軍退役准将の“India and Australia: Partners for 

Indo-Pacific Security and Stability”と題する長文の論説を寄稿し、インド太平洋の安全と安定に対

する課題を検討した上、印豪両国が望ましい目的を共に達成するためには何をなすべきかを考察し、

最近におけるインドとオーストラリアの提携関係の強化がインド太平洋の安全と安定にもたらす効

果について要旨以下のように述べている。 

（1）インドとオーストラリアは 2020年 6月 4日、2009年に結成した戦略的提携を「相互理解、信頼、

共通の利益、及び民主主義と法の支配に基づく共通の価値観」に立脚した包括的戦略的提携に昇

格させた。強化された提携を推進する 11の柱には、「開かれた包括的なインド太平洋のための海

洋協力」及び防衛協力が含まれている。印豪両国は「インド太平洋地域における平和、安全、安

定そして繁栄を促進する」とともに、「主権と国際法の遵守に基づく法に基づく海洋秩序を支援す

る」ことを主とするインド太平洋における海洋協力に関する共通のビジョンにも合意した。 

（2）印豪両国間の戦略的協力はアジアの海洋という共有物が自由で開かれた状態であり続けること

を保証することを目的とした、より大きな構想の一部でなければならない。インド太平洋にお

ける印豪両国の共通の目的は「主権と法の支配に基づく秩序を維持しながら、相互に連結され

たインド太平洋における安定し、安全な共有物を維持する」ことと定義し得る。この目的達成

のためには、圧倒的なパワーを持つ国が当然の如く自らの意志を域内諸国に押しつけたりする

ことができないようにするために、中国との間でバランスを維持することが不可避であろう。 

（3）中国が域内支配のために威圧的な動きを変えることはなさそうだとすると、目的達成への可能

な道は単独行動、2国間協力、そしてより大きな多国間協力メカニズムの一員としての行動とい

う三つが考えられる。以下にそれぞれのメリットを考えてみよう。 

a．単独行動：如何なるアジア諸国も現在、中国とのバランスを自力で維持するに必要な能力も

資源を持っていない。 

b．2国間協力： 

① 協定に基づく協力：印豪防衛協力は、2006年 3月 6日調印の防衛協力に関する最初の了解覚

書以来、2009年 11月 12日の安全保障協力に関する共同宣言、2014年 11月 18日の安全保

障協力の枠組み合意、2020年 6月 4日の包括的戦略的パートナーシップに関する共同宣言、

及びインド太平洋における海洋協力に関する共通ビジョンの合意と続いてきた。  

② 2国間対話：印豪両国は 2017～2019年の間、毎年 2＋2外交・防衛閣僚レベル会合を開催後、

今後は 2 年毎に開催を約束。その他の実施中の 2 国間対話としては、印豪海洋対話、トラッ

ク 1.5防衛戦略対話、軍参謀会議及び定期的首脳会談などがある。 

③ 軍事交流：多くの 2国間演習が実施されている。豪フリゲート「バララット」は 2020 年 11

月に多国間演習、マラバールの全日程に参加した。 

④ 活動範囲拡大のための海洋状況把握と対策：2015年 10月以降、沿岸警備隊による情報交換協
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定が実施されている。印豪両国は 2020年 6月 4日、相互兵站支援に関する協定に調印した。 

⑤ しかしながら、印豪両国間の技術力と、運用する艦艇、航空機との間には格差がある。両国

間には、防衛産業と科学技術部門との相互協力に関する合意があるが、現在までのところ有

意義な成果が得られておらず、大いに努力する必要がある。  

⑥ 以上のように、印豪両国間の 2 国間安全保障協力は拡大し続けているが、地理的に隔たって

いるが故に、安全保障に対する認識が異なっている。インドの主たる関心領域はヒマラヤ中

印国境とインド洋だが、オーストラリアのそれが、アジア太平洋を越えて東インド洋にまで

拡大されてきたのはごく最近に過ぎない。印豪両国の ISR能力と軍事力は他のインド洋諸国

のそれらをはるかに凌駕しているが、この地域の広大な領域をカバーするには小さすぎる。

したがって、印豪両国にとって限られた資源を調整し、相乗効果を期待すべき必要性は自明

であり、そのための理想的な相互補完領域はインド洋と太平洋の連結部にある。 

c．より大きな多国間協力メカニズムの一員としての行動 

① 米国の力に裏打ちされたより大きな地域機構は、中国とのバランスを図る上で最良の選択肢

を提供する。このためには 2020年 11月の日豪首脳会談で強調されたように、米国をアジア

に関与させ続けるための継続的な努力が必要となる。  

② このような機構は既に存在している。4 カ国安全保障対話（以下、Quad と言う）、全 Quad

構成国同士の 2国間 2＋2 会合及びマラバール演習はこれらの機構の一部だが、Quadは現在

のところ対中抑止ではなくソフトなバランス維持を主たる狙いとしている。責任を分担し、

資源をコミットし、そして協力を制度化するための合同戦略を策定する必要がある。  

③ Biden 次期政権下のインド太平洋における米国のコミットメントと指導力は依然不確定であ

り、Trump政権下で見られた強固なインド太平洋戦略には及ばないかもしれない。例えば、

インド洋と太平洋の連結部における米海軍の継続的なプレゼンスを可能にする米海軍の第 1

艦隊復活構想が日の目を見るかどうかは、今後を待たなければならない。  

④ したがって、米国のバックアップを受けた、有志国家同士による地域的行動の強化に基づく

抑止が必要となる。このことはインドとオーストラリアの間に位置する東南アジア諸国にと

って最も切実な課題であり、印豪両国と Quad の他の 2 カ国（日米両国）は地域諸国間の信

頼を強化するため個々のアプローチの相乗効果を高めなければならない。 

（4）印豪両国にはこの先二つの選択肢がある。第 1 の選択肢は現在のアプローチを継続することだ

が、それは米国の積極的な関与次第である。第 2 の選択肢は、抑止力強化に向けて協働するた

めに、インド、オーストラリアそして日本に加えて、ベトナム、インドネシア、フランス、英

国及びドイツなどのその他の潜在的なパートナー国の力を糾合すべく主導権を発揮する必要が

ある。しかしながら中国が持つ経済的果実の誘惑に抵抗するのは容易ではない。結果的に中国

中心の経済圏を作り出すことになるオーストラリアと日本を含むアジア太平洋諸国による「地

域包括的経済連携協定」（RCEP）の締結は、この現実を浮き彫りにしている。 

（5）東アジア首脳会議の経験は修正主義的大国に対処する上で弱体な多国間機構が不適切であるこ

とを実証してきた。アジアにおける地政学的抗争が激化するとともに、米国が内向きになるに

つれてアジアのミドルパワーが不可避的に中国とのバランスを維持する責任を負う必要性はま

すます強まっている。インド洋地域で最も整備された海軍力を持つ民主主義の中級国家である

印豪両国は日本とオーストラリアが西太平洋や南太平洋で実施しているのと同じようにインド

洋地域でこうした責任を引き受けるのに最適の国である。このような責任を引き受けることで
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「自由で開かれたインド太平洋」の維持にコミットしている米国、フランス及びその他の諸国の

力を糾合することもできよう。とは言えまず印豪両国はより強い決意と緊急性を持って 2 国間

の戦略、海洋安全保障及び経済協力を強化しなければならない。  

記事参照：India and Australia: Partners for Indo-Pacific Security and Stability 

12 月 16 日「ロシアと中国がインド洋での連携促進―米専門家論説」（The Interpreter 16 Dec 

2020） 

12 月 16 日付の豪シンクタンク Lowy Institute のウエブサイト The Interpreter は Stanford 

Universityの The Freeman Spogli Institute研究員兼 The American Enterprise Instituteの外交・

防衛政策研究員 Oriana Skylar Mastroの“Russia and China team up on the Indian Ocean”と題

する論説を掲載し、ここでMastroは中ロがインド洋において強力な影響力を持ちつつある中、米国

とその同盟国は国際ルールと規範を保護し地域の平和と安全を確保するために行動しなければなら

ないとして要旨以下のように述べている。 

（1）最近の 2 回のインド洋における中ロの海軍演習は両国の海軍協力の可能性と両国がこの地域に

おける米国の継続的な役割と影響力に対しどちらか 1 国が個別に行うよりもはるかに大きな脅

威を示している。2019年、南アフリカは中ロと初めての 3カ国共同海軍演習を主催した。その

演習 Mosiは南アフリカ海軍によると「相互運用性と海洋安全保障を強化する」ように計画され、

テロや海賊行為などの海洋における安全保障上の脅威に対抗するために協力する 3 カ国の意欲

を示した。社会的、文化的活動、水上射撃訓練、他艦へのヘリコプター発着艦訓練、臨検訓練、

災害対処訓練などに焦点を当てた演習が行われた。中ロは、その後 2019年 12月にオマーン湾

でイランとの 3カ国によるMarine Security Belt 演習を実施した。その演習では実弾射撃訓練

とイラン軍司令部を含む海賊対処訓練が行われた。イラン海軍司令官によると、演習のメッセ

ージは「イランを孤立させない」というものであった。中国の報道官は「演習は 3 カ国の海軍

間の交流と協力を深め、世界の平和と海洋安全保障を共同で維持する強い意志と能力を示すこ

とを目的としている」と述べている。  

（2）中国もロシアもインド洋でのプレゼンスを徐々に高めている。ロシアは最近、紅海沿岸のポー

トスーダンに海軍基地を設置すると発表した。中国は 2017 年にジブチに初の海外拠点を開設

し、中国海軍は過去 30年間にインド洋地域での活動を増やしてきた。新型コロナウイルス感染

拡大は今年の協力に向けたさらなる動きを鈍化させたかもしれない。しかし、3カ国共同演習は

ロシアと中国がこの地域で協力したいという願望を示している点で注目に値する。さらに重要

なことは南アフリカやイランなどの地域の大国や他の国々が、中国とロシアの役割の増大を歓

迎することを明らかにしていることである。南アフリカが 2018年に 3カ国共同演習実施に合意

したとき、南アフリカと米国の関係はすでに緊張していた。米国は南アフリカの国連投票行動

に批判的になっていた。米国は、南アフリカに対し鉄鋼とアルミニウムの米国への輸入に対す

る関税の引き上げを免除することを拒否した。対照的に中国は南アフリカにどの国よりも多く

の投資を約束している。ロシアは、サハラ以南のアフリカ全域で政治的、軍事的、商業的な関

係を築いてきた。イランは中国やロシアとの良好な関係を築く理由が増加している。2018年に

米国がイラン核合意から撤退して以来、イランは中国とロシアとの関係を強化し、両国からの

数十億ドル規模の融資を利用して米国の制裁に抵抗し、防衛協力と情報共有を深めてきた。中

国の情報筋によると中国の長年の提携国であるスーダンは 2017 年に米国の攻撃的行為に対す
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る「相殺勢力」としてロシアに基地を提供することを提案した。言い換えれば中国とロシアは、

この地域で米国とその同盟国と競争するための良い拠点を持つであろう。 

（3）ロシアは、中国よりも米国に対する反対勢力を組織し、リーダーの役割を果たす意思があるか

もしれないが、そのような協力をインド洋諸国から勝ち取るための経済的な力を持っていない。

中国はかなりの資源を持っているが、米国を挑発し、すでによくない関係をさらに悪化させる

可能性を持っている。中国はしばしば、自国のことを覇権的行動に従事しない異なるタイプの

大国であると主張している。中国は自国に対抗する国際的な連合が作られるのを避けることに

熱心である。これらの理由から中国はしばしばロシアとの関係に関する主張をトーンダウンさ

せる。中国はインド洋での演習は「第三者を目標としていない」と述べた。しかし、ロシアに

とって米国を弱体化させることは戦略の重要な要素であり国内政治においても有益である。一

方、中国はインド洋諸国に影響力を振るうための多額の投資を行う経済力を持っている。パキ

スタンだけでも中国は推定 870億ドルの資金援助を約束し、約 200億ドル相当のプロジェクト

を完了した。最近、中国とイランは石油と引き換えにイランの銀行、通信、港湾、鉄道への投

資を拡大する 25年間の契約に合意したと伝えられている。中国とロシアはインド洋地域で軍事

的に支配している場所はどこにもないが、その影響力を合わせると、米国とその同盟国にとっ

て大きな問題となるであろう。中ロ両国は協力して、人権侵害を含む国際的な圧力を各国に与

える可能性が高い。そして各国は協力の見返りに軍事的アクセスなどの安全保障上の利益と経

済的利益を受け取る可能性がある。 

（4）中国とロシアは、インド洋における戦略的調整を強化する速度は遅いかもしれないが、両国の

意図はそのような見返りにある。米国とその同盟国は依然として軍事的には優勢であるかもし

れない。しかし、我々は、この軍事的優勢により影響力がこれからも保証されるという錯覚に

陥らないように注意する必要がある。中国とロシアが強力な代替として自らを提示する中で、

米国とその同盟国は持続可能な経済発展を促進し、国際ルールと規範を保護し、地域の平和と

安全を確保するためにより懸命に行動しなければならない。 

記事参照：Russia and China team up on the Indian Ocean 

12月 18日「同盟の影：オーストラリアと米国の同盟を導く現実的な取り組み－オーストラリア

及び米国専門家論説」（PacNet, Pacific forum, CSIS, DECEMBER 18, 2020） 

12月 18日の PacNet, Pacific forum, CSISはThe University of SydneyのUnited States Studies 

Centre の外交防衛室長 Ashley Townshend と多摩大学客員教授で Pacific Forum 上級研究員 Brad 

Glossermanの“Alliance Noir: A Hard-boiled Approach to Guide the Australia-US Alliance”と題する

論説を掲載し、ここで両名はオーストラリアと米国の同盟関係の今後について、米国は多様な視点に対す

る柔軟性をもってインド太平洋における戦略的環境を強化すべきとして要旨以下のように述べている。 

（1）オーストラリア人は現実的であり、その思考様式が米国の政権交代に対するキャンベラの考え

方を左右している。ほとんどのオーストラリア人は Trump政権の一般的傾向は悪く、姿勢は不

安定と考え、その政策がインド太平洋における地政学的及び戦略的な力関係を悪化させている

と見ている。Biden 次期政権はオーストラリアの利益を念頭に置いて、対立的な口調を抑えな

がらも、その方針を維持すべきである。これはワシントンがキャンベラの利益を自分たちの利

益よりも優先すべきだとするものではないが、この戦略的競争の時代に同盟国の利益へ大きな

配慮をすることは米国が独自の政策目標を達成するのに有益となる。 
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（2）オーストラリアと米国の同盟は、両国の指導者が良好な関係を築き、両政府の関係者も共に良

い働きをしてきた。米国との貿易赤字は関税がそれら関係者の会話の一部ではなかったことを

意味する結果となった。オーストラリアの国防予算の増加と米国のカウンターパートとなる

国々との軍事的な展開によって、それ以上の防衛分担の要求は抑制された。 

（3）オーストラリア人の主な不満は、Trump大統領によるインド太平洋におけるパートナー国への

対応であり、それは駐留経費の分担をめぐって日本と韓国を揺るがし、中国の政策をめぐって

東南アジア諸国を無視、または圧迫したことである。Trump大統領の一方的な取り組みは米国

の安全保障に対する信頼を損なった。Trump大統領の率直な話はオーストラリア人を傷つけて

はいないが、Trump大統領がオーストラリアの利益を損なった上に集団的な地域戦略を進める

ことを困難にしたので、彼がアジアで提起した議題に反対した。 

（4）Trump大統領のスタイルも対中国戦略を弱体化させた。オーストラリア人は米国の北京（中国

政府）への敵対的アプローチを支持しているが、それが賢く、戦略的で、多国間的であること

を望み、対立的、予測不可能でゼロサムではないことを望んでいる。これがキャンベラが「自

由で開かれたインド太平洋」の概念を取り入れた理由であるが、それは「自由な」だけの世界

ではなく、また中国共産党に加担したものでもない。オーストラリア人は貿易、戦略的安定、

全世界的な人類の健康など米国、同盟国、中国の国益が収束する分野があり協力する努力が必

要と認識している。そして提携国に最後通告を課し広い枠組みの中で各国の対応の違いを認め

ない中国の政策に反対している。 

（5）キャンベラは外交政策における価値観の役割の重要性を認めながら、アジア戦略の中心に価値

観を置く Trump政権の努力を支持しなかった。ワシントンの取り組みは東南アジアの国々に敵

対し、それらの国々が米国・オーストラリアと将来的に連合を構築する努力を弱めた。 

（6）オーストラリア人は米国のインド太平洋への関与として経済政策が不十分であることに不満をも

っていた。米国の環太平洋パートナーシップ協定からの撤退は自分で自分の首を絞めているに等

しい。この協定はブルー･ドット･ネットワーク、ビルド法及びそのインフラストラクチャーと資

金調達の全てを網羅するので、協定からの撤退により米国の経済支援は限定される。外交面でオ

ーストラリアは Trump政権の低レベルで一貫性のない、効果のない地域機関との関わりに深く悩

まされ、世界保健機関、世界貿易機関、その他の多国間機関に与えた損害に愕然とした。 

（7）これらの欠陥を修正するために、Biden 次期政権は外交及び防衛政策においてインド太平洋を

真に優先しなければならない。もう一つ別の「戦略」を作っても問題は解決しない。オースト

ラリア人は歴代の米国政権が資金、焦点、または人々のリソースが不足しているにもかかわら

ず、アジアの重要性について話しているのを聞いている。しかし、米国の赤字が急増し、Biden

次期大統領が望む、国内を「より良く構築する」こと、ヨーロッパとの関係回復への懸念を考

えると、欠陥の修正はさらに困難になるだろう。東アジアサミットのような地域会議へのトッ

プレベルの出席は米国の優先事項を示す良い方法の一つであるが十分ではない。 

（8）この地域へのコミットメントには環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ進歩的な合意

などの経済プロジェクトを含める必要がある。これは難しいが、Bidenは米国-メキシコ-カナダ

貿易協定の e-commerce 条項を拡張するか、オーストラリア－シンガポールのデジタル経済協

定や、ニュージーランド、シンガポール、チリを含むデジタル経済連携協定などの地域貿易プ

ロセスに参加することで、インド太平洋経済との関係をより容易に強化できる。 

（9）米国はワクチンの流通、医療能力の構築、サプライチェーンの回復力に焦点を当てて、地域の
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保健外交を即座に拡大する必要がある。ワシントンは、現在東南アジアと太平洋をリードして

いるキャンベラ及び東京と協力してこれを行うべきで、高水準の地域インフラを開発する推進

力の一部となるべきである。 

（10）軍事同盟を強化するために、2021 年の国防授権法の一部である太平洋抑止構想を活用してオ

ーストラリア及びその他の同盟国をインド太平洋の軍事及び戦略計画に密接に関与させること

ができる。緊急事態対処計画、情報共有、能力開発、試験及び訓練などにおける初期の段階で

同盟の視点を含めることは、同盟の近代化を可能にし、パートナーシップ内の人的資源の分配

に貢献するだろう。危機における集団行動と協調的対応の選択肢を開発することは、この地域

における従来の抑止力を強化するであろう。 

（11）同盟国は米国のインド太平洋へのコミットメントとして、米国の軍事資源の割り当てを監視す

る。特にキャンベラは中東へ展開させようとする米国の要求に懐疑的で、これは、両国が表明

したインド太平洋の優先順位を損なうものとなる。 

（12）これらすべてにおいて中国の存在は同盟にとっての重要な課題となる。ワシントンは大多数の

地域諸国によって支持された対応を主導しなければならない。協調した多面的な努力こそが中

国の行動を抑止し、安定した地域秩序を維持することができる。 

（13）対立と競争の適切なバランスは難しい。オーストラリアは強力な米軍のプレゼンスと強力な米

国政府の戦略を望んでいるが二つの地域の覇権主義者による紛争は望んでいない。キャンベラ

が好むのは地域諸国の政府の考えと一致している。米国と中国は、軍拡競争を回避し、危機管

理メカニズムと問題解決の出口を回復して、その関係に安定性を提供するべきである。同時に、

地域の同盟国はワシントンと北京の間の新たな戦略的対話について常に知らされ、それに関与

する能力を与えられなければならない。 

（14）もし価値観が米国の政策の中心的なものでなかったならば、力のバランスを維持するための地

域的合意の構築は簡単になる。キャンベラが好むアプローチは価値観に基づくが、価値観に焦

点を当てない、関心に基づく地域戦略である。 

（15）オーストラリアはインド太平洋のほとんどの国々がそうであるように、実用主義を支持してい

る。米国はますます不安定になる戦略的環境を強化することに前向きとなるべきで、地域のパ

ートナーを導くため多様な視点に対する柔軟性と寛容性をもって臨むべきである。 

記事参照： Alliance Noir: A Hard-boiled Approach to Guide the Australia-US Alliance 

12 月 19 日「イタリアはなぜインド太平洋及びインドに目を転じるべきなのか－印専門家論説」

（Eurasia Review, December 19, 2020） 

12 月 19 日付の印ニュースサイト Eurasian Review は King's India Institute 国際関係論教授

Harsh V Pantと同 Institute研究員 Bonavita, Mauroの“Why Italy Should Reorient Towards 

Indo-Pacific And India – Analysis”と題する論説を掲載し、ここで両名は世界の政治、経済の重心

としてインド太平洋の海洋地理の重要性が増す一方、イタリアとインドは相互に重要な貿易相手国と

なっており、イタリアもインド太平洋全般、特にインドに対する独自の取り組みを計画することで進

展する戦略上の現実に早急に対応する必要があるとして要旨以下のように述べている 

（1）2020年 11月、オランダがインド太平洋地域に対する独自の公式の戦略を発表したという報道は

世界中で多くの議論を惹起した。オランダが仏独に続いてインド太平洋に対する戦略文書を発表

したことは、向こう数十年、世界の政治、経済の重心としてインド太平洋の海洋地理の重要性が
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増してきていることを強調している。インド太平洋の中核には世界最大の民主主義国家インドが

ある。EU にとって新たな貿易相手国であるインドはヨーロッパとアジアを結ぶ重要な海上通商

路の安全を提供する地位を確立している。EUは 2019年に戦略的競争者と規定した中国の先を見

据え始め、新たな提携相手を必要としている。イタリアもインド太平洋全般、特にインドに対す

る独自の取り組みを計画することで進展する戦略上の現実に急ぎ対応する必要がある。 

（2）近年、イタリアとインドは金融、鉄道開発、服飾、自動車製造などの鍵となる分野で重要な貿

易相手国となっている。また、防衛分野ではイタリアの国有造船企業 Fincantieri とインドの

Cochin Shipyard Limitedの間で重要な契約が取り交わされた。両社は海軍艦艇の設計、地元

建造、海軍のシステムの自動化、インドの人員訓練を目的とした合意文書に署名した。イタリ

アは「メイク･イン･インディア」と「自立したインド」というインドの重要な構想を支援する

ことができる。 

（3）2 国間関係は今や極めて重要な段階に入っている。COVID-19 後の世界は国際問題に関する古

い仮説を揺るがしており、インド、イタリアは両国の提携が持つ重大な地政学的可能性を認識

し、それに従って行動するときである。インド太平洋は世界の海上交易を牽引する航路となり

つつあり、地中海はアジアから到着する船積み貨物の天然の到着点である。両海域において共

同して行動することは、インド、イタリアの国際的な行動の印である民主主義、自由貿易、安

全保障、法の支配といった価値を計画及び政策立案での結果ともに促進することになろう。こ

の意味でインドとイタリアは両海域の間で起こるかもしれない安全保障上の問題を管理する 2

国間メカニズムを見極めることから始めなければならない。 

（4）インド太平洋、地中海で起こる安全保障上の問題の多くは両国に同じように起こりそうである。

アデン湾における海賊事態は沿岸国の不安定、両国間のサプライチェーンにすぐに影響を及ぼ

す。外部勢力でありインドやイタリアが共有する価値や目的とは異なるものを持ち込んでくる

大国間の角逐もまた、大国の軍事力の展開によって不安定化を促進するのに積極的な役割を果

たしている。インド及びイタリアが最も高い優先順位を持って対応しなければならない重要な

問題がテロリズムである。国家が支援するものであるか、国家以外が組織したものかにかかわ

らずテロリズムは地中海で南アジアと同じように影響を及ぼす疫病である。テロリズムに対処

する効果的な方策を認識し、見出すことは両国関係における優先事項でなければならない。イ

ンド、イタリア両国は中東、北アフリカ諸国と歴史的に良好な関係を有しており、安全保障に

向けた外交的、政治的行動の共通の努力への道を開く資産である。 

（5）COVID-19の世界的感染拡大から世界経済や国家間関係を修復する上で重要と考えられている。

2021年及び 2023年にイタリア及びインドはそれぞれ G20を主催する。COVID-19の世界的感

染拡大は拡大する無秩序を相殺し、世界の対応を調整することができる強力で効果的な制度の

欠如が直近の将来にとって緊急の課題であることを示している。インドとイタリアは多国間制

度と法の支配に対する支援を共有し、最近の制度の再構築及び考えを同じにする国々を一つに

まとめる国際的話し合いの最前線に立たなければならない。インド太平洋地域に関し、イタリ

アは地域の国々が施行してきた質の高いインフラの開発計画に対して協調して取り組むことが

不足していた。中国の略奪的な基幹設備への投資に代わるものへの需要が高まる中、イタリア

はヨーロッパの他の国々ともに中国の手法を非難する以上のことをしなければならない。 

（6）イタリア、インド両国は 21世紀の問題に対応する提携のロードマップを示す必要がある。イン

ド太平洋が中核となる COVID-19後の新しい日常に世界が順応しており、イタリアは対外政策
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の抱負においてもっと野心的でなければならない。行動を指向したインドとの強い提携は地域

内外にイタリアの存在を意識させる第一歩である。EU及び一部のヨーロッパの大国は既に動き

始めており、イタリアも早急に動かなければならない。その行動によってこれまでの寡黙を捨

てる準備のある意欲的な相手をインドで発見することができるだろう。 

記事参照：Why Italy Should Reorient Towards Indo-Pacific And India – Analysis 

12月 22日「アジア太平洋からインド太平洋へ―シンガポール・アジア問題専門家論説」（Fulcrum, 

December 22, 2020） 

12月22日付のシンガポールYusof Ishak Instituteが発行する東南アジア専門デジタル誌Fulcrum

は同所上席研究員 Daljit Singhの“The“Indo-Pacific”is Here to Stay“と題する記事を掲載し、こ

こで Singhは「インド太平洋」概念が登場した背景とそれが今後も長く重要な戦略的地理概念として

長続きすると考えられる要因について要旨以下のとおり述べている。 

（1）我々の精神的地理は、実際の地理よりも地政学的・地理経済的動向や大国間対立などによって

形成され、変化することがしばしばである。そして今、そうした大国間競合の戦略的な地理を

より良く反映しているのが「インド太平洋」であろう。 

（2）冷戦終結によって主要な大国間競合が静まってからしばらくして注目されたのが「アジア太平洋」

という概念だった。1994年の ASEAN地域フォーラムにはじまり、ASEANの中心性のもとで東

アジアサミットや ADMM プラスなどが推進され、それによって東南アジアを中心として、その

うちに米国や中国、さらにはインドを含むような協調的枠組みの構築が進められてきた。 

（3）しかし、米中対立という新たな大国間競合が我々に精神的地理の書き換えを余儀なくさせている。

そして、この新たな大国間競合の舞台はもはやアジア太平洋にとどまらず、インド洋へと広がっ

ている。「インド太平洋」概念はそうした状況を反映している。それが指し示すのは、東北アジア

から東南アジア及びオーストラリアを経由してインド洋へと広がっていく地域のことである。 

（4）中国は海軍力の強化を続けている。それはアジアから米国の海軍力を可能な限り遠ざけるため

と、インド洋経由でのエネルギー・ライフラインの確保のためである。中国海軍のインド洋で

の展開は、不可避的にインドを中国の戦略的ライバル関係に至らせる。それを背景としてイン

ドは米国や日本、オーストラリアとの協力を強化しているが、そのことはまた、西太平洋での

ライバル関係をインド洋に持ち込むことにつながっている。 

（5）中国は「マラッカのジレンマ」から逃れるために、石油・ガスのパイプラインを中国の昆明か

らベンガル湾沿いのチャウピュー経済特区（ミャンマー）に港湾を建設し、さらにはパキスタ

ンのグワダールの港湾施設を確保した。後者はペルシャ湾に近い。2020年に日米豪印の 4カ国

安全保障対話参加国はマラバール海軍演習を実施し、フェーズ 1 がベンガル湾で、フェーズ 2

がアラビア海で行われたのは偶然ではない。これらの対立は軍事的なものに限らず、外交活動

や経済支援などを通じた影響力をめぐる対立でもある。中国は一帯一路政策を通じて西太平洋

やインド洋にその経済的影響力の拡大を模索してきた。 

（6）太平洋とインド洋の間の戦略的・通商的つながりは、2010年、Robert Kaplanの著書 Monsoon

によって地理的に定義された。「マラッカ海峡は、21 世紀の多極的世界におけるフルダ・ギャ

ップ（抄訳者注：東西ドイツ国境の一部で東西の戦線がそこで開かれると想定されていた場所）

である」と。いまやヨーロッパ諸国の多くも「インド太平洋」の概念を受け入れており、「イン

ド太平洋」という精神的地理は深く根を張りつつある。 
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記事参照：The “Indo-Pacific” is Here to Stay 

12月 23日「2021年の南シナ海情勢展望、中国の視点から―中国南海研究院長論説」（China US 

Focus, December 23, 2020） 

12月 23日付の香港 China-United States Exchange FoundationのウエブサイトChina US Focus

は中国南海研究院の呉士存院長の“South China Sea Forecast”と題する論説を掲載し、ここで呉士存

は中国の視点から南シナ海の現状認識と 2021年の情勢を展望して要旨以下のように述べている。 

（1）南シナ海の現状は嵐の後の小康状態と言える。米国は政権移行期の混乱などで軍事活動を減速

させた。米次期政権の南シナ海政策と米中関係の動向―将来的に対立に向かうのか、それとも

平和的関係に向かうのか―が不確実であるが故に、南シナ海の領有権を主張する国々も中国の

権利を侵害して（中国の）反発を引き起こす程、無謀ではない。 

（2）では、2021 年の南シナ海情勢はどうか。2021 年の情勢は以下の要因によって特徴付けられる

であろう 

a．第 1 に、新たな趨勢として、法とルール作りの分野における抗争が軍事的対立にとって代わ

ることになろう。 

b．第 2 に、域外諸国は南シナ海における軍事的プレゼンスと活動を強化するであろう。日本と

オーストラリアに加えて、英仏両国が米軍の活動に参加することになろう。これら諸国は合

同哨戒活動や合同の「航行の自由」作戦といった形で共同して軍事活動を行う可能性がある。 

c．第 3に、2020年と比較して、領有権主張国は自らの既得権益を強化するために一方的な行動

を大幅に増やすであろう。例えば、ベトナムは中国の西沙諸島周辺海域での不法操業と南沙

諸島周辺海域での石油・天然ガス探査活動を増やすであろう。フィリピンは、仲裁裁判所の

裁定に基づいて、主として国内法、海洋法執行、軍事活動及び共同開発の先延ばしを通じて、

自らの領有権主張を強化しようとするであろう。マレーシアは、南康暗沙（South Luconia）

における石油・天然ガス資源の開発に適用されるよう国連大陸棚限界委員会（以下、CLCS

と言う）の審議を推し進めるために、そして琼台礁（Luconia Breakers）に対する管轄権を

主張するために、より積極的かつ強引になるであろう。 

d．第 4に、行動規範（以下、COCと言う）に関する協議は予期せぬ困難に直面することになろ

う。中国と一部の ASEAN 諸国の間には、幾つかの核心的条項に関して意見の相違がある。

一部の域外国は、協議プロセスを妨害するかもしれない。仲裁裁判の裁定と CLCSへの申請

は共に否定的な影響を及ぼすことになろう。こうしたことにより利害関係国間で COCに関す

るコンセンサスが成立することは困難であろう。 

e．第 5 に、南シナ海におけるより緊迫した軍事及び準軍事による活動が海上における偶発事案

を引き起こしかねない。こうした懸念は地域内外の国々とこれらの活動を対象とする危機管

理メカニズム構築の緊急性と必要性を高めている。 

（3）米国の Biden政権の発足当初は米国の南シナ海政策に大きな変更は期待できない。中米両国は

現在の抗争関係を続けることになるが、両国政府間の対話とコミュニケーションの枠組みが出

来上がるに伴い、「協調・抗争（coopetition）」関係となるであろう。この関係は、危機管理、

対立（特に法律戦）及び軍事的拡張を狙いとした海洋パワーの抗争を主体とした対話が特徴と

なろう。 

（4）他の南シナ海沿岸諸国との関係については、米国はアジア太平洋安全保障の枠組みの下で、南
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シナ海安全保障戦略を改めて推進することになろう。同時に、米国は日本、フィリピン及びベ

トナムとの軍事同盟を強化することになろう。このことは、南シナ海における人工島の造成と

それへの軍事的展開によって実現した中国に比較的有利な戦略態勢をある程度変えることにな

ろう。Biden 政権は拡大防衛協力協定を梃子に、そして改めて仲裁裁判の裁定を持ち出すこと

によって、フィリピンに対して中国か米国かの選択を迫るであろう。ベトナムは米国による国

内軍事基地の使用と両国間の安全保障協力、紛争海域における石油・天然ガス開発、そして中

国に対する独自の仲裁裁判への提訴の脅し、といった政策を押し進めるであろう。米国は引き

続き中国に対する高圧的政策を継続するであろう。マレーシアは米国の内密の支援を受けて

CLCSへの申請に関する審議を促し、南康暗沙（South Luconia）における石油・天然ガス資源

の開発を促進しようとするであろう。COC協議に関しては、米国は多国間主義への復帰後の戦

略的ニーズに基づいて、中国主導の南シナ海に関する規範作成プロセスに新たな障壁を設ける

か、あるいは交渉プロセスを行き詰まりにさせるために ASEAN における親米派を介して混乱

を引きおこすであろう。 

記事参照：South China Sea Forecast 

12 月 24 日「フランスはインド太平洋で存在感を示せるか―マレーシア国際政治専門家論説」

（The Diplomat, December 24, 2020） 

12月 24日付のデジタル誌 The Diplomatはマレーシアを拠点とするシンクタンク Strategic Pan 

Indo-Pacific Arenaの創始者 Kim Bengと同所研究員 Clementine Bizotによる“Is France Capable 

of Being an Indo-Pacific Power?”と題する論説を掲載し、ここで両名はインド太平洋地域における

フランスの役割について要旨以下のとおり述べている。 

（1）フランスは自国をインド太平洋における重要なアクターと自認している。フランスはインド洋

南部と太平洋に広大な海外領土を有しており、その排他的経済水域の広さは 1,170 万平方キロ

メートルと欧州の国では最大である。大国としてのフランスは国連安全保障理事会の常任理事

国の立場を有しているが、インド太平洋に広大な領域を有しているがゆえに、どの EU 諸国に

も先駆け「インド太平洋」概念を受け入れた国であることも思い出されたい。 

（2）フランスの海外領土の人口は 150万人、駐留する軍事要員は 8,000人ほどであるが、そうした

数字ではこの領土の戦略的価値は測れるものではない。しかしながら、フランスがそこに割り

当ててきた予算は一貫して低く、それゆえにこれらの領土に対しては、マイヨット・プログラ

ムやインド洋プログラムなどの EU による財政援助が提供されている。海外領土向けのフラン

スの 2021年度予算は 24.3億ユーロだが、それは前年比 2.5％増の数字である。軍事的な観点か

らもフランスのインド太平洋への軍事的プレゼンスは十分ではなかった。 

（3）しかし、フランスはインド太平洋地域の海外領土の重要性については十分理解しており、状況

は変化しつつある。インド太平洋の強国の一つだと自認し、その舞台において際立った存在で

あろうと模索しているようである。たとえば、その実効性には議論の余地があるものの、最近

「パリ－デリー－キャンベラ枢軸」が標榜され、中国の台頭に対して、この地域の海洋安全保障

協力の方向性が定められた。 

（4）欧州の他の国々もインド太平洋の重要性を認識するようになっている。たとえば英国がブレク

ジット後にインド太平洋について関心を強化しているのは、英国のその地域への「復帰」とみ

なされている。それは中国にはよく思われていないが、「自由で開かれたインド太平洋」の維持
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という点では米国に追随するものである。またドイツも独自のインド太平洋戦略を発表し、イ

ンド太平洋におけるヨーロッパの提携と協調を訴えた。 

（5）こうした動きはあるが、いずれにしても欧州の中でインド太平洋における最も大きな存在感を

持つのはフランスであろう。その戦略的領域を考慮すれば、フランスはインド太平洋における

プレゼンスをまたたく間に強化できるだろう。 

記事参照：Is France Capable of Being an Indo-Pacific Power? 

12月 25日「より強靭で包括的なアジア太平洋地域を構築する方法を再考する時―APEC政策支

援ユニット専門家論説」（East Asia Forum, 25 December 2020） 

12月 25日付の豪Crawford School of Public Policy at the Australian National Universityのデジ

タル出版物である East Asia Forumのウエブサイトは APEC Policy Support Unit長 Denis Hewと

同研究員 Andre Wirjoの“Time to rethink how to build a more resilient and inclusive Asia Pacific”

と題する論説を掲載し、ここで両名は強靭で包括的なアジア太平洋地域を構築するために既存の政策

を再考し、デジタル化を全面的に推進する必要があるとして要旨以下のように述べている。 

（1）2020年 11月にオンラインで開催されたアジア太平洋経済協力（以下、APECと言う）首脳会

議で参加者たちは世界貿易機関（以下、WTOという）と国境を越えた商品やサービスをより自

由に取引することを可能にした多国間の規則に基づく貿易システムへの支持を再確認した。貿

易自由化イニシアチブが 2 国間または地域の自由貿易協定によってますます支配されているよ

うに見える時期に、WTOの制度改革を行う必要性について一般的なコンセンサスがあった。 

（2）アジア太平洋地域は、貿易・投資の自由化、ビジネス円滑化、地域経済統合を促進するための

主要なフォーラムとして、多国間貿易システムの主要な受益者となっている。APEC 経済を含

む商品及び商業サービスの貿易は、1994年から 2019年の間にほぼ 5倍になり、年間平均 6.7%

の増加であった。2019 年、APEC 諸国は世界貿易のほぼ半分を占め、APEC 内の商品貿易は

67.4%であった。しかし、COVID-19 の発生に伴ってすべてが変わった。感染を抑制するため

に、APEC 経済はロックダウンと移動の制限を課した。このような封じ込め措置により、消費

者需要が急落し、事業投資が停止したため、経済活動はほぼ停止した。グローバルなサプライ

チェーンは、生産停止と物流の停滞により深刻な混乱を引き起こした。最新の APEC地域の動

向分析レポートによると、この地域は 2020年に 2.5%縮小した。それは 1.8 兆米ドルの生産損

失に相当する。何百万人もの人々が職を失い、貧困に陥った。COVID-19 は環境の悪化や社会

的・経済的不平等など、この地域が直面する多くの既存の課題を悪化させている。これらの分

野や他の分野での取り組みの倍増が必要である。パンデミックに対抗するためのヘルスケア部

門の準備と対策の強化を行わなければ、経済は野生動物の生息地の喪失につながり、人間との

より頻繁な接触を引き起こし、公衆衛生上のリスクを増大させることを認識しなければならな

い。COVID-19 に関する医療廃棄物の量の増加、特に使用プラスチック量の増加とその不適切

な管理は、環境劣化を激化させる可能性がある。経済は生産の代替モードを検討する必要があ

る。循環経済は廃棄物を最小限に抑え、これらの環境問題に対処するために広く採用できる資

源の使用を最適化する。APEC 経済技術協力運営委員会は持続可能な成長と将来の技術活用を

通じて生活の質を守るという優先事項に沿って循環経済に関する政策対話を開催した。 

（3）デジタル化の傾向は COVID-19 感染拡大以前から進行していたが、企業、労働者が危機に取り

組む中で、デジタルアプリケーションは加速している。デジタルソリューションは、オプショ
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ンではなく必需品となっている。デジタル決済は企業が必要とする流動性へのアクセスを促進

している。家計はデジタルなコミュニケーションを維持し、日常の必需品を購入するために複

数のデジタルプラットフォームに依存している。政府は、ウイルス接触追跡に革新的なデジタ

ル技術を利用している。デジタル化はデータプライバシー、サイバーセキュリティ、オンライ

ンの誤った情報拡散といった新たな課題を抱えているものの、デジタル世界に進出する人々が

増えるにつれてますます普及している。デジタル格差は、デジタル化の潜在的な利益を制限し

ている。各国経済は、デジタル経済の機会を最大化し、課題を克服するために大幅な構造改革

を行う必要がある。データのプライバシーに関しては、規制当局は個人データが保護されてい

ることを保証しながらデータを利用するビジネスの成長を促進することの間の適切なバランス

を見つける必要がある。不平等是正の強化は経済が注意を払う必要があるもう一つの重要な側

面である。何十年にもわたる経済成長にもかかわらず、経済パイを拡大し生活水準を向上させ

るパイの分配は、公平とは程遠く健康、教育、経済的機会へのアクセスに悪影響を及ぼしてい

る。パンデミックは女性、若者、不安定な労働者などの最も貧しく最も脆弱な人々にこれらの

不平等を暴露した。不平等の拡大が世界的な反グローバリゼーション感情の高まりの主な要因

の一つであるため、経済は脆弱なグループが亀裂にはまりこむことを防ぐ必要がある。 

（4）より強靭で包括的なアジア太平洋地域を構築するために、既存の政策を真剣に再考する必要が

ある。新たに APEC で採択されたプトラジャ・ビジョン 2040 は、オープンで弾力性のある平

和なアジア太平洋地域のビジョンを達成するための主要な推進要因のとして「イノベーション

とデジタル化」と「強力でバランスのとれた、安全で持続可能で包括的な成長」を掲げている。

APEC の次のホスト国のニュージーランドは、経済回復を強化する経済・貿易政策、経済回復

のための連携と持続可能性の向上、イノベーションとデジタル化の追求の三つの優先事項を中

心に、議題を作ることを明らかにした。 

記事参照：Time to rethink how to build a more resilient and inclusive Asia Pacific 

12月 30日「中国海警と尖閣諸島―日国際法専門家論説」（The Diplomat, December 30, 2020） 

12月 30日付のデジタル誌The Diplomatは国際法を専門とする明治学院大学鶴田順准教授の“The 

Chinese Coast Guard and the Senkaku”と題する論説を掲載し、そこで鶴田は 2020年、尖閣諸島

周辺における中国の活動がこれまでで最も活発化したことを受け、日本がそれにどう対応すべきかに

ついて要旨以下のように述べている。 

（1）東シナ海に位置する尖閣諸島は魚釣島や久場島、大正島など五つの島と三つの岩礁から構成され

ており、日本の領土の一部である。しかし、その周辺において石油・ガス資源等が豊富であるこ

とを国連の報告書が示唆した後の 1971年 3月、中国外交部がその領有権を主張したのであった。 

（2）ここ数年、中国海警船による尖閣諸島周辺での活動が活発化している。2020年にはどのような

動きがあったかをまとめることで日本が今後どのようにそれに備えるべきかを提言したい。結

論から言えば 2020年の中国海警船の活動はこれまでで最も活発であった。尖閣諸島周辺海域で

行動する海警船の数、海域にとどまる期間、日本漁船への接近などの事件の数すべてにおいて

最大を記録したのだ。 

（3）中国側の主張は、海警船が国内法に基づき法執行活動を遂行しているというものである。しかし

その「法執行活動」は日本漁船の査察や漁船の拿捕、乗組員の逮捕など実際的な形をとるもので

はなかった。おそらく実際にそうしたことが行われた場合、それは国際法によって日本の主権の
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侵害とみなされるだろう。海警船が日本の領海内で中国の法律を執行する権利などそもそもない。 

（4）日本は事態の不拡大という方針を採っており、海警船への対処はその航路の制限や領海からの

退去要求など穏当なものに留まってきた。しかしその結果は、上述のように 2020年の中国海警

船の活動はこれまでで最大であり、2020年の防衛白書に示されているように、日本はこうした

中国の動向に懸念を深めている。2020年 11月 17日、日豪首脳会談の共同声明は、東シナ海に

おける「現状を修正し、緊張を高めようとするいかなる威圧的な単独行動に対する強い反対」

を表明した。 

（5）こうした現状に日本はどう対処すべきだろうか。まず日本は尖閣諸島をめぐる状況の正確な認

識、分析、評価を行わねばならない。そのうえで、これまでの日本の対応が限定的であったこ

とを理解し、海警船の活動により効果的に対処し続ける必要がある。つまり、2021年に尖閣諸

島周辺海域で何が起きるにせよ、日本の方針と対応は相手国の行動の非難に留めるべきではな

く、より力強いメッセージを送るべきであろう。また、日米安保条約に基づく米国の日本防衛

義務が尖閣諸島を包含するという言質を米政府側から取ることも必要であり、2021年に東シナ

海で予定されている英仏海軍との共同演習なども重要な意味を持つ。ただ、何よりも日本が独

自の備えをしなければならない。 

記事参照：The Chinese Coast Guard and the Senkaku 

 

 

1－3 漁業、海運、造船、環境等 

11月 16日「太平洋島嶼国は、バイデン政権の気候変動に関する動きに期待－豪専門家論説」（The 

Diplomat, November 16, 2020） 

11 月 16 日付のデジタル誌 The Diplomat は豪政治アナリスト Grant Wyeth の“Pacific Island 

States Look Hopefully to Biden Administration for Movement on Climate Change“と題する論説

を掲載し、ここでWyethは次期米大統領に Joe Biden氏が選出されたことは太平洋島嶼国の気候変

動対処に好影響を与える可能性があるとして要旨以下次のように述べている。 

（1）Joe Biden 氏が次期米国大統領に選出されたことは世界各地に必要な救済をもたらすことにな

る。太平洋島嶼国にとって米国がパリ協定に再び参加するという Biden氏のコミットメントは

大いに歓迎された。フィジーの Bainimarama 首相は今年の国連総会で多国間主義の理想にコ

ミットし続けるよう各国を促した。 

（2）太平洋島嶼国にとって、国際社会との交渉を成功させるために重要なのは大きな力を持つ国に

彼らの利益と懸念を理解させ、表面化させることである。これはオーストラリアにとっての課

題ともなっており南太平洋での中国との最近の戦略的競争など、その役割を真剣に受け止め始

めている。しかし、太平洋の最も差し迫った懸念である気候変動については、オーストラリア

は役に立たないばかりか妨害する側にいる。 

（3）Trump大統領の下でパリ協定から米国が脱退したことは気候変動対処に反対する豪政府を助け

ることになった。しかし、この問題に真剣に取り組むことを約束している Biden氏の存在はオ

ーストラリアが自らの義務から逃避することを困難にし、太平洋島嶼国にとって有益な変化が

期待できる。 
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（4）Bainimarama首相にとっては米国の権力シフトに頼り、これが太平洋島嶼国にとって有益であ

ると期待するだけではなく、次期 Biden政権に対し気候変動がこの地域に及ぼしている影響に

ついて直接説明する必要がある。Bainimarama首相は Biden氏をフィジーで開催される 2021

年 8月の太平洋島嶼フォーラム（以下、PIFと言う）島サミットに招待した。 

（5）米国は太平洋島嶼国を通じて太平洋全域に多額の投資を行っている。米領サモア、北マリアナ諸

島、グアムは PIFのオブザーバーであり、米国との自由連合盟約国となっている三つの独立国、

すなわちミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオは PIFの正式な加盟国である。最近の PIF

島サミットへの米国からの出席者でもっとも高位だったのは、2012年にクック諸島が主催したサ

ミットに出席したHilary Clinton国務長官だった。Biden氏が 2021年のサミットに出席したな

らば、それは彼の政権が優先事項とする施策の実績となるだろう。より強力な国々が太平洋島嶼

国の指導者と真摯に献身的に関与することがもっとも説得力のあるシグナルとなる。 

（6）PIF 2021への Biden氏の出席はオーストラリアの行動を規制するのにも役立つであろう。昨年

のフォーラムでMorrison豪首相が気候変動への懸念を否定したとき、太平洋島嶼国の指導者た

ちは侮辱を受けたと感じた。豪代表団は石炭への言及をすべて削除することでフォーラムのコ

ミュニケを弱体化させようとした。オーストラリアにとっては大規模な石炭産業を脱炭素化の

試みから保護すること、及びそれを先延ばしにする技術的変革は政治問題化している。  

（7）Biden氏の米大統領への選出、及び世界の炭素排出量を削減するためのコミットメントは、オー

ストラリアに大きな圧力をかけ、太平洋島嶼国のニーズに共感する側へとオーストラリアを転換

させる可能性がある。さらに Biden氏が来年の PIF島サミットに出席した場合、太平洋島嶼国が

直面している窮状が理解され、これらの国々が強力な同盟国を獲得する可能性が考えられる。 

記事参照：Pacific Island States Look Hopefully to Biden Administration for Movement on 

Climate Change 

 

 

 

２．欧州、中近東、米州 

2－1 軍事動向 

10月 1日「ロシアとイラン、湾岸地域での軍事協力を拡大―ユーラシア問題専門家論説」（Eurasia 

Daily Monitor, The Jamestown Foundation, October 1, 2020） 

10月1日付の米シンクタンクThe Jamestown FoundationのウエブサイトEurasia Daily Monitor

はユーラシアの民族、宗教問題の専門家 Paul Gobleの“Russia, Iran Expand Military Cooperation 

Against US and Europe in Gulf”と題する論説を掲載し、ここで Gobleはロシアとイランがカスピ

海だけでなくペルシャ湾における海軍の共同を進めようとしており、イランはペルシャ湾に面するチ

ャーバハール、バンダレ･アッバース、バンダレ･ブーシェフルの 3海軍基地をロシア海軍の使用に提

供すると申し出ているとし、このことはロシアのイランに対する影響力を大きくし、情勢が悪化して

いるアルメニア－アゼルバイジャン紛争にイランが介入することを制約することができる可能性は

あるが、それはペルシャ湾、さらにはそれ以遠におけるロシア海軍の展開を可能にする機会の窓を開
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くという対価を支払うことになると警告し、要旨以下のように述べている。 

（1）最近のアルメニアとアゼルバイジャンの軍事的紛争はロシアとイランの軍対軍の紐帯の拡大を

覆い隠しており、テヘランはモスクワに対しペルシャ湾に面した 3 カ所のイラン海軍基地の使

用を提起している。既に「ロシア－イラン軍事同盟」について語られているが、「ロシア－イラ

ン軍事同盟」は両国がペルシャ湾における米国の展開に対抗し、米国が維持しようと支援して

いる石油の海上輸送路に脅威を及ぼすことができる。 

（2）ロシアとイランはここ数年間、軍同士の紐帯の拡大について話し合ってきた。最近の数週間、

両国のこのような関係はより具体的なものになってきたようである。これは国連の対イラン武

器禁輸の制裁措置が 10月半ばに失効するからである。両政府はロシアがさらなる制裁を招くこ

となく、イランが必要とする武器システムを売却できる立場に立つことを望んでおり、2019年

夏には両国は軍事協力を促進することで合意したと報じられている。モスクワの軍事評論家

Konstantin Dushenovは、最近の記事で両国はカスピ海だけでなくペルシャ湾及びホルムズ海

峡においても定期的な海軍の演習を実施することで合意したと述べている。 

（3）ロシア及びイランのメディアは米誌の記事を引用し、米国がロシア－イラン軍事協力の見通し

を警戒していると報じている。ワシントンはイランがロシア製兵器を購入し軍事力を近代化す

ることを望んでおらず、モスクワが予想に反して方針を変えなければ、事態はその方向に進み

そうである。しかし、イランが報じたチャーバハール、バンダレ･アッバース、バンダレ･ブー

シェフルの 3 海軍基地のロシアの使用についての申し出が実行に移されれば米国及び西側はさ

らに警戒するだろう。 

（4）イラン憲法が領域内に外国の基地を置くことを禁止していること及びイラン社会が国土に外国

軍隊がいることに疑いの目を向けることで有名であることを考えれば、イランの提案は問題を

含んでいる。しかしテヘランの申し出はイランが直面する軍事的情勢がいかに困難であるか、

そしてロシアに対し、イラン海軍と共同するか、単独であるかにかかわらずペルシャ湾及びそ

れ以遠へ兵力を投射する能力を劇的に向上させることを同時に示唆している。ロシアのウエブ

サイト Svobodnaya Pressaの記者は、内陸のカスピ海だけでなく、ペルシャ湾においてもロシ

ア－イラン協調の見通しは将来に関してワシントン当局者の間に恐れを引き起こしていると述

べている。 

（5）Svobodnaya Pressaの記者は、イランは背後にロシアがいるので大胆になり、フリーの安全保

障研究者 Sergey Ishchenkoの言葉を借りて、この協調は「米国をペルシャ湾から追い落とす」

道を開くだろうと述べ、さらにイランのHosseyn Hanzadi大将（抄訳者注：イランイスラム共

和国海軍司令官）のカスピ海だけでなくペルシャ湾でも「以後、モスクワとテヘランは定期的

に共同行動を採る」との発言を引用している。そのような共同行動は米国の対応を複雑化させ

るものである。米国がイランの蠢動に対応することは、ロシアがイランの陰に隠れて行うこと、

あるいは最終的にはロシア自らが行うことに対応することとは別の問題である。 

（6）これら全てはアルメニア－アゼルバイジャン紛争の最近の情勢が激化している中で起こりつつ

ある。しかしアルメニア－アゼルバイジャン紛争の進展と無関係でないかもしれない。テヘラ

ンはロ海軍との協調を切望しており、ロシアのより大きな影響力を考えれば、モスクワはイラ

ンが北方のイスラム共和制の二つの隣国（抄訳者注：アゼルバイジャンの国民のほとんどがイ

スラム教徒であるが、アルメニアは歴史的にも世界で初めてキリスト教を国教としており、現

在は国教の指定はないが大部分の国民はキリスト教徒である。この「イスラム共和制の二つの
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隣国」と言う表現は筆者の誤りであろう）間の紛争に関与することを自制するよう主張する立

場にあるだろう。このことは、エレヴァンとバクー間の紛争を局限するのに役立つだろうが、

それはロシアの西側に対する軍事的展開が境界を越えて劇的に拡大する道を開くという対価が

支払われたときだけである。 

記事参照：Russia, Iran Expand Military Cooperation Against US and Europe in Gulf 

10月 2日「遠征機動基地、アフリカに目を向けてクレタ島に進出―米デジタル誌報道」（Breaking 

Defense, October 02, 2020） 

10 月 2 日付の米国防関連デジタル誌 Breaking Defense は“Eye On Africa, Navy’s New Ship 

Homeports in Crete”と題する記事を掲載し、米国は東地中海の情勢、特にリビア情勢及びロシア及

び中国のアフリカにおいて拡大する活動状況に対応するためクレタ島に遠征機動基地 2番船「ハーシ

ェル･ウッディー･ウイリアムズ」を展開したとして要旨以下のように報じている。 

（1）米国は地中海に新たな海軍の母港を得た。米艦艇はクレタ島の小さな前哨基地を母港と見なす

だろう。それは、地中海東部とアフリカにおけるロシア及び中国の活動に米国が深い懸念を持

っていることを示している。9月 28日の週初めにクレタ島を訪問したMike Pompeo国務長官

は「基地の戦略的位置に照らして文字どおり完璧な選択であり、拡大し、成長し続ける防衛提

携の象徴である。ロシアが地域、特にリビアを不安定化し続けていることからギリシャとの防

衛協力は特に重要である」と語っている。 

（2）米海軍と沿岸警備隊の艦船は、定期的にアフリカの同盟国と訓練を実施しているが、アフリカ

大陸沿岸で任務に専念する艦船は遠征機動基地（Expeditionary Sea Base）「ハーシェル･ウッ

ディー･ウイリアムズ」が最初である。同船の展開は、ロシアと中国がアフリカ大陸全域に大規

模な投資を行っており、ギリシャとトルコの緊張が高まり、テロの脅威がサヘル全域に拡がり

続けているからである。クレタ島はリビアに対する迅速な攻撃の開始点を提供している。リビ

アでは血なまぐさい内戦が続いており、ロシア、トルコ、エジプトが武器を供給し、様々な集

団を支援している。米アフリカ軍はリビアのアル・ジュフラ、アル・カディム両飛行場に 14機

のロシアの戦闘機が展開しているとした一連の発表を 2020年初めに行っている。 

（3）クレタ島北西部にある The Naval Support Activity Souda Bayは、長きにわたって米第 6艦隊

の後方支援のハブとして機能してきた。「ハーシェル･ウッディー･ウイリアムズ」の母港となる

ために大規模な改修は必要なかった。「ハーシェル･ウッディー･ウイリアムズ」は、対海賊から

パートナー国との訓練、対機雷戦まで様々な任務を遂行できるよう設計されている。同船は飛

行甲板から 4 機のヘリコプターを運用する能力を有し、無人機の離発着が可能であり、海兵隊

及び特殊戦部隊と行動するための指揮統制システムが含まれている。 

（4）米第 6艦隊司令官 Gene Black中将は、「独特の設計になる船は海兵隊や特殊戦部隊との軍種、

兵種を跨ぐ作戦を助長している。そのことは海洋の安全舗装と安定を確実にするための米国の

能力を改善している」と述べている。 

記事参照：Eye On Africa, Navy’s New Ship Homeports in Crete 

10 月 5 日「米軍や NATO の北極海及び地中海の動向を警戒するロシア―米専門家論説」（The 

National Interest, October 5, 2020） 

10月 5日付の米隔月誌 The National Interest電子版はミシガンを拠点とする著述家 Peter Suciu
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の“Russia Is No Fan of the U.S. Military’s Pivot to the Arctic and Mediterranean”と題する論説

を掲載し、ここで Suciu はロシアがその周辺海域における米海軍や NATO 加盟国の海軍による活動

に懸念を抱いていることについて要旨以下のように述べている。 

（1）過去数週間、ロ当局者たちはロシア連邦の国境付近での米軍機や米海軍艦艇のプレゼンスを非

難すると同時にヨーロッパでの NATOの展開にも「懸念」を表明している。数日前、ロシアの

国営メディアは地中海東部地域での米国の軍事的プレゼンスを高めるための「明確な反ロシア

の特質をもった米国の」計画と表現されたものによって、最近の不安が生じていると報じてい

る。ロ外務省のMaria Zakharova報道官は、記者団に対し「（これらの計画は）明らかに反ロ

シア的な性質をもち、米国の攻撃的な政策を反映しており、一般的に言えば、この地域の平和

と安全の促進に逆行する」と述べている。 

（2）ZakharovaのコメントはMichael Pompeo米国務長官が 9月 27日から 28日にギリシャを訪問し

たことを受けてのものである。Pompeoは NATOのパートナーとの間で投資を促進し、両パー

トナー間の戦略的対話の発展を促すことを目的とした、さらなる協力と技術に関する協定に署

名するためにギリシャを訪問していた。Pompeo のこの地域の訪問は地中海東部の石油、天然

ガスその他の資源をめぐる海洋にかかわる紛争の主な原因となっているギリシャとトルコの間

で緊張が高まっている中でのことでもある。しかし、アテネとアンカラは大陸棚問題に関する

協議再開を待っていたと思われ、Pompeo は米国は対話を強く支持すると述べている。クレタ

島のソウダ湾にある米海軍の最新の遠征機動基地は平和を維持するためとしてトルコを説得す

るのに十分であるかもしれないが、それはロシアにとっての懸念のままであるかもしれない。 

（3）モスクワの注目を集めているのは在ギリシャ米軍の増加の可能性だけではなく、その北方で増

加する NATOのプレゼンスもそうである。Zakharovaは 9月、デンマーク空軍の協力を得て英

海軍、米海軍及びノルウェー海軍の海軍部隊が参加した北極圏での軍事演習を指摘した。NATO

のパートナーたちは公海において海運の自由の演習を行っていたが、クレムリンの当局者たち

は、ロシアの国境付近でのもう一つの攻撃的な動きと考えている。 

（4）モスクワは、英国が北極評議会のオブザーバーとしての地位にあるにもかかわらず、北極圏に

関していえば、より建設的なアプローチを取るより軍事的及び政治的な側面に焦点を当てるこ

とを好んできたことを示唆している。「2018 年、英国は北極圏以外の国で初めて国家的な北極

圏の軍事戦略を公表した」と Zakharovaは付け加えた。 

（5）5月には米海軍第 6 艦隊の艦艇と英海軍の艦艇 1隻が、冷戦後初めてロシア北西部の北極圏沿

岸のバレンツ海に進入するなど、この夏の間に NATOは同地域へのプレゼンスを高めていた。

ロシアは、この地域を自分たちが独占的に所有するものと見なしてきた。これに起因する、鉱

物資源が豊富に存在する可能性のある海域をめぐる領土紛争によって、この地域が「次の南シ

ナ海」といえるようなものになりつつあると考えられている。 

記事参照：Russia Is No Fan of the U.S. Military's Pivot to the Arctic and Mediterranean 

11 月 19 日「ロシア、スーダンに海軍基地建設―ロシア専門家論説」（Eurasia Dairy Monitor, 

November 19, 2020） 

11月 19日付の米シンクタンク The Jamestown Foundationが発行する Eurasia Daily Monitorの

ウエブサイトは同所軍事専門家で元ソ連科学アカデミー上級研究官 Pavel E. Felgenhauer 博士の

“Russia to Build Naval Base in Sudan?”と題する論説を掲載し、ここで Felgenhauerはロシアはス
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ーダンと恒久的なロシア海軍基地をスーダンに建設することに合意し、その基地は将来、インド洋に対

する核ミサイル搭載可能なロシア小型艦艇の拠点にもなりうるとして要旨以下のように述べている。 

（1）Putin 大統領はロ国防省がスーダンと恒久的な軍事基地「海軍補給ステーション」を建設する合

意文書に署名することを認める命令を出した。新海軍基地の場所はスーダン海軍の数隻の哨戒艦

艇も拠点としているスーダンの主要な貿易港ポートスーダンの近くにある。基礎合意は 25年間継

続され、相互の同意を得て、さらに 10 年間延長することができる。ロシア海軍の基地は約 300

人の武装した警備員が警備する。地元に駐留するロシアの兵士はすべて完全な外交的な免責が認

められる。基地には原子力艦艇を含む最大 4隻の艦艇を停泊することができる。ロシアはスーダ

ンに代金を支払わないが、別の追加合意の下でスーダンに無償で軍事物資と武器をある程度送る

ことに合意したようである。ロシアは居住区、倉庫、海軍整備補給施設、ドックを含む基地を建

設するための工事を行いその費用を支払う。さらに、ロシアは自国基地とポートスーダン付近の

スーダン海軍施設の両方を守るための対空防衛を行う。合意の草案は、スーダンのロシア空軍基

地については言及していないが、ロシアの航空機は明らかにスーダン領空の使用を許可されるで

あろう。大きな国際空港はポートスーダンの南に位置し、ロシアはそれを利用することができる。

合意案によるとスーダンのロ軍人の数は当初の 300人を超える可能性がある。冷戦中、ロ海軍の

艦艇は当時エチオピアの一部であったエリトリアの紅海沿岸に配備され、1991年、冷戦とソ連が

終わりに近づくとエチオピア政権は崩壊し、エリトリアは独立しロシアはこの地域から撤退した。

ロシアは以前、内戦のあった南イエメンからも撤退していた。今、ロシアは戦略的に重要と見な

されるこの地域に軍事的拠点を確立し、戻ってこようとしている。 

（2）近年、ロシアはアフリカ全域で影響力を拡大している。しかし、スーダンの基地は海軍用であり、

アジアとヨーロッパ、アデン湾、アラビア海、湾岸地域、インド洋を結ぶ紅海の海上交通路に海

軍の戦力を投入しようとしている。米国はインド洋のディエゴ・ガルシアに戦略的に重要な拠点

を維持している。米第 5艦隊はバーレーンのマナマを母港としている。米中央軍司令部（USCC）

と米空軍中央司令部（USAFCC）はカタールのアル・ウデイド空軍基地にある。米海軍艦艇はこ

れまで比較的安全であると考えられてきた紅海から直接、中東の目標に対し巡航ミサイルを発射

し、航空攻撃を行うこともある。ロシアの軍事専門家によると、スーダンの新しい基地はシリア

にある既存のロ海軍及び空軍基地の歓迎すべき拡張である。ロシア国防相によれば、シリアの海

空軍基地は「数十隻の艦艇を収容し、航空支援とともに補給と整備を提供している」という。ス

ーダンとの合意草案は、原子力軍艦の存在の可能性に言及しているが、今日、就役状態にあるロ

シアの原子力推進水上艦はキーロフ級原子力巡洋艦の「ピョートル・ヴェリキー」だけであり、

姉妹艦「アドミラル・ナヒモフ」の改造工事が終了し、運用に復帰した後、「ピョートル・ヴェリ

キー」はセヴェロドヴィンスクでの改造工事を行うため常時運用されているわけではない。2020

年末までに排水量 20,000トンのリデル級原子力駆逐艦の建造を開始する計画は、予算不足、石油

の低価格、COVID-19 感染拡大のために無期限に棚上げされている。これらのことからロシアの

原子力艦艇がすぐにスーダンに配備されることはないであろう。 

（3）ロシアはソヴレメンヌイ級駆逐艦が中国に輸出された 1990年代初頭以降、駆逐艦を建造してい

ない。したがってロシア海軍には今日、運用可能な駆逐艦はほとんどない。さらにロシアは 2014

年以前にウクライナで生産されたエンジンを新しいフリゲートに装備するには問題を抱えてい

た。ウクライナは現在敵対国となったからである。ロシアは、さまざまな種類のコルベットと

小型ミサイル艇を建造することで海軍力を増強してきた。これらの小型艦艇の多くは、3С-14
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垂直発射装置を装備しており長射程のクラブ巡航ミサイルを発射することができる。核弾頭の

ミサイルを使用すると、ロシアのコルベットは米国の空母機動部隊、ディエゴ・ガルシア、そ

の他の戦略的に重要な目標を単独で破壊することができる。ロ海軍は、これらの小型艦艇を戦

略的に使用することを余儀なくされている。しかし実際には、これらの小型艦艇は航続能力が

限られており、防空能力は低く、装備することのできる長射程ミサイル数も限られている。イ

ンド洋で継続的に敵に戦略的脅威を与えるためにはロシアの小型艦艇は絶対に補給とミサイル

の再装填のために当海域に基地を必要とする。したがって、スーダンとの協定草案の原子力艦

艇に関する条項は実際にはロシアが危機の時にコルベットに搭載する核兵器をスーダンの基地

に密かに準備しておくことを可能にするためのカバーストーリーであるかもしれない。 

記事参照：Russian Naval Base in Sudan: Extending Moscow’s Influence in Middle East and 

North Africa 

 

 

2－2 国際政治 

11月 12日「フランスは米欧の橋渡し役となれる―米軍事専門家論説」（USNI News, November 

12, 2020） 

11月 12日付のU.S. Naval InstituteのウェブサイトUSNI Newsは米海軍関連雑誌Navy Timesの元

編集長で現米陸軍協会通信部長 John Gradyによる“Panel: France Could be ‘Bridge Partner’ Between 

U.S., Europe to Counter China, Russia”と題する論説を掲載し、ここでGradyは現在の国際関係にお

いて存在感を増しつつあるフランスが中国の台頭やロシアの攻勢に対して米国とヨーロッパの関係をど

のように構築していくか、あるいはしていくべきかについて要旨以下のように述べている。 

（1）2021年 1月、米国で新政権が発足し、イギリスは EU 離脱の移行期間を終える。それによって

今後フランスが米国とヨーロッパを橋渡しする提携国家としての役割を担うことになるかもし

れないというのが安全保障専門家の見立てである。 

（2）フランスは 1960年代に、その「戦略的自立」を訴えて NATOから脱退したが、2009年に復帰

した。NATOから脱退したときと核保有国である米仏をとりまく状況は 180度転換し、現在の

米仏関係は米国独立革命以来、歴史上前例のないほど緊密だという。再びこの分裂が起きない

ようにするためには米仏政府が対話を続け、今後直面するであろう新たな安全保障上の課題に

ともに対処するための連合を構築する必要がある。 

（3）米仏関係緊密化の一例は軍事的協力の強化である。たとえば対潜演習である Dynamic Mongoose

作戦などが年に一度 NATO主導のもとで行われている。またフランスが空母シャルル・ド・ゴ

ールを中東に派遣し、米国海軍のプレゼンスの欠如を埋め合わせる事例もある。James Foggo

退役海軍大将は、こうした協力のレベルをさらに拡大する必要があると述べている。また仏軍

事省国際関係戦略局局長の Alice Guittonは、宇宙やサイバー分野にまでその協力を拡大すべき

だと訴えている。Foggo は我々がともに直面している脅威が何であり、目標が何であるかを共

有すべきだと主張している。 

（4）しかし米国とフランスの世界の見方が同じというわけではない。専門家たちは米国の国防戦略

が中東やアフリカの対テロ戦争から、とりわけインド太平洋における大国間競合へと転換した
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ことで意見を一致させている。他方でフランスの Macron 大統領は、中国やロシアを脅威とみ

なしつつも、なお対テロ作戦を最優先事項と位置づけている。最近リヨンやウィーンでテロが

起きたヨーロッパにしてみれば、それこそが直近の脅威だという認識なのである。 

（5）そのフランスの戦略の延長線上にアフリカ重視がある。フランスは組織的なテロ攻撃の危険に

さらされているアフリカ大陸の諸政府支援のために空軍や地上軍を派遣してきた。それに対し

て米国は、アフリカでの対テロ作戦では補助的な役割しか担っていない。あくまでアフリカで

の対テロ作戦は米国にとって最優先事項ではない。実際、Trump政権は、米アフリカ軍司令部

をドイツのシュトゥットガルトから移動し、別の地域軍司令部と統合する可能性を示唆した。

来たるべき新政権がこの方針を引き継ぐかどうかははっきりしていない。 

（6）Foggoによれば米国によるアフリカの相対的軽視はリスクを伴うものだ。アフリカ大陸は 2050

年までに人口が 25億人にのぼるとされ、現在まさに中国がその大陸に種々のインフラ建設を計

画し、それに投資を行っている。フランスは米国よりもその重要性を理解しているのであろう。

それは 5G 技術に関しヨーロッパ大陸でも同様に展開されていることであり、情報技術に関し

て中国に依存することの危険性は理解せねばならない。 

（7）米国は NATO の同盟国に国防費を GDP 比 2％まで支出するよう求めてきたがフランスは他国

の動向をにらみつつ、自国の立場を維持してきた（抄訳者注：今年度のフランスの国防費は GDP

比 2％を超える見込み）。Biden政権は Trump政権よりは一方的ではないだろうが、おそらく、

ヨーロッパ大陸における中国の影響力増大や 5G 技術に関して EU 諸国との対話に強硬な姿勢

で望むと予測される。 

記事参照：Panel: France Could be ‘Bridge Partner’ Between U.S., Europe to Counter China, 

Russia 

11 月 23 日「カナダによるフリゲートの建造と輸出管理―米専門家論説」（The Diplomat, 

November 23, 2020） 

11月 23日付のデジタル誌 The Diplomatは米国のUniversity of Kentuckyの Patterson School of 

Diplomacy and International Commerce 助教授 Robert Farleyの“IP Dispute May Slow Canada’s 

Plans to Procure New Frigates”と題する論説を掲載し、ここで Farleyはカナダが建造しようとし

ているフリゲートと、それをめぐる防衛産業の脱国家化に起因する輸出管理の問題について要旨以下

のように述べている。 

（1）カナダは印象的な新型フリゲートを建造しようと試みているが、その前にますます一般的にな

ってきている問題に対処する必要がある。それは輸出管理の過酷さである。このフリゲート建

造計画に関わっている企業の一つに対し、ある国がその艦に搭載される電子機器は同企業独自

の仕様によるもので、使用に関して問題があると主張してブレーキをかけている。特定されて

いないが、その協力している国は、国レベル以下の産業交渉でこの問題に対応するのではなく

オタワとの政府間交渉を主張している。 

（2）防衛産業がますます脱国家的性質を帯びてきていることと相まって、厳格な輸出管理は得意先

を多く持つ国家が、信頼性が欠けると判断した競争相手または他国への高度な軍事技術の供与

を拒否することが可能な「兵器化した相互依存性」という紛糾を生み出している。場合によっ

ては、これによって国家は競争相手が高度な軍事技術を購入しようとする取り組みを完全に阻

害することが可能になる。 
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（3）今回の場合、カナダの提携先である国が建造の過程でより良い取引を得るために、技術の所有

権を利用していると思われる。カナダは可能性があるパートナー国のいずれに対しても、実際

の安全保障上のいかなる種類のリスクも示していないため、カナダと匿名のパートナー国はこ

の問題を解決することができる可能性が高いように思われる。 

（4）世界の防衛産業がより複雑で脱国家的になってきており、政府や企業は輸出管理を独創的に利

用するか、重要な技術の直接的な所有権を維持するといういずれかを通じて、交渉上の影響力

を生み出す機会をますます見出すことになるだろう。長期的にはこれが各国の防衛調達を可能

な限り国際的な提携者からではなく、国内企業の管理下とすることに拍車をかけることになる

かもしれない。 

記事参照：IP Dispute May Slow Canada’s Plans to Procure New Frigates 

11月 25日「スーダンでの海軍基地建設により、ロシアは中東・北アフリカへの影響力拡大を図

っている―米専門家論説」（Eurasia Dairy Monitor, November 25, 2020） 

11月 25日付の米シンクタンク The Jamestown Foundationが発行する Eurasia Daily Monitor

のウエブサイトは同所外交・防衛政策専門家の John C. K. Daly 博士の“Russian Naval Base in 

Sudan: Extending Moscow’s Influence in Middle East and North Africa”と題する論説を掲載し、

ここで Daly はロシアはスーダンで海軍の補給基地を建設することによって中東・アフリカへの影響

力を着実に拡大しているとして要旨以下のように述べている。 

（1）2020年 11月 16日、ロシアの Putin大統領は冷戦終結以降初めてアフリカでの海軍基地を建設

する命令に署名した。Putinの命令によるとロ海軍はスーダンの紅海沿岸に 300人規模の基地を

建設し原子力艦を含む最大 4 隻の艦艇が係留できる施設を保有することになる。スーダンは 25

年間、海軍の「補給センター」のためにロシアに土地をリースし、10年間の延長の選択肢も持つ。

Viktor Kravchenko元海軍大将は施設の建設期間は 3～4 ヶ月かかると見積もっている。この施設

は、スーダン海軍主要基地の近く、紅海の主要沿岸港であるポートスーダンのすぐ北に位置する。

両国の基本合意は以前からのロシア外交方針に基づいている。2017年 11月、スーダンの当時の

Omar al-Bashir大統領はPutinと Shoigu国防相とのソチでの会談で自国にロシアの軍事基地を

作る可能性について議論した。al-Bashirを政権から追い出した 2019年のクーデターにもかかわ

らず、後任の Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan中将とも話し合いを続けた。2年後の 2019

年 1月 9日、当時のロシアのMedvedev首相は両国の港への軍艦の入港とより広範な 2国間軍事

協力に関する簡素化された手続きについてスーダンとの合意案を承認した。この合意条件の下、

2020年 10月、ロシアはスーダンにUK-307訓練船を移管した。ロシアの軍事専門家で中東の専

門家 Iuri Liaminは「これは本格的な海軍基地ではなく後方支援センターであり、質量とも基幹

設備として装備品を完成させる場所」と述べている。しかし、スーダンの海軍の前進基地はアフ

リカ北東部、紅海、バブ・エル・マンデブ海峡の重要な航路に沿ってロシアの海洋影響力を拡大

するので、この施設の戦略的な重要性はその規模を上回るものである。そこに配備されたロシア

艦艇の暫定的な任務は、EUの海軍が 2008年 12月から活動していたソマリア沖での海賊対処の

哨戒に参加する可能性がある。EUがアタランタ作戦を 2020年 12月末まで延長したのでスーダ

ンに拠点を置くロシア艦艇は差し迫った軍事力の真空を埋めることができる。さらにシリア紛争

に介入して以来拡大してきたシリアのタルトゥースにあるロシアの海軍施設は NATO のトルコ

海峡支配を上回ることで東地中海の戦略的図式を変更した。新しいスーダン基地は、そのチョー
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クポイントの南に新しい海軍の拠点を提供することにより全世界の海上交通の約10%が通過する

スエズ運河へのロシアの影響力をさらに強化する。 

（2）スーダンにおけるこの基地はインド洋またはアデン湾から地中海に向かうロシアの垂直型ミサ

イル発射装置を装備する大型水上艦に、より便利な停泊地、補給地の機能を提供することがで

きる。そして、スーダンの基地が本当に原子力艦船を支援できることを証明すれば、ロシアの

原子力潜水艦にとって重要な新しい拠点になる可能性がある。これによりロシアはアラビア海

とインド洋に軍事力を投射することができる。アラビア海へのロシア海軍派遣の利点は最も重

要な地域のパートナー国の一つであり制裁に悩まされているイランを支援することである。ロ

シアは 1991年のソ連崩壊後に失われた中東・北アフリカへの影響力回復というより大きな文脈

の中でスーダンに基地を建設しているのである。2019 年 10 月、ロシアはソチで初のロシア・

アフリカ首脳会議を開催し、54 人以上のアフリカ諸国の国家元首が出席した。Putin は参加者

に「今日、アフリカ 20カ国の軍人はロシア国防省の高等教育機関で勉強している。我軍及び我

が国の軍事技術協力はアフリカ諸国の軍の戦闘能力を強化することを目的としている。ロシア

は 30カ国以上と軍事技術協力を結んでおり、多くの種類の武器と装備を供給している」と述べ

た。このサミットの方針に基づいて、2020年 2月、Khartoum Vladimir Zheltov駐スーダン・

ロシア大使は、ロシアのアフリカ諸国との軍事技術協力の発展は「ソ連時代に生み出された遺

産を考慮して、アフリカ大陸に戻りたいという我が国の有機的かつ論理的な主張を示したもの

である」と説明し、スーダンとの 2国間軍事技術協力の成立への関心について議論した。 

（3）スーダンでの海軍基地建設はロシアがアフリカ北部における影響力を再び確保したいという大

きな戦略的課題の一部として理解されるべきである。しかし、このロ海軍の取組みは混沌とし

たこの海域の状況をさらに複雑にしている。隣接するジブチには米国、日本、中国、フランス、

イタリアがすでに軍事的プレゼンスを持っている。Putin の努力によりソ連時代にあったこの

地域への影響力を最終的に再構築できるかどうかはまだ分からない。しかし、イランからイエ

メンまで現在の米国とヨーロッパの政策に不満を持つ中東諸国が複数あり Putin の努力は成功

するかもしれない。 

記事参照：Russian Naval Base in Sudan: Extending Moscow’s Influence in Middle East and 

North Africa 

12月 10日「天然ガス採掘をめぐり、EU、トルコに制裁－英通信社報道」（Reuters, DECEMBER 

10, 2020） 

12月 10日付の英通信社ReutersはEU首脳会議でキプロス沖のエネルギー開発をめぐりトルコの

個人及び企業に制裁を科すことが合意されたとして要旨以下のように報じている。 

（1）12月 10日、EU首脳はギリシャとキプロス間のエネルギー採掘紛争に関し、トルコの個人に対

し限定的な制裁を科すことで合意した。これは EU 内でアンカラをどのように取り扱うかで白

熱した議論があったため、より厳しい措置は 2021年 3月まで延期されたものである。より広範

な経済的方策と考えられた恫喝を避け、EU 首脳は EU が言うキプロス沖における無許可の掘

削を計画し、あるいは参画したとして個人を罰するとした首脳会談声明に合意した。 

（2）ドイツ、イタリア、スペインがより外交に時間をかけるべきとしたことで炭化水素化合物をめ

ぐる紛争に関しトルコ経済を標的にすることを EU が躊躇したとして代表が不満を表明してい

るように、ギリシャにとってこの合意は十分なものではなかった。対照的に、米国はトルコが
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ロシアから S-400 対空ミサイルを購入したことに関し制裁を科す準備ができていると米当局者

2 名を含む五つの情報源が Reuters に語っている。フランスは対シリア、対リビア政策に腹立

っており、トルコ経済の分野別の制裁を科すことを EU で押してきたが、幅広い支持は得られ

なかった。トルコはトルコ系キプロス人が権利を有する大陸棚あるいは地域の海域で作業を行

っていると主張している。 

（3）名前が明らかにされていない個人と企業の在 EU資産の凍結は、12月 9日に Reutersが最初に

報じたように、2109年 11月に制裁リストに挙げられている 2人の当局者に付け加えられるこ

とになるだろう。EU首脳会議の前にギリシャ首相 Kyriakos Mitsotakisはビデオメッセージで

「何が危機に瀕しているかは明らかである。それは EUの信頼性である」と述べている。NATO

加盟国であり、EU 候補国でもあるトルコに罰則を科すことへの気配りを強調し、トルコを「挑

発」と非難する最終文書でほとんど益のない「文言に関する長い議論」が行われたある外交官

は述べている。 

（4）EU首脳は、EU外務･安全保障政策上級代表 Josep Borrellがトルコに対する政治、貿易、経済

関係の概要を 3 月までに発表することを期待している。これによって、アンカラがさらなる措

置を回避し、地中海東部における緊張を終わらせることに手を貸す気があるかによって EU は

制裁を拡大することもできるし、拡大した関税同盟によってより緊密な貿易上の紐帯を提供す

ることもできると外交官は言う。 

（5）2011 年、国際的に承認されたキプロス共和国（抄訳者注：南キプロス･ギリシャ共和国と呼ばれ

ることもある。なお、トルコ系住民が支配する北部は 1983年に分離独立を宣言後、北キプロス･

トルコ系住民共和国と呼称）政府は、トルコの警告にもかかわらず米企業と天然ガスの採掘を開

始した。トルコは分断されたキプロス島の状況を承認しておらず、採掘権を主張している。アン

カラがキプロスの排他的経済水域及びギリシャが主張する海域に地震探査船を送ったことで緊張

が勃発した。ドイツが主導する EUは交渉による解決を試みたが、成功しなかった。 

記事参照：After heated debate, EU to prepare new sanctions over Turkish gas drilling 

 

 

2－3 漁業、海運、造船、環境等 

10 月 15 日「中国によるトリエステ支配という幻想―伊・中国対外政策専門家論説」（The 

Dilomat.com, October 15, 2020） 

10月 15日付のデジタル誌 The Diplomatは伊シンクタンク Istituto Affari Internazionali の研究

員 Francesca Ghirettiの“Demystifying China’s Role in Italy’s Port of Trieste”と題する論説を掲

載し、ここで Ghirettiは 2019年 3月にイタリアと中国の間で一帯一路の協力に関する覚書がかわさ

れたことについて、中国によるトリエステ港支配の可能性に関する懸念がやや過剰反応であるとして

要旨以下のように述べている。 

（1）今年 9月末、ドイツのHumburger Hafen und Logistik AG社（以下、HHLAと言う）は、イ

タリア北部に位置するトリエステ港と同港の物流プラットフォーム開発への投資に関し合意を

結んだ。この合意によりHHLAが投資全体の 50.1％を出資することになった。ヨーロッパや米

国でこの動きは歓迎された。その背景には、2019年 3月に中国とイタリアの間で結ばれたトリ
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エステ港その他の開発に関する合意の存在があった。 

（2）2019年 3月、中国とイタリアの間で一帯一路政策に関する覚書が取り交わされ、その中でトリエ

ステ港やジェノヴァ港と中国国営の中国交通建設（CCCC）の間に港湾開発への CCCCの参画を

取り決める協定があった。トリエステ港と CCCCはさらに同年 11月、イタリア、中国及び第三

国における相互協力を構想する覚書に署名した。これらの契約は中国がイタリアの港湾をコント

ロールするのではないかという懸念をもたらした。それゆえに上記したHHLAによるトリエステ

港の投資は中国の影響力拡大を懸念する米国や EU諸国によって歓迎されたのである。 

（3）しかし、2019年 3月及び 11月の覚書が実際にどのような内容で、それが本当に中国によるイ

タリアの港湾支配につながるかどうかに関する懸念はこれまで誇張されてきたように思われ

る。以下ではその内容について具体的に検討するが、結論を先に述べれば、2019年の合意によ

ってトリエステ港が中国に売り渡されるような事態に陥るかといえば、それは否である。 

（4）上述したようにトリエステ港と CCCCにおける協力はイタリア、中国、第三国におけるものが

構想された。中国での協力に関してトリエステ港に提案されたのは、上海や寧波などに建設さ

れる可能性がある新たな物流センターや、CCCC によって現在運営されているオンラインプラ

ットフォームにトリエステ港が参画し、そこでイタリアの生産物を取り扱うというものである。

ただし、前者に関する動きはほとんど進展していない。約束はされるが、その後の発展が見ら

れないのは中国との契約においてしばしば見られる傾向である。オンラインプラットフォーム

でのイタリア産品の取り扱いについては試験的な動きが見られたが、COVID-19 パンデミック

によってそれは停滞している。 

（5）第三国における協力については、スロバキア東部のコシツェという都市におけるインターモー

ダル輸送（複合一貫輸送）ターミナルの建設が構想された。その詳細はなお交渉の過程であり、

現在わかっている限り、まだ結論には至っていない。 

（6）そして、覚書のイタリアでの協力に関する部分は、CCCC による種々の投資を提案するもので

ある。その投資とは 2017年にトリエステ港湾局とイタリアの鉄道管理企業（Rete Ferroviaria 

Italiana：以下、RFIと言う）との間で進められてきた「トライハブ」計画に対するものである。

それはトリエステの港に隣接するカンポ・マルツィオ駅の開発、そしてそれをトリエステ北部

のオピチーナや、さらに北西に位置するチェルビニャーノを連結するなど鉄道のコネクティビ

ティ向上に焦点を当てた計画である。言い換えれば 2019年 3月の覚書はトリエステの港湾それ

自体の運営に CCCCを関わらせるものではない。むしろこの計画は EUによって資金援助を受

けてすらいるのである。 

（7）また覚書ではトリエステ南部のセルヴォラ駅の開発を CCCCが実施することが検討されており、

トリエステ港湾局と RFIが CCCCに賃料を払ってそこを運営する構想であったが、上記の例の

ごとく、この件についてはほとんど進展が見られない。また何らかのプロジェクトが提起され

るとしても、そこにおいて CCCCが独占的な権利を持っているわけでもなく、公開入札の手続

きを経る必要がある。いずれにしてもこの覚書はその駅を CCCCに譲渡することを意味するも

のではない。 

（8）トリエステ港が中国による投資を受け入れる準備をしていることは事実であり、世界各地にお

ける事例からわかるように、海外投資の受け入れが戦略的リスクを伴うことが多いのも事実で

ある。しかし 2019年 3月の覚書に関する限り、イタリアと中国の間の取極めは、あくまでヨー

ロッパの枠組みにおいてなされたものであって、中国の影響力拡大という問題は過大評価され
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てきたように思われる。今後中国の対外投資政策の意味とそれに対する対応を考えるためにも、

個々の実例の正確な詳細を理解することは重要である。 

記事参照：Demystifying China’s Role in Italy’s Port of Trieste 

 

12月 8日「気候変動への NATOの対応―米大学院生論説」（The National Interest, December 8, 

2020） 

12 月 8 付の米隔月誌 The National Interest 電子版は American University の School of 

International Service大学院生 Joseph Bodnarの“NATO Has a Role to Play in Fighting Climate 

Change”と題する論説を掲載し、ここで Bodnarは NATOが報告書で発表した気候変動へのアプロ

ーチについて要旨以下のように述べている。 

（1）軍事行動によって気候変動を防いだり、打ち負かしたりすることはできないが、軍隊はその解

決策の一部となり得る。NATOの将来を考慮した新しい報告書“NATO 2030: United for a New 

Era”は、大西洋横断的な同盟が生態系の破壊を遅らせる上で果たすことができる役割や、この

危機への対処に役立つ一連の提案を行うことを認めている。 

（2）元ノルウェーの環境大臣で元国連の気候変動に関する特使である NATO 事務総長 Jens 

Stoltenbergは「気候変動は現代における最大の課題の一つ」と繰り返し認めている。地球温暖

化は異常気象をより激しく、より頻繁に発生させ、何百万人もの人々の住む場所を失わせ、食

糧、水及びエネルギーの安全保障をめぐる緊張を悪化させ、そして、地政学に複雑さと争いを

もたらした。NATO にとって、これは人道支援や災害対応に対する需要の増加、過激派のイデ

オロギーが依存する不安定性の増加、そして、より広範で厄介な脅威の展望を意味している。 

（3）NATO 2030 の報告書は気候変動が安全保障に与える影響を監視し、判断する Centre for 

Excellence on Climate and Securityの設立を推奨している。このような状況把握の強化により、

NATOは気候変動がもたらす課題に対処するために予測し、適応し、行動することが可能になる。 

（4）この報告書はまた、氷の融解がその海域への通航を容易にし、開発の対象となり易くし、対立

を激しくしている極北及び北極圏の戦略的な重要性を強調した。 

（5）最後に、そして、おそらく最も重要なこととして、報告書は、より良い環境技術（green 

technology）とスマートエネルギー（エネルギーの効率的な利用）を導入する必要性を強調し

ている。NATO 軍の二酸化炭素排出量は膨大である。軍事費の増加と負担の分担を求める現在

の動きは、化石燃料への依存度を減らすという義務と結びつけなければならない。Stoltenberg

はまた、太陽光や風力などの再生可能エネルギーへの転換は、NATO の自給自足率を高め、ひ

いては NATOの作戦の独立性と柔軟性を高めるだろうと指摘している。NATOの成功は共通の

脅威に対し集団的に行動するという加盟国の信用できる深い関与にかかっている。気候変動は

この使命の核心に踏み込むものである。 

（6）向上させるべきことのほとんどは個々の国が行うことになるが、NATO は、世界の軍事的な二

酸化炭素排出量を削減し、気候変動の思い通りにならない脅威をよりよく予測して対応するこ

とに役立ち、気候変動との戦いにおける多国間の関与を再活性化するのに役立つことができる。

世界の GDPの半分以上を占める 30カ国が加盟国であることから、NATOの行動は有意義な影

響を与える。 

記事参照：NATO Has a Role to Play in Fighting Climate Change 
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12月 14日「サウジアラビア沖でシンガポール籍タンカーが攻撃を受ける―香港紙報道」（South 

China Morning Post, 14 Dec, 2020） 

12 月 14 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版は AFP 通信が配信した

“Singapore-flagged oil tanker hit by ‘external source’ off Saudi Arabia”と題する記事を掲載し、サ

ウジアラビア沖でタンカーが攻撃を受けたことと、それに関連したイエメンでの紛争について要旨以

下のように報じている。 

（1）12 月 14 日、サウジアラビアの港湾都市ジッダ沖で、シンガポール籍の石油タンカーの爆発が

発生した。同船の所有者はサウジのエネルギー関連施設に対する一連の攻撃の最新のものであ

ると述べた。どの組織も今のところこのタンカー「BW ライン」の爆発に対する犯行声明を出

していないが、リヤドが主導する 5 年にわたる軍事作戦に関連してイランが支援するフーシが

隣国イエメンにおいて越境攻撃に強化していることによるものである。 

（2）「『BW ライン』は、ジッダでの陸揚げ中に外部からの攻撃を受けた・・・それが船上で爆発と

その後の火災を引き起こした」と、その所有者であるシンガポールを拠点とする海運会社

Hafnia 社は声明で述べ、「乗組員は、沿岸消防隊とタグボートの支援を受けて火を消し、全船

員 22名に負傷者はいないことが確認された」と付け加えた。 

（3）ロンドンに拠点を置く海洋情報会社 Dryad Global社はまた、「Saudi Aramco Jeddah社の中心

的なタンカー停泊地内で作業を行っていた」最中に爆発が起きたと報告した。ただし、それは

ドミニカ船籍のタンカーである「デザート・ローズ」またはサウジアラビア船籍の「アル・ア

マル・アル・サウジ」を標的とした可能性があると明らかにした。 

（4）この事件は 11 月にサウジアラビア南部のシュカイク港に停泊していたギリシャが運営する石油タ

ンカーが爆発した後に発生した。それは、リヤド主導の軍事連合がイエメンの反政府勢力であ

るフーシの責任にした攻撃である。11月、反政府勢力のフーシは彼らが Saudi Aramco Jeddah

社が運営する工場を Quds-2ミサイルで攻撃したと述べている。Saudi Aramco Jeddah社はそ

の攻撃が石油タンクに穴を開け爆発と火災を引き起こしたと述べた。これらの事件はサウジア

ラビアの石油インフラの脆弱性を強調しているが、それはフーシがイエメンでの軍事作戦への

報復としてサウジアラビアへの攻撃を拡大させているためである。サウジアラビアはイエメン

で軍事的窮地に陥っており、反政府勢力が 2014年に首都サナアを支配し、北部の大部分を掌握

するために進行して以来、紛争が膠着状態に陥っている。 

（5）リヤドは 2015年に国際的に承認された政府を支援するため介入した連合を率いていたが、それ

以来、この紛争は一向に収まる気配を見せていない。サウジアラビアは、地域のライバルであ

るイランがフーシに高度な武器を供給していると繰り返し非難してきたが、テヘランは嫌疑を

否定している。 

記事参照：Singapore-flagged oil tanker hit by ‘external source’ off Saudi Arabia 
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３．北極 

3－1 軍事動向 

11 月 14 日「ベーリング海峡周辺で活発化する米ロの軍事行動―米ビジネス専門メディア報道」

（Business Insider.com, November 13, 2020） 

11月 14日付の米ビジネス専門ウエブサイト Business Insiderは“Military activity is picking up 

in the quiet waters between the US and Russia”と題する記事を掲載し、北極圏をめぐる活動が活

発化する近年、ベーリング海峡の戦略的重要性が高まっているとして要旨以下のように報じている。 

（1）ベーリング海峡はこれまで海路の通航や漁業に関して協力が構築されてきた緊張度の低い海域

であったが、北極海の商業・軍事活動が活発になっている近年、その戦略的重要性に注目が集

まっている。米退役空軍大将でかつてアラスカ軍司令官を務めた Douglas Fraser が言うよう

に、北極海航路を利用するにせよ北西航路を利用するにせよ、それはすべてこの海峡を通るこ

とになるのである。 

（2）ロシアは海軍の近代化を進めており、それによってアメリカはロ艦隊の大西洋の通り道である

グリーンランド・アイスランド・イギリス間の海域、いわゆる GIUK ギャップに関心を向けて

きたが、それと似たような状況がベーリング海でも生じる可能性があると Fraserは言う。これ

は米海軍の中で広く認識されていることである。 

（3）近年ベーリング海峡周辺での米軍の活動が活発化している。2019 年 5 月には米空母が、ここ

10年では初めてアラスカ湾で実施されたノーザンエッジ演習に参加し、数ヵ月後に別の演習に

参加するためにアリューシャン列島に位置するアダック島に寄港した。アダック島は 1990年に

閉鎖された基地であるが、最近、空中哨戒のために基地の再開が議論されている場所である。

Fraserはアリューシャン列島の戦略的重要性と、その周辺地域において空軍と宇宙軍が果たす

べき役割を強調している。 

（4）北極圏において米軍の中で最大の兵力を展開しているのは空軍である。空軍は加軍と協力し、

ロ爆撃機の迎撃を含む早期警戒任務に従事している。アラスカに F-35戦闘機のさらなる配備が

予定されており、その任務の重要性は今後も増大していくだろう。空軍以外の部門もアラスカ

での活動拡大を模索しており、議会もアラスカへの投資を推し進めてきた。 

（5）他方ロシアも、冷戦終結後に劣化した北極圏及び極東の軍事インフラの改修を進めている。そ

のひとつにレーダー施設の追加などが挙げられるが、北極圏で最も東に位置するレーダー施設

は、アラスカから 300 マイルしか離れていないウランゲル島のものである。さらにロシアは太

平洋艦隊の増強も進め、演習を多く行っている。8月にはロ艦艇と米国の漁船が近接するという

事態も生じた。オーストラリアの Curtin Universityの Alexey Muravievが言うように、ロシ

アの極東はカナダやアメリカにとってはNATO諸国にとってのロシア西部国境地域と同じくら

いの重要性を持つのである。 

（6）とは言え、こうしたロシアの活動の活発化は必ずしも米国へのシグナルではないようである。

非営利の研究団体 CAN のロシア研究プログラム長を務める Michael Kofman によれば、それ

ら演習の主要目的は自国ができることの確認だという。Kofman は米ロ関係においてベーリン

グ海峡が GIUK ギャップ同様の戦略的重要性を持つようになるとは考えていないが、他方で近
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年同様に北極圏での活動を活発化させている中国との関係でそこが重要な意義を持つようにな

る可能性を指摘した。 

記事参照：Military activity is picking up in the quiet waters between the US and Russia 

12 月 17 日「北極圏において米国が必要とする戦略とは―米軍事専門家論説」（USNI News, 

December 17, 2020） 

12月 17日付の U.S. Naval Instituteのウエブサイト USNI Newsは米海軍関連誌 Navy Timesの

元編集長で現在は米陸軍協会通信部長 John Gradyの“U.S. Needs ‘Resilient’ Strategy to Counter 

China, Russia in Arctic, Experts Say”と題する論説を掲載し、ここで Gradyは 12月 15日に米シ

ンクタンク Hudson Institute が開催した北極圏安全保障の専門家たちによるオンラインフォーラム

の内容について、ロシアと中国が北極圏に勢力を拡大しようと模索し米国に安全保障上及び経済的な

問題がつきつけられている昨今、それに対抗するために米国が必要としているのは「打たれ強い」人

員及び装備であるとして要旨以下のように述べている。 

（1）北極圏はその環境ゆえに軍事作戦の展開が非常に困難な地域であり、それは温暖化とそれによ

る海面上昇が続く近年においてもそうである。他方、気候変動は北極圏航路の利用や同地域に

おける資源開発及び利用をより魅力的なものにしており、それがこの地域にロシアや中国が影

響力を拡大しようとしている背景である。ロシアは北極圏を「第 4の壁」として、「他国と競合

することなく」作戦を展開できる地域とみなし、港湾、飛行場などの基幹設備を整備し、軍事

力を配備している。特にコラ半島は弾道ミサイル搭載潜水艦艦隊の拠点であり、中国の潜水艦

もそこから作戦を行える。また中国は「氷上シルクロード」の名の下に北極圏地域・諸国への

基幹設備開発投資や資源開発投資、北極圏の調査研究を進めている。 

（2）安全保障上の観点から、米国にとってその課題に対応する良い方法は NATO や NORAD など既

存の枠組みに基づく提携協定を通じて、相互運用性の向上や研究開発における投資を模索する

ことである。グリーンランドのチューレ空軍基地を維持することも重要である。加えて「決定

的に重要」なのは、パートナー国との間での訓練や演習の実施であり、それを冷戦期の Rimfrost 

Exercisesの規模に戻すことである。 

（3）米国の安全保障にとってロシアの潜水艦の活動を監視することはきわめて重要である。しかし

現時点では、米海軍が北極圏で活動できるのはそこが最も望ましい環境である場合のみである。

したがって、SOSUS と連携した TASSを装備する大型水中無人機などを導入する必要がある。

また北極圏は衛星通信にムラがあり受信設備はわずかであるためロシアが電子戦においてこの

わずかな受信設備を「盲目」にすることができる。北極圏における電子戦を大きな懸念と認識

し、それに対処しうる無人システム構築への投資が必要である。 

（4）商業的にも商船の通航やクルーズツアーのようなものが増えていくだろう。したがって海難救

助のための備えが必要となるが、そのとき、海上基地艦のようなものを配備しておけば、そう

した活動がより容易になるであろう。 

（5）米海軍や沿岸警備隊には、海が氷に覆われている状態で行動できる艦船が決定的に欠乏している。

そのことはロシアの領土的主張に対抗するための「航行の自由」作戦の実施を困難にしているし、

米国の排他的経済水域内における厳密な法執行を制約しているのだ。米国に必要なのは、提携国

との協力を通じた訓練の強化と、北極圏という環境でも活動しうる装備の拡充なのである。 

記事参照：U.S. Needs ‘Resilient’ Strategy to Counter China, Russia in Arctic, Experts Say 
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3－2 国際政治 

10月 5日「Macron大統領による北極圏政策の二重路線―米北極圏問題専門家論説」（High North 

News, October 5, 2020） 

10 月 5 日付のノルウェー国立 Nord University の High North Center が発行する High North 

News電子版は米NPOのArctic Institute研究員Nima Khorramiの“Macron´s twofold Arctic policy 

to gain influence in the Arctic”と題する論説を掲載し、ここで Khorramiは北極圏の環境保護につ

いて声高に主張する仏政府の意図について要旨以下のように述べている。 

（1）ここ数年間で北極圏の航路利用や開発への関心が高まる中、環境保護への関心も高まっている。

たとえば Nike や Gapなどのファッション企業は北極海航路不使用宣言に加わり、北極海航路

を通行する海運企業との契約をしない方針を打ち出している。また多くの国際銀行が北極圏開

発への投資の停止を宣言してきた。こうした中、フランスの Emanuel Macron大統領が、そう

した動きにもっと多くの海運企業が加わるべきだと呼びかけている。フランスの巨大エネルギ

ー企業 Total が北極圏開発にきわめて熱心なことを考慮すれば、その呼びかけは不可解に思わ

れるが、その意図はどこにあるのか。 

（2）結論から言えば、フランスは北極圏に関する意思決定においてより大きな影響力を確保する政策

の一環として環境問題に注目を向けようとしているのである。フランスは北極評議会のオブザー

バー国家の一つであるが、北極圏に関する問題について発言権を持つわけではなく、その影響力

はきわめて限定的である。その状況の中で仏政府は二重の北極圏政策を追求してきたようだ。 

（3）一つは Totalの北極圏開発への関わりの深化である。Totalはロシアに対する西洋諸国の制裁に

もかかわらず、仏政府の後援を受けてロシアの北極圏開発計画に深く関わってきた。これは商

業的に大きな利益をもたらすだけでなく、政治的にも仏政府が北極圏エネルギー開発部門にお

いて主要な役割を演じられるようにする意味合いを持つ。 

（4）第 2 に、その一方で、環境保護という大義を訴えることによってフランスは北極圏におけるロ

シアや中国の影響力拡大の抑制を模索しているのである。ロシアは北極海航路の利用や北極圏

開発において先頭を歩んでおり、同地域における影響力をますます拡大している。また中国も

北極シルクロード政策を標榜して、そのプレゼンス拡大を模索している。中ロの影響力抑制は

相対的にフランスの影響力拡大につながる。ただしこうしたやり方は、北極圏開発において中

ロをますます接近させる副作用を持つ。実際、「北極圏における中ロパートナーシップ」におい

て海洋に関する協力は一つの柱となっている。 

（5）また、日本や韓国、デンマーク及びノルウェーなどが、それぞれ異なる理由ではあるが、北極

海航路の全面通行禁止にはっきりと反対していることも重要であろう。日韓は中国と同様に北

極海航路の利用や資源開発に強い関心を持ち、他方デンマークやノルウェーにとって北極海航

路の利用はコミュニティの生活に直結する大問題である。したがって彼らは通行の禁止ではな

く、温室効果ガス排出の削減ないしその無化の推進に資源を振り向けるべきだと主張する。 

（6）今後も気候変動やエネルギー安全保障という争点は、北極圏のガバナンスと地政学における重

要な断層線となっていくであろう。そのなかでフランスのような非北極圏国家は、環境問題に

おける「責任ある行動」という言説を利用しつつ、そこにおいて影響力拡大を模索していくこ

とであろう。 

記事参照：Macron´s twofold Arctic policy to gain influence in the Arctic 
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10 月 22 日「中国は新たな北極政策を立案すべきとき―豪環境法専門家論説」（The Diplomat, 

October 22, 2020） 

10 月 22 日付のデジタル誌 The Diplomat は豪 Macquarie University 准教授で Centre for 

Environmental Law at Macquarie Law School センター長 Nengye Liuの“Why China Needs an 

Arctic Policy 2.0”と題する論説を掲載し、ここで Liuは中国が今こそ新しい北極圏政策を発表すべ

きとして、その背景と論点について要旨以下のように述べている。 

（1）2018年 1月 26日、中国は初めてその北極政策白書を発表した。それはよく練られた文書で中

国が既存の国際法や北極圏に適用されている諸法を遵守すると述べることで北極圏国家を安心

させ、それにより北極圏への中国のプレゼンス拡大への道を開くものであった。しかし残念な

がら、北極圏はいまや米中対立のもう一つの舞台となってしまっている。 

（2）なぜ北極圏での中国の活動に懸念が集まるのか。それは、上述した北極政策にもかかわらず、

中国が国連海洋法条約（以下、UNCLOSと言う）のような国際法を遵守するつもりがなく、北

極海を第 2の南シナ海へと変容させるだろうという疑念に由来するものだ。 

（3）より根本的なことを言えば、北極圏での中国の台頭が既存の秩序を変容させるかもしれないと

いう恐怖がある。北極圏における「ルールに基づく国際秩序」の根底には UNCLOSがあるが、

その秩序において既存の北極圏国家は北極圏のガバナンスにおける「運転席」を占めてきた。

中国の台頭はその秩序自体を揺るがしかねない。そして変容した秩序に合わせるようにルール

が変わっていくであろう。 

（4）この兆候はすでに見られる。たとえば 2018 年に中央北極海無規制公海漁業防止協定（CAO 

Agreement）が締結されたが、その交渉において米国、カナダ、ロシア、ノルウェー、デンマ

ークの北極海沿岸国家 5 カ国に加えて、中国が「主要関心漁業国・機関」の一つとして参加し

ている。そのほかには日本、韓国、アイスランド、EUである。 

（5）中国がいかに自国を擁護しようとも、それが経済成長を続け、北極圏でのプレゼンスを拡大す

る限り、中国に対する不安や懸念は高まり続ける。それゆえ中国は、新たに北極政策 2.0 を発

表し、北極圏への関わりに関して中国の国益という観点からだけではなく、より幅広く北極圏

のより良い将来にとって中国がどのような役割を担えるかを提示すべきだ。そのポイントは以

下の 2点である。 

（6）第 1 に北極圏における主要な懸念の一つが気候変動である。言うまでもなく地球温暖化は北極

圏の氷を溶かし、それによって多大な環境の変化が引き起こされている。他方、中国は世界最

大の温室効果ガス排出国である。2018年の白書にも気候変動への対処に言及されたが詳細は省

かれた。最近中国は 2060年までに「カーボン・ニュートラル」状態の達成を目指すと発表する

など、より環境への配慮を前面に押し出すようになっているが、いわゆる「北極圏シルクロー

ド」の構築や同地域での資源開発への投資事業などが、この目標とどう連関していくか、その

ロードマップを詳細に世界に提示する必要がある。 

（7）第 2 に北極圏の持続可能性である。中国は北極圏における経済発展と環境保護の「バランス」

を強調してきた。しかし「持続可能な開発」という言葉や「バランス」という言葉は曖昧で解

釈が必要となるものだ。この言葉によって中国は具体的に何を目指しているのか。あるいは北

極圏のような脆弱なエコシステム保護を考慮するのであれば、単なる「バランス」ではなく、

より環境保護に重きを置く必要があろう。 

（8）北極圏が新たな米中対立の舞台である現在、中国は新たな、より具体的な北極圏政策を発表す
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べきときが来た。世界第 2 位の経済大国として、中国が具体的な計画立案に基づいて北極圏の

将来像を描くことができれば、それは北極圏の平和と環境保護にとってのみならず、中国自体

にも大きな利益をもたらすであろう。 

記事参照：Why China Needs an Arctic Policy 2.0 

12月 26日「中国の『氷上シルクロード』、『ロシアのメッカ』vs米国：北極での新たな綱引き－

印ジャーナリスト論説」（EurAsia Times, December 26, 2020） 

12 月 26 日付の印ニュースサイト EurAsian Times は印ジャーナリスト Smriti Chaudhary の

“China’s ‘Polar Silk Road’ & ‘Russian Mecca’ Draw The US Into A New Tug-Of-War In The Arctic”

と題する論説を掲載し、ここで Chaudharyは自らを「近北極国家」と規定し「氷上シルクロード」を構

想する中国と、北極は「ロシアのメッカ」と主張して軍事力の展開を強化するロシアに対し、米国もバレ

ンツ海に艦艇 4隻を配備して哨戒を強化しており北極をめぐって中ロ対米国の綱引きが激化しているとし

て要旨以下のように述べている。 

（1）専門家は北極において高まる中ロの脅威に対する米国の対応について懸念を深めている。退役

米空軍少将 Randy Keeは、技術は常に極端な問題に直面しており北極の厳しい環境は軍事作戦

に対する要求を非常に厳しいものとし、軍事作戦を非常に困難なものとしていると述べている。

米シンクタンク The Hudson Instituteの上席研究員Richard Weitzは軍民両用の港湾及び飛行

場を建設するロシアの複線政策を指摘している。 

（2）2015年、ロ副首相 Dmitry Rogozinは「北極はロシアにとってのメッカである」と述べている。

6月、Putin大統領は北方艦隊を第 5軍管区に指定する大統領令に署名した。国防省は、この斬

新な意思は「戦略的な北極地域における防衛問題を解決する中で相互作用の改善」を可能にす

るだろうと述べている。モスクワはキンジャル空中発射型弾道ミサイルを搭載したMiG-31K戦

闘機を移動しており、2019年、北方艦隊司令官 Aleksandr Moiseevは「北極のロシア圏に対す

る防空」は S-400 対空ミサイルの配備で形成されるだろう」と述べている。ロシアは、いくつ

かの空軍基地を開発することによって北極地域の安全保障体制を大きく強化している。ティク

シは北極地域では最も新しい空軍基地で北方艦隊第 3 防空師団の母基地となっている。その任

務は北極海航路上空の防衛にある。北極海航路はロシアが権利を主張し米国と対立している航

路である。米国務省のヨーロッパ･ユーラシア担当国務次官補 Michael Murphyは、「北極にお

けるロシアの軍事力増強は海域の問題を越えた含意がある。戦略地政学的視点からは北極と北

極海航路は不可分の関係にある。北極はロシアの艦船、潜水艦に海軍にとって重要なチョーク

ポイント GIUK ギャップへの接近路を提供している。GIUK ギャップは NATOの防衛及び抑止

戦略に重要な役割を果たしている。太平洋横断海底ケーブルもこの海域を通っている」と 2020

年初めに述べている。 

（3）第 1 回北極政策白書で中国は、企業に基幹設備の建設と「氷上シルクロード」を築く北極航路へ

の道を開く商業試験航海の実施を奨励していると英通信社 Reutersは報じている。中国は「北極

の海上輸送路の開発を通じ『氷上シルクロード』を建設するために全ての当事者と作業すること

を望んでいる」と国務院新聞弁公室が発表した文書で述べている。中国はロシアのヤマル液化天

然ガス計画を通じて北極における存在感を確かなものとしてきた。北極海航路を通るずっと以前

の輸送は「北極沿岸の港と港の間を航行する船を単に繋いでいくものであった」と Richard Weitz

は言う。北極地域での中ロの協調によって中国企業は欧州市場に到達できる代替航路として北極
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海航路を開発するため、同航路の試験航海を始めている。北極政策白書の発表後、西側諸国とそ

の非難は北極において増大する中国の足跡と軍事力の展開を懸念している。「一部の人々は北極の

開発への参加に不安を感じたり、その他の意図があるのではないかと心配したり、資源を収奪し

たり、環境を破壊したりするのではないかと心配している。我々はこの種の懸念は全く必要ない

と考えている」と白書を発表した際に孔鉉佑外交部副部長は述べている。 

（4）増大する脅威に対処するため、米海軍は再び北極地域における哨戒を実施している。これは冷

戦終結初めてであり、米海軍は現在、バレンツ海を 4 隻の艦艇で哨戒することによって北極圏

の哨戒を定期的に実施していると US Defense Newsは報じている。 

記事参照：China’s ‘Polar Silk Road’ & ‘Russian Mecca’ Draw The US Into A New Tug-Of-War In 

The Arctic 

 

 

3－3 漁業、海運、造船、環境等 

11月 9日「ロシアの新しい北極圏開発戦略の要点―ロ専門家論説」（Eurasia Dairy Monitor, June 

9, 2020 and June 24, 2020） 

11月 9日付の米シンクタンク The Jamestown Foundationが発行する Eurasia Daily Monitorの

ウエブサイトは同シンクタンクの研究員であり湾岸諸国分析のアドバイザーである Sergy 

Sukhankin 博士の“Russia Unveils New Arctic Development Strategy: Focal Points and Key 

Priorities”と題する論説を掲載し、ここで Sukhankinは 2020年 10月にロシアが発表した新しい北

極圏開発戦略は地域のインフラ整備、軍事力増強、社会経済の発展という 3点を重視しているとして

要旨以下のように述べている。 

（1）2020年 10月 26日、プーチン大統領は「ロシア北極圏の発展戦略と 2035年までの国家安全保

障の提供」と題する文書を正式に採択した。この発展戦略は、2020年から 2024年、2025年~2030

年、2031-2035年の 3段階で実施される。極東・北極圏開発大臣 Alexander Kozlovは、この戦

略は以前に採用された同様の文書とは対照的に、二つの異なる特徴を持つと述べている。第 1

は、地域の生活の質を高めるための社会経済発展に重点を置いていることである。第 2 は、そ

の社会経済発展は、以前に実践された一般的な方法ではなくケースバイケースで地域固有の取

り組みで行うことである。文書を詳細に分析すると、ロシアが重視している三つの主要な戦略

的分野が明らかになる。 

（2）第 1 の分野は北極圏のインフラ整備である。今回の戦略文書で概説されているすべての行動が

アジアからヨーロッパに到達する最も短く最も安価な方法で北極海航路（以下、NSRと言う）

を中心に展開している。2035年までに達成される具体的措置は以下のとおりである。 

a．NSRの戦略的な分岐点における海洋インフラ（特に港湾）の整備 

b．NSR全体を管轄する「運航管理本部」の設立 

c．輸送サービス（特に貨物輸送）のデジタル化  

d．白海・バルト海運河とオネガ川の流域を経由する水路などの航行機能の強化 

   これらの措置が実施されたならば、NSRの効率が高まり、戦略的に重要なアジアへのロシア

のエネルギー資源の迅速な供給が容易になると予想される。 
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（3）第 2 の分野は、地域の軍事力の増強である。これは、ロシアの北極圏の部隊に最新の装備を持

たせ、地域の軍事インフラを強化することである。具体的には、この文書では「北極圏で有利

な軍の運用体制を作る」必要性を強調している。北極圏での軍事的プレゼンスを高めることを

目的としたロシアの以前の措置に沿って、この文書はこの地域における「競合する可能性の高

まり」を強調するだけでなく、北極圏に配備された部隊の装備を常にその性能を向上させる必

要性を認めている。しかし、この文書は軍事関連の課題に過度に重点を置いていないことは注

意すべきである。 

（4）第 3 の分野は、社会経済的進歩の必要性である。戦略文書は、地域の社会経済状況の劇的な改

善が、この地域におけるロシアの確固たる地位を維持し、天然資源を効果的に利用する鍵であ

ることを強調している。その他の措置の中でも、「経済体制の構築、循環経済への移行の促進」

を計画しており、それは地域の経済・生態学的持続可能性の実現に向けた道を開くものである。

さらに、この戦略は、人的資源を誘致し、地域の人口統計学的可能性を向上させることを目的

とした多くのステップに言及している。1989年以降、北極圏の人口は社会経済状況の悪化と魅

力の欠如により、少なくとも 20%減少している。過疎化はこの地域の主要な脅威の一つとして

認識されている。 

（5）ロシアの現在及び長期的な社会経済状況により、今回の戦略文書の野心的な内容と現実を比較

すると、いくつかの重要な結論が出てくる。第 1 に、ロシア政府は目標がどのように達成され

るべきかについて実際の計画を持っていないことである。多くの主要なロシアの専門家の解説

と分析に基づいて、この目標を追求するためにロシア政府はいわゆる「動員」型の方法に依存

する可能性が高いようである。ソビエト時代の特徴の一つであるこの方法は短期的には有効で

あるが、長期的に良い結果をもたらす可能性は低い。第 2 は、地元の人口統計に関しては、ロ

シア政府が北極圏に住む人口の規模を劇的に増加させる政策に着手できるかどうか全く明らか

ではないことである。実際、すでに北極圏とその近傍に住む人口は 250 万人となっており、さ

らなる増加は実際にはロシア経済に有害である可能性がある。ロシアの専門家の多くは現在、

ロシアはこの地域の天然資源を利用する最も費用対効果の高い方法として、いわゆる「出稼ぎ」

労働者に依存しているカナダ、米国、ノルウェーの例に従うべきだと主張している。第 3 は、

今回の戦略文書においては軍事関連の取り組みは一見、限定的な役割しか持っていないように

見えるにもかかわらず、軍備の増強は実際にはロシアの北極圏への包括的な取り組みの中心的

な柱であり、国からの財政的支出を受ける大きな理由となると考えられることである。その結

果、現在の経済的苦難を考えると、ロシアはNSRの重要な箇所を結ぶ戦略的な「リンク」への

選択的投資を前提とした取り組みを追求することが予想される。今回の戦略文書は、北極圏地

域とその中のロシアの見通しに関連する様々な文書に類似しており、東西を結ぶために不可欠

な輸送動脈として NSRの長期的な戦略的価値を強調している。 

記事参照：Russia Unveils New Arctic Development Strategy: Focal Points and Key Priorities 
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3－4 海氷状況 

以下は、米国の The National Snow and Ice Data Center（NSIDC）, University of Coloradoの

HP に掲載された、北極海の海氷についての衛星観測データ・月間状況分析（英文タイトルを含む）

である。 

 

10 月の海氷状況 

 

2020年 10月の状況：Ocean Waves in November – in the Artic 

 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/11/blue-waves-in-november-in-the-arctic/ 

※実線（median ice edge）は、新たな基準値、1981 年～2010 年の期間における 10 月の平均的な海氷域を示す。 

 

10月の海氷面積の月間平均値は 528万平方キロで、衛星観測史上、10月の最小値であった。これ

は、2019年 10月に記録したこれまでの最小面積を 45万平方キロ下回り、また 1981年～2010年の

期間における 10月の平均値を 307万平方キロ下回った。海氷面積の拡大は、北極海のヨーロッパ側

とバフィン湾では、平均値をはるかに下回った。10 月の海氷面積の拡大は、月間を通じて 1 日当た

り 7万 1,200平方キロで、1981年～2010年の期間における 10月の平均値に近かったが 10月 13日

から 11 月初めにかけての 1 日当たりの海氷面積の拡大は、衛星観測史上最小であった。北方航路は

ほぼ 10月一杯通行可能であった。 

925hPa レベル（海面上ほぼ 2,500 フィート）での 10 月の大気温度は、北極海の中央部と西部海

域の大部分、シベリア沿岸域、及び北部グリーンランドにおいて、10月の平均値を摂氏 4度～5度上

回った。 
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11 月の海氷状況 

 

2020年 11月の状況：Persistently peculiar 

 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/12/persistently-peculiar/ 

※実線（median ice edge）は、新たな基準値、1981 年～2010 年の期間における 11 月の平均的な海氷域を示す。 

 

11月の海氷面積の月間平均値は 899万平方キロで、衛星観測史上、2番目に小さかった。2016年

11月に記録したこれまでの最小面積を 33万平方キロ上回ったが、1981年～2010年の期間における

11月の平均値を 171万平方キロ下回った。11月の海氷面積拡大は 1日当たり平均 11万 6,000平方

キロで、1981年～2010年の期間における平均値を 4万 6,400 キロ上回った。北方航路のロシア沿岸

域は海氷に閉ざされた。 

925hPa レベル（海面上ほぼ 2,500フィート）での 11月の大気温度は、10月のパターンが続き、

北極海の大部分で、1981 年～2010 年の期間における 11 月の平均値を上回った。ボーフォート海と

チュクチ海、北部バレンツ海、及びラフテフ海上空では、平均値を摂氏 4度～6度上回った。対照的

に、カナダ北極群島地域の大気温度は平均値に近かった。 
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12 月の海氷状況 

 

2020年 12月の状況：Ho, ho, ho-hum December 

 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2021/01/ho-ho-ho-hum-december/ 

※実線（median ice edge）は、新たな基準値、1981 年～2010 年の期間における 12 月の平均的な海氷域を示す。 

 

12月の海氷面積の月間平均値は 1,177万平方キロで、衛星観測史上 3番目に小さく、1981年～2010

年の期間における 12月の平均値を 107万平方キロ下回った。12月の海氷面の拡大は、ベーリング海

の太平洋側とバレンツ海の大西洋側では平均値より小さかった。12 月の月間海氷面積の拡大は 271

万平方キロで、1981年～2010年の期間における 12月の平均値、199万平方キロより大きかった。 

12 月の 925hPa レベル（海面上ほぼ 2,500 フィート）での大気温度は、北極海のほぼ全域で比較

的高かったが、特にラフテフ海北部と東シベリア海では、1981 年～2010 年の期間における 12 月の

平均値を摂氏 5度上回った。ボーフォート海とチュクチ会東部では、平均値かやや下回った。 
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４．その他 

11 月 3 日「デジタルオーシャン立ち上げのためのグローバル・アクセラレータ・ネットワーク

－米専門家論説」（Center for International Maritime Security, NOVEMBER 3, 2020） 

11月 3日付の米シンクタンクCenter for International Maritime Securityのウエブサイトは海洋ド

ローンのベンチャー企業Open Ocean Robotics社 CEOの Julie Angus、同社の共同出資者でNATOの

Maritime Unmanned Systems Innovation & Coordination（MUSI）プロェクト責任者Michael D. 

Brasseurの“Creating a Global Accelerator Network to Launch the Digital Ocean”と題する論説を

掲載し、ここで両名は海洋関連技術の Iot化などにより構築される「デジタルオーシャン」の実現には、

その原動力となるブルーテック企業を支援するアクセラレーターのグローバルネットワーク化が必要

であり、NATOのMUSIはそのモデルとなり得る取り組みであるとして要旨以下のように述べている。 

（1）海洋は 30億人以上の生活を支え、地球上の 3分の 1に主要なタンパク質源を提供し、国際貿易

の 90％以上の輸送回廊となっている。世界のブルーエコノミーは、2030 年までに 3 兆ドル規

模に成長すると予想されており、この爆発的成長は海洋の可能性を最大限に引き出す新たなテ

クノロジーを生み出すブルーテック（抄訳者注：海洋関連技術を指す用語）の新興企業によっ

て促進されている。海洋の重要で未開発の分野の可能性を認識し、持続可能な開発のための「国

連海洋科学の 10年」が来年から開始される。 

（2）デジタルオーシャン（抄訳者注：後述する海洋の Iot 化を含め、ネットワーク化された海洋関連

技術を指すと思われる）の進展は、地球上で最も人間が行きづらい場所へのアクセスを提供し、

ブルーエコノミーと海洋環境の保護を大きく前進させるだろう。この海洋における Iot（モノのイ

ンターネット）は、数百万平方マイルに亘って海底から海面までのネットワークを形成する。人

工知能、通信、ロボット工学の進歩を活用して海中、海上、海面上空に展開するドローンのシス

テムは太陽光、風力、波力を動力源として海洋環境の継続的なパトロールが可能である。これら

のシステムがリアルタイムに送信する高度なセンサーによる画像、音響などのデータは、油流出

などのリスクに対する早期警戒や違法漁業への対応を促進する、不法行動を行う船舶や潜水艦な

どの検出も可能である。これらのブレークスルー達成にはブルーテック企業の参入が不可欠であ

るが、資金調達、人材獲得、市場への適合といった課題のため、関心を有する企業も初期段階で

は非常に脆弱である。しかし、グローバルに革新的なシステムを統合することでブレークスルー

を共有し、海洋における共有リソースを保護、活用できる可能性がある。 

（3）アクセラレーター（抄訳者注：ビジネス用語として使用する場合には起業あるいは新規事業へ

の参入に際し、以下のような手法によって当該企業を支援する枠組みを指す）は、ビジネスガ

イダンス、資本へのアクセス、コミュニティへのコンタクト、リソースの共有及び初期段階の

テクノロジー企業を成長させるためのメンターネットワークのサポートを提供することによっ

て新興企業を育成し、より確実な経営の段階へと導くことができる。アクセラレーターの数は

2008年から 2014年の間に米国で 10倍に増加し、現在、世界中に 7,000を超えるアクセラレー

ターとインキュベーター（抄訳者注：ビジネス用語としてアクセラレーターと同義に解される

場合もあるが、こちらは主としてオフィスなどのインフラを提供する役割を担うものとされて

いる）が存在する。 

（4）アクセラレーターによる技術的イノベーションの解放や資本創出は効果的ではあるが、ブルー
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テックセクターを統合し、これらの企業をデジタルオーシャンの形成に集中させるにはグロー

バルなアクセラレーターのネットワークを構築するのがより望ましいであろう。そのためには

国家を一つにまとめ、共通の目標に集中できる原動力が必要であるが、30の同盟国と年間 1 兆

ドルを超える防衛予算を擁する NATOは、この新たなグローバルアクセラレーターのネットワ

ークをデジタルオーシャン構築という共通の目標に向けて導くのに適した立場にある。海洋は

NATOにとって重要である。24の加盟国が海洋国家であり他の加盟国も海洋に依存している。

これらの諸国は国民の安全、経済的繁栄、食糧供給の確保など海洋の保護という共通の必要性

を持っている。 

（5）実際、NATO の海洋水中無人機システム構想（以下、MUSI と言う）は、14 の NATO 連合国

を結集し、システムの開発と連合国海軍への導入を加速するものでありデジタルオーシャンの

構築をリードする可能性がある。我々の海がどれほど広大であり、艦船、潜水艦、航空機がど

れほど高価になったかを考慮すれば、デジタルオーシャン実現のドローンが重要になることは

明らかであろう。海洋ドローンは多くがブルーテックの新興企業によって製作され、風力、太

陽光、波力エネルギーを動力源としておりネットワーク構築も運用も比較的安価である。これ

らのドローンはデジタルネットワークを介して統合されることにより、種々の海洋問題に対す

る理解、関心を深めるのみならず、潜在的な敵潜水艦の行動の把握や違法漁業に対する強力な

抑止力提供など、海洋領域の全般の安全性を高めることも可能である。 

（6）NATO主導のMUSIチームは、この共有目標と取得、把握しているリソースを使用して、加盟

国にアクセラレーターのネットワークを構築して共通の目標に向かって取り組むようリードで

きる。各国のアクセラレーターは国の学術的リソース、ビジネスエリート、テクノロジーにお

ける先行企業、ベンチャーキャピタルを活用し、デジタルオーシャンの構築を推進する。この

研究、ビジネス、ベンチャーの融合により各国がイノベーションを推進し、海洋の可能性を最

大限に活用する新たなビジネスを生み出すために必要なシステムが創成される。各アクセラレ

ーターはNATOアクセラレーターのネットワークにリンクすることで国境を越えてこれを活用

し、新たなテクノロジー開発のため必要な従来とは異なるリソースのプールを作成できる。 

（7）70 年の経験と比類のないリソースを備えた NATO のサポートとガイダンスにより、各国アクセ

ラレーター間でペースの速いイノベーションシステムを統合することは、解決困難とされる海洋

問題に取り組むこれまでの常識を覆すような技術を解き放つ原動力となるだろう。 NATO の共

通のビジョンの下にあるグローバル・アクセラレータ・ネットワークは、その比較優位性、創造

性、資本を活かし、新たなテクノロジーを創造し、それらを実現する競争に勝ち残るだろう。そ

れは海洋における国境を越えた課題に焦点を当て、安全保障と経済的ニーズの双方を満たし、ブ

ルーエコノミーをより発展させ海洋経済を成長させ、持続可能な開発を促進するだろう。 

記事参照：Creating a Global Accelerator Network to Launch the Digital Ocean 
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5．補遺 

以下は、季報で抄訳紹介しなかったが、有益と思われる主要な論調やシンクタンク報告書などを当

該月ごとに列挙したものである。 

なお URLは当該月にアクセス可能であったものである。 

 

2020 年 10 月 

1．Crippled Capacity: How Weak Maritime Enforcement Emboldened Ansar al-Sunna 

http://cimsec.org/crippled-capacity-how-weak-maritime-enforcement-emboldened-ansar-al-s

unna/46007 

Center for International Maritime Security, OCTOBER 2, 2020 

By Kelly Moss, an African Maritime Security Researcher at Stable Seas 

10 月 2 日、アフリカの海洋安全保障問題に詳しい Kelly Moss は米シンクタンク Center for 

International Maritime Security のウエブサイトに“Crippled Capacity: How Weak Maritime 

Enforcement Emboldened Ansar al-Sunna”と題する論説を発表した。ここでMossはアフリカの

モザンビークにおけるアンサール・アル・スンナ軍と呼ばれる武装組織のアフリカ地域の海洋安全保

障に対する影響を分析し、特にアフリカ諸国の海洋の維持・管理に関する役割に対する疑問や、強力

な国家海洋執行能力の重要性、そして、陸域の活動に注目が集まっていたグローバルな暴力的非国家

主体（VNSA）への海洋安全保障の側面からの対応の必要性などを主張している。 

 

2．ecisive Theaters: Navy Must Pick the Right Fights in Great-Power Competition 

https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-10/BG3539.pdf 

Backgrounder, The Heritage Foundation, October 8, 2020 

Brent Sadler, Senior Fellow for Naval Warfare and Advanced Technology at The Heritage 

Foundation 

10月 8日、米シンクタンク Heritage Foundationの主任研究員 Brent Sadlerは同所ウエブサイト

上に“Decisive Theaters: Navy Must Pick the Right Fights in Great-Power Competition”と題す

る論説を発表した。ここで Sadler は、米国は現在、中国やロシアとのグローバルな競争に打ち勝つ

ため、航行の自由を守るための行動を強化しつつも戦争を想定し準備するという難しい姿勢が求めら

れているが、そうした米国の海洋支配やルールに基づく秩序に対するすべての挑戦に対抗するには米

海軍の現在の態勢は十分ではないとし、米国はまず、東地中海と南シナ海に海軍を大規模に展開、ロ

シアと中国の影響力に対抗して米国の利益を確保することが必要であり、そのためには現在の国家戦

略の大胆な改革と大国間競争における海軍の役割の拡大が必要であると主張している。 

 

3．A Look at the South China Sea 

https://www.chinausfocus.com/peace-security/a-look-at-the-south-china-sea 

China US Focus, Oct 09, 2020 

By Hu Bo（胡波）, Director, the South China Sea Strategic Situation Probing Initiative（南海

戦略態勢感知計画執行主任） 
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10 月 9 日、中国シンクタンク南海戦略態勢感知計画の執行主任である胡波は香港の China-United 

States Exchange Foundationのウエブサイト China US Focusに“A Look at the South China Sea”

と題する論説を寄稿した。ここで胡波は、①南シナ海での軍事的競争のリスクが高まる中、中国と米国

が積極的に戦争を行う可能性はまだ低い、②米国の立場は中立から、味方につくこと、直接介入するこ

とへと変化し、米国の政策の焦点は、紛争を管理することから、摩擦を助長することへと変化してきた、

③中国は「地政学的競争」を避けるために自制心を働かせてきたが、中国が南シナ海で国益を守り、軍

事資産を増やす行為は、米国からはその海洋支配を脅かすものと見なされている、④南シナ海における

米軍のプレゼンスと活動の拡大を中国は軽視することはできないため、長期的には米中対立が激化する

ことは必至である、⑤どちらかが積極的に相手を戦争に引き込む可能性は低いと思われるが、事故や予

期せぬ衝突のリスクは高い、⑥島や岩礁をめぐる紛争は制御可能だが、海洋の境界画定をめぐる緊張が

高まる可能性がある、⑦中国、米国、ASEANは東南アジアの 3大勢力であるが、短期的には、この 3

者が最大の共通項を見つけることも、いずれかが決定的な役割を果たすことも難しいため、効果的な秩

序が存在しない状態が長期化する、⑧平和的な競争の中で、当事者たちには行動に制約があり、危機管

理と統制を強化して無政府状態を排除することに関心をもっているため、南シナ海の状況は弱肉強食と

共有の自国領域という概念の間で揺れ続けるだろう、といった主張を行っている。 

 

4．Enhancing Forward Defense: The Role of Allies and Partners in the Indo-Pacific 

https://www.cnas.org/publications/commentary/enhancing-forward-defense-the-role-of-allies-

and-partners-in-the-indo-pacific 

Center for a New American Security, OCTOBER 15, 2020 

By Charles Edel, a Senior Fellow at the United States Studies Centre at the University of 

Sydney, Australia 

Siddharth Mohandas, an Adjunct Senior Fellow at CNAS 

10月15日、豪The University of SydneyのThe United States Studies Centre主任研究員Charles 

Edelと米シンクタンク Center for a New American Securityの客員研究員 Siddharth Mohandasは

Center for a New American Securityのウエブサイトに“Enhancing Forward Defense: The Role of 

Allies and Partners in the Indo-Pacific”と題する論説を発表した。ここで両名はインド太平洋地域

における米国の同盟国は、第 2次世界大戦後、アジアが目覚ましい発展を遂げた主な要因は米国が構

築・管理してきた同盟システムがもたらした安定であったとした上で、台頭しつつある中国が突きつ

ける様々な課題に対処するために不可欠な存在であるにもかかわらず、米国の防衛政策は、戦略環境

の変化や主要同盟国のニーズや防衛上の優先事項の変化という現実に適合していないとし、次期国防

長官が示す国防戦略（National Defense Strategy）は、同盟国やパートナー国と協力して、より強力

で持続可能な防衛能力を開発し、地理的に分散し、ネットワーク化された防衛力体制の構築を模索し、

中国の課題に対処するために米国の同盟国やパートナー国の既存の防衛力を結集し、組織化するため

の優先的な取り組みを示さなければならないと主張している。 

 

5．Stuck in the middle with you: Resourcing the Coast Guard for global competition 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/10/16/stuck-in-the-middle-with-you-r

esourcing-the-coast-guard-for-global-competition/ 

Brookings, October 16, 2020 
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By Michael Sinclair, Federal Executive Fellow - Brookings Institution Captain - U.S. Coast Guard 

Lindsey W. Ford, David M. Rubenstein Fellow - Foreign Policy, Center for East Asia Policy 

Studies 

10月 16日、米シンクタンク Brookings Institutionの Federal Executive Fellowで米沿岸警備隊

大佐のMichael Sinclairと同所研究員 Lindsey W. Fordは同所ウエブサイトに“Stuck in the middle 

with you: Resourcing the Coast Guard for global competition”と題する論説を寄稿した。ここで両

名は、①北京がもたらす多層的な課題の多くに、米国の沿岸警備隊は対処できる、②沿岸警備隊の幅

広い一連の作戦権限と提携国との協力関係の経験は米国務省が主導する外交と米国防総省の殺傷を

伴う軍務との間にある、③グレーゾーンでの競争で中国による強制を抑止するだけでなくパートナー

国との協力のために米国の継続的な海洋プレゼンスが必要となる、④沿岸警備隊の予算は比較的少な

く、米大統領の 21年度予算案では「防衛準備」のために 2億ドル近くの増額を要求しているが成功

していない、⑤米沿岸警備隊の海外活動資源が不足している理由の第 1は、沿岸警備隊は国土安全保

障省内に属し、国内の脅威に焦点が当てられていること、第 2に、国防総省は中核的優先事項とは無

関係であると考える海外の沿岸警備隊の任務に資金が流れることを望まないからである、⑥沿岸警備

隊を使用して合同軍事演習及びパトロール、能力構築、そして国際訓練を実施することは同じ任務の

ために海軍艦艇を使用するよりも遥かに安価である、⑦沿岸警備隊は中東で採用してきた遠征哨戒部

隊の組成を太平洋に組み込むことができるかについて議論すべきである、⑧沿岸警備隊は、オースト

ラリアとの間で独立した海外基地設置の選択肢を検討する時期に来ている、⑨追加資金と海洋競争を

管理する上でどのように付加価値を提供できるかを考えることで、沿岸警備隊は重要な役割を果たす

ことができる、といった主張を行っている。 

 

6．Where to Next?: PLA Considerations for Overseas Base Site Selection 

https://jamestown.org/program/where-to-next-pla-considerations-for-overseas-base-site-selec

tion/ 

China Brief, The Jamestown Foundation, October 19, 2020 

Nathan Beauchamp-Mustafaga, a Policy Analyst at the nonprofit and nonpartisan RAND 

Corporation 

10月 19日、米シンクタンクRAND Corporationの政策アナリストNathan Beauchamp-Mustafaga

は米シンクタンク The Jamestown Fondationのウエブサイト China Briefに“Where to Next?: PLA 

Considerations for Overseas Base Site Selection”と題する論説を発表した。ここでMustafagaは

中国が 2017 年にジブチに初の公式な海外軍事基地を設置して以来、中国の次の基地がどこになるか

について多くの憶測が流れているが、多くの議論では人民解放軍自身が海外の軍事基地の立地問題に

ついてどのように考えているのかという問題が見落とされていると指摘した上で、中国がどこに基地

を建設するかは人民解放軍がどこに基地を建設しようとしているかのみならず、相手国が人民解放軍

を歓迎すると考えるのか否か、中国の軍事プレゼンスを拒否する手段がほとんどないと相手国が考え

ているのかなど、様々な要因に左右される複雑な方程式で成立するものであると論じている。 

 

7．A Free and Open Indo-Pacific: Strengths, Weaknesses, and Opportunities for Engagement 

（Introduction） 
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https://www.nbr.org/publication/a-free-and-open-indo-pacific-strengths-weaknesses-and-oppo

rtunities-for-engagement-introduction/ 

The National Bureau of Asian Research, October 28, 2020 

Jeffrey Reeves, Vice-President of Research for the Asia Pacific Foundation of Canada 

（Canada） 

Joanne Wallis, Professor of International Security in the Department of Politics and 

International Relations at the University of Adelaide（Australia） 

10月 28日、カナダのシンクタンク Asia Pacific Foundationの副会長 Jeffrey Reevesとオースト

ラリアの University of Adelaide 教授 Joanne Wallis は米シンクタンク The National Bureau of 

Asian Researchのウエブサイトに“A Free and Open Indo-Pacific: Strengths, Weaknesses, and 

Opportunities for Engagement”と題する論文の序論を掲載した。ここで両名は、①日本は「自由で

開かれたインド太平洋」（Free and Open Indo-Pacific：以下、FOIPと言う）構想の推進に成功し、

2017年にはDonald Trump米大統領が FOIPの言葉を明確に採用した、②日米では戦略として FOIP

の 概念が存在しているが、インドやオーストラリアでは規範的な構想として、ASEANでは「展望」

として扱われている、③インド太平洋構想により小国は中国と伝統的な提携国との間で戦略的な選択

を迫られるという懸念がある、④カナダの Asia Pacific Foundationは、2020年 1月にバンクーバー

で会議を開催し、これを通して、FOIP の概念の解釈は異なるものの経済的、安全保障上、政治的、

または人と人との相互のつながりが鍵を握っているとの理解を各国が共有していることが明らかに

なった、⑤したがって、最も基本的な形での FOIPの概念は包摂的なメガリージョン（mega-region）

を構築するための 2大洋・2大陸戦略（two-ocean, two-continent strategy）の実現である、⑤ここ

で紹介する四つのエッセイはインド太平洋の地政戦略的関連性と FOIP の概念の戦略的範囲につい

て、肯定的、否定的を問わず、地域的な観点からの重要な洞察を提供すると述べている。 

 

8．A Case for Deepening India-Taiwan Ties 

https://www.vifindia.org/article/2020/october/30/a-case-for-deepening-india-taiwan-ties 

Vivekananda International Foundation, October 30, 2020 

Prof. Rajaram Panda, Former Lok Sabha Research Fellow, Parliament of India and Member, 

Governing Council of Indian Council of World Affairs, and Centre for Security and Strategic 

Studies, both in New Delhi 

10月 30日、印安全保障問題専門家Rajaram Pandaは印シンクタンクVivekananda International 

Foundationのウエブサイトに“A Case for Deepening India-Taiwan Ties”と題する論説を発表し

た。ここで Panda は近年のインド太平洋地域における地政学的環境の変化は同地域の多くの国々に

対し外交政策の優先順位の再設定を要求しているが、この新たな動きを生み出している唯一の要因

は、中国が自国の国益を促進するために力を行使し、小国や弱国を威嚇するという脅威である、など

とアジア地域の安全保障環境を概観した上で、東南アジアの多くの国は中国の脅威にさらされている

が、台湾のケースが最も脆弱であり、台湾は独立した民主主義国家であるにもかかわらず中国は台湾

を分断国家と見なしており必要であれば武力を行使してでも中国本土に統合する危険性があると指

摘している。さらに Pandaは、台湾は多くの外交上のパートナー国を失い、現在では 15の国しか残

っていないことに加え、一部の相手国は中国の脅迫に翻弄されていると台湾の劣勢を解説した上で、

パートナー国ではないにしろインドはあらゆる面で台湾との関係を深めることを躊躇してはならず、
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中国の台湾問題への過敏さに束縛されてはならないと主張している。 

 

9．Rethinking the “Quad” Security Concept in the Face of a Rising China 

https://jamestown.org/program/rethinking-the-quad-security-concept-in-the-face-of-a-rising-

china/ 

China Brief, The Jamestown Foundation, October 30, 2020 

By Professor Rajaram Panda was a Lok Sabha Research Fellow, Parliament of India and 

Member, Governing Council of Indian Council of World Affairs, and Centre for Security and 

Strategic Studies, both in New Delhi. 

10月 30日、印安全保障問題専門家 Rajaram Pandaは米シンクタンク The Jamestown Fondation

のウエブサイト China Briefに“Rethinking the “Quad” Security Concept in the Face of a Rising 

China”と題する論説を発表した。ここで Panda は 10 月 19 日、オーストラリアがインド、日本、

米国とともに 2020年のマラバール演習に 2007年以来初めて参加することが発表されたほか、2020

年のマラバール演習はベンガル湾及びアラビア海で年内に実施される予定であることが明らかにな

ったとして、中国はこの Quadを発足当初から否定的に見ており、設立直後に 4カ国すべてに外交上

の不満を表明し、この枠組みは地域大国として勢いを拡大する中国を封じ込めることを目的とした同

盟だと考えていることもあり、中国との積極的な経済・政治関係の維持に実質的に反することにもつ

ながる Quad から参加国はしばしば距離を置こうとしてきたと指摘している。さらに Panda は米印

両国が軍事協力を強化することは両国の利益になるのみならず、Quad の他の二つのメンバー国であ

る日本とオーストラリアにとっても有益であり、特に、インド太平洋におけるインドの安全保障上の

強固な足場づくりはインド洋における中国の拡大する勢力に対する重要なカウンターバランスを提

供することになると指摘する。そして、アジア太平洋地域の安全保障上のリスクが高まるにつれ、イ

ンド太平洋の安全保障政策を成功させるためには拡大する中国の地域的な力と戦うことができ、さら

にはそれを封じ込めることができる、より明白な安全保障の枠組み、すなわち Quadがなければなら

ないと結論づけている。 

 

 

2020 年 11 月 

1．Making Waves: Militant Maritime Operations Along Africa’s Eastern Coast 

https://warontherocks.com/2020/11/making-waves-militant-maritime-operations-along-africa

s-eastern-coast/ 

War on the Rocks, NOVEMBER 4, 2020 

By Tyler Lycan, a maritime security researcher with Stable Seas 

Christopher Faulkner, a visiting assistant professor in international studies at Centre College 

Austin C. Doctor, an assistant professor at Eastern Kentucky University 

11月 4日、海洋安全保障のプログラム Stable Seasの研究者 Tyler Lycanと Centre Collegeの客

員助教授である Christopher Faulkne、Eastern Kentucky Universityの准教授 Austin C. Doctorは

米 University of Texasのデジタル出版物War on the Rockに“Making Waves: Militant Maritime 

Operations Along Africa’s Eastern Coast”と題する論説を寄稿した。ここで Lycanらは、①暴力的
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な非国家武装集団が沿岸地域を利用する方法については知られていないため、アフリカの東海岸で活

動する二つの反政府勢力、ソマリアのアル・シャバブとモザンビークのアル・スンナ・ワル・ジャマ

ー（以下、ASWJと言う）のことを知る必要がある、②アル・シャバブは 2012年はアルカイダに忠

誠を誓い、それ以来、多国籍テロリストグループと緊密な関係を維持している、③アル・シャバブは

海洋活動を重要視し、陸上での作戦を支援するためにソマリアの港や沿岸海域に依存している、④

ASWJは、ソマリアの首都モガディシュから 1000マイル近く離れた、モザンビーク北部で主要な攻

撃姿勢を始め、2020年 3月には海洋作戦を増やしている、⑤アル・シャバブと ASWJの最近の海を

拠点とした活動は、武装勢力の広範で多様な方法を示しており、将来の反政府活動の雛形となる可能

性がある、⑥暴力的な非国家行為主体たちは、異なるパターンで海洋活動を利用しており、政策立案

者たちは、その存在がまだ初期段階にある武装集団の海洋活動を監視するのがよいだろう、⑦意思決

定者たちは海洋環境を無視する傾向のような“sea blindness”を克服し、武装勢力の具体的な海洋活

動に対抗するための、それぞれの事情に合わせた戦略を立案することが不可欠である、⑧両国とも、

経済発展、汚職の克服、法の支配の支援、沿岸地域に住む人々の人権保護など、より総合的なアプロ

ーチが必要である、⑨これらの戦略を最大限に利用するためには、陸と海の境界線を越えた構想が必

要である、といった主張を行っている。 

 

2．Why the Arctic is Not the ‘Next’ South China Sea 

https://warontherocks.com/2020/11/why-the-arctic-is-not-the-next-south-china-sea/ 

War on the Rocks, NOVEMBER 5, 2020 

By Elizabeth Buchanan, a lecturer of strategic studies at Deakin University delivering the 

Defence and Strategic Studies Course at the Australian War College 

Bec Strating, the executive director of La Trobe Asia and a senior lecturer in the Department of 

Politics, Media and Philosophy at La Trobe University, Melbourne 

11 月 5 日、豪 Deakin University 講師で the Australian War College に出向中の Elizabeth 

Buchanan と La Trobe University の外交・海洋安全保障問題専門家の Bec Strating は米

University of Texasのデジタル出版物War on the Rockに“Why the Arctic is Not the ‘Next’ South 

China Sea”と題する論説を発表した。ここで両名は、近年、南シナ海と北極は新たな大国間競争が

繰り広げられる戦略的な舞台としてひとまとめにされているとした上で、南シナ海と北極海の地政学

的な「競争」の相違点と類似点を理解することは、中国の将来の海洋姿勢と政策の戦略的含意を予測

する上で極めて重要であることは認めるものの、戦略的競争の文脈で南シナ海の紛争勃発のポイント

と北極のそれとを比較することは短絡的であると指摘している。そして、中国とロシアは南シナ海と

北極地域に関して国連海洋法条約（UNCLOS）に局地的かつ利害関係を重視した形で密接であるが、

こうした海洋法に対する局地的なアプローチは、グローバル・コモンズの多国間ルールに基づくガバ

ナンスに対する課題を理解する上で意味を持つものだと主張している。 

 

3．STRATEGIC AUTONOMY AND U.S.-INDIAN RELATIONS 

https://warontherocks.com/2020/11/strategic-autonomy-and-u-s-indian-relations/ 

War on the Rocks.com, November 6, 2020 

Jeff M. Smith, a research fellow at the Heritage Foundation 

11月 5日、米シンクタンク The Heritage Foundationの Jeff M. Smithは米 University of Texas

豪
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のデジタル出版物 War on the Rock に“STRATEGIC AUTONOMY AND U.S.-INDIAN 

RELATIONS”と題する論説を発表した。ここで Smithは 1947年に独立して以来、インドの外交政

策は非同盟という一つの包括的原則に導かれてきたが、このドクトリンは「世界政治におけるインド

のアイデンティティの中心的な要素」と評され、インドを非同盟運動の指導者として位置付けようと

する一方、冷戦時は米ソのどちらとも協調しないよう導いたとしてインドの非同盟主義を取り上げ、

冷戦の記憶が薄れるにつれ、インドでは非同盟主義の魅力も薄れ、特に 2014 年に Modi 首相が選出

されて以来、さらにこのドクトリンの政治的位置づけが低下していると指摘している。そして、米国

から見ればインドが豪州や日本のような米国と長年に渡る同盟関係にある国とは異なる対応を示す

など、米印関係は期待どおりではないとして評する声もあるが、インドの立場から見れば、米国との

戦略的パートナーシップはすでに例外的な存在、かつ同盟関係の限界を押し広げる新たな段階となっ

ており、これはすでに、独立以来インドが築いてきた戦略的パートナーシップの中で最も拡大したも

のであると主張している。 

 

4．Hopes and Doubts in Beijing 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-11-13/hopes-and-doubts-beijing?u

tm 

Foreign Affairs.com, November 13, 2020 

CHENG LI, Director of Brookings Institution’s John L. Thornton China Center and a Senior 

Fellow in the Foreign Policy program at Brookings 

11月 13日、米シンクタンク The Brookings Instituteのシニアフェローである CHENG Liは米

Council on Foreign Relationsが発行する国際政治経済誌 Foreign Affairsのウエブサイトに“Hopes 

and Doubts in Beijing”と題する論説を発表した。ここで Liは中国政府はこれまで、米大統領選の

結果にこれほど注目したことはなかったが、それは中国指導部は誰がホワイトハウスの主になったと

しても競争が米中関係を決定づけることを認識しているからだと指摘している。しかし、彼ら中国指

導部はまた Joe Biden元副大統領が Donald Trump大統領に勝利したことは、両国の憂慮すべき対立

への歩みを止める―あるいは少なくともその歩みをゆっくりにする―機会を提供すると信じている

と評している。そして Liは Biden政権が中国との協力分野や競争分野を模索する中で、今後も中国

との緊張が続くことは間違いないとした上で、一部の有力な中国の学者は Biden氏の勝利を、米国と

の間により生産的な関係を築く可能性として見ているが、実際には中国の世界的な影響力の増大や米

国内の政治環境の不安定さが両国関係の修復を困難にするだろうと指摘している。 

 

5．Water Wars: Shadowboxing in Taiwan and the Senkakus 

https://www.lawfareblog.com/water-wars-shadowboxing-taiwan-and-senkakus 

Lawfare.com, November 17, 2020 

Sean Quirk, a JD/MPP joint-degree student at Harvard Law School and Harvard Kennedy 

School 

11 月 17 日、米 Harvard Law School 及び Harvard Kennedy School で学ぶ Sean Quirk は豪

Lawfare Instituteのウエブサイト Lawfare.comに“Water Wars: Shadowboxing in Taiwan and the 

Senkakus”と題する論説を発表した。ここで Quirkは台湾周辺における中国軍の活動が活発化して

いることや、尖閣諸島周辺海域に中国海警局が恒常的に侵入していることなどから、同地域は不安定
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な状態にあるが、中国政府は海上の境界線を巡って台北、東京、ワシントンの当局者の忍耐を試すた

めに相手国との戦争ではなく自国の軍事行動を利用する傾向にあると指摘した上で、このような「シ

ャドウボクシング」戦略は、少なくとも 2012 年に東シナ海や南シナ海で「戦わずして勝つ」ために

始まった中国の長年の努力と一致しているが、この戦略は決して目新しいものではなく、孫子の兵法

の原則に従ったものであると主張している。そして Quirkは Trump政権の一貫性のなかった外交姿

勢が次の Biden政権では改められるだろうといった複数の研究者の分析結果を引用した上で、今後数

週間にわたり発出される Biden 次期大統領の公式声明に加え、彼の閣僚人事が Biden 政権のインド

太平洋戦略の方向性をさらに明らかにするだろうと指摘している。 

 

6．A Coherent Maritime Strategy 

https://www.usni.org/coherent-maritime-strategy 

Proceedings, US Naval Institute, November 2020 

By Commander Paul S. Giarra, U.S. Navy（Ret.） 

11月、US Naval Instituteが発行する Proceedings誌 11月号は米海軍退役中佐 Paul S. Giarraの

“A Coherent Maritime Strategy”と題する論説を掲載した。ここでGiarraは①米海軍は一貫した海

洋戦略を策定するのに苦労しているが、信頼できる海洋戦略とは複雑なものである必要はなく、海洋戦

略は「海軍は何のためにあるのか」を地政戦略的な文脈で表現しなければならない、②米海軍は、その

戦略的・作戦的義務を実行するため、ユーラシアの安全保障、自由民主主義の理想、そして米国的生活

様式を脅かす専制主義の台頭に海洋から対抗する、③米海軍の海洋戦略においては攻撃的な大洋横断型

の前方展開が重要であり、それは信頼できる抑止力と戦闘力を展開するために、海軍を遠洋艦隊として

構成することを意味する、④米海軍は他の米国の軍種との緊密な戦略的、作戦的及びドクトリン的な協

力関係の中で統合された方法で軍事行動を行う、⑤国際的な利益のための米国のシーパワーは海洋の同

盟諸国やパートナー諸国海軍との緊密な提携によって最も良く実践され、そうすることで、米国の国家

的動機、戦略範囲及び耐久性に対する信頼を高めることができる、⑥あとは地図上の話をして方向性と

目的をもって方法と手段を練るだけであり、その予算は、危険な時代において国家戦略上の利益を守る

ために平時に骨を折って支払うべき対価にすぎない、という主張を行っている。 

 

7．Quad 2.0 Is Off to a Good Start – It Must Keep Going 

https://thediplomat.com/2020/11/quad-2-0-is-off-to-a-good-start-it-must-keep-going/ 

The Diplomat, November 23, 2020 

By Manoj Rawat, a former Indian naval captain and director of naval operations at the Naval 

Headquarters 

11月 23日、元印海軍大佐であるManoj Rawatはデジタル誌 The Diplomatに“Quad 2.0 Is Off to 

a Good Start – It Must Keep Going”と題する論説を発表した。ここで Rawatはインド洋で行われ

た今年のマラバール演習に日米印 3 カ国の海軍に加えオーストラリアの海軍が参加したことで、

Quadを構成する 4カ国の海軍が揃い踏みしたことになり、これはインド太平洋で中国に対抗する新

たなメカニズムのスタートを意味する「Quad2.0」の動きだと指摘した上で、米国の新政権が Trump

政権ほど Quadを前進させようとしていないのではないかという懸念もあるが、国内の反中感情の高

まりもあって米国も Quad にコミットしないわけにはいかないだろうと論じている。そして Rawat

はインドもこれまでの非同盟主義を改める時期に来ており、より強力に Quadにコミットすることが
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必要であるし、次回のマラバール演習を南シナ海で実施すべきだと主張している。 

 

8．Why Is There No South China Sea Air Defense Identification Zone? 

http://www.scspi.org/en/dtfx/why-there-no-south-china-sea-air-defense-identification-zone 

South Shina Sea Strategic Situation Probing Initiative（SCSPI）, November 23, 2020 

Chang Ching, Ph.D., Research Fellow, Society for Strategic Studies based in Taipei 

11月 23日、台北の中華戦略学会（Society for Strategic Studies）の研究員である張競は北京大学

の南海戦略態勢感知計画のウエブサイトに“Why Is There No South China Sea Air Defense 

Identification Zone?”と題する論説を寄稿した。その中で、①2013年 11月 23日に東シナ海に防空

識別圏（ADIZ）が設定されてから、北京が南シナ海にも ADIZ を設置するのではないかと憶測を呼

んだが的中しなかった、②東アジアの安全保障状況や権力構造が東シナ海の ADIZの設置によって大

きく影響を受けるという見方は大げさなものであった、③東シナ海の ADIZには排他的な主権の主張

は一切ないため、その正当性は必須条件として他国からの承認に依存しない、④国際社会から多くの

誤解や憶測が飛び交ったのは北京の意図を理解していなかったためであり、中国が南シナ海に別の

ADIZ を設定することは、さらなる誤判断を招くだろう、⑤東シナ海の航空機の運行情報区域の対象

の範囲が海側にまで及んでいない状況と比較して、南シナ海の運行情報区域の範囲は必要な奥行きを

サポートするのに十分なものであるため ADIZを設定する必要はない、⑥しかし外国の軍事航空活動

のレベルと強度が上昇し続け、香港と三亜市の運行情報区域の及ばない空域に意図的に接近した場

合、北京が南シナ海に ADIZを設置する可能性がある、⑦南シナ海の ADIZの設定によって海洋での

航行の自由と上空飛行の自由は影響を受けるどころか誤認、誤判断、さらには誤発砲のリスクを減ら

すことができるといった主張を展開している。 

 

9．China’s Monster Fishing Fleet 

https://foreignpolicy.com/2020/11/30/china-beijing-fishing-africa-north-korea-south-china-sea

/?utm 

Foreign Policy.com, November 30, 2020 

11月30日、米New York Timesにしばしば寄稿しているChristopher Palaは米ニュース誌Foreign 

Policyのウエブサイトに“China’s Monster Fishing Fleet”と題する論説を発表した。ここで Pala

は、北朝鮮沖で操業する中国のイカ釣り漁船団を事例に挙げ、いかに中国の漁船団が統一された意思

のもとで戦略的に活動しているかなどを説明した上で、中国漁船団の南シナ海における活動は、単な

る漁業に従事しているのではなく、漁船を使用して他国の船団を監視したり、物資を運んだり、他の

船を襲撃したりし、漁をするにしてもインドネシア、フィリピン、ベトナムの EEZ で操業している

と指摘している。そして Pala は、確かにこうした活動に中国が補助金を支給していることは問題だ

が、補助金は他国も支給していてこれが違法操業を助長しているとし、早くこの問題に対処しなけれ

ば中国の巨大な漁船団は海を枯渇させ続け、何百万人もの貧しい北朝鮮やアフリカなどの人々は飢え

てしまうだろうと主張している。 
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2020 年 12 月 

1．The New Great Game at Sea 

https://warontherocks.com/2020/12/the-new-great-game-at-sea/ 

War on the Rocks.com, December 8, 2020 

Geoffrey F. Gresh, a professor of international security studies at National Defense University  

12月 8日、米 National Defense Universityの Geoffrey F. Gresh教授は米 University of Texas

のデジタル出版物War on the Rockに“The New Great Game at Sea”と題する論説を発表した。

ここで Gresh は従来の日米印に加え豪州が加わった今年のマラバール演習や中国の海外基地の拡大

などは、海洋における新たな「グレート・ゲーム（Great Game）」の出現を意味しており、こうした

海軍重視（navalism）の高まりはインド太平洋地域及びそれ以外の地域をさらに不安定化させる恐れ

があるが、米国、インド、日本、オーストラリアなどは海洋協力の拡大や海軍の近代化や拡充への投

資の拡大、そして志を同じくする地域大国との新たな提携の支援を通じて地域の不安定化を抑制する

ことができると主張している。そして Greshはそうした同盟国や友好国の海軍重視の傾向には一定も

リスクが伴うが、より大規模で能力の高いインド太平洋地域の同盟国や友好国の海軍力は米軍が新た

な世界戦略、特に財政的に制約された環境に適応し続ける際に直面する、世界規模の負担の一部を相

殺するのに役立つであろうと指摘している。 

 

2．Unsettled Waters: Understanding Eurasia’s Maritime Thrust 

https://thediplomat.com/2020/12/unsettled-waters-understanding-eurasias-maritime-thrust/ 

The Diplomat, December 08, 2020 

By Abhijnan Rej is Security & Defense Editor at The Diplomat 

12 月 8 日、デジタル誌 The Diplomat で安全保障問題の編集者を務める Abhijnan Rej は同誌に

“Unsettled Waters: Understanding Eurasia’s Maritime Thrust”と題する論説を発表した。ここで

Rej はグローバル化した世界における大国間の戦略的競争が再び注目を集める中で、ユーラシア海域

における海軍競争が顕著になっているとし、近年の歴史上前例のない中国海軍艦隊の拡大は、インド

太平洋地域における勢力バランスの変化の最たるものとしてしばしば論じられているが、実際には、

インドのような他の国もまた自国の国家的野心及び商業的至上主義にふさわしい海軍の獲得を熱望

しているし、それに加えて、北極の景観を変化させた気候変動の影響もあり、ロシアも確固とした海

軍プレゼンスの確立を追求する可能性があると指摘した上で、米 National Defense University教授

の Geoffrey F. Greshが 2021年に刊行予定の To Rule Eurasia’s Waves: The New Great Power 

Competition at Seaと題する書籍を取り上げ、著者である Greshにインタビューを行っている。な

お、同インタビューにおいて Greshは、①ロ海軍の能力向上、②中ロ両国の北極海に関する利害の一

致、③経済における海洋の重要性の継続と特に中印両国のシーレーン・領海防衛の重要性、などが今

後のインド太平洋地域の海洋安全保障のポイントになると述べている。 

 

3．Overcome the Tyranny of Distance 

Amphibious airplanes could solve many EABO problems created by the vastness of the ocean. 

https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/december/overcome-tyranny-distance 

Proceeding, December 2020 

Christopher D. Booth, a career national security professional who formerly served on active 
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duty as a commissioned U.S. Army armor and cavalry officer 

元米陸軍機甲部隊将校である Christopher D. Boothは 12月、The U.S. Naval Instituteが発行す

る月刊誌 Proceedings のウエブサイトに“Overcome the Tyranny of Distance: Amphibious 

airplanes could solve many EABO problems created by the vastness of the ocean”と題する論説を

寄稿した。ここで Booth は①米海兵隊司令官 David H. Berger 大将による「司令官の計画指導書」

（Commandant’s Planning Guidance）は、「東シナ海及び南シナ海での中国の悪質な活動」に対抗す

ることを優先させている、②Berger 大将は太平洋地域で信頼できる米国の抑止力を提供するため、

そのドクトリンを再考し、能力のバランスを調整し、そして時代遅れのシステムを新しいツールに置

き換えるように軍に指示した、③海軍と海兵隊はこれらの課題に対応するために分散型の海洋作戦、

紛争環境下における沿海域作戦、そして、遠征前進基地作戦（以下、EABOと言う）など様々な新し

い作戦概念とドクトリンを用いて準備を進めている、④海兵隊の遠征部隊が成功するためには、補給、

死傷者の救出、そして様々な岩礁、島、環礁との行き来のための、迅速で信頼性の高い、長距離の手

段が必要となる、⑤現代の海上航空部隊は太平洋を横断する兵站の要となる可能性があり、それらを

前方に配備することには（陸上機と比較して）兵站上の利点がある、⑥海上航空部隊を支援するため

に、海軍と海兵隊は、前方弾薬等補給・給油設備（Forward Arming Refueling Point：FARP）を設

置するための資材を事前に配置することができる、⑦低コストで持続可能な方法によって、「距離の

暴虐」を克服することが、EABO を成功させる鍵となるといった主張を展開している。 

 

4．Would China Invade Taiwan for TSMC? 

https://thediplomat.com/2020/12/would-china-invade-taiwan-for-tsmc/ 

The Diplomat.com, December 15, 2020 

John Lee, a senior analyst at the Mercator Institute for China Studies（MERICS） 

Jan-Peter Kleinhans, the project director for technology and geopolitics at Stiftung Neue 

Verantwortung（SNV）, focusing on semidconductors as a strategic asset 

12月 15日、ドイツのシンクタンクMercator Institute for China Studies（MERICS）の上級ア

ナリストである John Leeと同じくドイツのシンクタンク Stiftung Neue Verantwortung（SNV）の

プロジェクトディレクターである Jan-Peter Kleinhans はデジタル誌 The Diplomat に“Would 

China Invade Taiwan for TSMC?”と題する論説を寄稿した。ここで両名は①台湾の半導体製造に関

する世界最大手企業 TSMC（臺灣積體電路製造股份有限公司）は、多くの状況でチップ設計企業にと

って唯一の実行可能な選択肢であるという状況が今後何年にもわたって続く、②中国による台湾侵略

はリスクが高く、必要なのは、政治的に定義された最終的な勝利のための状況を作り出すことである、

③仮に TSMC の重要な従業員と設備が無傷で占拠されたとしても侵攻後の状況下で最先端の技術を

維持する能力が損なわれる可能性が高い、④世界的な価値連鎖における TSMC の役割は、米国、ヨ

ーロッパ及び日本企業からの投入資本に依存しているため、中国が TSMC を支配しても自立できな

いだろう、⑥長期的には中国のチップ設計企業の TSMC への依存度は、着実に低くなると予想され

る、⑦中国は、そのハイテク産業が依然として外国からの投入資本に依存していることを認めており、

国際的なチャンネルをオープンにしておくことを優先している、⑧世界各国政府は、供給拠点の多様

化や現地の製造能力の構築により主要技術の価値連鎖における過度の集中に内在するリスクを軽減

しようとしている、⑨TSMCの重要な役割が情勢を変えるわけではなく、第三者にとって台湾での経

済的利益が中国での経済的利益を上回ることは考えにくいため、台湾を支持する場合は政治的な配慮
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が必要である、といった主張を行っている。 

 

5．Competition With China Could Be Short and Sharp 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-12-17/competition-china-could-be-

short-and-sharp 

Foreign Affairs.com, December 17, 2020 

Michael Beckley, Associate Professor of Political Science at Tufts University and Jeane 

Kirkpatrick Visiting Scholar at the American Enterprise Institute 

Hal Brands, Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs at the Johns Hopkins 

University School of Advanced International Studies and a Resident Scholar at the American 

Enterprise Institute 

12月 17日、米 Tufts University准教授Michael Beckleyと The Johns Hopkins University名誉

教授Hal Brandsは Council on Foreign Relationsが発行する外交・国際政治専門誌 Foreign Affairs

のウエブサイトに“Competition With China Could Be Short and Sharp”と題する論説を発表した。

ここで両名は「次の 10 年間は戦争の危険性が最も高まるのではないか」との危機感を示した上で、

中国は台湾海峡や世界的な通信網をめぐる争いなど米中競争の重要な分野でパワーバランスを有利

にしている一方で、同時に著しい経済減速と国際的な反発の高まりにも直面していると現状を概観

し、中国の長引く経済停滞や債務の増大、労働力人口の減少といった諸条件は中国が選択可能な戦略

的選択肢を狭めていると評している。そして両名は米国は中国に対する全面的な技術禁輸、全面的貿

易制裁などといった、これ以上に強硬な措置をとるべきではないし同時に中国に対する圧力を劇的に

高めるべきではないとした上で、かつての冷戦時代にソ連に対処したのと同様、米国は来るべき危機

を乗り切る限り、中国との長いライバル関係を勝ち取ることができると主張している。 

 

6．China’s Military Actions Against Taiwan in 2021: What to Expect 

https://thediplomat.com/2020/12/chinas-military-actions-against-taiwan-in-2021-what-to-exp

ect/ 

The Diplomat.com, December 18, 2020 

Dr. Ying-Yu Lin, an Adjunct Assistant Professor at the Institute of Strategic and International 

Affairs, located at National Chung Cheng University in Chiayi, Taiwan 

12月 18日、台湾 National Chung Cheng University助理教授林穎佑はデジタル誌 The Diplomat

に“China’s Military Actions Against Taiwan in 2021: What to Expect”と題する論説を発表した。

ここで Linは 2021年の台湾の安全保障環境を展望すると話題について、2020年の米大統領選後、こ

の 3年間、ぎくしゃくしてきた米中関係が好転する可能性が高いとの見方が大勢を占めるようになっ

たが、この時期の台湾海峡両岸の空軍や海軍の軍事行動を見ると、公開軍事演習であれ非公開軍事演

習であれ両岸は軍事行動の自由を拡大していると指摘した上で、中国の諺に「軍事を知る者は好戦的

にならない」とあるように、台湾は無謀な戦争を始めることはないだろうが、中国人民解放軍は、2015

年末に始まった軍改革以前のような負け犬ではなくなっており、我々は、内外からの圧力により、北

京が台湾に対して武力行使を選択する可能性があることを警戒しなければならないと主張している。

さらに Linは、現在、中国は主にグレーゾーン戦略に頼っており、軍用機や艦艇軍艦を派遣して定期

的に台湾に嫌がらせを行っているが、今後、より直接的な行動を選択する可能性も否定できないし台
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湾周辺には人民解放軍の航空機や艦船が常時存在しているため、今後は人民解放軍の脅威に対する台

湾の対応時間が十分確保されない可能性もあると主張している。 

 

7．China-Russia strategic ties to be strengthened, sending strong signal to new US govt 

https://www.globaltimes.cn/content/1210830.shtml 

Global Times, December 23, 20202 

12月 23日、中国政府系紙環球時報英語版 Global Timesの電子版は“China-Russia strategic ties 

to be strengthened, sending strong signal to new US govt”と題する記事を掲載した。その中で、

①Biden 次期政権が米国と他国との関係を修復する際の障害を Trump 政権が設けている時、中国と

ロシアは協力して米国に強いメッセージを送ってきた、②Bidenは、モスクワを最大の脅威とするが

米国が中国をライバルリストから外すことはない、③中ロ関係は史上最良の状態にあり、それは互恵

的な必要性と根本的な利益に基づいているが、米国の抑圧は中ロ協力を加速させる、④中ロの提携が

将来的に軍事同盟に変貌し、世界に新たな冷戦をもたらすのではないかという推測がある、⑤ロシア

の Putin大統領は、中ロの軍事同盟は「可能性はある」が両国は「一般的に」それは必要ないと述べ

た、⑥Bidenが米国と欧州との関係を修復すれば、ロシアは近隣諸国との状況により多くの課題を抱

えることになり、ロシアは中国からのより多くの支援を必要とする、⑦しかし、軍事同盟は現時点で

は両国の選択肢にないが、中ロが協力して戦うことを余儀なくされる戦争が始まるという最悪な状況

になれば可能性がある、⑧軍事同盟は柔軟性がなく、現在の戦略的提携は利益のために柔軟性を保つ

のに十分である、⑨中ロ間の協力は軍事と安全保障だけでなく経済、政治、外交、文化、科学技術、

公衆衛生などの分野でも柔軟性があり包括的であるといった見解が述べられている。 

 

8．Legal Boundaries of U.S. Coast Guard Operations in the South China Sea 

http://www.scspi.org/en/dtfx/legal-boundaries-us-coast-guard-operations-south-china-sea 

South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, 2020-12-24 

By Yan YAN（閻岩）, Director of the Research Center of Oceans Law and Policy in the National 

Institute for the South China Sea Studies（中国南海研究院海洋法律与政策研究所所長） 

12月 24日、中国南海研究院海洋法律与政策研究所の閻岩所長は北京大学の南海戦略態勢感知計画

（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）に“Legal Boundaries of U.S. Coast 

Guard Operations in the South China Sea”と題する論説を発表した。ここで閻所長は、米国が 12

月 18 日に報告書を発表したが、同報告書は中国は南シナ海で積極的に作戦を展開し自国に有利な国

際秩序を築こうとしていると非難した上で、米国は海軍力の兵力投射能力を高め、米国の同盟国や提

携諸国との協力を強化することで「中国の脅威」に対抗すべきだと主張したことを取り上げ、米海兵

隊の動向などを検証している。その上で閻所長は、米政府高官は海兵隊を南シナ海に常時配備すると

繰り返し表明しているが、財政的な制約もあり、米国が将来的に海兵隊を南シナ海に大規模に展開す

る可能性は低いと評価すると同時に、代替策として米海兵隊は漁業執行協力の名の下に新たな手段で

南シナ海をかき乱し、中国の南シナ海の主張に異議を唱え、中国の海洋活動を妨害してくる可能性が

あると主張している。 
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9．Hints of Chinese Naval Ambitions in the 2020s 

https://thediplomat.com/2020/12/hints-of-chinese-naval-ambitions-in-the-2020s/ 

The Diplomat, December 25, 2020 

By Rick Joe is a longtime follower of Chinese military developments, with a focus on air and 

naval platforms. 

2020 年 12 月 25 日、長年にわたり中国軍事問題をフォローし続けてきた Rick Joe はデジタル誌

The Diplomatに“Hints of Chinese Naval Ambitions in the 2020s”と題する論説を発表した。こ

こで Joeは 2020年は米海軍の 2045年までの建艦計画、英国の 2030年以降の海軍計画、そして印海

軍の第3の空母への野望の強化に至るまで世界の複数の主要海軍が将来の長期調達戦略を策定した年

であったと評した上で、この海軍力拡大の野望は、COVID-19の大流行の経済的影響にもかかわらず、

多くの主要国にとって短期的だけでなく中長期的なトレンドとして継続されるだろうと指摘し、中国

の海軍力の拡大計画について筆者の予想を交え検証している。そして最後に、中国に関してはコルベ

ット、フリゲート、駆逐艦、大型駆逐艦、通常型潜水艦、大型両用戦艦艇などの建造・調達能力が実

証されているとした上で、中国海軍が今後、原子力潜水艦や空母の大規模調達を実施するかどうかは

不明であるが、新たに完成した渤海の原子力潜水艦施設や、実証済みの空母建造可能な造船所の動向

を検討する価値はあると指摘している。 

 

 

 

6．COVID-19 関連情報 

以下は、「海洋情報 FROM THE OCEANS」において収集・発信している海洋安全保障情報の中で

も新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連したものを、抄訳あるいは補遺として取り上げな

かったものを含め、取りまとめたものである。本項は公表された情報を海洋政策研究所が要約・作成

したものであり、情報源を括弧書き表記すると共にインターネットによるリンク先を掲載した。また、

URLはいずれも当該記事の参照時点でアクセス可能だったものである。 

なお、抄訳あるいは補遺として取り上げたものについては当該掲載情報を記載している。 

 

2020 年 10 月 

 

1．10月 5日 A Quad of consequence: Balancing values and strategy 

（The Interpreter, October 5, 2020） 

（https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/quad-consequence-balancing-values-strategy） 

The Interpreter, October 5, 2020 

Titli Basu 

10月 5日付の豪シンクタンク Lowy Instituteのウェブサイト The Interpreterは印シンクタンク

The Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses非常勤研究員 Titli Basuの“A 

Quad of consequence: Balancing values and strategy”と題する論説を掲載し、ここで Basuは 10

月 6日に東京で開催される日米豪印外相会合（Quad）について、ここでは COVID-19が国際社会を



 海洋安全保障情報季報－第 32 号 

 

 

139

根本的に変えてしまうのかという点も論じられるであろうが、確実なのは中国にどのように向き合う

べきかが議論されることになるだろうと論じている。 

（抄訳：本号 39頁） 

 

2．10月 5日What Happens When China Leads the World（The Atlantic, October 5, 2020） 

（ https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/10/what-kind-superpower-will-chin

a-be/616580/） 

The Atlantic, October 5, 2020 

Michael Schuman 

10月 5日付の米月刊誌The Atlanticは起業家、著述家であるMichael Schumanの“What Happens 

When China Leads the World”と題する論説を掲載し、ここで Schumanは中国が超大国になった

場合にどのような行動をとるかについての歴史的考察をする中で、中国が自国の影響力拡大のために

あらゆる分野を利用するという事例の一つとして COVID-19対応に際しての世界保健機関（WHO）

における台湾のコミットメントの排除を挙げている。 

 

3．10月 5日What you need to know about the “Quad,” in charts（Brookings, October 5, 2020） 

（https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/10/05/what-you-need-to-know-about-

the-quad-in-charts/） 

Brookings, October 5, 2020 

Tanvi Madan 

10月 5日付の米シンクタンク The Brookings Institutionのウェブサイト The Brookingsは同所

Project on International Order and Strategy 上級研究員でインドプロジェクトの責任者 Tanvi 

Madanの“What you need to know about the “Quad,” in charts”と題する論説を掲載し、ここで

Madanは東京で開催された日米豪印 4カ国枠組み（Quad）外相会合に関連して同枠組みの経緯と現

状、展望について論ずる中で、対中国を意識した同枠組みは最近の一連の COVID-19対応を通じて 4

ケ国間相互及び域外国との関係とも大きく進展することになったと述べている。 

 

4．10月 7日 China’s Two-Pronged Response to the Quad（The Diplomat, October 7, 2020） 

（https://thediplomat.com/2020/10/chinas-two-pronged-response-to-the-quad/） 

The Diplomat, October 7, 2020 

Shannon Tiezzi 

10月 7日付のデジタル誌 The Diplomatは同誌編集者 Shannon Tiezziの“China’s Two-Pronged 

Response to the Quad”と題する論説を掲載し、ここで Tiezziは COVID-19の影響下で敢えて対面

方式で開催された日米豪印 4 カ国枠組み（Quad）外相会合の意義について触れつつ、参加各国の姿

勢の微妙な違い、すなわち米国（Pompeo国務長官）の中国共産党に対する強い批判と他の 3カ国の

中国には直接言及することなく「自由で開かれたインド太平洋」について述べたことの含意などにつ

いて論じている。 

（抄訳：本号 42頁） 
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5．10月 8日 The Quad was made for 2020（The Strategist, October 8, 2020） 

（https://www.aspistrategist.org.au/the-quad-was-made-for-2020/） 

The Strategist, October 8, 2020 

Michael Shoebridge 

10月 8日付の豪シンクタンク Australian Strategic Policy Institute（ASPI）のウェブサイト The 

Strategistは同所 The defence, strategy and national security program責任者Michael Shoebridge

の“The Quad was made for 2020”と題する論説を掲載し、ここで Shoebridgeは東京で開催された

日米豪印 4 カ国枠組み（Quad）外相会合について論ずる中で中国による Quad への批判はあるもの

の同枠組みは COVID-19 対応やパンデミック後の経済再建などについて既に域外国も含めた協力態

勢を構築しつつあり実質的に新たな段階に入っていると論じている。 

 

6．10月 12日 Act East or Acting? India and ASEAN（The ISEAS – Yusof Ishak Institute, October 

12, 2020） 

（https://www.iseas.edu.sg/media/commentaries/act-east-or-acting-india-and-asean/） 

The ISEAS – Yusof Ishak Institute, October 12, 2020 

Hoang Thi Ha 

10 月 12 日付のシンガポールのシンクタンク ISEA-Yusof Ishak Institute のウェブサイトは同所

Researcher for Political & Security Affairs特別研究員Hoang Thi Haの“Act East or Acting? India 

and ASEAN”と題する論説を掲載し、ここでHoangは印 ASEAN関係について論ずる中で東アジア

包括的経済連携（RCEP）締結に対する ASEAN 諸国の期待は非常に大きいが、インドの離脱は

COVID-19 の影響による国内経済の急激な悪化に起因するものでありその復帰は容易ではないと見

られると論じている。 

 

7．10月12日Beijing Believes Trump Is Accelerating American Decline（Foreign Policy, October 12, 2020） 

（https://foreignpolicy.com/2020/10/12/china-trump-accelerating-american-decline/） 

Foreign Policy, October 12, 2020 

Rush Doshi 

10 月 12 日付の米シンクタンク Foreign Policy Research Institute のウェブサイトは The  

Brookings China Strategy Initiative責任者Rush Doshiの“Beijing Believes Trump Is Accelerating 

American Decline”と題する論説を掲載し、ここで Doshiは中国が国際協調に背を向ける Trump政

権が結果的に米国を衰退させることになると見ていると論ずる中で、その論拠の一つとして同政権の

COVID-19 初期対応の不手際に起因する感染拡大を挙げている。 

 

8．10月 15日 Enhancing Forward Defense: The Role of Allies and Partners in the Indo-Pacific 

（Center for a New American Security, October 15, 2020） 

（https://www.cnas.org/publications/commentary/enhancing-forward-defense-the-role-of-allies

-and-partners-in-the-indo-pacific） 

Center for a New American Security, October 15, 2020 

Charles Edeland, Siddharth Mohandas 

10月 15日付の米シンクタンクThe Center for a New American Security（CNAS）のウェブサイトは
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豪 The University of Sydney, the United States Studies Centre上級研究員Charles Edeland、CNAS

非常勤上級研究員 Siddharth Mohandas の“Enhancing Forward Defense: The Role of Allies and 

Partners in the Indo-Pacific”と題する論説を掲載し、ここでEdelandらは台頭する中国に対応するには

インド太平洋地域の米国の同盟国、パートナー諸国の結束が不可欠と論ずる中で、米国の COVID-19 の

初期対応の不手際に対する不信感を払拭し、かつ、同盟国、パートナー諸国において COVID-19 がもた

らす経済的苦境を克服するためにも、これら諸国の連携強化が重要であると論じている。 

（補遺：本号 126頁） 

 

9．10月 19日 What’s worth 14 days’ quarantine for Australia’s foreign minister? 

（The Strategist, October 19, 2020） 

（https://www.aspistrategist.org.au/whats-worth-14-days-quarantine-for-australias-foreign-m

inister/） 

The Strategist, October 19, 2020 

Graeme Dobell 

10月 19日付の豪シンクタンク Australian Strategic Policy Institute（ASPI）のウェブサイト The 

Strategistは同所ジャーナリスト研究員 Graeme Dobellの“What’s worth 14 days’ quarantine for 

Australia’s foreign minister?”と題する論説を掲載し、ここで Dobellは Payne豪外相の東京で開催

された日米豪印 4 カ国枠組み（Quad）外相会合参加とこれに引き続くシンガポール訪問はインド太

平洋地域におけるオーストラリア外交にとって重要なものであり、COVID-19対応のための計 28日

間に及ぶ隔離に見合うものであったと論じている。 

 

10．10月 22日 Commentary: U.S. politicians' attempt to build anti-China alliance faces dead end

（Xinhua Net, October 22, 2020） 

（http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/22/c_139459485.htm） 

Xinhua Net, October 22, 2020 

huaxia（署名記事） 

10月 22日付の中国国営通信社・新華社のウェブサイト英語版 Xinhua Netは同編集者 huaxiaの

“Commentary: U.S. politicians' attempt to build anti-China alliance faces dead end”と題する署

名記事を掲載し、ここで huaxia は最近の米中対立の下で中国批判を強めている米国の姿勢は

COVID-19の影響からの経済回復を目指す国際社会の協調のためにも有害無益であると論じている。 

 

11．10月 24日‘They are raping the Galapagos’: Chinese fishing boats, Covid-19 threaten  

Ecuador’s Unesco site（South China Morning Post, October 24, 2020） 

（ https://www.scmp.com/news/world/americas/article/3106948/they-are-raping-galapagos-chi

nese-fishing-boats-covid-19） 

South China Morning Post, October 24, 2020 

10 月 24 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版は“‘They are raping the 

Galapagos’: Chinese fishing boats, Covid-19 threaten Ecuador’s Unesco site”と題する記事を掲載

し、COVID-19の影響による観光客の激減のために経済的な危機に瀕しているガラパゴス諸島周辺海

域に中国の漁船団が進出して活動を活発化させている状況について報じている。 
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2020年 11月 

 

1．11月 16日 A New Phase for the Free and Open Indo-Pacific（The Diplomat, November 16,2020） 

（https://thediplomat.com/2020/11/a-new-phase-for-the-free-and-open-indo-pacific/） 

The Diplomat, November 16,2020 

川島真 

11月 16日付のデジタル誌 The Diplomatは東京大学総合文化研究科教授・川島真の“A New Phase 

for the Free and Open Indo-Pacific”と題する論説を掲載し、ここで川島は 10月に東京で開催され

た日米豪印 4カ国閣僚会合（Quad）が新たな段階に入ったと論ずる中で、COVID-19のパンデミッ

ク対応と激化する米中対立への対応が主要議題となったとし、特に前者については健康・衛生分野や

デジタル経済などの分野における新たな国際ルールの作成などについて引き続き協力していくこと

が確認されたと述べている。 

 

2．11月 17日 Japan visit cements strategic ties for Prime Minister Morrison 

（East Asia Forum, November 17, 2020） 

（https://www.eastasiaforum.org/2020/11/17/japan-visit-cements-strategic-ties-for-prime-mini

ster-morrison/） 

East Asia Forum, November 17, 2020 

Shiro Armstrong 

11月 17日付の豪 Australian National Universityの Crawford School of Public Policy のデジタ

ル出版物 EAST ASIA FORUM は豪 The Australian National University, the Australia-Japan 

Research Centre所長 Shiro Armstrongの“Japan visit cements strategic ties for Prime Minister 

Morrison”と題する論説を掲載し、ここで Armstrongは 11月 17日からの 2日間の Scott Morrison

豪首相の訪日が、COVID-19対応のため帰国後は 14日間の隔離を強いられるにも係わらず敢えて実

施されたことは新たな日豪関係の重要性を象徴するものであると論じている。 

 

3．11月 26日 The outlines of a European policy on the Indo-Pacific 

（The Interpreter, November 26,2020） 

（https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/outlines-european-policy-indo-pacific） 

11月 26日付の豪シンクタンク Lowy Instituteのウェブサイト The Interpreterはパリを拠点に活

動するジャーナリスト Lisa Louiseの“The outlines of a European policy on the Indo-Pacific”と題

する論説を掲載し、ここで Louiseは 9月のドイツに引き続きオランダも 11月にインド太平洋関連の

外交戦略を発表したことについて、これが今後の欧州の共通のスタンスとなっていく可能性もあると

論ずる中で、COVID-19対応については両文書とも医療機器など特定の製品の中国への過度の依存は

流通のボトルネックとなるおそれがあり、代替貿易国を確保してサプライチェーンの多様化を図る必

要があると主張していることを指摘している。 
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2020年 12月 

 

1．12 月 7 日 The U.S.-Japan Alliance in 2020  AN EQUAL ALLIANCE WITH A GLOBAL 

AGENDA（CSIS, Dec 7, 2020） 

（https://www.csis.org/analysis/us-japan-alliance-2020） 

CSIS, Dec 7, 2020 

Richard L. Armitage, Joseph S. Nye 

米シンクタンク Center for Strategic and International Studies（CSIS）は 12月 7日付で Richard 

L. Armitage、Joseph S. Nyeらによる“The U.S.-Japan Alliance in 2020 AN EQUAL ALLIANCE 

WITH A GLOBAL AGENDA”と題する政策提言（いわゆる「アーミテージ・ナイレポート」）を掲

載し、ここで Armitageらは台頭する中国への対応も念頭にいわゆるファイブアイズへの日本の加入

を含む日米協力強化を訴えているが、過酷なパンデミック状況下、感染症対策についても日米協力、

広範な国際協力の必要性について言及している。 

 

2．12月 7日 China Is Both Weak and Dangerous（Foreign Policy, December 7, 2020） 

（ https://foreignpolicy.com/2020/12/07/china-weak-dangerous-china-nightmare-dan-blumenth

al-review/） 

Foreign Policy, December 7, 2020 

Matthew Kroenig, Jeffrey Cimmino 

12月 7日付の米シンクタンク Foreign Policy Research Instituteのウエブサイトは米シンクタン

ク The Atlantic Council, the Scowcroft Center 副所長で Georgetown University 教授 Matthew 

Kroenig と The Scowcroft Center Global Strategy Initiative のプログラムアシスタント Jeffrey 

Cimminoの“China Is Both Weak and Dangerous”と題する論説を掲載し、ここで Kroenigらは中

国という特異な国家の強権性と脆弱性について、DanBlumenthal の著書 The China Nightmare：

The Grand Ambitions of a Decaying Stateを引用しつつ論ずる中で、COVID-19のパンデミックが

米中の競争関係を激化させたことについて言及している。 

 

3．U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress U.S. Role in the World: 

Background and Issues for Congress（Congressional Research Service, December 16, 2020） 

（https://fas.org/sgp/crs/row/R44891.pdf） 

Congressional Research Service, December 16, 2020 

米議会調査局は 12月 16日付で“U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress”

と題する国際社会における米国の役割に関する調査報告を発表し、その 1 節に“Potential Impact of 

COVID-19 Pandemic”の項が設けられ、COVID-19のパンデミックは国際社会に長期的変動をもた

らす可能性があり、米国が果たすべき役割は大きいとして同局がこれまで随時提示してきた関連の報

告書を参照するよう提言している。 
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4．12月 17日 How Covid-19 Affected U.S.-China Military Signaling 

（Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS, December 17, 2020） 

（https://amti.csis.org/how-covid-19-affected-u-s-china-military-signaling/） 

Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS, December 17, 2020 

12月 17日付の米シンクタンク Center for Strategic and International Studies（CSIS）, Asia 

Maritime Transparency Initiative（AMTI）のウエブサイトは“How Covid-19 Affected U.S.-China 

Military Signaling”と題する記事を掲載し、COVID-19のパンデミックが米中対立を激化させた状

況、特に南シナ海における軍事的行動の件数に関する定量的比較などの分析結果を提示している。 
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Ⅱ．解説・論説 

 

 

潜水艦救難と脱出：潜水艦乗組員の安全のために 

 

元防衛大学校教授 

山内 敏秀 

１．はじめに 

2017年 11月、アルゼンチン海軍の潜水艦「サンファン」が沈没し、乗組員 44名が犠牲になった

ことは記憶に新しい。2000 年 8 月にはバレンツ海で訓練中のロシアの原子力潜水艦「クルスク」が

沈没し、米英、ノルウェーから潜水艦救難艇の派遣などの支援の申し出があったが、ロシアが拒否し

たため、118名の命が失われた。 

また、1963 年に沈没した米原子力潜水艦「スレッシャー」のように潜水艦が水圧によって押しつ

ぶされてしまうような水深より浅い海域で事故が発生し、潜水艦が沈没した場合、乗員は艦内で生存

している可能性がある。「クルスク」の場合もそうであった。単純化して言えば、この生存する乗組

員をいかに救出するかが、潜水艦救難である。 

日本で最初の潜水艦事故は、1910 年４月に国産潜水艦の第 1号である第 6潜水艇が岩国沖におけ

るガソリン潜航訓練中に沈没、艇長佐久間勉大尉以下 14 名が殉職した事故である。潜水艦救難の視

点から特筆されるのは、1924年、演習に参加していた第 43潜水艦が佐世保沖で沈没、7時間後に救

助隊と通信設定を行った後、13 時間にわたって通信が維持されたにもかかわらず、海上模様等のた

めに救助活動が進展せず、乗組員全員が殉職した事故である。査問委員会が提出した報告書は「適当

なる救難設備を予め準備し置く要あり」と述べている。 

ただ、日本に限らず、世界で沈没潜水艦から乗組員を救出する方法は、潜水艦救難用チャンバー

（Submarine Rescue Chamber：以後、チャンバーと言う）が出現するまでサルベージしか手段はな

かった。サルベージは成功すれば一度に多くの乗組員を救出できるが、作業に時間がかかり、気象海

象に大きく影響されるという欠点があった。 

２．潜水艦救難用チャンバーの出現 

上述のような状況に革命的な変化をもたらしたのがチャンバーである。1925年に米潜水艦 S-51が

沈没、艦内に生存者がいるにもかかわらず救助することができず、結局 33 名の乗組員が失われ、潜

水艦救難構想が生まれる。その 2年後の 1927年、R-4潜水艦で 40名の乗員が窒息死するに及んでチ

ャンバーの開発が開始される。中心的役割を果たしたのが Charles “Swede” Momsen大尉（当時）

である。彼の開発したチャンバーは、1939 年に発生した潜水艦「スクォーラス」の事故において、

71mの水深から 23名の乗組員を救出することで、その実力を発揮する。その結果、チャンバーは各

国海軍に広まり、海上自衛隊では 1961年にはチャンバーを搭載した潜水艦救難艦「ちはや」を就役

させ、呉に配備した。さらに 1970 年には「ふしみ」が就役し、横須賀に配備され、常に潜水艦の救

難体制を維持することができるようになった。 
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チャンバーは、丁度お寺にある釣り鐘のような形をしており、これを母船から沈没した潜水艦の脱

出用のハッチの真上に降ろし、乗員を収容しようとするものである。このため、第 1段階として沈没

した潜水艦はその位置を救出部隊に知らせるためのメッセンジャー・ブイというものを放出するが、

ブイは救難ワイヤーと呼ばれるワイヤー・ケーブルを引っ張りながら水面に上昇する。この救難ワイ

ヤーは、通常、潜水艦の前後部に 2個所ある脱出用を兼ねたハッチの中心を通って送出される。現場

に到着したチャンバーを搭載した潜水艦救難艦は、潜水艦の真上に位置を固定するよう潜水艦の周囲

4個所に錨をおろす。そして、揚収したブイからワイヤー・ケーブルを外し、チャンバーのドラムに

接続し、このワイヤー・ケーブルをドラムに巻いていけばチャンバーは脱出用ハッチの真上に到達す

ることになる。潜水艦の甲板に到達したチャンバーはスカート部と呼ばれる乗組員の通路となる空間

の海水を排水することによってチャンバーを潜水艦甲板に密着させ、チャンバー側、潜水艦側のハッ

チを開き、乗組員を収容する。 

 

 
レスキューチャンバーの構造概要（海上自衛隊提供） 

 

このチャンバーによる救助にはいくつかの問題点、限界があった。その第 1は救助した潜水艦乗員

が一度大気圧にさらされることである。通常の潜水艦内の気圧はほぼ大気圧であるが、沈没した潜水

艦の艦内では気圧が上昇している可能性があり、そのような環境にあった潜水艦乗組員が適切な減圧

を行わないで大気圧にさらされるといわゆる潜水病にかかるおそれがある。チャンバーを搭載してい

た海上自衛隊の救難艦「ちはや（初代）」、「ふしみ」には再圧タンクが装備されていたので、乗員を

直ちに再圧タンクに収容し、処置することは可能ではあったが、潜水病の危険を避けることはできな

い。 
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救難訓練でレスキューチャンバーから出る潜水艦乗組員（海上自衛隊提供） 

 

第 2は、潜水艦からの救難ケーブルの長さによってチャンバーで救出できる水深は制限される。第

3に、チャンバーは救難ケーブルや救難艦側からのケーブルによって制御されているとはいえ、救難

作業を行う環境の影響を受けざるを得ず、強い海流があったり、潜水艦が傾いていたりすると使用で

きなくなる。 

３．深海救難艇 

チャンバーの問題を改善したのが深海救難艇（Deep Submergence Rescue Vehicle：以下、DSRV

と言う）である。DSRVの出現のきっかけとなったのは、前述の米原子力潜水艦「スレッシャー」の

事故であった。1963年 4月、深深度潜航試験を実施中の同艦が沈没し、民間技術者 17名を含む 129

名が殉職した。後に同艦の艦体は水深 2.560mの海底に大きくは 6つの部分に分かれて発見されてお

り、水深数百 m で圧壊したと考えられている。この事故をきっかけに米海軍では深海潜水システム

検討委員会が設置されたが、潜水艦救難深海潜水システムの開発が始められ、1971 年に DSRV-1 が

就役し、潜水艦救難の新しい幕が開かれた。 

海上自衛隊における DSRVへの取組は 1975年に救難実験艇「ちひろ」が技術研究本部に納入され

たときに始まったと言って良い。1985年に DSRVを搭載した潜水艦救難母艦「ちよだ」が就役し、

横須賀に配備された。さらに、2000 年には 2 代目の潜水艦救難艦「ちはや」が呉に配備された。海

上自衛隊が装備する DSRV の構造は、水圧に対抗する球形の船体を 3 つつなぎ合わせ、その外側に

動力源となる電池、推進器、スラスター、テレビカメラ、マニミュレータを装備し、これらを覆う船

体と潜水艦に密着する（メイティングと言う）上で大切なスカート部などから構成されている。 
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潜水艦救難母艦「ちよだ」のセンターウェル上にある DSRV（海上自衛隊提供） 

 

DSRVの最大の長所は、深海での救難にも対応できることにある。どこまでを深海というかは問題

があるが、少なくとも潜水艦の圧壊深度以上の安全潜航深度が求められていると言えよう。米国の資

料によれば米国の DSRVは 1,524mまで潜航することができると報じられている。 

我が国における DSRV による潜水艦救難の手順は、概ね次のようになる。DSRV を搭載した潜水

艦救難（母）艦が発見された沈没潜水艦の近くに進出すると、DSRVは台に乗せられ、救難（母）艦

の船体中央にある開口部（センター・ウェル）から直接海中に降ろされ、台から発進した DSRVは下

降していき、事前に設置された発信器などを目印に潜水艦に近接する。潜水艦を確認した DSRVは必

要であればマニピュレータ―を使用して障害物を除去し、予定の脱出用ハッチの上にメイティングす

る。メイティングが完了し、スカート内の海水を排除すると、潜水艦及び DSRVのハッチを開いて潜

水艦乗組員を収容し、乗組員を収容した DSRVは上昇し、救難（母）艦が降ろしている台の上に進入

し、台とともに救難（母）艦に収容される。潜水艦の艦内圧が上がっていた場合には DSRVを救難（母）

艦に装備されている再圧タンクに直接メイティングし、救出された潜水艦乗員が大気圧にさらされる

ことなく、減圧の処置を行うことが可能である。これも DSRVによる潜水艦乗組員救出の大きな利点

の一つである。 
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DSRVによる潜水艦救難作業の流れ（海上自衛隊提供） 

 

そのほか、DSRVの利点として、自立行動が可能であるため、海象、海底状況、遭難潜水艦の状態

等による制約を受けることが少なく、推進器、スラスター、センサー及びこれらを統合した自動操縦

装置によってメイティング作業が比較的容易に実施でき、比較的多人数を 1 回に救出可能であり、母

艦と行動中の DSRVは機械的な連接がないため、母艦は占位に制約を受けない制限を受けない等が指

摘できる。一方、DSRVは自立行動が可能とは言え、速力は遅く、何度かのトリップの後は電池の充

電も必要であり、搭載センサーの能力も限られることから、潜水艦救難艦、母潜水艦等（海自では実

施していないが DSRV を潜水艦から運用する方法もある）による支援が必要であり、DSRV 自体の

建造にも相当程度の経費が必要である。 

このため、潜水艦が世界で拡散していく一方、潜水艦救難システムを整備、保有できる国は限られ

ている。このような情勢に対応するため、多国間枠組の潜水艦救難体制が進められている。NATOで

は遠隔操作式無人機、潜水艦救難機等から構成される北大西洋条約機構潜水艦救助システムが加盟国

によって共同運用されている。アジアでは 2000年から西太平洋潜水艦救難訓練が実施されており、

第 3 回までは 2年ごとに、それ以降は 3年ごとに実施されており、2019年はオーストラリアが主催

し、日米韓豪、シンガポール、マレーシアの 6カ国の海軍が参加し、ロシア、中国等 20カ国がオブ

ザーバーとして加わっている。 

４．個人脱出 

潜水艦乗組員を救出する方法は、上述のチャンバーや DSRV 等の潜水艦救難システムによる方法だ

けではない。浸水の増大、炭酸ガスや塩素ガスによる艦内空気の汚染等によって潜水艦救難システム

による救出を待つ余裕がないような状況では潜水艦の艦長、あるいは生存乗組員の最先任者の判断で

潜水艦から乗組員を脱出させることになる。これを個人脱出と言う。 

個人脱出の歴史は比較的古く、1928年には先に紹介した米海軍のMomsen大尉が「モンセンの肺」
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と呼ばれる個人脱出用の装具を開発、実用化に成功しており、英海軍では 1931 年にデイビス水中脱

出装具と呼ばれる装具を使用して潜水艦「ポセイドン」からの脱出に成功している。日本海軍の潜水

艦においても 2名用の艦外脱出区画が前後部に 2個所設置され、簡便な脱出用アクアラングが装備さ

れていたが、日本海軍では使用された実績はない。 

個人脱出には自由上昇法と装具を使用した方法があり、自由上昇法とは人間が持つ浮力に委ねて潜

水艦から水面まで上昇していく方法である。この際、上昇するに従い、水圧は減少していき、その分、

肺は膨張し、息を止めていると最後には肺が破裂することになる。これを防止するため、口をとがら

せ、ストローから息を吐く感じで途切れることなく息を吐き続け、かつ自分が吐いた息によってでき

る泡よりも早く上昇することがないよう注意する必要がある。 

装具を使用した方法として、海上自衛隊では長くアメリカで開発されたスタンキーフードを使用し

た方法を採用してきた。また、自由上昇法との中間に位置するものとして、救命胴衣だけを装着して

脱出する浮力上昇法もある。 

スタンキーフードは下の写真のように膨張式の救命胴衣の上にファスナーと防水テープでフード

が取り付けられており、フードの中には逃気弁と呼ばれる弁が 2個付いている。 

スタンキーフードを用いる方法では、乗組員はスタンキーフードを装着して脱出筒内に入り、下部ハ

ッチを閉鎖して、上部ハッチの下部についているスカートの下端の少し上くらいまで脱出筒内に海水を

入れる。そこでフードをかぶり、高圧空気によって脱出筒内を潜水艦がいる深度に対応した気圧まで加

圧し、外圧と均圧したところで上部ハッチを開き、高圧空気によって救命胴衣を膨らませ、スカートを

くぐって艦外に脱出する。上昇を始めると水圧の変化で救命胴衣の中の空気は膨張しようとするが、逃

気弁があるのでそこから空気はフード内に逃げていく。言い換えれば、フード内にその水深にほぼ対応

した圧力の空気が供給され、脱出する潜水艦乗員は呼吸を続けながら上昇することが可能になるという

ことである。もちろん、呼吸を続けながら、といってもかなりのスピードで上昇するため、特別な呼吸

法が必要になる。各回の最後に脱出する者は打音で艦内に最後が脱出する旨を伝え、一定の間隔を開け

た後、艦内から上部ハッチを閉鎖し、海水を艦内に排水して、下部ハッチを開き、脱出を繰り返す。 
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スタンキーフード（筆者撮影） 

 

脱出筒内部（海上自衛隊提供） 

 

ただ、スタンキーフードによる脱出の欠点の一つは低水温による障害を避けることができないこと

である。この方法では、乗組員の身体そのものは直接海水に触れるため、海水温度が低い状況では水

面に到達しても生存の可能性は限られたものとなる。第 2の問題として、大きな水圧のかかった海底

にある潜水艦から脱出するためにはそのハッチを開く必要があり、前述のように、脱出筒内で気圧を

沈没している水深の水圧まで加圧するが、その際、窒素酔い等を起こすことが避けられなくなる。 

これらの問題を克服するため、Submarine Escape Immersion Equipment Mk Xという全身型の

装具が開発、導入された。これは英海軍が開発した Submarine Escape Immersion Suitに海面到達

後の乗組員の安全確保のため小型ライフ･ラフトを取り付けたものであり、現在は後継機である

Submarine Escape Immersion Equipment Mk XIが海上自衛隊でも使用されている。 

 

（了） 
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オーシャンピース・キーピング（OPK）構想の立案過程 

―高井 晉氏（元防衛省防衛研究所図書館長）へのヒアリング調査を実施して― 

 

笹川平和財団海洋政策研究所 

客員研究員 相澤 輝昭 

はしがき 

オーラル・ヒストリーは重要政策に係る歴史的証言を記録して後世に伝える試みであり、今日では

国内外でこれを活用した様々な取り組みが行われている。本稿はその一環として元防衛省防衛研究所

図書館長の髙井晉氏の御協力を得て、「オーシャンピース・キーピング（OPK）構想の立案過程」を

テーマに実施したものを取りまとめたものである。 

オーシャン・ピ－スキーピング（以下、OPK）は 1990 年代末頃から髙井氏、防衛省防衛研究所主任

研究官の秋元一峰元海将補（現 OPRI 特別研究員）が提唱した海洋安全保障の概念である。これは「ア

ジア太平洋地域の排他的経済水域内において、海洋資源の保護管理や海洋環境の保全、さらに海洋通商

路の安定的利用の確保を目的とする、海軍･コーストガードが共同して警察的任務の一環として行う協

力活動の提言」であり、具体的な内容としては「アジア太平洋地域諸国の海軍・コーストガードが相互

に乗組んだパトロール船が、地域の排他的経済水域内で行われる密漁、廃棄物の海洋投棄、海賊行為、

テロ、麻薬取引その他の違法行為を沿岸国の法令に基づいて取り締ること」などを念頭に置いていた（後

掲参考文献：髙井晉「ブリーフィング・メモ －OPK と海洋安全保障協力－」など参照）。 

OPK は発表当初、国内外で注目を集め、国会質疑でも取り上げられたが、その理念は現在のさま

ざまな「安全保障協力」にも継承されている。また、OPK の考え方は OPRI が取り組んでいる「海

を護る新たな国際構造の創出」プロジェクトが念頭に置く「海洋ガバナンス」の構築に資する新たな

海洋安全保障概念にも通ずるものであり、提唱者である髙井氏に聴き取りを実施する重要性は高いと

考えられたため、オーラル・ヒストリーの手法を用いて、その構想の立案過程について以下の通りヒ

アリング調査を実施した。なお、本稿で示された見解や解釈については個々の関係者のものであり、

笹川平和財団海洋政策研究所を代表するものではないことを付記しておく。 

 

高井 晉氏の経歴 

1943 年 8月 岡山県生まれ 

1967 年 青山学院大学法学部卒業 

1973 年 青山学院大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学 

1975 年 防衛庁教官採用試験（国家公務員上級職採用試験相当）合格 

1976 年 防衛研修所助手。以降、防衛研究所第 1 研究部第 2 研究室長、第 1 研究部

主任研究官、図書館長を歴任。この間、青山学院大学大学院兼任講師など

多くの大学講師、研究機関研究員を兼務 

2007 年 防衛研究所退官。その後、OPRI 特別研究員を経て、現在は一般社団法人

日本安全保障戦略研究所理事長 
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2020 年 2月 28 日 

髙井 晉先生オーラル・ヒストリー質問票 

－オーシャンピース・キーピング（OPK）構想の立案過程－ 

 

1．まずは本件のバックグランドとしまして、先生の御経歴、御研究のプロフィールなどについてお

伺いしたいと思います。先生は 1973 年、青山学院大学法学研究科を単位取得済退学され、75 年、

防衛庁教官採用試験に合格されまして、翌 76 年、防衛研修所助手に就任されますが、それまでの

御研究の内容や防衛庁を志願された理由、また、それにも関連いたしまして、当時の国内外情勢

をどのように受け止めておられたのか、といった点についてお聞かせ下さい。 

2．先生は防衛研究所で第 1 研究部第 2 研究室長、第 1 研究部主任研究官、図書館長などを歴任され、

また、この間、国内外各大学の兼任講師なども務めておられますが、この間の研究テーマ、特に

関心をもって取り組んでおられた事項などについてお聞かせ下さい。 

3．この間、我が国の防衛、安全保障に係る情勢としては 70 年代のデタント、80 年代の新冷戦、そ

して 80 年代末には冷戦終結と大きな変化を経るわけですが、先生は防衛研究所の研究者という立

場で、こうした動きをどのように感じておられたのでしょうか？ 

4．もう一つ本題の前に、OPK の考え方には国連海洋法条約（UNCLOS）の存在が非常に大きく影

響しているものと考えておりますが、先生は国際法研究者として条約の交渉から 1982 年の採択、

1994 年の発効から今日に至るまで、この UNCLOS について、特に「海洋のガバナンス」という

観点から、どのように受け止めておられたのでしょうか？ 

5．さて、ここからは本題の OPK についてお伺いしていきたいと思います。先生は本件の提唱者の一

人でいらっしゃいますが、まずはこうした考え方を持つようになられた契機、またその時期、オ

フィシャルには 1996 年から防研において研究が開始されたものと承知しておりますが、そこに至

る経緯、それからそのプロセスにおいて特に影響を受けた人物、参考にされた論文などがありま

したらお聞かせ下さい。 

6．先生は OPK を「アジア太平洋地域の排他的経済水域内において、海洋資源の保護管理や海洋環境

の保全、さらに海洋通商路の安定的利用の確保を目的とする、海軍･コーストガードが共同して警

察的任務の一環として行う協力活動」とし、その具体的内容としては「アジア太平洋地域諸国の

海軍・コーストガードが相互に乗組んだパトロール船が、地域の排他的経済水域内で行われる密

漁、廃棄物の海洋投棄、海賊行為、テロ、麻薬取引その他の違法行為を沿岸国の法令に基づいて

取り締ること」いう説明をしておられますが、このような考え方は、どのようにして導き出され

たものだったのでしょうか？ 

7．先生方が御提案された OPK は 1997 年 10月、防研において開催された国際共同特別研究会で議

論されたことを契機として内外の注目を集めることとなるわけですが、この国際研究会の議論、

あるいはそれを契機とした内外の反応などについて何か印象に残っていることがあればお聞かせ

下さい。また、この御提案に対する当時の防衛庁、防研内の反応はどのようなものだったのでし

ょうか？ 

8．そうした中、1999 年 11 月の衆院外務委員会で公明党の山中曄子議員から OPK について質問が

なされ国会でも議論されることとなりましたが、この経緯について何か御存知のことがあればお

聞かせ下さい。またこれに対する当時の防衛庁あるいは防研の反応はどのようなものだったでし
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ょうか？また、先生御自身は本件についてどのようにお感じになられましたでしょうか？ 

9．その後の先生御自身の、あるいは防衛庁、防衛研究所としての OPK に関する取り組みについて、

何か御記憶のことがあればお聞かせ下さい。 

10．2001 年 9月にはいわゆる 9.11米国同時多発テロが発生し、我が国も後に海上自衛隊のインド洋

派遣が実施されることになります。図らずも対テロ戦争における海上阻止作戦という形で有志連

合による海軍間の協力枠組みが実現することになり、日本も補給支援活動という形でこれにコミ

ットしていくことになります。先生は OPK との関係でこうした動きをどのように見ておられまし

たでしょうか？ 

11．2003 年 6 月のアジア安全保障会議（シャングリラ・ダイアローグ）では石破茂防衛庁長官がス

ピーチの中で「アジア太平洋地域における多国間協力の可能性」について述べる中で OPK につい

ても言及され、大きな反響を呼んだと言われていますが、この件について何か御存知のことがあ

りましたらお聞かせ下さい。 

12．その後、2010 年代後半には新たな地域概念として「インド太平洋」が注目を集めるようになり、

我が国も「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を推進しておりますが、ここで論じられてい

る新たな安全保障上の脅威とこれへの対応は OPK と共通する部分が多々あるのではないかと思

われます。このような最近の動きと OPK の関係について、先生はどのようにお考えでしょうか？ 

13．今日では OPK の理念は様々な「安全保障協力」の形に継承されていると考えることもできるか

もしれませんが、しかし現実問題として上記で提唱された海上法執行など多国間の海洋安全保障

協力の実現までは至っていないのもまた事実です。元よりそのことが簡単な話ではないことも

重々承知の上で敢えて伺いますが、このように OPK の考え方が現実にはなかなか浸透しない原因

はどういった点にあるとお考えでしょうか？また、それを克服して OPK の考え方をより広く普及

させていくためにはどのような取り組みをしていけばよいのか、何かお考えがありましたらお聞

かせ下さい。 

14．以上、OPK 構想の立案過程などについて伺って参りましたが、先生は今日の情勢にもかんがみ

て、OPK の意義について現時点ではどのようにお考えでしょうか？また、海洋政策研究所では、

「海を守る新たな国際構造の創出に関する研究」（ブルーインフィニティループ）と題する新たな

海洋ガバナンス構築に資する研究に取り組んでおります。これは基本的な問題認識を OPK と同じ

くするものと考えておりますが、最後にこれとの関連で何かアドバイスを頂ければ幸甚です。 
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海洋政策オーラル・ヒストリー 髙井 晉（元防衛研究所図書館長） 

―オーシャンピース・キーピング（OPK）構想の立案過程― 

 

実施日  2020 年 2月 28 日（金） 

実施時間 12時 30分～14時 30分 

実施場所 笹川平和財団ビル 6階会議室 

語り手  髙井  晉（元防衛省防衛研究所図書館長） 

聞き手  相澤 輝昭（OPRI 特任研究員） 

テーマ  オーシャンピース・キーピング（OPK）構想の立案過程 

 

相澤 笹川平和財団海洋政策研究所の相澤でございます。本日は髙井晉先生からオーシャンピース・

キーピング（OPK）構想の立案過程などについて、お話をお伺いしたいと思います。質問票は

事前にお送りしたとおりですが、関連する事項につきましても併せましてお話をいただければ

と思います。また、お渡ししている質問の順番に関わらず、お話しになりやすい順番でお話し

いただいて差し支えありませんので、よろしくお願いいたします。 

髙井 分かりました、どうぞよろしくお願いします。 

相澤 それでは早速ですが、質問事項 1番になります。まずは本件のバックグランドとしまして、先

生の御経歴、御研究のプロフィールなどについてお伺いしたいと思います。先生は 1973 年、

青山学院大学大学院法学研究科博士課程を単位取得済で退学され、1975 年、防衛庁教官採用

試験に合格されまして、翌 1976 年、防衛研修所助手に就任されますが、それまでの御研究の

内容や防衛庁を志願された理由、また、それにも関連しまして、当時の国内外情勢をどのよう

に受け止めておられたのか、といった点についてお聞かせください。 

髙井 私は、大学卒業後、大学院の修士課程に進学しましたが、学生時代にサッカーとスキーばかり

楽しんでいましたので、大学院進学に際して明確な目的はありませんでした。大学を卒業する

ころになっても就職する気になれないという、その頃に流行っていたピーターパン・シンドロ

ーム学生の１人でした。修士課程を修了しても相変わらず明確な目標がなく、大学院の博士課

程に進学しました。 

 大学院の博士課程で出会ったのが私の指導教授の大平善梧先生で、体系書こそありませんが、

格物致知を旨とする国際法の先生でした。格物致知というのは朱子学の教えで、物事の道理や

本質を深く追求し理解して、知識や学問を深め得る考え方を意味しています。1960 年の日米

安保騒動の時に、多くの学識経験者は「日米安保条約は無用だ」と主張していましたが、大平

善梧先生は「日本の安全を維持するために、日米安保条約が必要だ」と主張していた数少ない

先生でした。当時、多くのマスメディアは大平先生を御用学者と決めつけて糾弾していました

が、私に言わせれば御用学者ではなく、政府が先生の考えを政策にしていただけで、物事の本

質を理解する真の研究者でした。 

 私は大平先生に非常に大きな影響を受けまして、研究者や教育者としてのあり方について多

くのことを学びました。当時は、全共闘の学生運動が盛んで、講義中に教場になだれ込んでく

ることもありました。その頃「造反有理」という言葉が流行っていたのをご存じだと思います。

当時の全共闘の学生運動は、「何かを達成するために新たな秩序を考える」という考えではな



海洋安全保障情報季報－第 32 号 

 

 

156

くて、「とにかく秩序を破壊すれば新しい秩序が自然に生まれる」という無責任な思想で行動

し、多くの大学が混乱を極めていました。秩序を破壊すると言って、自己の不法行為を正当化

していたのです。そのような中で、日本の将来はどうあるべきかということを大平先生とよく

議論しました。先生は、キャンパス内でデモ行進をする学生達を見て「左翼思想というのは、

結局、自己中心ということだ」とおっしゃっていたのが印象的でした。その後、先生は青山学

院大学の学長になり、大学を閉鎖して学生に通門証を発行するなど、一緒に全共闘学生対策を

行ったことも懐かしい思い出です。 

 私の専門は国際法です。国際法というのはご存じのように、国と国の間で合意された規則の

総体で、それに基づいて国家間の権利・義務関係が生じます。その国際法に合意していない国

は、その規則と全く関係ありません。自分の国はその国際法の規則に合意していないから、こ

んな規則は自国に関係がないと主張して遵守しない。だから世界の秩序は、2 国間あるいは多

数国間の国際法だけでは維持できないことになります。 

 例えば海洋の規則について、海洋資源の枯渇問題を考えてみましょう。海洋資源の保存管理

のために条約を締結しても、その条約に入らない国は、条約に入っていないことを理由に、資

源を乱獲する傾向にあります。そうなると海洋資源の保護の規則としての国際法の存在の意味

が薄れていく。そういう中で、国際法は国内法と違って価値観が違う国家間の約束ですから、

これを調整するメカニズムが必要で、国際司法裁判所（ICJ）などの国際裁判所は国際法を補

うために、文明国が認めた「法の一般原則」を含めて審理します。そこで大学院へ進学して法

の一般原則を研究することにしました。 

 大学院で研究活動を始めた頃、新しく海洋法条約をつくろうとする国際的な機運が盛り上が

っていて、国連による第 3回海洋法会議が開催されました。人間の活動があまりにも科学的に

大きくなり過ぎたので、海洋はこれまでのような浄化作用を期待できなくなるし、漁業資源が

枯渇すると囁かれていました。また、当時の海洋法秩序も先進国が圧倒的に有利だったので、

この格差を解消すべきであるというのが、その当時の海洋問題に関心を持っていた研究者の認

識でした。 

 博士課程の単位取得の見込みができた頃、大平先生が体調を悪くされ、残念ながら博士論文

を提出できなくなりました。大平先生は、安全保障研究に非常にご関心があり、常々、「日本

は第 3次世界大戦には絶対巻き込まれるべきではないので、防衛研究所がしっかりしていなけ

ればならない」とお考えになっていました。そして、大学教員の可能性はありましたが、「是

非、防衛研究所を受験してほしい」といわれ、国家公務員の上級試験と同じような助手採用試

験を受験しました。一般教養、語学そして専門科目の試験に無事合格しまして、防衛研究所に

入ることができました。 

 防衛研究所に入る早々問題になったのは研究テーマの選定でした。日本の憲法は、国際紛争

を武力で解決しないと規定していましたが、侵略があった時は自衛隊が対処しなければならな

い。その自衛隊の行動に関連する研究が、防衛研究所の役割の一つでした。安全保障の問題と

取り組む際に考慮したのは、憲法 9条に規定する武力行使禁止の問題と、前文の「平和を維持

し、・・・国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」という規定です。このような

憲法規定を勘案して、国連の平和維持活動を研究テーマにしました。 

 当時の日本の安全保障政策は、日米安保条約と深い関係があるため、自衛隊が国際貢献活動

を行うのであればアメリカの理解が必要だと思い、国連安保理の決議に基づいた国連の平和維
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持活動（PKO）であれば、当然アメリカも合意している国際貢献活動になると考えました。そ

れで、防衛研究所に入ってすぐに「国連 PKO の研究をやりたい」と申し出たのですが、自衛

隊の任務ではないのでその研究は無意味だと言われました。今では自衛隊の任務になっていま

すが、当時は任務ではなかったので海洋法を研究テーマにしました。 

 その頃、国連海洋法条約草案が審議されていて、島であれば領海、それから排他的経済水域

や大陸棚を主張する根拠になるため、これまで全く無関心だった無人島が国際紛争の種になる

と考えました。日本は海洋に囲まれていて、竹島や尖閣諸島の問題を抱えていたので、島嶼問

題や海洋の利用制度の研究をテーマに研究活動を続けることにしました。このときの海洋秩序

の研究は、今日まで大いに役に立っています。 

 海洋法の研究を 10 年ぐらい続けていたとき、防衛研究所から国連 PKO について自民党の

国防部会と外交部会に説明するよう指示されました。湾岸戦争が発生し、日本の国際貢献活動

が国会で議論の対象になっていたためです。その時はニューヨークの国連に出張していました

が急遽帰国して、自民党をはじめ公明党や社会党に行き、国連 PKO について説明しました。

防衛研究所で認められなかった国連 PKO の研究は、勤務時間後に、元国連事務次長の明石康

氏や後に国連大使となった大島賢三氏らと研究会で勉強していましたので、最新の情報を伝え

ることができました。しかし当時の国会議員は、国連 PKO について全くご存じなかったこと

が印象的でした。 

 国連 PKO を日本に導入するにあたって考えたのは、日本に相応しい PKO についてでした。

その当時、世界には様々な PKO があり、国連 PKO についても解釈の違いがありました。最

終的に、日本に相応しいのはカナダ型の PKO であると考えました。カナダの外交・安全保障

政策の基本は、世界が平和にならなければカナダの平和はないという考えで、これまで一つを

除いてすべての国連 PKO に貢献していました。カナダは、今日、世界中から平和愛好国とし

て尊敬されています。 

 カナダはアメリカと地続きなので、安全保障政策について米国と不可分の関係にあります。

例えば、NATO の同盟国であり、NORAD（北米航空宇宙防衛司令部）はアメリカとカナダが

一体となって運営していました。カナダは、安全保障政策について独自の行動ができない制約

がありましたが、国連 PKO は、国連の決議に基づいて行う活動なので、カナダが独自に貢献

してもアメリカは反対できません。日本もカナダと同様にアメリカと安全保障条約を締結して

いるので、カナダ型の国連 PKO を導入して国際貢献すれば問題はないと考えました。 

 訓練成績が良かった兵員を優先的に現場へ派遣するというのがカナダのやり方でした。自衛

隊員が派遣先で事故を起こすことを避けるためにも、訓練で優秀な人を派遣することを考えま

した。それからカナダでは国連 PKOへ派遣する予定の大隊を事前に指定し、時間をかけて派

遣先の文化や情報を理解させ、停戦監視などのトレーニングをして現地へ派遣していました。

このシステムを日本へ導入したかったのですが、結局だめになり非常に残念でした。 

 防衛研究所における研究は、大平先生の教えから、戦争をなくすことが大きな目標でした。

それから専攻が国際法ですから、ルール・オブ・ロー（法の支配）をどのようにして維持して

いくかについて、具体的に考えることでした。 

相澤 ありがとうございます。ここまで質問票の 1番から 2番の途中ぐらいまで伺いましたが、引き

続き質問票の順番に係わらず、話易い形で進めて頂ければと思います。それで今お話しいただ
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いた中で、大平善梧先生は必ずしも海洋法が御専門ということではないと思いますけれども、

特に海洋法関連で影響を受けた先生とか書物はありますでしょうか。 

髙井 大平先生は、格物致知の考えから、海洋法上の個別の問題点についても多くの論文を書いてい

らっしゃいます。しかし、私が海洋法を研究できたのは、国連の海洋会議がそれぞれ春夏 1回

ずつ 10 年も続いていたからです。海洋法会議では、コンセンサス方式、すなわち各国が提案

した条文案を 1条ごと審議に付し、コンセンサスが得られたら次の条項を審議するという、新

しいやり方が採用されていました。各国から提案された条文案には様々な根拠が付されていた

ため、世界各国の国際法や海洋法の解釈や研究成果が現れていました。これがとても勉強にな

りました。日本人の研究者は、どちらかといえば「日本から世界」を見る傾向にありますが、

「世界から世界」を見ることができて非常に勉強になりました。 

相澤 もう一つは、今のお話の中でもありましたが、先生の国際社会に対する見方ですね。当時は冷

戦もあった中で、とは言え、70 年代の前半からデタントになって、その後、また新冷戦があ

ってと、この辺りのところは、世の中というか世界をどんなふうに見ておられましたか。 

髙井 戦争というと大きな戦争、それも滅多にない世界大戦をイメージしますが、実は冷戦やデタン

トの期間にも多くの地域的な戦争、武力紛争がたくさんありました。その多くは大国の代理戦

争としての一国家内の覇権を争う武力闘争でした。国連憲章には、それぞれの加盟国の国内問

題に対して、国連や他の加盟国は干渉してはならないとする規定があるので、そのような武力

紛争を止めることが大きな問題でした。しかし、数多くの被害者が苦しんでいる現実に、非常

に心を痛めていました。このような世界の状況を知り、防衛研究所に入って国連 PKO の研究

をやりたいと考えました。国連 PKO 研究についての防衛研究所での経緯は、すでにお話しし

た通りです。 

相澤 それでは 2番で、いま PKO のことを大体伺いましたが、あらためまして防研の中では第 1 研

究部の第 2 研究室長、それから第 1 研究部主任研究官、図書館長などを務めておられます。こ

の間、国内外の各大学の兼任講師なども多数務めておられますけれども、いま PKO のことが

ありましたが、防研の中での業務といいますか、どのようなことをされたかについてお聞かせ

ください。 

髙井 私が入った頃は、防衛研究所も小さな組織でした。防衛研究所には教育と研究の任務があり、

教育は、10 か月の一般課程、それから 2 週間の特別課程がありました。一般課程の学生は 2

佐と 1佐で平均年齢 43歳から 45歳です。私が入所した頃の学生は私よりずっと年上だったの

で、最初の講義ではとても緊張したことを覚えています。防衛研究所の教育目的は、学生に対

し「日本の安全保障政策を立案できる能力を育成する」ということでしたから、教育内容は、

国家目的や国家目標から始まって憲法や自衛隊法の問題、労働組合運動、左翼運動、国内外の

経済問題、国際情勢、軍事情勢などの講義、講義の内容を確認する討議、論文作成などを 10

か月間にわたって行い、最後に外国への研修旅行がありました。 

 私が所属していたのは研究部の第2研究室で、教育では法律と国内政治の問題を取り扱う「国

内コース」を担当していました。私が入るまでは、残念ながら国際法の科目はありませんでし

たが、入所と同時に、第 5 研究室が担当する「国際コース」の中で国際海洋法の講義として「我

が国の抱える島嶼領土問題」の科目を講義させて頂きました。「国内コース」を担当していた

頃、外では聞くことができない労働組合運動や左翼運動の講義に興味がありました。当時は労

働組合運動が盛んで国鉄労働組合のストが多発していたので、外部講師による労働組合運動の
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講義は興味深く、また大学院生の頃に大学騒動を経験していましたので、全学連や全共闘の左

翼運動問題について警察の治安担当者から講義を聴き、目から鱗が落ちる思いでした。 

相澤 その頃、まさに防衛研究所で教育を担当されたわけですが、防研の中の業務の比重というのは、

どちらかというと研究よりも教育のほうが大きかったということですか。 

髙井 防衛研究所における教育は、一般の大学と違って、毎日講義を行うことはなく、「国内コース」

で 2 か月ぐらいの間に、教育、所外講師のアテンドをやっていた以外は、各自の研究テーマに

基づいた研究に従事していました。 

相澤 防衛研究所と言えば、防衛教官のシビリアンの先生と制服の人間が一緒に研究するところです

が、先生が担当された戦時国際法では、制服でどなたか「この方は」とご記憶に残っている方

はいらっしゃいますか。 

髙井 当時、制服教官の多くは第 6 研究室に所属しておりまして、教育は「軍事コース」を担当して

いました。他の研究室にも制服の方がいらっしゃいましたが、残念ながら戦時国際法の教官は

皆無でした。今おっしゃったように、防衛研究所は、制服とシビリアンの研究者が一緒になっ

て教えることが大きな特徴でした。防衛研究所以外の自衛隊高級幹部の教育は、主として制服

が教官になっていて、幕僚のあり方、師団レベルや方面レベルにおける指揮のあり方、指揮所

演習など戦い方の教育が主体でした。現在では、国際安全保障や国連の講義を私が担当してい

るように、シビリアンによる講義も多くなったと聞いています。 

相澤 第 6 研究室は、いわば制服の人達のグループで、まさに今言われた幕僚要務とか、ミリタリー

サイドの教育研究を担当するのでしょうか。 

髙井 第 6 研究室の「軍事コース」では、例えば孫子、ジェミニ、マハンのような戦略思想の講義か

ら各国の軍事戦略などの講義まで、多くの軍事問題を教育していました。第 5 研究室は、地域

研究者が多く、「国際コース」の中で各国の政治情勢、国内問題、国際関係等の講義を担当し

ていました。第 6 研究室の「軍事コース」では、「国際コース」の講義との関連で、例えば中

国とか北朝鮮内の軍事政策とか軍事戦略を講義していましたし、大東亜戦争やソンムの戦いな

どの戦史教育も担当していたと記憶しております。防衛研究所の教官は、全部の講義を聴講す

ることが出来ましたので、「軍事コース」における講義は、軍事力の活用方法を考える上で大

変参考になりました。 

相澤 今伺った面もありますが、この当時まさに 70 年代デタントで、それから 80 年代の前半になり

ますとソ連の脅威が上がってきて新冷戦、89 年には冷戦終結という流れになってくるのです

が、防研でのご勤務中にちょうど冷戦終結を迎えるわけですけれども、先生は冷戦終結という

ことをどのように受け止めておられましたでしょうか。 

髙井 私は、国際政治学や国際関係論の研究ではなく国際法の研究を通して世界を見ておりました。

冷戦終結になった時、多くの人が期待したのは、国連の活動が活発になるということでした。

冷戦時はソ連などの安保理常任理事国による拒否権行使があり、国連の活動が制約されていた

からです。しかし私はそうは思いませんでした。それぞれ大国は大国なりの価値基準があり、

価値が同じであれば協力しますし、価値が違う場合にはこれまでと変わらないと考えていまし

た。冷戦時は 2極で冷戦終結後は 1極となりましたが、そのうち中国やインドも台頭してくる

多極化時代になるだろうと思っていました。価値基準が異なる大国間の利害のコントロールは、

冷戦時代よりもずっと困難になると予想していたので、多極化時代の諸国家の行動基準は、国

際法秩序しかないと確信していました。 
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相澤 そういう点では、まさに私もリアルタイムで、その時代を制服で過ごしてきた者としては非常

に共感するところがありますけれども、冷戦が終わっていわゆる「平和の配当」が期待された

時にブトロス・ガリの「平和への課題」が出て、PKO 等がものすごく拡がっていく、結果的

に萎んでしまうわけですけれども、国際法あるいは PKO に取り組んでおられた先生としては、

あの一連の動きをどのように見ておられましたでしょうか。 

髙井 ご存じのように、冷戦時代はゼロサム・ゲームの時代でした。それ（冷戦構造）がなくなった

ため、冷戦時代に東西両陣営からの経済援助で潤っていた途上国は、冷戦が終結して経済支援

がパタッと止まると、道路、橋、鉄道、港湾などのインフラは、修理ができず壊れたまま放置

されます。そして学校、病院などの公共施設の維持が困難になり、銀行や会社が破産して都市

に失業者があふれ、経済秩序が破綻してしまう。途上国の政府は、このような国内秩序の破綻

に対応できず、仕事がない住民は宗教あるいは民族を核にして連帯を強め、相互に対立して武

力対立へと発展する傾向にありました。反政府暴動に巻き込まれて殺戮された一般住民は数知

れません。このような国内治安を維持できない国家は、今日では破綻国家と呼ばれています。 

 国連は、多発する破綻国家に対処するため、いわゆる一国内 PKO といいますか、破綻国家

を再建するための新しい国連 PKO を実践する決議を採択していきます。破綻国家では都市部

に流民が溢れ、周辺国に流出した難民が一時 2,500万人ぐらいになったことがありました。膨

大な数の難民の面倒を見なければならない周辺国も疲弊していきました。このような負の連鎖

を止めるためにも「自衛隊はどんどん貢献すべきだ」と強く思いました。日本の国連 PKO貢

献の努力について、ワシントン DC で開催されたアメリカ国際政治学会で発表したこともあり

ましたが、豊かで平和な日本が何故国際貢献をしないのかと質問攻めにあったことを覚えてい

ます。 

相澤 分かりました。本題に入る前にもう一つ、先ほども既に言及していただきましたが、OPK の

考え方には国連海洋法条約（UNCLOS）の存在が非常に大きく影響しているものと理解して

おります。先ほど海洋法条約に対する期待というお話がありましたけれども、特に先生が言わ

れています海洋のガバナンスの観点から、この審議の過程、1982 年の採択、1994 年の発効か

ら今日に至るまで、先生はこの UNCLOS をどのように、特に海洋のガバナンスという観点か

ら受け止めておられますでしょうか。 

髙井 海洋ガバナンスについては、拙稿（注：参考文献一覧に後掲：髙井晉「海洋の安定的利用と

OPK」）を読んでいただければいいのですが、海洋ガバナンスの基本的な考え方は、カナダの

ダルハウジー大学の教授だったエリザベス・マン・ボルゲーゼ先生の著書『The Oceanic Circle』

に詳しく書いてあります（注：同書は OPRI が『海洋の環-人類の共同財産「海洋」のガバナ

ンス-』として 2018 年に翻訳出版）。 

 国連海洋法条約は、基本的に、先ほど言いましたようにコンセンサス方式で各条項が作成さ

れました。それまで海洋法は、海洋の主たる利用国、つまり海洋先進国が有利な秩序という大

きな特色がありました。このような海洋秩序に対して途上国には非常に不満がありました。自

分達も海洋を利用しているのに、不利な秩序に従わなければならないことに対する不満が途上

国に多くありました。 

 もう一つは、さっきも申しあげましたように、科学技術の進歩により海洋の利用は大きく変

わっていったことです。例えば漁群探知機が非常に発達したため漁業資源の枯渇問題もありま

すし、海洋汚染の問題もあります。海洋汚染の 80％は河川からの汚染であり、重金属を含む
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汚染水はすべて川に捨てていましたが、海洋は浄化装置という思い込みがあったため、人々は

海洋汚染に関心がありませんでした。 

 その海洋が次の世代も同じように利用できるかという問題意識をもったボルゲーゼ先生達

は、海洋の自由をやめて管理された海にしようと、思想的な大転換を考えていました。その後、

先生達の考えを国連が取り上げて、先進国だけではなく途上国も含めた諸国で海洋秩序をつく

る」ために、第 3回国連海洋法会議が開かれました。国連海洋法ができるまで 10 年かかりま

した。そういう中で、海洋の「法と秩序の維持」が私の研究テーマだったので、沿岸域の保全

問題、海洋の利用秩序の問題、漁業資源の保護の問題、海洋環境の保全問題、深海底資源の配

分問題などの海洋法秩序の問題と取り組むことになりました。 

相澤 ありがとうございます。前置きの部分から既に非常に示唆的なお話でしたが、これを踏まえた

上で今日の本題であります OPK（オーシャンピース・キーピング）についてお伺いしていき

たいと思います。 

 先生は本件の提唱者の一人ということで、実質的には髙井先生が提唱されたと私は理解して

おりますけれども、まずはこうした考え方をお持ちになられた契機、いま言われたことに関係

するかと思いますけれども、あるいはその時期、それから論文に書かれた情報によりますと防

研では 1996 年から研究を開始されたとなっておりますが、そこに至る経緯、そのプロセス、

特に影響を受けた人物とか、参考にされた論文などがありましたらお聞かせください。 

髙井 国連 PKO を研究しているとき、アドリア海に展開したブルー・ウオーターPKO やカンボディ

アの沿岸や河川に展開したブラウン・ウオーターPKO の存在を知り、海洋の平和を維持する

海軍の活動を知りました。また、冷戦後の海洋を巡る安全保障環境、そして国連海洋法条約に

基づく海洋秩序の新たな基本理念などを考え、海洋の安定的利用のために海軍が共同行動する

ことを考えるようになったのは、確かに 1996 年頃だったと思います。 

 OPK の活動は全く新しい概念だったので、参考にした先行論文はありませんでした。しか

し布施（勉）先生やボルゲーゼ先生のご著書、そして国連海洋法会議の進行と並行して若手研

究者と実施していた「海洋法研究会」における議論が大変役に立ちました。海洋における「法

と秩序」をどうやって維持するか、海洋環境の保全や漁業資源の乱獲防止をどのように具体的

に実施するかを考えていました。これら海洋問題に関する論文や報告書は沢山ありましたが、

OPK のような具体的な解決方法の提案は皆無だったと記憶しています。 

 国連海洋法条約ができる過程で、海洋ガバナンスの考え方が条約の中に盛り込まれるように

なりました。国際法は、先ほど言いましたように、そのルールに同意した国だけに適用される

規則で、同意していない国にとっては規則ではないというのが基本です。そうなると、抜け駆

けする国が幾らでも出てきます。そこで国連海洋法条約は、例えば海洋環境を保全するために、

各国に対して河川に流す下水の汚染基準を国際基準に合わせた国内法を策定する義務を規定

しました（207条）。 

 世界中の国が同じ基準の国内法になれば、世界共通の規則としてワールド・ルールになりま

す。ご存じのように国際社会は国際法の違反を取り締まる機関がないので、国内法になれば、

各国が国内法違反として取り締まることができるとする考えです。同じ基準の国内法を作成す

れば、実際にはない国際政府が作成した国内法と同じになり、各国が違反行為を取り締まるこ

とができ、海洋秩序が維持できるという考え方は、海洋ガバナンスの本質だと思います。 

 それから国連海洋法条約は、ルール違反を取り締まる基準として、国連海洋法条約の入港国
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主義と出港国主義を採用しました。公海における国際法違反については、海賊などの国際犯罪

を除いて、各国は、これまで旗国主義だったので、自国船舶だけしか取り締まることができま

せんでした。しかし国連海洋法条約は、入港国も出港国も取り締まることができる入港国主義

と出港国主義を規定しましたので、諸国に違反船舶を取り締まる体制ができました。公海にお

ける国際法違反を取り締まれるのは旗国しかできなかったのが他の国も取締ることのできる

体制ができた。これは、非常に大きな海洋管理のあり方だと思います。 

 もう一つの海洋秩序の維持について、例えば、マラッカ海峡やソマリア沖で跋扈した海賊の

問題への対処があります。当時の日本は、海賊を捕まえたくても捕まえられない。海賊罪がな

かったからです。自衛隊でもどこの軍隊もそうですが、国家機関は根拠法がなければ行動でき

ません。また、海賊行為を取り締まった時に、その海賊をどこの国で裁判するかが問題になり

ます。日本に連行して来ても、罪刑法定主義だから海賊罪がなければ裁判にもならない。当時、

ソマリア沖の海賊の場合、ケニアの刑法に海賊罪があり、海賊の処罰を引き受けていました。

しかし、次から次へと海賊が連行されてきたためケニアは対応できなくなり、最後には裁判を

断るようになりました。その後日本では「海賊対処法」（海賊行為の処罰及び海賊行為への対

処に関する法律。平成 21 年法律第 55号）ができ、ようやく海賊を処罰できるようになりまし

た。日本は、アデン湾沖の海賊をはるばる日本に連行して裁判に付したことがあります。しか

し、容疑者の名前と職業を訊くだけでも何人もの通訳を介さなければならず、言葉の問題で弁

護士の選定が難しかったという事実がありました。 

 国際テロを処罰するための条約は八つぐらいありますが、個々のテロ行為についての禁止条

約です。これが国内法であればもう少し具体的に取り締まることもできると思います。  公海

における国際犯罪を協力して取締るのは海軍しかありません。世界の海軍は自然、海象という

共通の敵と戦っている仲間だから、制服や階級章がほとんど同じです。陸軍は、制服や階級章

が国によって異なるので、国連 PKO の現場で自分より階級が上か下か分からない。通常、階

級が下の人が先に敬礼するのですが、初対面の相手がヒゲを生やしていて偉そうに見えるので

先に敬礼したら、「階級が下だと判り、なんだ」となることがよくあったそうです（笑）。海軍

は、戦闘状態にあっても敵国の軍艦が遭難すれば、乗組員を救助するように、元々インターナ

ショナルな共通意識があります。海軍同士であれば、海賊とか海洋テロ、海洋汚染行為や密猟

などを共通の敵であると見做すことについて、違和感がないだろうと考えた次第です。 

 それから OPK の活動を考えたのは、防研のタイ留学生に聞いたことが大きなきっかけでし

た。タイの貧しい漁民が潮や風に流され気付かないうちにインドネシアの経済水域に入ってし

まことが南シナ海ではよくあり、タイの漁民は、自分がなぜ突然拿捕されたか分からない。イ

ンドネシアに連行されて裁判の結果、多額の賠償金が家族に請求され、お金を支払うことがで

きない漁民は長期間抑留されたという事実です。 

 このような悲劇を避けるためには、周辺の経済水域を接している国が共同して密漁の取り締

まりにあたるしかないと考えました。しかも同じ船に周辺国海軍の軍人がマルチで乗り組む取

り締まりであれば、それぞれの言葉で漁民に拿捕する理由を説明できるだけでなく、漁民は自

国語で悪意はなかったと言い訳もできます。このような取り締まりであれば、いちいち裁判し

て高額の賠償金を請求しなくても済む事態に収めることができると思いました。広大な海洋で

「法と秩序」を維持するためには、新たな取り締まり方法が必要だというのがその頃の漠然と

した OPK の発想でした。  
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相澤 防研の中で立ち上げる際の反応といいますか、どんな感じで受け止められていたのでしょうか。 

髙井 防研はさき程も言いましたように、基本的に自衛隊が何をするか、何ができるかという研究を

必要としていました。アメリカ研究とか中国研究とかの地域研究が中心で、この地域研究はど

ちらかといえば静かな安全保障研究だったと思っていました。例えば、冷戦は主としてアメリ

カとソ連との間の問題だから、日本に対する影響についての研究と思いますが、日本の安全保

障を考えると、日本も世界の平和に貢献して、名誉ある地位を占めるための研究も重要だと思

っていました。先ほど国連 PKO 研究の話をしましたが、OPK の研究も地域研究とは異なった

問題意識の研究テーマなのです。 

 私は国際法が専門でしたから、OPK を研究する際に、自然に法的な問題点を考えました。

国連 PKO は非常にいいシステムだし、ゆとりのある国だけが貢献すればいいのです。その後、

やはりゆとりのある国が貢献する国連安保理決議に基づく有志連合の活動も出てきて、OPK

を発案する上で多くの示唆を得ました。OPK のような活動へ積極的に国際貢献する日本は、

名誉ある地位を占めることができると。そして、OPK のような具体的な行動を考え出すこと

が必要だと強く思いました。防研全体では、海外への調査出張などは地域研究者が主流の雰囲

気でしたから、OPK 研究を始めた当初は、「髙井の研究は何だ」みたいな感じでした（笑）。

その頃、秋元（一峰）さんが海上自衛官として防研に転勤になり、一緒に研究することになり

ました。 

相澤 秋元さんとのご関係も含めまして、どんなふうに役割分担なり、どのように議論していったか

というところをお聞きかせいただければと思います。 

髙井 OPK の概念を考え出すにあたって、2 人の先生との交流を抜きにしては語れません。その 1

人は、大学院時代から非常に親しかった友人で、最後は横浜市立大学の学長になり退官された

布施勉先生です。布施先生は、海洋法で学位を授与された最初の日本人でした。布施先生は、

ボルゲーゼ先生たちと海洋問題世界委員会（Independent World Commission on the Oceans, 

IWCO）を立ち上げ、事務局長として世界各地で国連海洋法条約の本質、つまり管理された海

洋の実現に尽力されていました。もう 1人は、今申し上げたボルゲーゼ先生です。布施先生か

ら紹介されたボルゲーゼ先生は、大変温和でお茶目な方で、カナダはハリファックスにあるダ

ルハウジー大学を訪問した際に、海洋ガバナンスについて大いに議論したことを覚えています。

また、海岸にあるご自宅を訪問したとき、元音楽家のボルゲーゼ先生は、ピアノを教えていた

愛犬によるピアノ演奏会を開いてくれました（笑）。 

 秋元さんは、布施先生の本を読んでいたので 2人で研究をすることにして、国内法も国際法

も含めて法的な問題は私がやりましょうと。海軍の運用については、当時、アメリカの海軍戦

略についても研究しておられたので、秋元さんに「海軍関係をお願いします」と研究分担を決

めました。海軍の運用といっても、例えば、イギリスには海上保安庁のような機関がなく、海

軍が漁業の違反行為の取締りをやっていますが、元々海賊だったというイギリス海軍の歴史が

そうさせたのでしょう。海軍にも国によっていろいろな任務があるということも、彼の研究で

分かってきました。そこで、我々の考える海軍の新たな任務を研究しようということになり、

OPK 研究に乗りだしました。 

相澤 時期的には、1996 年ということは冷戦が終わって国内では 1995 年に新しい「防衛大綱」がで

きまして、国際貢献というのはまだ当時メインの任務にはなっていませんけれども、自衛隊の

活動がそちらの方向に拡がっていこうというタイミングでありましたね。 
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髙井 そうなんです。当時は、ご存じのように自由民主党に小沢調査会がありまして、「日本も国際

貢献を」という意見が、湾岸戦争の頃に高まってきました。小沢調査会に招かれて国連 PKO

のレクチャーをした際に、カナダで「世界中に困っている人達がたくさんいるのに、豊かな日

本が何故協力しないんだ」とガンガン言われたこともお話ししたことを覚えています。 

 カナダのノバスコシアにあるピアソン国際 PKOセンターでの経験ですが、食堂のラウンジ

にあったテレビで、アフリカの国家内の武力紛争のニュースをよく見ました。住民はみんな惨

めな格好で、食糧もなかった。当時、ピアソンセンターには国連 PKO の教育訓練のために世

界中から軍人や研究者が留学していましたが、その留学生たちは、ニュースを見ながら椅子の

ひじ掛けを叩いて、「かわいそうに、何とかしなきゃ」と口々にうめいていました。それに比

べて、安全保障に最も関心があるはずの自衛隊員はもとより、国会議員や一般の日本人が無関

心なので大変残念に思いました。各国の研究者が集まる国連 PKO の国際シンポジウムや研究

会で私が非難されたのは、このような日本に対する不満があったからだと思います。 

 国際的な研究会で日本が非難された時、「憲法上、国連 PKO 活動に貢献する上で制約がある」

と言ったら、「憲法は国内法だろう。必要があるなら改正すればいい。改正しないのは行く気

がないからだろう」と言い返されました。これでは誤解が拡散すると思い、世界的に有名な『国

際安全保障研究年報』（International Defence Review Year Book）誌上に、日本の国際貢献と

憲法との関係を書き、そのコピーを国際シンポジウムや研究会に持って行って配りました。

少々辛い思いをしましたが、小沢調査会以降は、日本でも国連 PKOへの貢献が議論されるよ

うになり、1992 年 6 月になって、不十分ではありましたが国際平和協力法が作成され、自衛

隊が貢献できる法的根拠ができて本当によかったと思いました。 

相澤 大体経緯を伺いましたので、今度は具体的な中身についてお伺いしていきたいと思います。先

生は OPK を「アジア太平洋地域の排他的経済水域内において、海洋資源の保護管理や海洋環

境の保全、さらに活用通商路の安定的利用の確保を目的とする、海軍・コーストガードが共同

して警察的任務の一環として行う協力活動」と。さらに、具体的内容としては、「アジア太平

洋地域諸国の海軍・コーストガードが相互に乗り組んだパトロール船が、地域の排他的経済水

域内で行われる密漁、廃棄物の海洋投棄、海賊行為、テロ、麻薬取引、その他の違法行為を沿

岸国の法令について基づいて取り締まる」という整理をされておられるのですが、こういった

アイデアといいますか、組み立てはどんなふうにして導き出されたものだったのでしょうか。 

髙井 いや、自然の成り行きで OPK の研究に収束していきました。国連海洋法条約の仕組みとして、

「自由の海」から「管理された海」へと大きな変化があったこと、そして先ほど申しあげまし

た国際法のルールはいくらでも抜け駆けする国があること等を考えると、自然に OPK のよう

な活動の研究になりました。OPK の活動を先ずアジアの海洋に限定したのは、排他的経済水

域が複雑に絡んでいるアジアの海で成功しなければ、世界に広げてもそれほど訴えることはな

いだろうと考えたからです。南シナ海と東シナ海、そして日本海も含めて考えていましたが、

先程タイの漁民の例をお話ししたように、基本的には南シナ海を中心に考えていました。先ず

は、OPK の活動に賛同する国家間で協力できないかと考えました。 

 それからもう一つは、既にインドネシアとかマレーシアとかシンガポールなどのアジアの

国々が経済水域の国境線に沿ってコーディネイティッド・パトロールしていた活動を知り、こ

れを参考に取り入れました。コーディネイティッド・パトロールは、2 か国が排他的経済水域

の境界線に沿って密漁などの取り締まりを行うだけなので、私はそれを膨らませて、数か国、
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多国籍の取り締まり船が排他的経済水域の境界を越えて違法行為を取締るというような活動

を考案しました。 

 そして、インドネシアやマレーシアで聞いたことは、密漁を発見したという報告があって取

締船が現場に急行しても、スピードが遅くて間に合わないと（笑）。密漁船は先に逃げてしま

うという問題もあることを聞き、日本は（自衛艦や巡視船を）25 年から 30 年で廃船にしなけ

ればならない規則があるので、廃船でも十分速くて追いつける船を OPK 船として途上国に提

供すれば、密漁を取り締まることができるとも考えました。 

相澤 もう一つは、今のお話にも関連しますが、先生が書かれた「沿岸国の法令に基づいた取り締ま

り」がミソかなと理解しているんですけれども、それは先ほど言われました各国の法令のスタ

ンダートとなるものをつくって、たぶんそれは UNCLOS なのかもしれませんが、それが普及

していくことを前提にというお考えだったのでしょうか。 

髙井 そうなんですよ。先ほど言いましたように、海洋汚染防止を目的とする国内法は、汚染基準を

低い国に合わせがちです。基準を高くすると、途上国は、汚染水を浄化するお金もかかります

ので、積極的になれないのです。国連海洋法条約は、基準のレベルに触れずに「国際基準」と

いう言葉を使っています。例えば、私が OPK の調査に行った地中海は、周辺国が 20 か国あ

ります。地中海は半閉鎖海ですから、地中海の海水が 1回循環するのに 50 年かかります。同

じ半閉鎖海のバルト海では、沿岸国が汚れた排水を海に流して続けていた結果、もう今は魚が

棲んでいないとまで言われていました。 

 海洋環境の保全に取り組んでいる地中海周辺国は、バルト海の教訓から学んで、国連環境計

画の地中海事務所を中心に海洋の浄化問題に取り組んでいました。先ほど言いましたように海

洋汚染源の 80％は汚染河川水なので、地中海周辺国が国内法で非常に高い排出基準を設けて

取り締ってきたため、今や漁業活動が復活しています。国連環境計画の地中海事務所で「周辺

国の軍艦で取り締りできないか」と聞いたら、「周辺国にはイスラム教国があるので、その辺

は難しい」と言われました。しかし、地中海はそんなに大きくないですから、周辺国がそれぞ

れの国内でしっかり取り締まっていれば、海軍が地中海全体の取り締まりをしなくてもとも言

っていました。でも、いずれ OPK みたいな活動が世界に受け入れられれば、海洋の持続可能

な開発が進捗して、20 年後、30 年後も今と同じように魚が獲れて綺麗な海洋にできると、私

はそのときに確信しました。 

相澤 いま言われた中で、まさに沿岸国はそれで取り締まればいいんだけれども、でもやはり海の脅

威の特性といいますか、汚染もそうですし、海賊もそうですし、そのボーダーを跨がっている

国に対応するというところがミソなわけですね。 

髙井 そういうことですね。ボーダーといっても領海じゃなく、排他的経済水域や公海の境界を跨っ

て活動できるということなんです。領海は、海上警察や沿岸警備隊が担当するでしょう。 

相澤 後の話になりますが、別のテーマで海賊対応の ReCAAP-ISC（アジア海賊対策地域協力協定-

情報共有センター）などの取り組みをこれから研究していこうとしているのですが、ボーダー

を跨がったところの国際協力の枠組みがあれば、もちろん沿岸国の同意を得てですけれども、

お互いに行き来する必要があるのではないかという問題認識もあろうかと思いますけれども、

その辺のところも OPK の活動が？ 

髙井 そうです。先ほどから申し上げているように、活動の根拠法が問題になります。国際法だと合

意しない国もあります。ですから、OPK の活動はある意味で有志連合の活動なんです。OPK
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の活動に協力する意志がある国が、お互いの排他的経済水域内で活動する。根拠法は、２国間

協定でもいいけど、私は多数国間協定がいいと思っています。2 か国の軍人が乗り込んでいる

だけだと、取り調べの方法を巡ってトラブル発生の可能性があります。最小限当事国の海軍士

官と第三国の士官の 3 人がいれば、取り調べの公平性が維持されると思います。将来的には、

飛行機を利用して違法操業を見つけたら、写真を撮ってすぐ OPK 船舶に連絡するといった、

新たな活動のシステムができていくと思います。 

相澤 そういった事例については、当然我が国の中では政府の然るべき人、あるいは海上自衛隊、海

上保安庁の人と、国外の関係者といろいろ意見交換されたかと思うんですが、彼らの反応はど

んな感じだったでしょうか。 

髙井 国外の研究者達は、「いい考えだね」と言ってくれましたが、海上自衛隊や海上保安庁の人達

は、「それ以外にやることがたくさんある」ということでした（笑）。当時は、日本ほど平和な

国はありませんでした。海上自衛隊の人達は、「そんなこと言わないで」と（笑）。「ただでさ

え予算と人数が足りないし艦船も少ない」と率直に言われました。予算や人員が不足している

ことはよくわかりますが、日本は海からどんなに恩恵を受けているか知るべきだとも思いまし

た。日本政府も日本国民も「こういう考え方をどんどんやるべきだ」と言ってくれると期待し

ましたが、全く期待外れでした。OPK の活動が、現状のままで海上自衛隊の任務となったら、

それは気の毒だとも思っていました。 

相澤 役人的には、新しい任務があったら権限も広げられると思うのではないかと思うのですが、そ

れ以前にやっぱり……。 

髙井 そうなんです。予算が獲得できる可能性があればいいけど、「そうじゃないだろう、自衛隊は

主任務が侵略した国と戦うことだろう」と。例えば PKO でもそうですよ。自衛隊法では長い

間その他の雑任務でした。PKO の予算もなかったので、必要な物資も調達できませんでした。

ご存じのように、防衛予算は日本を防衛するための活動にしか使えません。海上自衛隊は、予

算も艦船も十分ではなかったのも事実でした。 

相澤 ちなみに、国外では歓迎というのは、例えばインドネシアとか……インドネシアと言ったら怒

られますけれども、中小国であまり能力がないところが、国際協力することによって取り締ま

りを期待するというような感じはあったんでしょうか。 

髙井 そうです。中小国で海軍の能力が小さい国からは、日本みたいなある程度豊かな国を巻き込ん

で国連海洋法条約上の義務が履行できれば嬉しいでしょう。日本は、自衛隊員の定員の制限も

ありますが、日本の多くの海上自衛官や自衛官 OB が OPK の船舶に乗り組んで、監視活動に

従事するだけでなく、活動中に操船技術や様々な情報などを教えれば感謝されると思います。

また日本も名誉ある地位を占めることにもつながるなと思いました。  

相澤 ここまで OPK の概要とか過程をお伺いしましたが、これを世に出すきっかけとしましては先

生方がご提案されました中で、1997 年 10月に、防研において国際共同特別研究会が開催され

まして、この時に OPK について議論がされたのが内外の注目を集める契機になったと承知し

ています。具体的な資料は入手できなかったのですが、これが 2回セットで、翌年 98 年にも

実施されたと伺っているんですけれども？（注：参考文献一覧に後掲する秋元一峰「海軍力に

よる『抑止』と『安定化』」に第 2回の概要が掲載されていることを後に確認） 

髙井 この頃になると、防衛研究所も OPK に対する理解が深まっていて、十分に研究をサポートし

てくれました。 
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相澤 この時の企画の経緯とか議論、あるいはそれを契機とした内外の反応について、ご記憶のこと

があればお聞かせください。 

髙井 OPK 研究も軌道に乗ってきたころの 1997 年 10月と翌 1998 年 8月に、防衛研究所の全面的

なバックアップのお蔭で、OPK をテーマとした国際海洋シンポジウムを行うことができまし

た。2回目のシンポジウムでは「オーシャン・ガバナンスとアジア太平洋地域の海洋安全保障

協力－海洋安定化と信頼醸成のための OPK－」と題して、アジア太平洋地域とイギリスを含

めた 9 か国から海洋問題に関わる研究者を招聘して開催しました。アメリカからは、冷戦時に

太平洋で対峙していた米太平洋軍のフォーリー海軍大将、そしてロシアからは潜望鏡で米国艦

艇を睨んでいたチェルナビン海軍元帥を招聘しました。会場には大勢の報道陣がいましたので、

「冷戦が終わったから、米ロ海軍のトップ同士で握手させよう」と思いつき、シンポジウム冒

頭で当時の秋山（昌廣）防衛事務次官を挟んで壇上で 3人が握手する演出を考えました。2人

はそれぞれ冷戦時代に相手国をどのように考えていたかについて、ユーモアを交えながら挨拶

しました。3人が笑顔で握手したときは、文字通り冷戦が終わったことを実感しました。この

ときの写真は、翌日の各新聞に掲載されました。 

 写真撮影も終わりシンポジウムが始まったとたん、北朝鮮のミサイルが岩手県上空を通過し

て太平洋に落下する事件が発生しました、会場がざわざわして報道陣が慌てて会場を出て行っ

たので、隣にいたチェルナビン元帥に騒ぎについて説明したところ、ミサイルがロシアに向け

て発射されていたら、ロシアは自動的に発射地の北朝鮮にミサイル攻撃をしていたはずだと教

えてくれました。その時、冷戦が終わって平時に見えても、緊迫感はあり続けていること知り、

安全保障の問題は奥が深いと思いました。 

 シンポジウムの最後に、OPK の活動を世界に広げる「東京アピール」を採択しました。こ

の国際海洋シンポジウム、OPK を提唱した「東京アピール」が、同年 11月にリスボンで開催

されていた海洋問題世界委員会（Independent World Commission on the Oceans, IWCO）の

最終総会で紹介されたことを、後になって知りました。東西で海洋問題に関する大きな国際会

議がほぼ同時に開催されたのは、偶然のことでした。さらに OPK の考え方は、IWCO が国際

海洋年にあたる 1998 年に国連総会で事務総長に提出した提言書「Ocean, Our Future」の第 1

章（安全保障の部）に取り入れられ、OPK を国際的にアピールすることができ本当に嬉しく

思いました。 

 この国際共同研究会に至る前にも、そして研究会後にもシンポジウムという形ではなく、海

洋法の外国人研究者を招聘して意見交換を行っていました。こういう OPK のような活動は、

これから冷戦が終わった後の豊かな国の義務としてやらなければいけないと意見が一致した

ことを覚えています。冷戦が終わっても続いている緊迫感の中にあって、OPK みたいな活動

を海軍がやっていくという方向性といいますか、未来志向の考え方も受け入れられたのかなと

思いました。 

相澤 そうしますと、制服は表には出しづらいということで日本側の代表は秋山事務次官ということ

でしたけれども、この国際共同特別研究会には制服自衛官はまったく参加していなかったので

しょうか。 

髙井 全く参加していなかったわけではありません。防衛研究所の秋元さんは海上自衛官でしたが、

シンポジウムで OPK について発表しています。OPK は海上自衛隊の任務ではなかったので、

いわゆる組織としては参加していませんでした。私が室長をしていた「第 2 研究室」の海上自
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衛官は、当然ながら OPK の理解者でしたが、防衛研究所の外では藤田（幸生）海上幕僚長と

秋山防衛事務次官が最初の理解者でした。秋山防衛事務次官に国際海洋シンポジウムでの冒頭

挨拶をお願いに行ったとき、10分もしないうちに、「おもしろい。すぐ新聞社に言いなさい」

と言ってくださいました。大きな後ろ楯といいますか、個人的かどうかは別としても、そうい

う高位高官の方が後ろでオーケーと言ってくれたので、OPK 研究の方向性が間違えていなか

ったという自信を得ることができました。 

相澤 世に出たというのは、まさに秋山事務次官の力が大きかったということですね。 

髙井 秋山事務官の力もありますが、防衛研究所のバックアップが大きかったですね。 

相澤 私の記憶でも、外向けに発信するようになったのはこの時期からかと認識しております。 

髙井 もともと秋山事務次官も、海洋の安全保障の重要性について既に考えておられたようです。リ

タイアした後もボルゲーゼ先生とお会いになり、海洋の問題を議論して共感を得たようでした。

その後、秋山元事務次官が海洋政策研究財団の会長になられたのも、このような経緯があった

ことと無縁ではないと思います。 

相澤 始まってちょうど 1時間たちましたので、ここで５分休憩をしたいと思います。では、いった

ん休憩に入ります。 

 

（休憩） 

 

相澤 では、再開させていただきます。質問票の７番までお伺いしましたので、8番ではエピソード

としてお伺いしたいと思いますが、こうした中で 1999 年 11月の衆議院外務委員会で、公明党

の山中曄子先生から OPK について質問がなされまして、国会で議論されることになりました。

この経緯について、何かご存じのことがあればお聞かせください。また、これに対する当時の

防衛庁あるいは防研の反応といいましょうか、先生がどのようにお感じになったかも含めまし

てお聞かせいただければと思います。 

髙井 山中（燁子）先生は、最初にカナダ大使館でお会いした時、衆議院議員だったと思います。先

生は、平和構築や危機管理などに関心があり、国会議員には珍しい学究肌の方でした。今はケ

ンブリッジ大学で客員教授をしていらっしゃると聞いております。その頃、国連 PKO を普及

させるために、国際協力機構（JICA）の本部の建物で、カナダ政府とマレーシア政府、日本

政府が共催したセミナーがありました。20～30 カ国からの研究者、警察官、軍人、行政官な

どが 30 人ほど集まり、私とカナダのピアソンセンターの先生たちが統制官になり、5 班に分

かれて国連 PKO のロールプレイングゲームを 5 日間行いました。使用言語は英語でしたが、

途中で参加者から英語で意思の疎通ができないと統制官室に苦情が殺到したことを覚えてい

ます。カナダの統制官は、現実の国連 PKO の現場でもよくあることだと涼しい顔をしていま

した。 

 山中先生からは、国連 PKO や平和構築に関心があったことから、セミナー後にもっと国連

PKO について教えてほしいとお願いされました。その時に、国連 PKO は陸上の平和維持活動

で海洋の平和維持活動がないと話し、陸上自衛官は入隊して退職するまで訓練ばかりなので達

成感が必要だと思い、国連 PKO に貢献することを考えたと話しました。海上自衛官や海軍の

軍人は、自然の脅威と戦ういわば共通の運命共同体にあるだろうと思い、「海の PKO版で OPK

の活動も考えています」とお話ししたら、それはとてもおもしろいとすぐに興味をもって下さ
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いました。 

 先程もお話ししたように、国会議員の先生で国連 PKO について関心を持つ人は殆どいなく

て、「国連がやるからしようがない」程度の関心でした。でも山中先生と意見が一致したのは、

「名誉ある地位を占めたいと思う」ということに非常に関心を持っておられたので、スーッと

先生の中に OPK の概念が入っていったようです。それが、おそらく国会での質問になったと

思います。 

相澤 この当時は、河野洋平外務大臣ですね。 

髙井 当時は、国会議員で国連 PKO を知っている人は先ずいなかった。知っていたのは山中さんと

石破（茂）さん位ですね。おそらく質問趣意書を担当した事務官も何のことだか分からなかっ

ただろうと思います。山中さんが国会で官報に載るように政府に質問してくださったので、今

でも非常に感謝しています。やはり官報に掲載されると日本中に広がりますから、よかったと

思いますよ。 

相澤 まさにそういう点では、役人的には質問が来ると答弁書をつくるのでバタバタするわけですけ

れども、そうなりますといろんな意味で、特に防衛庁にとっては質問を受けているわけですか

ら、これに対応しなければいけない。そういう観点から、今までは任務がないから敬遠されて

いたと伺いましたが、この質問をきっかけに防衛庁の対応が変わったという感じはありました

でしょうか。 

髙井 いや、そう願いたかったんですけれども、やはり防衛庁でオーソライズした研究ではなく、防

衛研究所の研究員が独自にやっている研究という位置づけだったと思います。この頃には、自

衛隊の任務にない新たな活動の研究を容認してくれていましたが、私ができることは、OPK

の活動自体や法的な根拠の研究くらいでした。防衛庁は資料収集をしていたか分かりませんが、

防研で OPK 研究をやっているなと知っていた程度だと思います。 

相澤 ９番の質問は、これをきっかけに防衛庁、防衛研究所としてその後、先生が提案されたことを

どう受け止めたかということをお伺いしたかったのですが、それからいきますと、あんまり防

衛庁としては具体的に拾い上げてやろうという感じではなかったんですね。 

髙井 政策にしようという意図はあったか分かりませんが、防衛研究所の研究員の仕事は、自衛隊の

行動についての研究が基本ですから。結局、OPK のような自衛隊の任務にもない活動を任務

にしようとする研究なので、国連 PKO 研究の例もあったので、「研究を継続するように」と言

ってくれていました。「やめろ」とは言われませんでした。国連 PKO 研究の時は、最初からは

っきりとやめるように言われましたから、それと比べればかなりの変化だったと思いました。 

相澤 防研の中ではその後の継続的な検討というのは、あくまでも髙井先生と秋元さんに任せてとい

うことだったのですね。この時点ではもう秋元さんはリタイアされているかと思うんですが、

例えば所として特別研究みたいなことをするということではなくて、「やっててくださいよ」

という感じだったんですか。 

髙井 国連の制度や宇宙法の研究の傍ら、OPK の研究を継続してほしいとは言われていました。後

にシャングリラ会議で石破大臣が OPK について話してくださったのは、本当に嬉しく思いま

した。石破さんが大臣になったとき、シャングリラ会議でこれまで日本の大臣が何を言っても

ほとんど無視されてきたので、何とかしなければとお考えになったのでしょう。「OPK につい

て知らせてほしい」というので、論文などの資料を石破大臣にお渡しました。石破大臣は、自

分で資料を読んでまとめて、シャングリラ会議でお話になったと思います。シャングリラ会議
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では、「日本の防衛大臣が変わったことを言い出した」と大変な話題になり、演説後の記者会

見で質問が沢山出たと秘書の方から聞いています。このようなことがありましたので、防衛研

究所も防衛庁も OPK 研究をレベルアップするようにとの要請がありました。それで防衛研究

所を辞めるまでの間は、お陰様でずっと OPK の研究を続けることができました。 

 その後、例えばタイの海軍大佐がそうですが、OPK に興味がある人が研究をしてくれてい

るように、少しずつ非常に遅いですけど裾野は拡がりつつあります。OPK によく似た活動が

最初に具体化されたのが、ソマリア沖とアデン湾の海賊対処活動でした。OPK に近い形の有

志連合軍の活動です。この活動は、条約こそありませんが 2008 年に四つの国連安保理決議が

採択され、それ以降も毎年決議が採択され活動の根拠になっています。15 か国以上の有志国

が人類共通の敵の海賊対処へ自主的に協力した事実は、OPK の活動へのひとつの基準ができ

たと思い、とても嬉しく思いました。 

相澤 実は 11 番で質問を起こしましたが、石破大臣がシャングリラ会議で言われたというのは、国

際的に注目を集める機会になったと思うんですね。先ほどタイの留学生という話がありました

が、外国からの問い合わせだとか、「話を聞かせてくれ」みたいなコンタクトはありましたで

しょうか。 

髙井 ここで OPK（オーシャンピース・キーピング）の名前についてお話ししたいと思います。私

は、イギリスの雑誌の『国際平和維持活動』（International Peacekeeping）の編集委員会メン

バーだったので、編集委員長に「オーシャンピース・キーピング（Ocean Peacekeeping）と

いう言葉は、英国国民に理解されるか」と聞いたら、「それはおかしい。何故ならオーシャン

がピースキーピングするわけない」と言われました。そこで、彼のアドバイスもあり、海洋の

安定的な平和利用を目的とする活動だから、オーシャンピースをキーピングするというオーシ

ャンピース・キーピング（Ocean₋Peace Keeping）にすることにしました。作戦（オペレーシ

ョンズ）を付ければ OPKO（Ocean₋Peace keeping Operations）となり、PKO と紛らわしい

ので、相手は私が PKO と間違えていると勝手に思い、印象的になると考えていました。最後

は、イギリスやカナダの友達も「なるほどおもしろい」と納得してくれました。 

 外国からの問い合わせと言えば、防衛研究所の留学生だったフランス海軍中佐は、卒業後に

武官として駐日フランス大使館に勤務することになりました。そのフランス大使館から、パリ

のエコールミリテール（軍学校）で開催する『アフリカの危機』（Crisis in Africa）のセミナ

ーで OPK の話をするよう依頼されたことがあります。このセミナーにはアフリカ大陸の約 50

か国の外務省と国防省から 2名ずつ約 100名の学生が参加していましたが、この学生に日本国

憲法や国連海洋法条約そして OPK の話をしました。講演後、多くの学生に取り囲まれ、質問

漬けなったことを覚えております。 

 またタイ海軍から招聘を受けて、海軍大学校で OPK の講義を行ったこともあります。防衛

研究所で私のゼミ生だったタイ留学生が、卒業後タイ海軍中将となって教育部長となり、OPK

についてタイ海軍の学生に話してほしいとの依頼がありました。タイ海軍大学校上級課程の学

生約 20人、同時に中級課程の学生 80人程に対し国連海洋法条約の枠組と OPK について講義

を行いました。講義後、タイ海軍大将と会食をしましたが、驚いたことに彼は防衛大学校の卒

業生でした。このように外国からの反響では、タイはよかったんですが、他のアジアの国はま

だそこまで意識が高まらなかったようです。残念ながら仕方ないかなと思います。アジアの軍
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隊は、自分の国内のことで精一杯で治安維持のための警察みたいなものだと思います。でも

徐々に国家にゆとりができれば、OPK の活動もやってくれるかなと思っています。 

相澤 ちなみに、このシャングリア・ダイアログでの石破防衛庁長官のスピーチは先生からご紹介い

ただいた物、これは平成 15 年版の「防衛白書」なんですが、翌年は大臣が行けなくて、防衛

局長が同じところでスピーチをしています。「昨年の大臣のスピーチは非常な反響を集めた」

とわざわざ言及されているんですね。ということは、それだけ石破長官にとっては思い入れが

強かったんだろうなという印象を受けております。 

髙井 ありがとうございます。そのことは全く知りませんでした。 

相澤 それでは後でまた資料をお送りいたしますので。 

髙井 前に申し上げたように、シャングリラ会議で日本の大臣が何を言おうとほとんど無視されてい

たようですが、石破さんの記者会見席では質問が次々に出たということを聞いていましたから、

やはり防衛庁としても嬉しかったのかもしれません。日本の自衛隊が国際貢献の活動を行うべ

きだとする考えは、この頃から明確になってきたと思います。 

相澤 まさに国際貢献に、実際に形を変えてつながれていることを、これからお伺いしていきたいと

思うんですが、先ほど海賊の話もいただきましたが、10 番の質問に入らせていただきます。

ちょっと時系列で戻ってしまいますが、2001 年 9月にいわゆる 9.11米国同時多発テロが発生

します。ご存じのとおりで、我が国も後に海上自衛隊のインド洋派遣が実施されることになり

ますが、これがまさに言われる通り、オペレーション・エンディアリング・フリーダムと称す

る、対テロ戦争における海上阻止作戦なんですね。まさに有志連合で、我が国はご案内の通り

憲法上の制約もあり、非戦闘地域で補給支援等をやるという形で参加するんですけれども、こ

ういった感じの海軍間の協力枠組みが実現することになるわけですね。その意味では OPK と

の関係で、こうした動きをどのように見ておられましたか。 

髙井 イラク人道復興支援特措法（イラク特措法）は、2003 年に時限立法として成立しましたね。

日本は、イラクの非戦闘地域に限定されたとはいえ、人道的な復興活動を可能にする法的根拠

を立法できると感心しました。自衛隊が国連 PKO に続いて新たな国際貢献の任務を与えられ、

日本は平和愛好国だとする印象を世界に与えたことでしょう。しかも、（イラク特措法に先立

つテロ対策特措法の活動では）多国間協力ですから、米軍の艦船だけでなく復興支援活動に協

力する国家の艦船にも給油ができました。それがアデン湾やソマリア沖まで活動範囲を拡げた

活動になり、まさにおっしゃったように、OPK 的な多国籍の海軍協力があそこで始まったと

私は思っています。 

相澤 まさに OPK で考えているものが、形を変えて実現していったということですよね。 

髙井 その通りです。実際にはいわゆる本来の OPK とは違いますけど、でもそこに至るまでのプロ

セスとして、活動の根拠となる法律ができ、いわゆる国際貢献ができたという意味では、日本

の意識の非常に大きなステップアップだったと思います。 

相澤 その後、まさにそこにつながっていく 2010 年からのアデン湾の海賊対処については、実は海

洋政策研究所の前身の海洋政策財団、秋元さんなんかが研究をして政府に提言して行ったとい

う経緯を伺っているんですが、これには先生は噛んでおられないですか。 

髙井 当時は海洋政策研究財団でしたね。秋山理事長がシンポジウムのパネリストの 1人として声を

かけてくださいました。その時は、OPK ではなくて海洋協力のテーマだったと記憶していま

すが。セミナーの発表者は、海洋協力が必要だと発表していましたが、その方法や手段には誰
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も言及しませんでした。それは、不思議なことでした。海洋協力が必要と思うなら、その方法

や手段を研究すべきでしょう。そこで少々図々しかったのですが、OPK についてお話ししま

した。当時、秋元さんが海洋政策研究財団で OPK の研究をやっておられたかもしれないけど、

私はメンバーでもないし、防衛研究所にいましたので知りませんでした。 

相澤 まさに先生が防研を離れられる時に、誰かこれを引き継いでくれる人はいなかったのでしょう

か。 

髙井 もう誰もいません。国連 PKO については自衛隊の任務になっていましたので、国連 PKO の

研究者に引き継ぎました。しかし、OPK は個人の研究みたいな認識がありましたし、その後

継者もいませんでした。それからご存じのように、国際法の研究者こそ沢山いらっしゃいます

が、海洋法を研究している人は本当に少ないんです。しかも、海洋法の全体を網羅して理解し

ている人は先ずいません。そういう意味では、先程申し上げた布施（勉）先生がナンバーワン

かもしれません。布施先生は大学の学長になり、一緒に研究ができなくなりましたので、今こ

こでオーラル・ヒストリーに取り上げてくださったのは非常に嬉しいし、海洋政策研究所で

OPK の研究をやってくださるかもしれないということなので（笑）。 

相澤 是非とも。 

髙井 それは是非やって頂きたいと思います。 

相澤 それもありまして、ご退官後の秋元さんとの関係なんか、どんなふうに意見交換されたとか、

差し支えなければ教えていただければと思います。 

髙井 秋元さんは、確かリタイアした後、海洋政策研究財団に入られました。 

相澤 はい、海洋政策財団で研究されました。 

髙井 秋元さんとは防衛研究所で一緒に OPK の研究をしただけで、あとは私個人の研究として日本

の大学の紀要あるいは外国の雑誌に論文を書いたりしていました。だから、研究は、海軍の新

たな任務という概念までは書けましたが、具体的な艦艇の運用などについては、秋元さんにお

任せしていました。 

相澤 分かりました。そういう観点から、少し質問をペースアップさせていただきますけれども、2010

年代後半になりますと、ご存じのとおり新たな地域概念として「インド太平洋」が注目を集め

るようになっております。私も「自由で開かれたインド太平洋構想（FOIP）」を研究しており

ますけれども、ここで論じられている新たな安全保障上の脅威というのは、例えば外交青書に

書かれているのが、先ほどあった海洋汚染とか海賊、テロ、麻薬、気候変動といったものは共

通の脅威じゃないかと。それを、まさにずっと言われている「海上における法の支配、ルール・

オブ・ロー」ということで安定させていこうというのが大きな目的となっております。そうい

う観点では、まさにこれも OPK で考えていたことが、形を変えて拡がっていくものではない

かと思っているんですけれども、こういった観点から先生は、FOIP という考え方を今はどん

なふうに思っておられるのでしょうか。 

髙井 FOIP は、基本的に「自由で開かれたインド太平洋」を実現するということですが、フリーで

オープンの意味は、海洋を自由に利用することを目的としています。その根底にはルール・オ

ブ・ロー、法の支配があり、その眼目は通航の自由の確保です。インド洋や太平洋を利用する

諸国が、海洋の法秩序を守ることによって、つまり海洋汚染、海賊、海洋テロ、資源の乱獲を

阻止することで海域を自由に利用できることになります。南シナ海では、アメリカが「航行の

自由作戦（FONOPs）」をやっていますが、自由な通商路を確保することが重要です。海洋資
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源の保存管理が行き届くことによって、将来の世代も資源が自由に利用できる。自由で開かれ

たインド太平洋の意味する根底には、海洋秩序の維持という国際協力の活動がなければ、将来

にわたってインド太平洋を自由に利用できなくなるという危機感があると思います。 

 それからいわゆる中国による「一帯一路」の海洋コントロール、ポート・コントロールによ

る海洋の独占の懸念があり、インド太平洋でも南シナ海と同じような危機意識があります。中

国が共通の敵ではなく、航行自由の阻止、資源の乱獲とか海洋テロを共通の敵とした共同で対

処するという意味においては、まさに OPK の具現化だと思います。 

相澤 その辺の難しさというのが、まさに中国の考えるルール・オブ・ロー・アットシーと、我々の

考えるものと違うところがありまして、まさに言われた「航行の自由」というところで、ご存

じのとおり米海軍がいわゆる「航行の自由」作戦をやっているんですけれども、そもそも彼ら

は国連海洋法条約に則ってないと私は思っていますが、その領海を通過することは挑発だとい

う言い方をする。そういったところを調整していく上で、先生はこの辺のところはどんなふう

にご覧になっておりますでしょうか。 

髙井 南シナ海の利用についてフィリピンと中国との間で仲裁裁判がありました。中国は、南シナ海

の大部分を囲む九段線を引いて、九段線で囲まれた海域を歴史的な「中国の海」であると主張

していました。つまり、中国が「ここは中国の海だ。何をやろうと我々の自由だ」と主張して、

フィリピン領のスカボロー礁で違法操業を続けたことに対し、フィリピンが「国連海洋法条約

上の秩序と違うんじゃないの？」と問題提起したのが、南シナ海仲裁裁判です。中国は、この

訴えを無視して裁判所に出廷せず、仲裁裁判所が「九段線内の海域は公海である」と裁定した

ときにも、「裁定は紙切れだ」とけなし、中国の正当性を主張するペーパーを公表しました。

そんなに根拠があるなら事前に提出すればよかったのですが、このとき中国は二つのミスを犯

しました。 

 一つは、200カイリ経済水域を国内法で規定した中国は、国連海洋法条約の規定を自国に都

合の良いように解釈していると諸外国に知られたことです。もう一つは、国連海洋法条約の規

定の中で、自国に都合の悪い規定を軽く見ていたことです。国連海洋法条約は、規定の解釈に

相違があったときは、四つの国際裁判所で解決しなければならないという義務規定（第 287条）

があるのですが、中国は、「国際裁判は中国の同意がなければ開かれない」という思い込みを

してたことです。諸外国は、中国が無視した仲裁裁判の裁定が出て、「やっぱりそうか」と納

得しました。それ以降、中国は、九段線内の海域の法的性質についての主張を潜めているよう

な気がします。 

 ただ一つ相変わらず強硬に主張していることは、人工島とその周辺の領海は中国のものとい

うことです。国連海洋法条約によると、諸国は自由に人工島を構築できるけれど、島ではない

ため周辺に領海を主張できません（第 60 条、第 80 条、第 87 条）。中国は、人工島は平和目

的であり、周辺には領海があるという主張を繰り返しています。米軍の艦船は、人工島周辺の

領海を認めないので、船舶の通航自由を確認する行動を行っているのが「航行の自由作戦」で

す。艦船は、人工島にこそ接近しませんが、人工島から攻撃される危険を冒しても通航の自由

を確保しようとしているのだと思います。アメリカも一気に中国の海洋侵出を抑えつけないで、

少しずつ海洋秩序の維持を行動で確認しています。それは一種の妥協かもしれないけれども、

中国も徐々に主張を控える可能性があるかも知れません。 

相澤 国際秩序に寄ってきているということですね。 
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髙井 そういうことです。まさに国際基準のルール・オブ・ローに従いつつあると。中国は共産党の

支配ですから、急速には変化に踏み切れない。でも 1 年から 2 年ぐらいでこのように変化して

きたことは、中国も国際的な責任ある国家として国際秩序に合わせていかなければという意識

が出てきたと期待していたのですが、今日の中国の行動を見ると、これは甘い認識だったかも

知れません。 

相澤 そういう意味では、まさに最初に言われた UNCLOS の精神である海洋のガバナンスというの

に、中国も背を向けられないということですね。 

髙井 その通りです。しかし中国は、仲裁裁定後も相変わらず九段線内で周辺国の漁船を取り締まっ

ている事実もあります。九段線内の海域は「中国の海」ではないと明確に国際裁判で否定され

たので、中国としても徐々にこれを受け入れざるを得なくなると期待しています。 

相澤 まさに UNCLOS との関連では、中国がアメリカなんかに反論する時に、「いや、アメリカは

批准してないじゃないか」という言い方をするんですけれども。 

髙井 言っていますね。 

相澤 こういった言い方については、先生はどのように？ 

髙井 アメリカは、コンセンサス方式で条約を決定した国連海洋法条約草案が作成され、採択直前に

大統領が変わり、新政権はブルー・ブックを海洋法会議に提出しました。その内容は、前政権

が関わった深海底の資源開発規定が国益と一致していないというものでした。その理由は、冷

戦時代の地域紛争と深く関係しています。アメリカは、アフリカにおける代理戦争の地域をプ

ロットしたところ、希少金属、レアメタルの産地とぴったり重なっていたそうです。（当時の）

ソ連は、クロームの一大生産国でしたが、その他のレアメタルの産地で紛争を起こしアメリカ

への安定供給を阻止するレアメタル戦略を考えていたようです。アメリカにとっては、希少金

属を安定的に確保することが、ハイテク産業の育成に不可欠と判断していました。そこでアメ

リカは、レアメタルを自給自足にするため、深海底のいわゆるマンガン団塊の開発をめざして

いたところだったのでした。 

 アメリカは、冷戦時代からマンガン団塊の商業化を目論んで、探査開発技術やシステム開発

を推し進め、国際コンソーシアム（合弁企業体）が商業化しようとした直前に、国連海洋法条

約草案の採択会議が招集されたのでした。この条約草案の規定では、探査開発船に途上国の人

を乗せて技術指導をしなければならない義務、そして深海底開発機構にお金を支払う義務など

多くの義務規定があり、アメリカの企業にとって一方的に不利となっていました。アメリカの

新政権は国民や企業の代弁者、利益代表ですから、深海底の探査・開発条件を見直したいと思

い、ブルー・ブックを提出したのでした。アメリカの主張は、国連海洋法条約の深海底開発制

度だけが同意できないということです。結局、深海底の探査・開発のレジームは 5 年後に見直

すことにして、国際海洋法条約が採択されました。今や冷戦が終わり、レアメタルを自給する

必要はなくなったので、アメリカでも「国連海洋法条約に加入すべきだ」と主張する研究者が

多くなりました。中国の言い分は、自分のことを棚に上げた言いがかりです。 

相澤 そうしますと、この関連でいちばん関心のある問題だと思いますのでお伺いしたいのですが、

UNCLOS の将来という時に、中国は「自分達で、いいように変えるべきじゃないか」という

ことも言ったりしています。アメリカはいま言ったような事情があって、そうしますとこの先、

いろんな議論を経て今の形になっているものをこのまま維持するのがいいのか、変えるべきな
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のかという、いろんな議論があるかと思いますが、この辺りを先生はどんなふうにお考えにな

りますか。 

髙井 だからこそ、これまでお話ししてきたように、コンセンサス方式で 10 年もかけて作成した国

連海洋法条約なので、その規定や精神を維持するために、海洋の安定的利用を促進する OPK

のような国際協力活動が必要だと思います。活動に際しては、少なくとも３か国以上の海軍が

同じ艦艇に乗り組んで OPK の活動を実施することは、共通の価値観や行動基準に基づいた活

動であり、秩序維持、ルール・オブ・ローのための共同活動です。参加国がどんどん増えるこ

とによって、気がついたら「中国だけが」ということになるかも知れません。そうなることを

期待して、マルチの活動が望ましいと考えていたのでした。 

 排他的経済水域も、最初はアフリカの途上国を除く多くの国、取り分け遠洋漁業国は大反対

していました。「釣り堀理論だ。今まで魚を自由に獲っていたのに獲れなくなるのはおかしい」

と。国連海洋法会議で遠洋漁業大国だった日本などの諸国がそう言って反対していましたが、

気がついたら反対していたのは日本だけでした。国連海洋法会議では、例えば軍事大国は、国

際海峡の通航の自由を認めれば、排他的経済水域を認めるといった取引があり、結局最後まで

反対したのは日本だけだったのです。国連海洋法会議は、コンセンサス方式ですから１か国で

も反対すれば次の条文の審議に入れません。海洋法会議では「エクセプト・ジャパン」という

表現で、「日本国だけが排他的経済水域に反対している」となりました。 

相澤 そういう意味では、まさに UNCLOS の交渉過程に回帰しているといいますか、まさにいま共

通という点では、さっき汚染の問題に言及されていましたけど、今はプラゴミという形で議論

がされ、海賊の件が注目を集め、それから IUU（違法・無報告・無規制）漁業の問題が注目を

集めている。このような時代であればこそ、「海洋のガバナンス」が重要という理解でおりま

すので。 

髙井 その通りです。しかも、これは海洋法の問題ですが、同時に国際環境法の問題でもあります。

国際環境法はご存じのように、汚染原因を突き止めなければコントロールできません。例えば、

フロンガスは、地球温暖化やオゾン層のドーナツ現象の原因なのか未だ分からないのですが、

原因物質を特定しているうちに時間が経過して、その有害物質を禁止したとしても、自然環境

は元に戻ることはありませんので、現在、フロンガス排出を規制しています。つまり、環境法

は被害が大きくなる前に先取りして、危険性があるなら今のうちに排除しておけば、たとえ原

因物質が違っていたとしても、健康は維持できる。海洋環境の保全と資源の保存管理が悪化す

る前に手を打っておくこと、つまりそれは、海洋の持続可能な開発なのです。したがって国連

海洋法条約は、まさに国際環境法なのです。プラスチックゴミとかの海洋汚染を含めて海洋環

境の保全を義務付けているのです。 

 海洋の持続可能な開発が意味するところは、排他的経済水域の漁業資源をまず優先的にその

国の漁業者に割り当てて、余った資源についてだけ外国に漁獲を認めて入漁料を取ることがで

きますが、そのかわり、その国の排他的経済水域の資源の保存管理は、その国の義務になって

いることです。つまり、排他的経済水域の漁業資源を優先的に利用できる権利を認める代わり

に、資源の保存管理と海洋環境の保全を義務付けている。 

 国連環境会議では先進国と途上国の意見の対立が続いています。一方的に義務を課せられた

途上国は、例えば、炭酸ガス排出規制問題について「先進国が汚したのに途上国も責任をとる

のはおかしい」との主張を繰り返しています。海洋環境の保全義務もそれと同じです。貧しい
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国は、経済的に自立したいと考えているので、自国の経済的利益を優先する傾向にあるため、

海洋環境の保全や漁業資源の保存管理を義務付けても実効的ではありません。海洋先進国は、

途上国が利益になることを考えなければならないというのが私の考えです。 

相澤 いま排他的経済水域のガバナンスのお話になりましたので、ちょっと質問が戻ってしまいます

が、いただいた論文の中でも書かれていますが、このインセンティブといいますか、ものすご

く広大な EEZ があると。一方、貧しい国はいわゆる法執行能力がない。であるからこそ海軍

の力を使うし、多国間協力をやっていこうという発想だと思うんですけれども、この辺りの見

解は今も一緒でいらっしゃいますか。 

髙井 そうです。海上保安庁がない国でも海軍は保有しています。途上国には海軍はあっても規模が

小さい。艦船も小さくて数も少ない。それにマルチで乗り組むということは、途上国軍人の訓

練の機会にもなります。途上国は、OPK の活動に協力することで、自国の排他的経済水域に

おける義務を履行できるし、海軍のレベルが上がるという利益を得ることができます。しかも

マルチで OPK の訓練や共同活動しているうちに、軍人同士で仲間意識が増え、「戦争をしたく

ない」という意識になればと思っています。これは、国連 PKO の経験からもいえます。一緒

に国連 PKO の現場で協力することによって、「あの国の軍人はすごい」とか、「訓練が足りな

いな」と分かって、互いに指摘しあうことで仲間意識が出てきました。 

 国連 PKO の現場ではよく女子会が行われます。各国の女子軍人が集まって飲み会をして、

「うちの上司はひどい」とか話してストレスを発散させることで、仲間意識ができるようです。

また各国から派遣された軍事要員のスポーツ大会で競った軍事要員は、帰国した後も仲間意識

が続いているようです。海軍は艦船単位で活動するから軍人同士が知り合う機会がまずありま

せんが、OPK の活動を共同で実施することで身近な同僚になれます。艦船で同じ釜の飯を食

べる仲間です。そういう任務の遂行が、これからの海軍のあり方だと思います。 

相澤 今のお話は非常に共感できることがありますが、もう一方で協力というところで、能力がない

からこそ、よその力を借りたいというところが正直あろうかと思います。ご案内の通りで、国

際政治の世界ではバンドワゴンという話がありますが、この OPK で進めていく場合に、例え

ば日本は経済力があって組織性もあるから、バンドワゴンされる側になったりしないかみたい

な議論というのはないのでしょうか。 

髙井 途上国にしてみれば、日本と一緒に活動することはバンドワゴンになるでしょう。OPK に従

事する軍人は基本的に対等で、国が小さくて艦船が小さく練度が低くても、その国指揮下で艦

船に乗って一緒に活動するということは、安心感をもたらすことでしょう。日本は、「南西諸

島への攻撃」といった懸念があり、残念ながら OPK のために艦船は割けない。しかし、海上

自衛官が途上国の艦船に乗ることによって、例えば相澤先生がインドネシア海軍の小さな艦船

に一緒に乗り組んで、航海技術などの技術的に未熟な点を指摘して教えてあげるだけで、イン

ドネシア海軍の技術が向上するし、能力構築支援になると思います。日本の海上自衛官が 1人

でも乗船してくれたお蔭で技術が向上することになるので、そういう意味ではバンドワゴンに

なると思います。海洋秩序を安定化するために、お互いに協力し合わなければいけないという

ことが重要だと思います。 

相澤 そうしますと、船を派遣するというよりは、まさに人が行ってやること自体が、いちばんミソ

ということですね。 
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髙井 そういうことです。日本が艦船を派遣することができればもっといいのですが、日本の防衛も

重要な任務です。同時に、海軍の軍人同士の交流も重要で、途上国の海軍には、少ない艦船数、

スピードが遅い、燃料もないという現実があり、国連海洋法上の義務の履行が困難という事実

も看過できないのです。最近、巡視船をフィリピンなどに提供することにしましたが、たとえ

中古船でも向こうにしてみれば素晴らしい船ですから。OPK に利用できる艦船を数多く提供

することになれば、日本の造船界も活気が出て、造船技術を維持できるし、景気も良くなると

思います。日本からの船舶の提供は、途上国にしても嬉しいことだと思います。 

相澤 まさに先ほど FOIP の議論をさせていただきましたけれども、その中の施策というのが巡視船

の供与であったり、あるいは能力構築支援ですよね。まさに先生が言われるような、海洋法執

行の向上のための支援をしているということですね。 

髙井 そうです、そういうことです。 

相澤 その意味でも、まさにこういった点は OPK の考え方が活きてくるということですね。 

髙井 いい考えでしょう。 

相澤 私はそのように思うんですけれども。 

髙井 それからもう一つは、退職後の海上自衛官の活躍の場の提供にもなると思います。多くの OB

は、会社へ再就職していますが、長い間、現役の時に取得した能力を活用する場がなくてもっ

たいないと思っていました。そういう退職自衛官が会社を設立して、OPK 能力の構築支援が

できればとも考えています。OPK の監視員は、現役の海上自衛官ですが、その他の技術等の

教育訓練による能力構築の支援は、OB の会社員でも十分可能です。OPK監視船に一緒に乗り

組んで支援することは必要だと思うし、途上国側も受け入れやすいと思います。 

 いま現役の陸上自衛隊員は、途上国の国連 PKO 要員の能力構築支援を目的とした国連三角

パートナーシップ・プロジェクトでブルドーザーの運転技術などの教育を行い、大好評を博し

ています。日本国内で高い技術を独占するだけでなく、その技術を途上国にシェアする時代に

なりつつあると思います。外国にはリタイアした後の元軍人が途上国の軍隊の能力構築を支援

するために設立した、いわゆる民間軍事請負会社（PMC）が沢山あります。日本にも自衛隊

の業務を会社へ委託する民間活用を行っていますが、このような会社がさらに増えて、退職自

衛官が海外で活躍できる場になればいいのですが。 

 途上国の軍隊、取り分けクーデターが頻発するアフリカ諸国の軍隊は、多くの場合、訓練レ

ベルが低いので、高いレベルの武器が使用できないし、軍隊内の紀律が乱れている場合が多く

あります。そういう途上国は、PMC へ政府軍の能力構築の支援を依頼して、政府の安定化を

図っています。レベルの高い反政府軍に政府軍がやられてしまう事実が現実にあるので、途上

国は、その対応策として PMC に支援を依頼し、政府軍の教育や訓練レベルを向上させている

のです。 

相澤 （OB の処遇にも御配慮を頂きまして）ありがとうございます。 

髙井 いやいや、本当に自衛隊の OB は、生活を維持できても、現役時代の経験を仕事に生かせてい

る人は少ないと思います。率直に言って、相澤さんなんかみんなから羨ましがられていると思

いますよ。 

相澤 まさにそういう点では、ありがたく思っております。 
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髙井 私は自衛隊の教官でしたが、退職後も国際法、海洋法、安全保障の研究を続けることができて

恵まれています。ゴルフ三昧で余生を楽しんでいる人はそれでいいのですが、専門的な仕事を

やっていた人については、その専門を生かす場がほとんどないのでとても残念に思っています。 

相澤 もう一つお伺いしたいのは、いままでこういうことを考えてということをいろいろ伺いました

けれども、実際、ここの 2～3 問ぐらいで議論している通り、私自身は OPK の考え方はいろ

んな安全保障協力に、形を変えて実現していると理解しているんですが、一方ではまさに先生

が言われたような、お互いの艦船に乗り組んで共同で法を執行するという形はなかなか実現し

ない。これは、どういったところに障害があるのでしょうか。もちろん簡単な話ではないこと

は重々承知の上でお伺いするんですが、それがなかなか浸透していかないというのか、みんな

「いい、いい」と言うけれども実際いざとなったらヘジテートがあるのは、どの辺に原因があ

るとお考えでしょうか。 

髙井 大きな障害といえば、活動の根拠法がなかなかできないことにあると思います。軍隊であろう

と国家公務員は、法律に基づいて行動が可能になります。「アイデアとしてはいいですが、根

拠法は？」となります。自衛隊 OB が PMC の民間人として活動する場合は、根拠法の問題は

無くなるでしょう。また海上自衛隊は、現在、中国やロシアに対する警戒監視など多くの任務

を抱えているので、隊員数やアセットが十分にあるとは言い難いと思います。海上自衛隊に新

たな任務を付与すること、それはどうしても最後のネックになってしまいます。国際的な安全

保障の活動に対する国会議員の意識が高まって、国会で議論して欲しいと思っていまし、国民

も海洋の未来に関心をもち、同時に、研究者やマスメディアが取り上げるようにならないと、

OPK の活動に対する認識が広がっていかないと思います。 

相澤 ですよね。そのためには、まさにいちばん最初の質問でお答えいただいた通り、共通のルール

があって、それを担保する国内法があって、それが共通のスタンダードになってないと成り立

たないということですよね。 

髙井 成り立たない。ただ、一度に全部ができないから、海洋の安定的利用が重要だと考える意思が

ある 2カ国でも 3カ国だけでも、OPK の活動に協力して取り組めばいいと思っています。先

ず、排他的経済水域が接している国同士で OPK を実践していく、そしてマグロやサンマのよ

うな回遊性魚種の乱獲防止、不法な海洋投棄などの取り締まりへと活動の範囲を拡大していく

ことになるでしょう。少しでもできることからやっていくということが重要です。 

相澤 そういう意味では、まさに国家実行の積み上げが推進力になるだろうということだと思います

けれども。 

髙井 そういうことです。そのうちに海洋を安定的に利用するためにはどうしたらいいのかという意

識も変わってくると思います。 

相澤 最近の事例ですと、ご存じのとおりフィリピン、インドネシア、マレーシアのスールー・セレ

ベス海の共同パトロールというのがありますね。ああいう国家実行の積み上げで、その中から

共通のルールをつくりだしていくということですね。 

髙井 そういうことです。 

相澤 これは、誰か旗振り役が必要ですね。 

髙井 そうです。笹川平和財団の海洋政策研究所は、海洋問題の研究者が多く、海洋情報の蓄積が豊

富にありますから、旗振り役として最も相応しいと思います。 
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相澤 まさに最後の質問でそれを議論させていただきたいと思っていますが、いま我々が考えている

のは、新しい安全保障概念をつくろうとしているんです。この OPK の考え方を雛型にしたい

という思いがありまして、今日はオーラル・ヒストリーで伺わせていただいている次第です。

それでは、最後の質問に入らせていただきたいと思います。 

 実は、今日 OPK の構想について伺ってまいりましたのは、我々は 3 年計画で「海を守る新

たな国際構造の創出に関する研究（ブルー・インフィニティー・ループ）」というのをやって

いるんです。ものすごくフワッとした形なんですけれども、もともとの立ち上がりは、北極の

氷が融けて通れるようになったら、どんなシーレーンの影響があるかというのを３年やってき

ました。さらに敷衍をして、今日も議論しております「航行の自由」とか、海洋法のガバナン

スを確立していくために、国際社会はどう取り組んでいけばいいかという大きなテーマがあり

ます。あんまり大きなことを言っても、アウトプットが出てこないんですね。そこの中で、例

えば先ほど申しあげました IUU、違法漁業対策であるとか、私自身はさっき申しあげた「イン

ド太平洋戦略」に関心を持っていますので、インド太平洋地域における国際秩序をどうしたら

いいのか、とか。つまり、いろんなレベルの違うことをやっているんですけれども、ただ目的

は今日ずっと議論してきた、「海洋のガバナンスを確立するために、国際社会がどう取り組ん

でいけばいいか」というのをテーマにしています。 

 そういった観点から、是非今日お伺いしたことの総括として、これから目指していくべきこ

とだとか、どんなことに気をつけてやっていけばいいのか、そのためには何が必要かとか、ア

ドバイスをいただければ幸いでございます。 

髙井 アドバイスになるかどうかわかりませんが、先ず、国によって考え方や理解が異なっている海

洋ガバナンスについての意見交換から始めるといいでしょう。例えば、先ほど言いましたよう

に、海洋環境の保全の義務を履行するために、諸国が国際基準に合わせた国内法を立法して取

り締まる方法の是非。そして、国連海洋法条約上の義務履行をどう考えているのか、国際基準

に合わせた諸国の国内法を世界共通のルールにする方法、同一艦船に多国籍の海軍軍人が乗り

込むことの問題などの議論が必要でしょう。そして何よりも重要なことは、このような議論を

国の内外に対して発信することです。発信することによって、海洋秩序の維持に関する国際的

な関心が高まってくるでしょう。そしてこれに関する議論を蓄積することが、国際法と同じよ

うな世界法を構築するプロセスになると思います。海洋からの恩恵を受けている諸国を中心に、

このような意識を行動に移す国を少しでも増やしていくことになることを期待しております。 

 インド太平洋方面ではフランスやイギリスは、中国の「一帯一路」と航行の自由の脅威にど

う対応するかを考えています。自由で開かれたインド太平洋の構想は、既に日本、アメリカ、

インド、オーストラリアの通称クアッド（Quad）で、連携行動を議論していると思います。

イギリスやフランスもやがてクアッドに参加するかもしれません。中国も同じ価値観をもって

参加を希望すれば、これを排除する必要はないと思います。 

 このようなコアな国が具体的にどのような活動を行うのかについて、最初からきちっと決め

て、航行の自由、海洋環境の保全や漁業資源の保存管理義務を含んだ、将来の海洋を安定的に

利用するためのルールを確立していくことがとても重要だと思います。要は、国際環境法の側

面をもつ国連海洋法条約に沿った秩序維持の活動を、具体的に行動に移すことだと思います。 

 北極航路との関連でいえば、北極航路に面している諸国が、「先ずは地域」で協力して海洋

秩序の維持、海洋ガバナンスのための活動を始める。「先ずは地域」から「やがて全体」を包



海洋安全保障情報季報－第 32 号 

 

 

180

括することを念頭に置おくことは大事だと思います。それから、何回も言うようですが、行動

する法的根拠になる海軍や海上自衛隊の任務の付与が必要です。この中で、何ができて何がで

きないか。何をやるか、何のためにといったことを少しずつ詰めていくことが大事です。誰し

もがアイデアは賛成なんですが、具体的な行動を考えるのは難しいのです。海洋の安定化のた

めに軍事力を強圧的に使うのではなくて、秩序維持のために平和的に活用するということです。 

相澤 海上における法執行ということですね。 

髙井 そうです。国連 PKO と同じです。つまり、停戦合意をしたのなら、その停戦合意を守ってい

るかどうかをウォッチするのが軍事要員の任務です。国連 PKO の場合は、どちらかが停戦合

意に違反してもこれを制止することはありません。しかし OPK の場合は、海洋秩序の維持、

海洋の安定化のための活動なので、海洋汚染や密猟を発見すればこれを阻止し、国際海洋テロ

や麻薬運搬、海賊などの国際犯罪についても、取締ることになります。 

相澤 貴重な内容のお話をありがとうございました。我々も、これからこの研究のためにいろいろ考

えていきたいと思いますので、またアドバイスをいただければ幸甚でございます。本当に、長

時間どうもありがとうございました。 

髙井 本日のオーラル・ヒストリーを通して、これまで行ってきた研究が OPK の概念を発案する上

で、知らず知らず役に立っていたことを改めて認識できました。こちらこそ感謝いたします。

どうも有難うございました。 
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